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(注)１.　 別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「米ドル」「USドル」「US$」はアメリカ合衆国の法定通貨を、「香港

ドル」及び「HK$」は香港の法定通貨を指す。本書において便宜上記載されている日本円への換算は、別段の記載のあ

る場合を除き、１香港ドル＝14.13円の換算率（2016年４月7日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信直物売買

相場の仲値）により計算。

 

２.　 別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「人民元」は中国の法定通貨を指す。本書において便宜上記載されて

いる人民元から日本円への換算は、別段の記載のある場合を除き、１人民元＝16.96円の換算率（2016年４月7日現在

の中国外国為替取引センター（China Foreign Exchange Trade System)公表の中心値）により計算。

 

３.　 チャイナ・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミテッドの会計年度は、12月31日をもって終了する１年間

である。

 

４.　 本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。

 

５.　 本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の語は以下の意味を有するものとする。

 

「会社」又は「当社」（注） チャイナ・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド（中国

人寿保険股份有限公司）、及びその子会社

「集団公司」 チャイナ・ライフ・インシュアランス（グループ）カンパニー（中国人

寿保険（集団）公司）、当社の支配株主である

「資産管理子公司」 中国人寿資産管理有限公司、当社の持株子会社である

「養老保険子会社」 中国人寿養老保険股份有限公司、当社の持株子会社である

「財産険公司」 中国人寿財産保険股份有限公司、集団公司の持株子会社である

「国壽投資公司」 国壽投資持株有限公司、集団公司の完全子会社である

「安保基金」 国壽安保基金管理有限公司、当社の間接持株子会社である

「国壽財富公司」 国壽財富管理有限公司、当社の間接持株子会社である

「保険監督管理委員会」 中国保険監督管理委員会

「証券監督管理委員会」 中国証券監督管理委員会

「証券取引所」 香港証券取引所（The Stock Exchange of Hong Kong Limited）を意味

する。

「上海証券取引所」 上海証券取引所（The Shanghai Stock Exchange）を意味する。

「会社法」 「中華人民共和国会社法」

「保険法」 「中華人民共和国保険法」

「証券法」 「中華人民共和国証券法」

「定款」 「チャイナ・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド（中

国人寿保険股份有限公司）定款」

「中国」 中華人民共和国を意味する。ただし、本書において、香港、マカオ特別

行政区及び台湾地域を含まない。

「人民元」 人民幣元

（注）連結財務諸表にいう「当社」を除く。
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第一部 【企業情報】

 

第１ 【本国における法制等の概要】

 

１ 【会社制度等の概要】

 

(１) 【提出会社の属する国・州等における会社制度】

 

中国法

中国会社法

当社は、中国会社法に基づき設立された。以下は、当社に適用される中国会社法（以下、本章では単に「会社

法」という。）の主要な規定の概要である。「会社」とは、会社法に基づいて設立され、H株を有する株式有限会

社について言及するものである。

 

概要

「株式有限会社」とは、会社法に基づき設立された法人であり、その登録資本は、額面価額の等しい株式に分割

される。その株主の責任は当該株主が保有する株式の範囲内に限られ、会社の責任はその所有するすべての資産の

総額に限られる。

 

設立

会社は、発起設立又は募集設立の方法により設立される。

会社は、２人以上200人以下の発起人により設立しなければならず、そのうち半数以上の発起人は、中国国内に

住所を有する者でなければならない（会社法第78条）。

発起設立とは、発起人が、会社の発行する全ての株式を引き受けて会社を設立する方式をいう。募集設立とは、

発起人が会社の発行する株式の一部を引き受け、その他の部分を公開募集又は特定の対象における募集を行って会

社を設立する方式をいう（会社法第77条）。

 

株式

会社は、記名式株券又は無記名式株券を発行することができる。ただし、発起人及び法人に対して発行された株

式は、記名式株券の様式でなくてはならず、異なる名義又は代理人の名義で登録されてはならない。

中国証券法に従って、証券取引所を通じた証券取引により、投資者が上場会社の発行株式の５%を自ら又は合意

その他の取決めにより他人と共同して有する場合、当該事由の発生後３日以内に、国務院証券監督管理機構及び証

券取引所に対し、書面で報告を行い、また、当該上場会社に通知し、かつ公告を行わなければならない。この期間

中、当該上場会社の株式を売買することはできない。投資者が自ら又は合意その他の取決めにより他人と共同して

有する一つの上場会社の発行株式が５%に達した後、その有する当該上場会社の発行株式の比率が５%増加又は減少

する毎に、前項の規定に基づき報告及び公告を行わなければならない。報告期間中及び報告、公告後の２日以内

は、更に当該上場会社の株式の売買を行ってはならない（証券法第86条）。

 

増資

新株発行による会社の増資は、株主総会において株主の承認を受け、かつ以下の条件を満たさなければならない

（証券法第13条）。

(i)   健全で、かつ良好に機能する組織機構を備えていること

(ii)  持続的に利益を得る能力を備え、財政状態が良好であること

(iii) 直近３年間の財務会計書類に虚偽の記載がなく、かつ、その他の重大な違法行為がないこと

(iv)  国務院の許可を経て国務院証券監督管理機構の定めたその他の条件
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減資

会社は、最低登録資本要件を満たす範囲で、会社法が規定した以下の手続きに従い、その登録資本金を減少する

ことができる（会社法第178条）。

(i)   会社は、貸借対照表及び資産一覧表を作成しなければならない。

(ii)  登録資本金の減少は、株主総会において、株主により承認されなければならない。

(iii) 会社は、減資を承認する決議の採択後、債権者に対して10日以内に減資の事実を通知し、30日以内

に新聞公告を行わなければならない。

(iv)  会社の債権者は、法令の定める期間内に、会社に対し、債務の弁済又は当該債務を補填する担保の

供与を要求することができる。

(v)   会社は、関連する工商行政管理局に対して、登録資本の減少を申請し登記手続きを行わなければな

らない。（会社法第177条、同法第179条）

 

株式の買戻し

会社は、次の場合を除いて、自社株式を買い戻すことができない。

(i)   減資を行う場合

(ii)  当該会社の株式を有する他の会社と合併する場合

(iii) 当該会社の従業員に対し賞与として自社株式を与える場合

(iv)  株主が、合併及び会社分割に関する株主総会決議に反対し、会社に対してその株式の買取りを要求

した場合

上記(i)から(iii)の理由で自社株式を取得する場合、会社は、株主総会の決議を経なければならない。会社は、

上記に従い自社株を買い戻した後、(i)の場合は買戻しの日から10日以内に当該株式を消却し、(ii)の場合及び

(iv)の場合は、６カ月以内に譲渡又は消却しなければならない。会社が(iii)号の規定に基づき買い戻す自社株式

は、自社の発行済株式総額の５%を超えてはならず、買戻しに用いる資金は会社の税引き後利益から支出し、買い

戻した株式は１年以内に従業員に譲渡しなければならない（会社法第142条）。

 

株式の譲渡

株式は、関連法令に従い譲渡することができる。株主は、法令に基づき設立された証券取引所において、又は国

務院が規定したその他の方法によってのみ、株式の譲渡を行うことができる（会社法第138条）。記名式株券は、

裏書又は適用法令の定めるその他の方式により譲渡することができる。

 

株主

株主は、会社の定款に記載された権利及び義務を有する。会社の定款は、各株主を拘束する。

株主の権利は、以下を含む。

(i)   株主総会に本人として出席するか、又は代理人を選任し、その保有する株式数に関して議決権を行

使すること

(ii)  会社法及び会社の定款に従って、法律により設立された証券取引所において株式の譲渡を行うこと

(iii) 会社の定款、株主総会の議事録並びに財務及び会計報告書を閲覧し、会社の業務について提案及び

照会を行うこと

(iv)  株主総会又は取締役会において採択された決議が、何らかの法令若しくは行政規則に違反するか、

又は株主の合法的な権利及び利益を侵害する場合、違法行為の差止めを求めて人民法院に提訴する

こと

(v)   保有する株式数に関して配当を受けること

(vi)  会社の解散に当たり、その株式保有の割合に応じて残余財産を受領すること

(vii) 会社の定款が定めるその他の株主権
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株主総会

株主総会は、会社の機関であり、会社法に従って、その権限を行使する。

株主総会は、以下の権限を行使する（会社法第100条、同法第38条第１項）。

(i)   会社の事業方針及び投資計画を決定すること

(ii)  従業員代表によって選任された以外の取締役を選任、変更及び解任し、また、当該取締役の報酬に

関する事項を決定すること

(iii) 従業員代表以外の監査役を選任、変更及び解任し、また、当該監査役の報酬に関する事項を決定す

ること

(iv)  取締役会の報告書を審議し承認すること

(v)    監査役会の報告書を審議し承認すること

(vi)  会社の年次財務予算案及び年次決算案を審議し承認すること

(vii) 利益分配及び損失処理についての会社の提案を審議し承認すること

(viii) 会社の登録資本の増加及び減少を決定すること

(ix)  会社の社債発行を決定すること

(x)   会社の合併、分割、解散及び清算並びにその他の事項を決定すること

(xi)  会社の定款を修正すること

(xii) 会社の定款が定めるその他の権限（会社法第99条、同法第37条第１項）

年次株主総会は、毎年１回開催されるものとする。臨時株主総会は、以下のいずれかの事由の発生後２ヶ月以内

に開催されなければならない。

(i)   取締役の数が会社法の定める数を下回るか、又は会社の定款に定められた数の３分の２を下回った

場合

(ii)  補填されてない会社の総損失額が、会社の資本総額の３分の１に達した場合

(iii) 単独又は合計で会社の株式の10%以上を有する株主の要求があった場合

(iv)  取締役会が必要と判断する場合

(v)   監査役会が総会の開催を提案した場合

(vi)  会社の定款が定めるその他の場合

株主総会は、取締役会により招集され、また、取締役会の議長が議事進行を行う。取締役会の議長がその職務を

履行できず又は履行しない場合、副議長が議事進行を行う。副議長がその職務を履行できず又は履行しない場合、

半数以上の取締役が共同で取締役１名を推挙して議事進行を行わせるものとする。

取締役会が株主総会会議の招集職責を履行できず又は履行しない場合、監査役会は適時に招集及び主宰するもの

とする。監査役会は招集及び主宰しない場合、連続して90日以上単独又は合計で10%以上の当社株式を保有する株

主は自ら招集及び主宰することができる（会社法第100条、同法第101条）。

総会の通知は、会社法に従う場合は総会の20日前までに、臨時株主総会の場合は臨時株主総会の15日前までに株

主に通知しなければならない。無記名株式を発行する会社の場合は総会の30日前までに、総会の開催時間、場所及

び議題を公告しなければならない（会社法第102条１項）。また、特別規定及び必須条款に従う場合は45日前まで

に、総会の審議事項を記載した上で、すべての株主に対し交付されるものとする。特別規定及び必須条款に基づ

き、出席を希望する株主は、総会の20日前までに、会社に対して出席確認の書面を交付しなければならない。特別

規定に基づき、会社の議決権の５%以上を有する株主は、会社の年次株主総会において、総会にて審議されるべき

新規の議案を書面にて会社に対し提案する権限を有する。この場合、当該決議が株主総会の権限の範囲内にある場

合には、当該総会の議案に追加される必要がある。会社法の規定に基づき、単独又は合計で会社の株式の３%以上

を有する株主は、株主総会開催の10日前までに臨時の提案を提出することができる。株主総会に出席した株主は、

その保有する１株につき１議決権を有する。

株主総会の決議は、総会に出席する株主（代理人が代理する株主を含む。）の議決権の過半数により採択される

ものとする。ただし、定款変更、増資又は減資、会社の合併、分割又は解散、及び一年以内に重要な資産の取得、

売却又は総資産の100分の30を越える担保の提供に関する決議については、総会に出席する株主（代理人が代理す

る株主を含む。）の議決権の３分の２以上を有する株主により採択される（会社法第103条、同法第121条）。
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必須条款に従って、株式資本の増加及び削減、いずれかの種類の株式、ワラント若しくはその他類似の証券又は

社債若しくは債券の発行、会社の清算並びに株主が普通決議により決定するその他の事項は、総会に出席する株主

の議決権の３分の２以上を有する株主による採択を必要とする特別決議により承認されなければならない。会社の

定款の変更は、総会に出席する株主の議決権の３分の２以上を有する株主による承認を必要とする。株主は、議決

権の行使範囲を記載した書面による選任書をもって、代理人を選任することができる。

会社法においては、会社設立後の株主総会の定足数を構成する株主の人数に関する具体的な規定は存在しない。

ただし、特別規定及び必須条款は、株主総会開催通知に対し、会社の議決権の50%以上を表章する株式を有する株

主が返答し、会社がこれを予定日の20日前までに受領した場合において株主総会を招集することができ、他方、

50%の水準が達せられない場合においては、会社が返答受領期間の最終日から５日以内に、株主総会における審議

事項並びに株主総会の日付及び場所を株主に対し公告した後において株主総会を開催することができる旨を定めて

いる。

 

取締役

会社は、５名から19名の構成員により構成される取締役会を有するものとする。会社法に基づき、各取締役の任

期は、３年を超過してはならない。取締役は、再選された場合、連続して任期を務めることができる。

取締役会は、少なくとも毎年２回開催しなければならない。取締役会の開催通知は、当該取締役会の10日前まで

に、すべての取締役に対して交付されるものとする。取締役会は、臨時取締役会を招集するために、様々な通知方

法及び通知期間を規定することができる。

会社法に基づき、取締役会は、以下の権限を行使する（会社法第109条第４項、同法第47条）。

(i)   株主総会を招集し、株主総会に対して取締役会の業務報告を行うこと

(ii)  株主総会の決議を実行すること

(iii) 会社の事業計画及び投資計画を決定すること

(iv)  会社の財務予算案及び決算案を作成すること

(v)   会社の利益分配及び損失処理についての会社の提案を作成すること

(vi)  会社の登録資本の増加及び減少並びに社債発行についての提案を作成すること

(vii) 会社の合併、分割又は解散についての計画を作成すること

(viii) 会社の内部管理組織を決定すること

(ix)  会社の総経理の選任又は解任、総経理の推薦に基づく会社の副総経理及び財務責任者の選任又は解

任並びにこれらの報酬を決定すること

(x)   会社の基本運営システムを構築すること

(xi)  会社の定款が定めるその他の権限（会社法第108条第４項、同法第46条）

取締役会の決議が法令、行政規則、会社の定款又は株主総会決議に違反し、その結果、会社が重大な損失を蒙る

場合、決議に参加した取締役は、会社に対して補償を行う責任を負う。ただし、決議が採択された時点において、

取締役がかかる決議に対し明示的に異議を唱えたこと、及び、かかる異議申立てが取締役会議事録に記録されてい

たことが証明される場合、当該取締役は、かかる責任を免除される（会社法第112条第３項）。

民事行為能力を有しないか、又は民事行為能力が制限されている者は、会社の取締役を務めることはできない。

取締役会は、議長を任命するものとし、議長はすべての取締役の過半数の承認により選任される。
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監査役

会社は、３名以上の構成員からなる監査役会を有する。各監査役の任期は３年とし、再選された場合、監査役は

連続して任期を務めることができる。監査役会は、株主の代表並びに適切な割合による会社の従業員の代表からな

り、そのうち、従業員の代表は全体の３分の１を下回ってはならない。取締役及び幹部役員は、監査役を兼任する

ことができない。

監査役会は、以下の権限を行使する。

(i)   会社の財務状態を監査すること

(ii)  取締役及び幹部役員（※総経理、副総経理、財務責任者、上場会社の取締役会秘書及び定款で定め

るその他の者を指す（会社法第217条第１号、以下同じ。）の職務の執行を監督し、法令、規則、会

社の定款又は株主総会の決議に違反している取締役及び幹部役員につき、解任を提案すること

(iii) 取締役又は幹部役員の行為が会社の利益に対し損害を与える場合に、取締役又は幹部役員に対し

て、そのような行為の是正を要求すること

(iv)  臨時株主総会の招集を提案し、また、取締役会が、会社法の定めによる株主総会の招集及び運営の

義務を果たさない場合に、株主総会を招集し、これを運営すること

(v)   株主総会に対して議案を提出すること

(vi)  会社法第151条の規定に基づき、取締役及び幹部役員に対し、訴訟を提起すること

(vii) 会社の定款に規定されるその他の権限（会社法第118条第１項、同法第53条）

　　　　　 監査役は、取締役会に出席することもできる。

 

経理及び役員

会社は、取締役会により選任又は解任される経理を有する。経理は、取締役会に対して報告義務を有し、以下の

権限を行使することができる。

(i)   会社の生産、事業及び管理を監督し、取締役会決議の実行を準備すること

(ii)  会社の年次事業計画及び投資計画の実行を準備すること

(iii) 会社の内部運営組織の設立計画を作成すること

(iv)  会社の基本運営システムを構築すること

(v)   会社の内部規則を作成すること

(vi)  副経理及び財務経理の任命及び解任並びに他の管理担当役員（取締役会により任命又は解任される

必要がある者を除く。）の任命及び解任を提言すること

(vii) 取締役会に出席すること

(viii) 取締役会により付与されたその他の権限を行使すること

 

取締役、監査役、経理及び役員の義務

取締役、監査役、経理又は役員が義務を履行するにあたり何らかの法令、規則又は会社の定款に違反し、その結

果会社が損失を被った場合、かかる者は会社に対して賠償責任を負う。

 

株主直接訴訟

取締役又は幹部役員が法律、行政法規又は定款の規定に違反し、株主の利益に損害を与えた場合、株主は、人民

法院に対して訴訟を提起することができる（会社法第152条）。
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株主代表訴訟

取締役又は幹部役員が、会社の職務を執行するにあたり、法令又は定款に違反し、会社に損害を与えた場合、有

限責任会社の株主、及び連続して180日以上単独若しくは共同で会社の100分の１以上の株式を有する株式有限会社

の株主は、監査役会、又は監査役会を設置していない有限会社の場合は監査役に対し、人民法院に訴訟を提起する

ことを、書面により請求することができる。監査役が、会社の職務を執行するにあたり、法令又は定款に違反し、

会社に損害を与えた場合、上記の株主は、取締役会、又は取締役会を設置していない有限会社の場合は執行取締役

（中国語：「執行董事」）に対し、人民法院に訴訟を提起することを、書面により請求することができる。

監査役会若しくは監査役会を設置していない有限会社の場合の監査役、又は取締役会若しくは取締役会を設置し

ていない有限会社の執行取締役が、株主による上記の書面請求の後において、訴訟の提起を拒絶した場合、請求を

受領した日から30日以内に訴訟を提起しなかった場合、又は、緊急事態であるにもかかわらず直ちに訴訟を提起せ

ず、これにより会社の利益に対し回復し難い損害を与えるおそれがある場合は、上記の株主は、会社の利益のため

自己の名で直接に、人民法院に対して訴訟を提起することができる。

第三者が会社の適法な権利又は利益を侵害し、会社に対して損害を与えた場合、上記の株主は、上記に準じて人

民法院に対し訴訟を提起することができる（会社法第151条）。

 

財務会計

会社は、法令、行政規則及び国務院の財務部門の規制に従って財務会計システムを構築しなければならない。ま

た、各会計年度末において会計報告書を作成し、法令に従い会計事務所の監査を経ることを要する。

会社は、株主による閲覧のため、年次株主総会招集の少なくとも20日前までに、その財務書類を会社に対して預

託するものとする。募集設立の方法で設立された会社は、その財務諸表を公表しなくてはならない。

各年の税引後利益を配分するに当たり、会社は、会社の法定一般準備金として、その税引後利益の10%を積み立

てる（ただし、資金が会社の登録資本の50%に達する場合を除く。）。

会社の法定一般準備金が前年度の会社の損失を補填するに足らない場合、本年度の利益は、法定一般準備金の積

立てがなされる前に、損失を補填するために使用されるものとする。

会社の税引き後利益の中から法定一般準備金を積み立てた後、株主会又は株主総会の決議を経て、税引き後利益

の中から任意準備金を積み立てることができる（会社法第166条第３項）。

会社による損失の補填及び法定一般準備金に対する積立て後において、余剰利益は、株主の保有株式数に応じて

分配される。

会社の資本準備金は、会社の発行済み株式の額面超過金及び関連政府当局により資本準備金として取り扱うこと

が要求されるその他の金額により構成される。

会社の準備金は、会社の損失を補填するため、会社の事業運営を拡大するため、又は増資のために用いることが

できる。ただし、資本準備金は損失の填補のために用いることができない。法定準備金を資本に充当する場合、当

該種類の準備金は、充当前における登録資本の25%以上を留保しなければならない（会社法第168条）。

 

会計監査人の選任及び退職

会社は、会社の定款の定めに基づき、株主総会又は取締役会の決定に従い、会社の監査業務を担当する監査法人

を選任又は解任する。株主総会又は取締役会が監査法人の選解任に関し決議する場合、当該監査法人に意見を表明

させる機会を与えなければならない（会社法第169条）。特別規定により、会社は、会社の年次報告書の監査並び

にその他の財務書類の検討及び検査のため、社外の公認会計士事務所を任用することを要求されている。

会計監査人は、年次株主総会の終了時から次回の年次株主総会の終了時までの期間について、任命される。

会社が会計監査人を解任し、又は選任の継続を中止する場合、会社は、特別規定に基づき、会計監査人に対して

事前に通知しなければならず、また、会計監査人は、株主総会において、株主に対し意見を提出することができ

る。会計監査人の選任、解任又は不再任は、株主が決定し、中国証券監督管理委員会により登録されるものとす

る。
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利益配当

特別規定は、H株の株主に対して支払われる配当金及びその他の配当は、人民元により表示及び計算され、かつ

外貨により支払われる旨を規定する。必須条款に基づき、株主に対する外貨の支払いは、受領代理人を介して行わ

れるものとする。

 

解散及び清算

以下のいずれかの事由が発生した場合、会社は解散する（会社法第181条）。

(i)   会社の定款に記載された経営期間が満了し、又は会社の定款において指定された解散事由が発生し

た場合

(ii)   株主総会において、株主が会社の解散を決議した場合

(iii) 合併又は会社分割により、会社が解散される場合

(iv)  営業許可証を取り消され、閉鎖又は消滅を命じられた場合

(v)   人民法院が会社法第182条の規定（少数株主による解散請求の規定）に基づき解散させた場合（会社

法第180条）

会社の経営及び管理に重大な困難が生じ、会社の存続が株主の利益に重大な損害を与える場合であって、他の方

法によりこれを解決することができないときは、会社の株主議決権の10%以上を持つ株主は、人民法院に対し、会

社の解散を請求することができる（会社法第182条）。

 

株式の権利内容

内資株及びH株は当社の株式資本における普通株式である。内資株は中国（香港、マカオ及び台湾を除く。）の

法人、自然人若しくは投資家（中国の法律、行政法規、規則又は規範性を有する書面により購入が禁止される者を

除く。）、又は中国証券監督管理委員会に承認された適格外国機関投資家の間でのみ引き受けられ、取り引きさ

れ、かつ、人民元にて引き受けられ、取り引きされる。H株に関するすべての配当は人民元建てで宣言され、香港

ドル建てで当社が支払う。一方、内資株に関するすべての配当は人民元建てで当社が支払う。

発起人株式は、当社の設立日から１年以内に譲渡することができない（会社法第141条第１項）。

上記の点を除き、株主への通知及び財務報告書の送付、紛争解決、株主名簿の別分冊への当社株式の登録、当社

株式の譲渡方法及び配当受取機関の任命に関して、（それらすべての事項につき当社の定款で規定されているが）

内資株及びH株はすべての点において互いに同順位であり、宣言され、支払われ、又は設定されるすべての配当又

は分配に関して同等の順位にある。しかし、内資株の譲渡については、中国が随時制定する規制に従うものとす

る。

 

株券の紛失

株主名簿に記載された株主、又は株主名簿にその名義を記載することを要求する者は、株券（「原株券」）を紛

失した場合、会社に対し、当該株式につき新たな株券を発行するよう請求することができる。

内資株の株主が株券を紛失し、新たな株券の発行を請求する場合は、会社法第143条の規定に従って処理され

る。すなわち、請求の前に、人民法院による公示催告手続及び株券失効の宣言を経なければならない。

海外上場外資株の株主が株券を紛失し、新たな株券の発行を請求する場合は、海外上場外資株の株主名簿の正本

が存在する場所の法律、証券取引所規則、会社の定款又はその他の関連規定によって処理される。

 

EDINET提出書類

チャイナ・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド(E05940)

有価証券報告書

  9/326



(２) 【提出会社の定款等に規定する制度】

 

１.取締役及びその他の役員

 

退任、選任及び解任

取締役会会長及びその他の取締役会構成員の任期は３年とする。

従業員でない取締役は、株主総会において株主により選任され、従業員である取締役は、当社の従業員により、

従業員代表総会又はその他の形式による民主的な選挙を経て選任され、任期は３年とする。取締役は当社株式を保

有する義務を負わない。ある特定の年齢に達したという理由のみで取締役を退任する旨を要求されることはなく、

また再選、再任が不適格となることはない。さらに、指名の対象として不適格となることもない。

当社は取締役会を設置する。取締役会は12名の取締役から構成され、うち少なくとも３分の１は非業務執行社外

取締役とする。取締役の辞任により当社の取締役会が法定の最少人数を下回った場合、改選された取締役が就任す

るまでは、元の取締役が、法律、行政法規、部門規定及び当社の定款の規定に基づき、取締役の職務を遂行しなけ

ればならない。非業務執行社外取締役は、株主から独立し、かつ当社の他の職務を担当してはならない。非業務執

行取締役は当社のいかなる職務も担当しない。取締役会は、取締役会会長（董事長）１名を置くこととする。ま

た、取締役会副会長（副董事長）１名を置くことができる。取締役会の会長及び副会長は、取締役会構成員全体の

過半数により選任、変更及び解任される。

以下各号のいずれかに該当する場合、当社取締役、監査役、総裁、副総裁及びその他の幹部役員を務めることは

できない。

（１） 民事行為能力のない者又は民事行為能力が制限されている者

（２） 汚職、贈収賄、財産権の侵害、財産の横領又は社会主義市場経済的秩序を乱す行為を行い、そのため

に処罰された者又は政治的権利が剥奪され、かかる処罰又は剥奪の実行完了から５年以上が経過して

いない者

（３） 破産清算した会社又は企業の元取締役、元工場長又は元総裁であり会社又は企業の破産に対して個人

的に責任を負い、かかる会社又は企業の破産及び清算が完了した日から３年以上経過していない者

（４） 法律違反により営業許可の取消しを受け、閉鎖した会社又は企業の法定の代表者を務め、個人的にか

かる事態について責任を負い、かかる営業許可の取消しを受けた日から３年以上経過していない者

（５） 比較的多額の個人延滞債務を有する者

（６） 刑法違反により司法機関の犯罪捜査下にあり、かかる捜査が終了していない者

（７） 法律及び行政法規が、企業の指導者として不適格と規定する者

（８） 自然人以外の者

（９） 主管当局により関連証券規則に違反したとして有罪判決を受けている者で、かかる有罪判決が、かか

る者が詐欺行為又は不誠実な行為を行ったという事実認定を含み、当該有罪判決日から５年以上経過

していない場合

（10） 金融監督機関により市場立入禁止者と確定された者で、当該確定から５年以上経過していない場合

（11） 法律、行政法規、規則、監督規定が規定するその他の場合

当社は社外取締役業務制度を創設し、社外取締役がその他の取締役と同等のアクセス権(知る権利)を有すること

を保証し、適時に社外取締役に関連資料と情報を提供し、定期的に当社の運営状況を報告し、必要な際には社外取

締役による実地調査をアレンジすることができる。社外取締役の辞任により、社外取締役の構成員又は取締役会の

構成員が、法定又は当社の定款に規定される最少人数を下回った場合、改選された社外取締役が就任するまでは、

社外取締役が法律、行政法規及び当社の定款の規定に基づき職務を遂行しなければならない。社外取締役の毎期の

任期は会社の取締役と同様で、任期満了後再選により再任することができる。但し、再任期間は、６年を超えては

ならない。取締役会は２ヶ月の間に株主総会を招集し、社外取締役を改選しなければならず、期日を過ぎても株主

総会が招集されない場合、社外取締役は職務を引き続き履行しなくてもよい。

 

EDINET提出書類

チャイナ・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド(E05940)

有価証券報告書

 10/326



２.既存株式又は種類株式の権利の変更

 

いずれの種類の株主に対し株主の資格において付与された権利（以下「種類株主の権利」という。）も、総会の

特別決議による株主の承認、及び定款に従い招集される別個の種類株主総会の特別決議による当該種類株主の承認

がない限り、変更又は廃止できないものとする。

以下の各号の状況に該当する場合は、種類株主の権利の変更又は廃止とみなされる。

（１） 当該種類の株式数の増減、又は当該種類の株式の議決権、持分権若しくは特権と同等以上の議決権、

持分権若しくは特権を伴うある種類の株式数の増減

（２） 当該種類の株式の全部若しくは一部の、別の種類の株式への交換の実施、又は別の種類の株式の全部

若しくは一部の、当該種類の株式への交換若しくは当該交換に関する権利の付与

（３） 当該種類の株式に付随する未払配当金の権利又は累積配当の権利の取消又は縮小

（４） 当該種類の株式に付随する配当優先権又は清算優先権の縮小又は排除

（５） 当該種類の株式に付随する転換権、オプション、議決権、譲渡権、優先販売権、又は当社の証券の購

入権の拡張、排除又は縮小

（６） 当核種類の株式に付随する、当社から支払われる金額を特定の通貨により受領する権利の排除又は縮

小

（７） 当該種類の株式の議決権、持分権又は特権と同等以上の議決権、持分権又は特権を伴う新種類の株式

の創出

（８） 当該種類の株式の譲渡若しくは所有に対する制限、又はかかる制限事項の追加

（９） 当該種類若しくは別の種類の当社株式を引受け、又は当該種類若しくは別の種類の当社株式に転換す

る権利の付与

（10） 別の種類の当社株式の権利又は特権の拡張

（11） 各種類の株主間の責任の負担に不均衡をもたらす再編案による当社の再編成

（12） 定款第９章「株主の各種類による採決の特別手続」に規定する条項の変更又は廃止

影響が及ぶ種類の株主は、株主総会における議決権を有すると否とを問わず、上記第２号から第８号、第11号及

び第12号に関する事項について、種類株主総会における議決権を有する。ただし、利害関係を有する株主（下記に

定義される。）は、かかる種類株主総会における議決権を有しない。

種類株主総会の決議は、当該総会において議決権を付与された株主の議決権の３分の２以上に相当する票により

可決される。

種類株主総会の書面による招集通知は、株主名簿に当該種類の保有者として登録される株主のすべてに対し、種

類株主総会の会日の45日前に付与される。かかる招集通知により、当核株主に対し、当該種類株主総会における議

事、並びに当該種類株主総会の会日及び会場を通知する。種類株主総会に出席する意思を有する株主は、当社に対

し、種類株主総会の会日の20日前までに、当該種類株主総会に出席する旨の書面による回答を送付しなければなら

ない。

種類株主総会に出席する意思を有する株主が、当該種類株主総会における議決権を伴う当該種類の株式総数の過

半数を有する場合、当社は、当該種類株主総会を開催できる。そうでない場合、当社は、株主に対し、おって５日

以内に公告により、当該種類株主総会の議事、会日及び会場を再度通知しなければならない。この場合、当社は、

当該公告を行った後に当該種類株主総会を開催できる。

種類株主総会の招集通知は、当該種類株主総会の議決権を有する株主に対してのみ送付する必要がある。

種類株主総会は、株主総会の方法とできる限り同じ方法により運営されるものとする。株主総会の運営方法に関

する定款の規定は、種類株主総会に対しても適用される。内資株の保有者及び外国投資株式の保有者は、異なる種

類の株式の保有者とみなされる。

以下の各号のいずれかに該当する場合、種類株主総会における決議のための特別手続は適用されない。

（１） 株主総会の特別決議による株主の承認にもとづき、当社が、別個であると同時であるとを問わず、

12ヶ月ごとに１度、既存の発行済の内資株及び海外上場外国投資株式の各々の20%以下相当を発行する

場合

（２） その設立時に、内資株及び海外上場外国投資株式を発行する当社の計画が、中国国務院証券管理部門

による認可日から15ヶ月以内に実行される場合
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定款における種類株主の権利の規定において,「利害関係を有する株主」とは、以下の各号の株主をいう。

（１） 当社の全株主を対象とする募集による当社株式の買戻し、又は証券取引所における公開取引による買

戻しの場合、当社定款の意味における「支配株主」

（２） 市場外契約による当社株式の買戻しの場合、当該契約が関係する当社株式の保有者

（３） 当社の再編の場合、再編案にもとづき当該種類の株主に対し課される義務よりも、比較的比率の低い

義務を負う株主、又は再編成案において、当該種類のその他の株主の利害関係とは異なる利害関係を

有する株主

 

３.決議－過半数を要する

 

株主総会の決議には、普通決義と特別決議がある。

普通決議は、総会に出席した株主（代理人を含む。）の議決権の過半数に相当する賛成票により可決される。

特別決議は、総会に出席した株主（代理人を含む。）の議決権の３分の２以上に相当する賛成票により可決され

る。

 

４.議決権（一般的には、投票による採決及び投票による採決を要求する権利）

 

当社普通株式の株主は、株主総会に出席し、又は出席する代理人を指名する権利を持ち、また、かかる株主総会

において投票する権利を有する。株主（代理人を含む。）は、株主総会における採決の際、議決権付き株式の数に

応じた議決権を行使することができる。株主は、１株につき、１議決権を有する。

適用のある証券取引所証券上場規則に従い株主が特定の決議につき議決権を放棄、又は特定の決議につき賛成に

のみ、若しくは反対にのみ議決権を行使しなければならない場合、かかる要求又は制限に反してなされた議決権行

使（代理人による議決権行使を含む。）は、採決に算入されない。

株主総会においては、以下の各号の者により投票による採決が要求されない限り（挙手による採決の前後を問わ

ない。）、挙手により採決されるものとする。

（１） 総会の議長

（２） 総会において議決権を行使する権利を有し、本人であると代理人であるとを問わず、出席した株主の

２名以上

（３） 総会における議決権が付随する株式総数の10%以上を表章する１名以上の株主（本人であると代理人で

あるとを問わない。）

投票による採決が要求されない限り、議長は挙手による決議案の結果を宣言し、総会議事録におけるその旨の記

録は、当該決議案に対する賛否の票数又は比率を示す証拠なくして、かかる事実の確定証拠となる。投票による採

決の要求は、これを要求した者により撤回できる。

総会の議長の選出、又は総会の中止に関して投票による採決が要求された場合、これを直ちに実施しなければな

らない。その他の問題について投票による採決が要求された場合は、これを総会の議長が指示した時刻に実施しな

ければならず、投票による採決が要求された議事以外の議事を先に進行することができる。投票による採決の結果

は、かかる投票による採決が要求された総会の決議とみなされる。

 

５.年次株主総会の要件

 

当社取締役会は、毎年１回、前会計年度終了後６ヶ月以内に、年次株主総会を招集する。
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６.会計及び監査

 

当社は、法律、行政規則及び中国国務院の財務規制局が策定した中国の会計基準に従い、財務及び会計システム

並びに内部監査システムを確立する。

関連する法令及び当社が上場された地域の上場規則及び当社の定款が別途規定するものを除き、当社の取締役会

は、法律、行政規則、地方政府当局及び主管部門が公布する規範性を有する文書により作成が義務付けられている

財務報告書を、年次株主総会ごとに株主に対し提出する。

当社の財務報告書は、各年次株主総会の開催日の20日前までに当社において備置し、株主の縦覧に供される。各

株主は、財務報告書の写しを入手する権利を持つ。

当社の財務諸表は、中国の会計基準及び規則に従い作成されるほか、国際会計基準又は当社株式が上場される中

国外の地域の会計基準のいずれかに従い作成される。２つの会計基準に従い作成された財務諸表に重大な相違があ

る場合、かかる相違は財務諸表の別紙に記載されるものとする。当社が税引後利益を分配する場合、財務諸表中に

表示された２つの金額のうち低い方が適用される。

当社が公表若しくは開示する中間決算若しくは中間財務情報もまた、中国の会計基準及び規則に従い作成及び提

出され、かつ国際会計基準又は当社株式が上場される中国外の地域の外国の会計基準のいずれかに従い作成及び提

出されなければならない。

当社は各会計年度の終了日から４ヶ月以内に年度財務報告書を公表し、各会計年度の前６ヶ月の終了日から２ヶ

月以内に半期財務報告書を公表し、各会計年度の前３ヶ月及び前９ヶ月の終了日から１ヶ月以内に四半期財務報告

書を公表する。

 

７.株主総会の招集通知及び総会における議題

 

株主総会は当社の機関であり、その機能及び権能は法律に従って行使される。

当社は、株主総会における株主の事前承認なしには取締役、監査役、総裁、副総裁その他幹部役員以外の者との

間で、当社の業務の全部又は重要部分に関する管理及び運営を委譲するような契約を締結しない。

株主総会は年次株主総会と臨時株主総会に分けられる。株主総会は取締役会により招集される。

取締役会は、以下の事柄のいずれかが発生した場合、発生から２ヶ月以内に臨時株主総会を招集する。

（１） 取締役の人数が会社法に規定された人数を下回ったか、又は当社定款により定められた人数の３分の

２を下回った場合

（２） 当社の未処理損失額が当社株式資本の総額の３分の１に達した場合

（３） 単独又は合計して、当社の発行済議決権付株式の10%以上を所有する株主が書面にて臨時株主総会の招

集を要求した場合

（４） 取締役会が臨時株主総会の招集を必要と思料した場合又は半数以上かつ２名を下回らない社外取締役

若しくは監査役会が臨時株主総会の招集を要求した場合

（５） 法律、行政法規、規則、又は会社の定款が規定するその他の場合

当社が株主総会を招集する場合は、株主総会開催日より45日前までに株主名簿にその氏名が記載されている株主

全員に対し、検討議題及びかかる株主総会の日時及び場所を通知する株主総会招集通知が送付される。株主総会に

出席しようとする株主は、当社に対し当該株主総会出席に関する返信書面を総会開催日の20日以上前に送付する。

単独又は合計で当社の議決権付き株式総数の３%以上を保有する株主は、書面により新たな議案を提出しかつ書

面により招集者に交付する権利を有するものとし、当社は、株主総会の機能と権限の範囲内において、当該提出議

案を議事に組み込む。

株主総会においては、株主総会招集通知に記載されていない事項について決定することができない。

当社は、株主総会の会日の20日前に株主から受領した書面による回答にもとづき、総会に出席する意思を有する

株主の持つ議決権付き株式数を算定する。かかる株式数が当社の議決権付き株式総数の過半数に達した場合、当社

は総会を開催することができる。そうでない場合、当社は株主に対し、５日以内に公告により総会の議事並びに会

場及び会日を再度通知する。当社は、当該公告を行った後に総会を開催することができる。
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当社の株主総会の招集通知は、以下の基準を満たさなければならない。

（１） 書面によること。

（２） 総会の会場、及び日時を明示すること。

（３） 総会の議題を記載すること。

（４） 提出された議案について、十分な情報にもとづき決定を下せるよう、株主に対し必要な情報及び説明

を提供すること。このことの一般性を損なうことなく、当社と他社との合併、当社の株式の買戻し、

当社の株式資本の再編成、又はその他の方法による当社の再編に関する議案が提出された場合、契約

草案（もしあれば）の写しとともに、当該取引案における条件の詳細を提出しなければならず、かつ

当該案の理由及び効果を適切に説明しなければならない。

（５） 協議された事項における取締役、監査役、総裁、副総裁又はその他の幹部役員の重要な利害関係の性

質及び範囲（もしあれば）、並びに株主としての取締役、監査役、総裁、副総裁又はその他の幹部役

員に及ぶ影響が、同一種類の株主の利害関係に及ぶ影響と異なる限りにおいて、かかる取締役、監査

役、総裁、副総裁又はその他の幹部役員に及ぶ当該影響を開示すること。

（６） 総会において提出される特別決議案の全文を記載すること。

（７） 総会に出席し、かつ議決権を行使できる株主は、自らに代わり総会に出席しかつ議決権を行使する１

名以上の代理人を指名する権利を有し、かつ代理人は株主である必要がない旨を明示すること。

（８） 総会の議決権委任状の提出時刻及び提出場所を明示すること。

（９） 投票方式により決議する場合の手続き及び株主が適用される規程に従い投票方式による決議を要求す

る権限があることを明示すること。

法令及び当社の上場地の上場規則並びに当社の定款に別段の定めがある場合を除き、当社の株主総会の招集通知

は、総会の会日の45日前に海外上場外資株主に発行し、かつ、各株主に対し（当該株主が、総会において議決権を

行使できると否とを問わない。）、手交により、又は株主名簿に記載される株主の住所宛てに料金前払いの郵便に

より送付されるものとする。内資株の保有者については、総会の招集通知は、公告によって発することができるも

のとする。

当社が内資株主に発行する通知は、総会の会日の45日前に、中国国務院の証券管理部門が指定する１紙又は数紙

の全国性の新聞上において行うものとする。公告後、内資株の保有者は、株主総会の招集通知を受領したとみなさ

れる。総会の招集通知が、これを受領する権利を有する者に対し、偶発的要因のために付与されず、又はかかる者

により受領されなかった場合でも、総会における手続は無効とならない。

株主総会は会場を設置し、現場会議の形式をもって招集される。当社が株主総会を招集する地点は、当社の住所

地又は株主総会の招集通知に明記された地点とする。株主総会が適法かつ有効であることが保証されているという

前提のもと、ネットワーク投票を含むその他の方法を採用することで、株主が株主総会に参加することに便宜を図

ることができる。上記の方法により株主総会に参加する株主は、出席したとみなされる。ネットワーク投票を含む

その他の方法を採用することで株主総会に参加する株主の身分確認の方法は、株主総会の議事規則により明確に規

定される。ネットワーク投票の形式は、当社の海外上場外資株の株主には適用されない。

以下の各号の事項は、株主総会において普通決議により決議される。

（１） 取締役会及び監査役会の業務報告

（２） 取締役会が作成した利益分配案及び損失処理案

（３） 取締役会及び監査役会の構成員の変更、解任、報酬及び支払方法

（４） 当社の年次予備的財務予算案及び最終予算、貸借対照表、損益計算書及びその他の財務諸表

（５） 法律、行政法規又は当社定款により、特別決議による採択を要するとされる事項以外の事項
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以下の各号の事項は、株主総会において特別決議により決議されるものとする。

（１） 株式資本の増資又は減資、並びにあらゆる種類の株式、ワラント及びその他これら準ずる証券の発行

（２） 当社の社債の発行

（３） 当社の分割、合併、解散及び清算

（４） 当社定款の変更

（５） 当社が直近１期の監査済み総資産額の30%を超える多額の資産を１年以内に購入又は販売すること

（６） 株式インセンティブ・プラン

（７） 利益分配政策の変更

（８） 法律、行政法規、会社の定款において定める事項、及び総会において株主により、その性質上当社に

重大な影響を及ぼす可能性があり、特別決議により採択されるべきと、普通決議によって認められた

事項

当社は株主総会、取締役会、監査役会を招集し、単独若しくは共同で総額３%以上（３%を含む。）の当社の議決

権付き株式を保有する株主は、書面にて当社に対し提案する権限を有する。

 

８.株式譲渡等

 

当社のH株は自由に譲渡可能であり、法律又は行政法規が定め及び当社定款第41条に規定する場合を除き留置権

に服さない。

株主名簿の各部分の修正又は改訂は、株主名簿が備え付けられている場所の法律に従い実行される。

株主総会開催日前30日間又は当社の利益配当のための基準日前５日間は、株式譲渡による株主名簿の変更を行う

ことができない。

当社の議決権付き株式を５%以上保有する株主が、保有する株式を質入れしようとする場合、当該事実が発生す

る当日以後、当社の取締役会に書面にて報告しなければならない。当社の株式を５%以上保有する株主間に関連関

係が発生した場合、株主は当該状況が発生した当日に、当社の取締役会に書面にて報告しなければならない。当社

の株式を５%以上保有する株主が訴訟又は仲裁に関わった場合、当該株主は、事情を知った当日に自主的に当社の

取締役会に報告し、かつ当社に協力し情報開示義務を履行しなければならない。

当社の取締役、監査役、総裁、副総裁及びその他の幹部役員が保有する当社の株式は、下記の場合においては譲

渡してはならない。

（１） 当社が株式上場取引をした日から１年以内

（２） 取締役、監査役、総裁、副総裁及びその他の幹部役員が離職した後半年以内

（３） 取締役、監査役、総裁、副総裁及びその他の幹部役員が一定期間内に譲渡をしないことを承認し、か

つ当該期間内である場合

（４） 法令又は国務院証券監督管理機構若しくは証券取引所が規定したその他の状況

 

９.当社自社株式買戻しに関する当社の権能

 

当社定款に従い、当社は登録資本金を減額することができる。

当社は当社定款に定める手続に従いかつ政府関連当局又はその他の監督管理機関の承認を条件として、以下の場

合において発行済株式の買戻しを行うことができる。

（１） 当社資本の減資のための株式消却

（２） 当社株式を所有する他社との合併

（３） 当社従業員に対する株式インセンティブ

（４） 株主が、株主総会の行った当社の合併・分割決議に異議を有し、当社に対してその株式の買取を請求

した場合

（５） その他法令及び行政法規により認められた場合
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当社は政府関係当局の承認を受けて以下のいずれかの方法により株式を買い戻すことができる。

（１） 当社既存株主全員に対する、その持分に応じた株式の買戻しの申出

（２） 証券取引所の公開取引による株式の買戻し

（３） オフマーケット契約による株式の買戻し

（４） 法令及び国務院証券主管機関が認めたその他の方法

オフマーケット契約により当社株式を買戻す場合、当社定款に従い株主の事前承認を得なければならない。当社

は、同様の方法により株主の事前承認を得ることにより、締結した契約に基づき当社の権利を解除し、変更し又は

放棄することができる。

当社株式を買戻すための契約は、当社株式を買戻す義務を定める契約又は株式買戻権の取得を定める契約を含む

が、これらに限らない。当社株式の買戻契約に基づく当社の権利を譲渡することはできない。

当社が会社清算手続き中でない限り、当社は当社発行済株式の買戻しに関し、下記の各条項に準拠する。

（１） 当社が額面価額で当社株式を買戻す場合、その支払いは当社の配当可能利益又はかかる目的上新規発

行される株式の手取金からなされる。

（２） 当社が額面価額に超過金を付した額で当社株式を買戻す場合、その支払いは、額面価額分の支払いに

ついては当社の配当可能利益又はかかる目的上新規発行される株式の手取金からなされる。額面価額

を超過する部分についての支払いは、以下のように行われる。

(i)   買戻される当社株式が額面価額で発行されていた場合には、かかる支払いは当社の配当可能利益

からなされる。

(ii)  買戻される当社株式が額面価額を超える額で発行されていた場合には、かかる支払いは当社の分

配可能剰余金又はかかる目的上新規発行される株式の手取金からなされる。ただし、新規発行株

式の手取金から支払われる金額は買戻された当社株式の発行時に当社が受領した超過金総額を上

回ってはならず、また、その時点における当社の株式額面超過金勘定（新規発行株式の額面超過

金を含む。）の金額を上回ってはならない。

（３） 当社による以下の支払いは、当社の配当可能利益からなされる。

(i)   当社株式の買戻権取得の対価

(ii)  当社株式の買戻しに関する契約を変更するための支払い

(iii) 株式買戻契約に基づく当社の義務を解除するための支払い

（４） 当社の登録資本金が関連条項に従い消却済株式の額面総額分減じられた後、買戻された当社株式の額

面価額部分の支払いのために当社配当可能利益から控除した金額は、当社の株式額面超過金勘定に振

替えられる。

 

10.当社子会社が当社株式を所有する権限

 

当社定款に、当社子会社による当社株式の保有を禁ずる条項はない。

 

11.配当及びその他の利益分配方法

 

当社は以下の形式で配当金を分配する。

（１） 現金、又は

（２） 当社株式

当社は、内資株の保有者に対して支払う配当金及びその他の金員を人民元で宣言、計算し、支払う。当社は、外

国投資株式の保有者に対して支払う配当金及びその他の金員を人民元で宣言及び計算し、かかる金額を当該外国投

資株式が上場されている地域の現地通貨により支払う（かかる株式が２ヶ所以上で上場されている場合は、取締役

会がかかる株式の主要上場地と定める現地通貨による。）。

当社は、H株の保有者のために受取代理人を任命する。H株の保有者のために任命された受取代理人は、当社が宣

言した配当金その他当該保有者に支払われるすべての金員を、当該保有者に代わり受領する。H株の保有者のため

に任命された受取代理人は、香港受託者条例に基づき信託会社として登録された会社とする。
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中国の関連する法律、法規、規則及び会社株式上場地の証券監督管理機関の関連規定を遵守する前提において、

受領者のいない株主配当金について、当社はこれを没収する権利を行使することができるものの、当該権力は、適

用される関連時効期間が満了の後にはじめて行使することができる。

当社の支払い能力が監督管理機構の要求に満たない場合、当社は株主に利益を配当することができない。

 

12.株主の代理人

 

当社の総会に出席しかつ議決権を行使できる株主は、自らに代わり出席しかつ議決権を行使する代理人として１

名以上の者（株主であると否とを問わない。）を指名する権利を有し、かつ前記のように指名された代理人は、以

下の各号の権利を有するものとする。

（１） 株主と同等の総会における発言権

（２） 投票による採決を要求し又は共同で投票による採決を要求する権利

（３） 挙手又は投票により議決権を行使する権利。ただし、２名以上の代理人を指名した株主の代理人は、

投票によってのみ議決権を行使できるものとする。

株主は、書面により株主の代理人を指名し、指名者又はその書面により指名された代理人は署名をもって代理を

行うものとする。指名者が法人である場合、その社印を押捺する又は取締役、幹部役員若しくは正式に指名された

代理人が署名をもって代理を行うものとする。代理人を指名する委任状、並びにかかる議決権委任状に指名権委任

状又はその他授権書に従い指名者に代わる者の署名が付されている場合は、かかる指名権委任状又はその他の授権

書の公証人による認証謄本を、代理人が採決を提案する総会の開催時刻又は決議案の承認の予定時刻の24時間以上

前に、当社の所在地、又は当該目的のために総会の招集通知に指定されたその他の場所に届け出なければならな

い。委任状には、発行日を明記するものとする。

指名者が法人である場合、当該法人の法定代表者、又は当該法人の取締役会若しくはその他の経営機関の決議に

より代理人として行為する権限を付与された者は、指名者の代理人として当社の株主総会に出席することができ

る。

当社の総会に出席し議決権を行使する代理人を指名するため、株主が使用する目的で取締役が当該株主に対し発

行する書式は、当該株主が自身の意思にもとづき、代理人に対し総会で決議される議案に対する賛否の指示ができ

るものでなければならない。当該書式には、株主からの明示的な指示がない場合には、代理人が適当であると思料

するとおりに議決権を行使できる旨を記載するものとする。

議決権委任状の条件に従い付与された議決権は、指名者の事前の死亡又は行為能力の喪失にかかわらず、又は議

決権委任状を作成した際の代理権の取消しにかかわらず、又は議決権委任状の付与に関連する株式の譲渡にかかわ

らず、有効である。ただし、当社がかかる議決権委任状が使用される総会の開会に先立ち、前述の死亡、精神的能

力の不全、代理権の取消し又は株式の譲渡について書面による通知を当社所在地において受領していない場合に限

る。

 

13.公示催告及び失権手続

 

当社定款に、公示催告及び失権手続にかかる条項はない。
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14.株主の権利（株主名簿閲覧の権利を含む。）

 

当社の普通株式の株主は以下の権利を享受する。

（１） 所有株式数に応じて配当その他の分配金を受領する権利

（２） 株主総会に出席する権利又は株主総会に出席する代理人を指名する権利、及び株主総会において議決

権を行使する権利

（３） 当社の事業運営に関し監督管理する権利、及び提案又は質問を提起する権利

（４） 法律、行政法規及び当社定款の条項に従いその保有する株式を譲渡、贈与又は質入れする権利

（５） 以下の権利を含み、当社定款の条項に従い関連情報を入手する権利

(i)   費用の支払いを条件として、当社定款の写しを取得する権利

(ii)  合理的な範囲の手数料の支払いを条件として、下記の書類を閲覧し謄写する権利

（a） 株主名簿の各部分

（b） 当社の取締役、監査役、総裁、副総裁その他幹部役員各人の個人情報のうち、以下のもの。

（aa） 現在の氏名及び通称並びに過去の氏名及び通称

（bb） 主たる住所（居住地）

（cc） 国籍

（dd） 主たる及びその他の全ての職業及び職務

（ee） 身分証明書類及びその番号

（ff） 財務報告書

（c） 当社の資本状態に関する報告書

（d） 前会計年度末以降当社が買戻した株式の種類毎の額面総額、株式総数、最高支払価格及び最低

支払価格、並びにかかる目的上当社が支払った総額を示す書類

（e） 株主総会議事録

（f） 当社債券の控え、取締役会会議の決議、監査役会会議の決議

（６） 当社が解散し又は清算された場合、所有する株式数に応じて当社の残余財産の分配に参加する権利

（７） 会社の合併又は分割に関する株主総会決議に反対する株主が、会社に対してその株式の買取りを要求

できる権利

（８） 「会社法」又はその他の法令の規定に基づき、当社の利益を害し、又は株主の適法な権利及び利益を

侵害する行為について、人民法院に訴訟を提起し、関連する権利を主張する権利

（９） 法律、行政法規及び当社定款により付与されたその他の権利

株主は、前条で記載された関連情報の閲覧又は資料の請求を提出する場合、保有する会社の株式の種類及び保有

数を証明する書面を会社に提供しなければならず、会社は株主の身分確認を経た後、株主の要求に基づき情報や又

は資料を提供する。

 

15.株主総会及び種類株主総会の定足数

 

当社は、株主総会の会日の20日前に受領した、総会に出席する意思を表す通知を送付した株主の議決権付き株式

数が、当社の議決権付き株式総数の２分の１以上に達していなければならない。そうでない場合は、会社は５日以

内に会議にて審議予定の事項、会議開催日及び場所を公告の形式により再度株主に通知しなければならず、公告通

知を経て、会社は株主総会を開催することができる。

当社は、種類株主総会の会日の20日前に受領した総会に出席する意志を表す通知を送付した株主により表章され

る議決権付き株式数が、当該種類の議決権付き株式総数の２分の１以上に達していなければならない。そうでない

場合は、会社は５日以内に会議にて審議予定の事項、会議開催日及び場所を公告の形式により再度株主に通知しな

ければならず、公告通知を経て、会社は株主総会を開催することができる。
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16.詐欺行為又は抑圧に関する少数株主の権利

 

法律及び行政法規により課される義務又は当社株式が上場している証券取引所により要求される義務に加え、支

配株主は当社の株主全員又は一部の利益を侵害する方法で下記の事柄に関する議決権を行使してはならない。

（１） 取締役又は監査役を当社の最善の利益の下に誠実に行為する義務から解除すること

（２） あらゆる方法により（当社にとって利益となる機会の奪取を含むがこれに限らない。）取締役又は監

査役が（本人の利益のため又は他者の利益のために）当社資産を奪取することを承認すること

（３） 取締役又は監査役が（本人の利益のため又は他者の利益のために）他の株主の各自の権利を剥奪する

ことを承認すること。かかる権利には分配の権利及び議決権を含むがこれらに限らない（ただし当社

定款に従って株主総会において承認のために提出された再編案に基づく場合を除く。）

上段について、「支配株主」とは以下の条件のいずれか１つを満たす者を意味する。

（１） 単独で又は他者と共同で半数以上の取締役を選任する権能を有する者

（２） 単独で又は他者と共同で当社の議決権の30%以上を行使する権能又はかかる行使を支配する権能を有す

る者

（３） 単独で又は他者と共同で当社の発行済株式の30%以上を所有する者

（４） 単独で又は他者と共同でその他の方法で当社を事実上支配する者

前記「２. 既存株式又は種類株式の権利の変更」の項目を併せて参照のこと。

 

17.清算手続

 

当社は、以下のいずれかの事由が発生した場合、解散し清算される。

（１） 株主総会において解散決議が採択された場合

（２） 当社の合併又は分割に伴い解散が必要となった場合

（３） 人民法院が法により解散させた場合

（４） 法に基づき営業許可証を取り消され、閉鎖又は消滅を命じられた場合

取締役会が当社の破産宣告以外の理由によりその清算を提案する場合、当該提案を審議するために招集する株主

総会の通知に、当社の業務を精査した結果、取締役会は当社が清算開始から12ヶ月以内にその負債を全額弁済でき

ると判断している旨の記述を記載しなければならない。

当社の清算決議が株主総会により採択されたときに、取締役会のすべての職務及び権限は停止する。

清算委員会は、株主総会の指示に従い、毎年最低１回株主総会に対し、同委員会の収支、当社の事業及び清算の

進捗状況について報告し、清算結了に際し株主総会に対し最終報告を提出する。
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18.当社及び当社株主にとって重要なその他の条項

 

A　総則

 

当社は永続する株式有限会社である。

当社定款は、当社設立日より効力を生じる。当社定款が効力を生じる日より、当社定款は当社の組織及び活動、

並びに当社と各株主の間の権利及び義務、さらに株主間の権利及び義務を規制する法的に拘束力を有する文書とな

る。

当社は他の有限責任会社又は株式有限会社に投資することができる。投資先に対する当社の責任は当該投資先へ

の拠出額に限定される。

当社はその業務上及び開発上の必要性から、当社定款に基づき、当社資本を増資することができる。

当社は以下の方法により増資することができる。

（１） 不特定投資家の引受けによる新株の募集

（２） 当社既存株主に対する新株の発行

（３） 当社既存株主に対する新株の無償交付

（４） 法律及び行政法規により認められたその他の方法

新株発行による増資が当社定款の条項に従い承認された後、かかる新株の発行は関連法律及び行政法規が定める

手続に従って行われる。

法律及び行政法規において規制される場合を除き、当社の株式は自由に譲渡可能であり、また、一切の留置権に

服さない。

当社はその登録資本金を減じる場合、貸借対照表及び当社の財産目録を作成しなければならない。当社は債権者

に対し、当社が減資を決議した日から10日以内にその旨を通知し、かつ当該決議日から30日以内にその旨の新聞公

告を掲載する。債権者は当社から通知を受領後30日以内に（かかる通知を受領しなかった債権者については新聞公

告の掲載日から45日以内に）、当社に対し債務の返済又は相応の担保の提供を要求する権利を有する。

当社の登録資本金は、減資後も法定最低額を下回ってはならない。

当社の普通株式の株主は、以下の義務を負うものとする。

（１） 当社定款を遵守する義務

（２） 引受株式数及び引受けの方法に応じて申込金を支払う義務

（３） 法律、行政法規及び当社定款により課されるその他の義務

株主は、株主資本につき、株式引受時に当該株式の引受人が合意した以外の拠出義務を負わない。

 

B　監査役会

 

当社は監査役会を有するものとする。取締役、総裁、及びその他の幹部役員は、監査役を兼務してはならない。

監査役会は、５名の監査役から構成されるものとする。監査役会の構成員のうち、１名が会長を務める。各監査役

は、３年の任期を有し、再選及び再任により更新することができる。監査役会の会長の選任又は解任は、監査役会

構成員の３分の２以上により決定される。監査役会会長はその責任において監査役会を招集する。会長は、３年の

任期を有し、再選及び再任により更新することができる。

監査役会は、株主代表等従業員代表でない監査役及び従業員代表の監査役によって構成されるものとし、そのう

ち従業員代表の比率は３分の１を下回ってはならない。株主代表等、従業員代表でない監査役の選任及び更迭は、

株主総会においてなされ、従業員代表は民主的な手続により選任又は更迭される。監査役の任期が満了してもまだ

改選されない場合、又は監査役が任期内に辞職し、監査役会の構成員が法定人数を下回った場合、改選された監査

役が就任する前は、元の監査役が法律、行政法規及び会社の定款の規定に従い、監査役の職務を遂行しなければな

らない。

監査役は取締役会に出席する。
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C　当社の総裁

 

当社は、１名の総裁を有するものとする。総裁は、取締役会の会長により指名され、取締役会により選任及び解

任される。当社は、総裁をその職務において補佐する５名から６名の副総裁及び２名から３名の総裁補佐を有す

る。副総裁及び総裁補佐は、総裁により指名される。総裁は３年の任期を有し、再選及び再任により更新すること

ができる。

総裁は、取締役会に対して責任を負う。

総裁、副総裁及び総裁補佐は、その職務の遂行及び権限の行使において、誠実かつ勤勉に、法律、行政法規及び

当社定款に従って行うものとする。

 

D　取締役会

 

取締役会は、株主総会に対する責任を負う。

取締役会会議は毎年少なくとも４回以上開催され、取締役会会長により招集される。すべての取締役に対し、少

なくとも開催14日前までに会合の通知がなされなければならない。緊急事項がある場合、10分の１以上の議決権を

有する株主、監査役会、総裁、取締役会会長、取締役会の３分の１以上の取締役、又は２名以上の社外取締役によ

る要請があれば、臨時取締役会を開催することができる。

取締役会会議は、取締役会の過半数が出席する場合に限り開催される。各取締役は１議決権を有する。関係当事

者との取引にかかる、いかなる取締役会決議も、非業務執行社外取締役の署名なしには有効とならない。

ある取締役又はその関係者（香港証券取引所の証券上場規則において定義される。）が取締役会の会議における

決議案に関して利害関係を有する場合、かかる取締役はかかる事項について議決権を行使することができない。か

かる取締役は、当該取締役会会議における定足数に含まれない。
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２ 【外国為替管理制度】

 

外国為替

中国の法定通貨は人民元であり、外国為替管理の対象となっているため、現時点においては外国為替に自由に交

換することができない。中国人民銀行の所轄下にある外為管理局は、外国為替管理規則の執行を含む、外国為替に

関連する一切の事項を管理する機能を付与されている。

1993年12月31日以前においては、外国為替管理に割当方式が採用されていた。外国為替を必要とする企業は、中

国人民銀行又はその他の指定銀行を通じて人民元を外貨に交換する前に、外為管理局の地方事務局より割当てを取

得することを求められた。かかる交換は、外為管理局が毎日指定する公式レートに基づき行われた。人民元は、外

貨調整センターにおいても外国為替に交換することができた。外貨調整センターにおいて用いられる交換レート

は、主として外貨の需要及び供給並びに中国の企業による人民元の要求により決定された。外貨調整センターにお

ける外貨の売買を希望する企業は、最初に外為管理局の承認を取得しなければならなかった。

1993年12月28日、中国国務院の所轄下にある中国人民銀行は、1994年１月１日発効の外貨管理システムの追加的

改正に関する中国人民銀行の公告（以下「本件公告」という。）を公布した。本件公告は、外国為替の割当方式の

廃止、経常勘定項目における人民元の条件付交換の実施、銀行による外国為替の決済及び支払いシステムの確立、

並びに人民元の公式交換レート及び外貨調整センターの人民元の市場交換レートの統一を公布した。1994年３月26

日、中国人民銀行は、外国為替決済、売却及び支払業務取扱暫定管理規定を公表した。外国為替決済、売却及び支

払業務取扱暫定管理規定は、中国の企業、経済組織及び社会組織による外国為替の売買を規制する詳細な規定を記

載している。

1996年１月29日、中国国務院は、1996年４月１日発効の新しい中国外国為替管理規則（「外為管理規則」）を公

布した。外為管理規則は、経常勘定項目及び資本勘定項目に対するすべての国際収支及び送金を分類し、経常勘定

項目の取引の大部分は、資本勘定項目とは異なり、もはや外為管理局の承認を得る必要がないとした。外為管理規

則は、その後、1997年１月14日及び2008年８月１日に修正された。

1996年６月20日、中国人民銀行は、1996年７月１日発効の外国為替決済及び売却業務取扱管理規則（「決済規

則」）を公布した。決済規則は、外国為替決済、売却及び支払業務取扱暫定管理規定に優先し、経常勘定項目に関

する外国為替の交換について残存する規制を廃止した。ただし、資本勘定項目に関する外国為替取引については、

継続して既存の制限がなされた。決済規則に基づいて、中国人民銀行は、外資系企業に対する銀行での外国為替決

済及び売却の実施に関する通知（「本件宣通知」）を公布した。本件通知は、外資系企業に対して、その必要に基

づき、経常勘定における外国為替の受領及び支払いのための外国為替決済口座並びに指定外国為替銀行での資本勘

定における外国為替の受領及び支払いのための特別口座を開設することを許可した。

1998年10月25日、中国人民銀行及び外為管理局は、1998年12月１日発効の外国為替スワップ事業中止に関する通

知を交付し、これに従って外資系企業のための中国における外国為替スワップ事業は中止され、外資系企業による

外国為替取引は、外国為替決済及び売却のための金融制度の管轄下に置かれることとなった。

1994年１月１日、人民元についての従来の二重為替相場制は廃止され、需要及び供給により決定される管理変動

相場制となった。中国人民銀行は、毎日、人民元対米ドルの為替レートを設定かつ公表する。この為替レートは、

前日の銀行間外国為替市場における人民元及び米ドルの取引価格を参照して決定される。中国人民銀行はまた、国

際外国為替市場の交換レートを参照して、他の主要通貨に対する人民元の交換レートを公表する。外国為替取引に

おいて、指定外国為替銀行は、特定の範囲内において、中国人民銀行が公表した交換レートに従い、適用交換レー

トを自由に決定することができる。

2008年８月１日に修正された「外為管理条例」は経常勘定項目に関する外国為替収入の強制的な人民元転換制度

を廃止し、中国のすべての事業体の経常勘定項目からの外国為替収入は、国家の関連規定に基づき、保留すること

ができ、また、人民元為替、外貨為替業務を取扱う金融機構に売却することもできる。地域外の組織が行った融資

又は債券及び株式の発行による外国為替収入、たとえば、当社が海外株式発行により得た外貨収益は、人民元為

替、外貨為替業務を取扱う金融機構に売却する必要がないが、外国為替業務を取扱う金融機関の外国為替口座に預

託することができる。

EDINET提出書類

チャイナ・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド(E05940)

有価証券報告書

 22/326



経常勘定項目に関する取引のため外国為替を必要とする中国企業（外資系企業を含む。）は、外為管理局の承認

を得ることなく、有効な受領及び証明をなすことにより、外国為替口座からの支払い、又は外国為替業務を取扱う

金融機関における交換及び支払いを行うことができる。ただし、為替管理機関はこれらの事項について監督検査を

行う権利を有する。株主に対する利益配当のために外国為替を必要とする外資系企業及び規則に基づき株主に対し

て外国為替による配当を行うことが要求される中国企業（当社を含む。）は、利益配当に関する取締役会の決議に

より、その外国為替口座からの支払い、又は外国為替業務を取扱う金融機関における交換及び支払いを行うことが

できる。

直接投資及び資本拠出等の資本勘定項目に関する外国為替の交換は、国務院外為管理部門の規定に基づき登記を

行わなければならない。国の規定により事前に関連主管部門の認可又は届出を経なければならない場合は、外為登

記の前に認可又は届出を経なければならない。

H株の配当は、人民元建てで計算され、香港ドルにより支払われるものとされている。

2005年７月21日、中国人民銀行は、「人民元の為替レート形成システムの改革を完全なものにすることに関する

公告」を公布した。当該公告は、以下の事項を定めている。2005年７月21日から、中国は、市場における需給を基

礎とし、通貨バスケットを参照して調整を行う、管理変動相場制の実施を開始した。新たに修正された外為管理条

例の規定により、人民元の為替レートは、市場の需給を基礎とし、管理を有する変動為替相場制を実施する。人民

元の為替レートは、もはや米ドルという単一の通貨のみを参照するのではなく、弾力性に富む人民元為替レート形

成システムが構築される。中国人民銀行は、各営業日における市場取引の終了後に、当日の銀行間における米ドル

等の取引通貨の対人民元レートの終値を公表し、これを翌営業日における当該通貨の対人民元取引の仲値とする。

1994年以降、人民元の対米ドルの公式交換レートは、全般的に安定していた。1996年において、経常勘定項目に

おける人民元の外貨への交換規制を緩和する中国政府の政策が導入されたにもかかわらず、海外直接投資、融資又

は担保を含む資本項目における人民元の外貨への交換には、国家外国為替管理局及びその他の関連当局の承認が必

要である。近日、一部の試験地区（例えば上海自由貿易区）において、外貨規制を緩和する試験的政策が発表さ

れ、同時に2015年４月８日、国家外国為替管理局は、「外商投資企業の外貨資本金の為替決済管理方法の改革に関

する通知」を公布した。これらの政策及び通知により、外貨資本金の為替決済の自主決定権及び選択権をより多く

企業に与え、為替変動リスクを回避する政策の余地を企業に提供したものの、人民元の外貨への交換制限は、中国

の多数の地域において依然として存在する。

香港ドルは、米ドルを含む他の通貨に自由に交換することができる。1983年10月17日以降、香港ドルは、１米ド

ルを7.8香港ドルとするレートで、米ドルと連動している。かかる連動を実行する約定は、香港政府並びに為替発

行を行う香港の３銀行である香港上海バンキング・コーポレーション、スタンダード・チャタード・バンク及び中

国銀行との間に、為替発行銀行に対して為替発行を補填するため香港政府為替資金が発行する債務証書は、米ドル

による支払いの場合のみにおいて、１米ドルを7.8香港ドルとする固定レートで発行及び償還される、との合意が

存在することを中核的な要素とする。銀行為替が回収される場合、為替発行銀行は、香港政府為替資金に対して、

債務証書を引き渡し、固定レートに基づき同額の米ドルを支払われる。

香港ドルの対米ドル交換レートは、依然として、外国為替市場の需要及び供給の実勢により決定される。ただ

し、上記のとおり、連動の最初の確立以降、銀行為替の様式にて発行される香港通貨に適用される固定レートを背

景として、市場相場は１米ドルを7.8香港ドルとする水準から大幅に逸脱していない。香港政府は、当該レートに

おける連動を維持する旨を発表し、また、香港通貨当局を介して行為する香港政府は、交換レートの安定性を維持

することを目的として行為するための多くの手段を有している。香港ドルと他の通貨間の交換レートは、米ドル及

び香港ドル間の連動レートの影響を受ける。

2008年８月１日、国務院第20回常務会議による修正の可決を経た「外国為替管理条例」が、公布日に即日施行さ

れた。

 

EDINET提出書類

チャイナ・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド(E05940)

有価証券報告書

 23/326



３ 【課税上の取扱い】

 

(１)株式所有者に対する課税

H株又は米国預託株式の所有者に対する所得及びキャピタル・ゲイン税は、中国の法律及びその慣例ならびH株の

所有者が居住するか又は課税に服する管轄権の法律及びその慣例に基づき、又はその他の規定に基づいて課税され

る。以下の関係する税制規則の要約は現行の法律及びその慣例に基づいているが、変更される可能性があり、また

法務上又は税務上のアドバイスをなすものではない。本記述はH株又は米国預託株式への投資に関して可能性のあ

るあらゆる税効果を検討したものではない。従って、H株又は米国預託株式への投資の税効果に関して自らの税務

顧問に相談すべきである。本記述は、本書日付現在有効な法令及び解釈に基づいており、今後変更される可能性が

ある。

 

A　中国

 

以下は、投資家がグローバル・オファリングに関連して購入し資本資産として保有するH株の所有及び譲渡に関

する、重要な中国の税規則に関する記述である。以下の概要は、H株又は米国預託株式の所有に関連するすべての

重要な税効果を扱うものではなく、また特定の投資家の特定の状況を勘案したものではない。以下の概要は本書日

付現在で有効な中国税法及び、日本及び中国間の二重課税防止条約（以下「二重課税防止条約」という。）に基づ

いており、これは今後遡及効をもって変更又は解釈上変更される可能性がある。

本記述は、中国税制の所得税、キャピタルに対する課税、印紙税及び遺産税以外の側面について検討したもので

はない。投資を検討中の方には、H株の所有及び譲渡に対する中国、香港及びその他の税効果に関して税務アドバ

イザーに相談することをお勧めする。

 

配当金に対する課税

個人投資家

「中華人民共和国個人所得税法」（1993年10月31日改正、1994年１月１日施行、1999年８月30日、2005年10月27

日、2007年６月29日、2007年12月29日及び2011年６月30日改正）によると、中国の会社が支払う配当には通常一律

20%の中国源泉税が課される。中国に居住しない外国人の場合、適用租税条約による軽減がない限り、中国にある

会社から受け取る配当は通常20%の源泉税を課される。国家税務総局が2011年６月28日に公布した「国税発

［1993］045号文書廃止後の個人所得税徴収関連問題に関する通知」（国税函［2011］348号）に基づき、中国国内

非外商投資企業が香港にて発行した株式を有する中国国外居民個人株主は、その居民身分の所属国と中国が締結し

た税収協定及び内陸と香港（マカオ）間の税収手配の規定に基づき、関連税収優遇を享受することができる。(１)

H株の個人株主が香港又はマカオの居民である場合、及びその他10%税率の税収協定国の居民である場合は、10%の

税率に従って個人所得税を源泉徴収する。(２) H株の個人株主が10%以下の税率の税収協定国の居民である場合

は、10%の税率に従って個人所得税を源泉徴収し、主管税務機関は税収協定待遇の享受申請について確認した後、

法により返還手続きを行うことができる。 (３) H株の個人株主が10%以上20%以下の税率の税収協定国の居民であ

る場合は、税収協定の実際税率に従って個人所得税を源泉徴収する。(４) H株の個人株主が中国と税収協定を締結

していない国の居民である場合及びその他の場合は、20%の税率に従って個人所得税を源泉徴収する。

 

企業

2008年１月１日から施行されている「中華人民共和国企業所得税法」及び「中華人民共和国所得税法実施条例」

並びに中国国家税務総局が2008年11月６日に公布した「中国籍企業が国外のH株非中国籍企業株主に対して支払う

株式配当の企業所得税の源泉徴収に関する問題についての通知」の関連規定に基づき、中国籍の企業が国外に所在

する国外株式（H株を含む。）の非中国籍企業株主に対して2008年及びそれ以降の年度に株式配当を支払う場合、

10%の税率により企業所得税の源泉徴収が行われる。非中国籍企業株主は、株式配当の受領後、所轄税務当局に対

し、租税協定に従い、租税減免措置を申請することができる。
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租税条約

中国内に居住せず、中国との間に二重課税防止条約を締結する国に居住する投資家は、中国に居住しない当社の

投資家に対する配当の支払いに課される源泉税の軽減を受ける権利を有する可能性がある。中国は現在、以下の国

を含む多数の国と二重課税防止条約を締結している：オーストラリア、カナダ、フランス、ドイツ、日本、マレー

シア、オランダ、シンガポール、英国及び米国。

 

キャピタル・ゲインに対する課税

2008年１月１日から施行されている「中華人民共和国企業所得税法」及び「中華人民共和国所得税法実施条例」

の関連規定に基づき、国外の企業が中国国内に機構や営業場所を設立しておらず、又は機構や営業場所を設立して

いたとしても獲得した所得とその設立した機構や営業場所との間に実際上の関連がない場合は、中国国内を源泉と

する所得について10%の企業所得税を納めなければならない。

2009年１月９日、国家税務総局が公布した「非中国籍企業の所得税源泉徴収管理暫定弁法」に基づき、株式譲渡

取引の当事者の双方が非中国籍企業であり、かつ国外で取引がなされた場合、収益を得た非中国籍企業は、自ら、

又は代理人に委任して、譲渡された株式の国内企業の所在地を主管する税務当局に申告納税を行う。譲渡された株

式の国内企業は、非中国籍企業に対する租税徴収につき、税務当局に協力しなければならない。

「中国個人所得税法」及びその実施条例の規定によれば、個人の株式売却によるキャピタル・ゲインに対しては

20%の所得税が課され、財務部門が当該所得税の徴収方法の制定に関し授権され、国務院が批准する。しかし、中

国財務部門はこれまで、かかる徴収方法に関して具体的な措置を実施しておらず、キャピタル・ゲインに対して所

得税を徴収していない。但し、具体的な徴収弁法が制定されれば、「中国個人所得税法」及びその時点で適用のあ

る内容により、中国国外の個人投資家のキャピタル・ゲインに対して20%の所得税が課される可能性がある（関連

する二重課税防止のための租税条約の規定により減免される可能性がある。）。関連税務当局はこれまで、個人株

主によるH株上場会社の株式譲渡に対して所得税を徴収したことはない。

 

配当及びキャピタル・ゲインに対する中国による課税に租税条約が及ぼす影響

所得に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための中国と日本国との間の条約（以下「租税条約」という。）

は1984年６月26日以降効力を生じている。租税条約の第10条に基づき、中国政府は、中国の会社が日本の適格なH

株保有者に対して支払う配当金につき、当該配当の総額に対して10%を限度とする税率により所得税を課すことが

できる。この規定は配当に充てられる利得についての当該会社に対する課税に影響を及ぼすものではない。「適格

な日本の保有者」とは、（１）租税条約の適用上、日本国の居住者に該当する者で、（２）中国国内に、H株が帰

属し、又はそこを通じて実質所有者が事業を行っている、若しくは行ってきた恒久的施設又は固定的施設を有して

おらず、（３）H株に関連して得られる所得又は利益につき租税条約の恩典を享受する上でその他の点につき不適

格ではない、日本の保有者をいう。

 

中国税制に関するその他の事項

中国印紙税

1988年10月１日に発効した「中国印紙税暫定条例」によると、中国の公開取引企業の株式譲渡には印紙税を納付

しなければならないが、1988年10月１日に発効した「中国印紙税暫定条例実施細則」によると、中国印紙税は、中

国人以外の投資家が中国国外でH株又は米国預託株式を売買する場合には適用されない。本条例は、中国国内にお

いて署名又は受領された、中国国内で法的拘束力を有し、かつ、中国法の保護を受けた所有者の文書についてのみ

中国が印紙税を課す旨を定めている。

 

遺産税

中国の現行法律によれば、中国は遺産税を実施していないため、中国国籍を有さないH株保有者においては、い

かなる遺産税の納税義務も生じない。
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上海香港ストックコネクト投資者

「財政部、国家税務総局、証券監督管理委員会による上海と香港間の相互株式投資の試行に関する租税政策につ

いての通知」(財税[2014]81号)に基づき、大陸内の個人投資者が上海香港ストックコネクトを通じて、当社のH株

株券に投資し取得した譲渡価額差所得に対して、2014年11月17日から2017年11月16日まで、暫く個人所得税の徴収

を免除する。大陸内の企業投資者が上海香港ストックコネクトを通じて、当社のH株株券に投資し取得した譲渡価

額差所得に対して、その収入総額に計上し、法により企業所得税を徴収する。大陸内の個人投資者及び大陸内の証

券投資基金が上海香港ストックコネクトを通じて、当社のH株株券に投資し取得した配当金に対して、当社は、20%

の税率に従い所得税を源泉徴収する。大陸内の企業投資者が上海香港ストックコネクトを通じて、当社のH株株券

に投資し取得した配当金所得に対して、その収入総額に計上し、法により企業所得税を徴収する。当社は大陸内の

企業投資者に対して、配当金所得税金額を源泉徴収せず、課税金額は企業が自ら申告し納付する。

 

B　香港

 

配当金に関する課税

現在の香港税務局の扱いでは、香港では、当社が支払う配当金に関して、いかなる租税も課されない。

 

売却による利得に対する課税

香港においては、キャピタル・ゲインに対して租税は課せられない。しかし、香港においてある業界に従事し、

専門的職業又は事業を営む者が、香港においてかかる業界、専門的職業又は事業において財産の売却により得た取

引利益には、香港所得税が課せられ、その現行の税率は、法人に対しては16.5%、個人に対する標準税率の上限は

15%である。

香港証券取引所で行われたH株売却による取引利益は、香港において生じたものとみなされる。香港で証券のト

レーディング又はディーリング業務に携わる者が香港証券取引所において行ったH株の売却により実現した取引収

益に関しては、香港所得税の納税義務が発生する。

香港外で米国預託株式購入及び売却が有効である場所（たとえばニューヨーク証券取引所）においては、米国預

託株式売却による収益に関する香港所得税の納税義務はない。

 

印紙税

香港印紙税は、H株の対価又は市場価額のいずれか高い方に従価方式により現在0.1%課せられているが、H株購入

の度に購入者に、及びH株売却の度に売却者に課される。（すなわち現在H株の通常の売買取引については合計0.2%

課税される。）。さらに、現在、H株の譲渡証書毎に定額租税5.00香港ドルを支払わなければならない。支払期日

までに印紙税が支払われない場合、支払われるべき税金の10倍の罰金が課されることがある。

米国預託証憑の引渡しの際のH株の引出し、H株の預託の際の米国預託証憑の発行もまた、かかる引出し又は預託

が香港法に基づくH株への実質的持分の移転とならない場合を除き、売買取引に適用される上記の税率で印紙税が

課される。発行人が米国預託株式預託機関（又はその口座）に対して直接H株を発行する場合、米国預託証憑の発

行の預託株式として、当該米国預託証憑の発行には、香港の印紙税も課税されない。香港印紙税は香港外において

米国預託株式の譲渡に対して課されない。

 

遺産税

香港では、2006年２月11日に、「2005年（遺産税の取消しに関する）収入条例」が施行された。H株の保有者が

2006年２月11日又はそれ以後に死亡した場合、その遺産につき香港の遺産税を納める必要はなく、また、申請の受

託に際し、遺産税証明書を提出して清算する必要もない。
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(２)日本における課税上の取扱い

 

適用ある租税条約、所得税法、法人税法、相続税法及びその他の日本の現行の関連法令に従い、またこれら法令

上の制限を受けながら、日本の個人又は日本法人の所得（及び、個人に関しては相続財産）が上記の香港税制に関

する記載における香港の租税の対象となる場合、かかる香港の租税は、当該個人又は法人が日本において支払うこ

ととなる租税の計算上税額控除の対象となる場合がある。

 

(３)中国による当社に対する課税

 

A　所得税

 

2008年１月１日から、国有企業及び株式制度企業を含む中国国内企業に対する所得税は、法律、管理規則又は中

国国務院規則でそれを下回る税率が規定されている場合を除き、2008年１月１日に施行された「中華人民共和国企

業所得税法」（以下「企業所得税法」という。）及び「中華人民共和国企業所得税法実施条例」（以下「企業所得

税条例」という。）が規定する25%の所得税に基づいている。当社は通常、企業所得税条例に従い25%の税率を課せ

られている。リストラクチャリングに関し、当社は中国国家税務局から、税収に関する国家の法規の統一規定に従

い、法に基づき企業所得税を納付し、当社及び所属企業の所得税は、月毎又は四半期毎の予納を実行し、年度終了

後集計して計算し、納付すべき、還付すべき税金を清算する。

 

B　付加価値税

 

2009年１月１日に施行された中国の付加価値税に関する暫定規則及び同施行規則に従い、中国の領土内で商品の

販売、加工、修繕、交換及び商品の輸入に携わるすべての団体及び個人は、付加価値税の支払いを要する。付加価

値税は「産出付加価値税」から「投入付加価値税」を差引いて算出される。購入にかかる当社に課せられる投入付

加価値税は当社の顧客から集めた産出付加価値税から徴収可能であり、産出付加価値税のうち投入付加価値税を超

過する分が税務当局に支払われる。付加価値税の税率は商品の種類により、17%か又は一定の制限のある状況下で

は13%である。

 

C　事業税

 

2009年１月１日に施行された中国の事業税に関する暫定規則及び同施行規則に従い、事業税は中国において課税

対象のサービスの提供、無形資産の譲渡又は不動産の販売を行う企業に課される。事業税は課税対象のサービスの

提供、無形資産の譲渡又は不動産の販売に対して３%から20%の税率で課される。金融保険業については５%の税率

で営業税を納付するものとされている。

「財政部及び国家税務総局による、保険会社が一年期以上の返還性生命保険業務を行う際に関する営業税免除に

ついての若干の通知」(財税[2006]19号)、並びに「財政部及び国家税務総局による、中国人寿集団公司の再編にお

ける営業税に関する問題についての通知」（財税(2004)84号）によれば、元のチャイナ・ライフ・インシュアラン

ス・カンパニー・リミテッドが経営し、財政部、国家税務総局により営業税の免税を認可された、満期１年以上

（１年が含まれる。以下同様）の普通生命保険、養老年金保険及び満期１年以上の医療保険が当社の事業に移転す

る場合、引き続き営業税を免除される。

財政部、国家税務総局による「営業税から増値税への徴収変更試行を全面的に推進することに関する通知」(財

税[2016]36号)に基づき、2016年５月１日から、全国範囲内において全面的に営業税から増値税への徴収変更試行

を推進し、建築業、不動産業、金融業、生活サービス業等すべての営業税納税者を試行範囲に組み入れ、営業税の

納付を増値税の納付に変更する。そのうち、金融サービスは金融保険を経営する業務活動を指す。これには、貸付

サービス、直接費用徴収金融サービス、保険サービス及び金融商品の譲渡が含まれる。
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４ 【法律意見】

 

（１）　金杜律師事務所より中国法に関し、大要下記の趣旨の法律意見書が日本の関東財務局長宛てに提出されて

いる。

(a) 当社は中国法に基づき適法に設立され、株式会社として有効に存続している。

(b) 本書「第一部　第１」の「本国における法制等の概要」に記載されている中国の法令及び規則

に関する記述は、すべての重要な点において真実かつ正確である。

 

（２）　当社の香港における法律顧問であるレイサム・アンド・ワトキンス法律事務所より、大要下記の趣旨の法

律意見書が当社に、その写しが関東財務局長宛てに提出されている。

本書「第一部　第１　３．課税上の取扱い」の記述は、香港の法令又は規則の規定の要約に関する

限り、すべての重要な点において真実かつ正確である。
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第２ 【企業の概況】

 
１ 【主要な経営指標等の推移】

 

別途説明のある場合を除き、本報告書における関連する財務資料は全て「国際財務報告基準」に基づき作成され

たものである。

 

（2015年12月31日現在）

国際財務報告基準

単位：百万人民元

（１株当たり利益を除く。）

2015年 2014年 2013年 2012年 2011年

収益合計 507,449 440,766 417,883 371,485 370,899

純利益（注） 34,699 32,211 24,765 11,061 18,331

基本及び希薄化後の

１株当たり利益

（単位：人民元）

1.22 1.14 0.88 0.39 0.65

（注）純利益に関わるデータ及び指標は、会社の株主に帰属する純利益を採用する。

 

（2015年12月31日現在）

国際財務報告基準

単位：百万人民元 2015年

12月31日

2014年

12月31日

2013年

12月31日

2012年

12月31日

2011年

12月31日

資産合計 2,448,315 2,246,567 1,972,941 1,898,916 1,583,907

資産中の投資資産（注１） 2,287,639 2,100,870 1,848,681 1,790,838 1,494,969

負債合計 2,122,101 1,959,236 1,750,356 1,675,815 1,390,519

株主利益合計（注２） 322,492 284,121 220,331 221,085 191,530

注１：投資資産＝現金及び現金等価物＋損益を通じて公正価値変動を反映させた証券＋売出可能な証券＋満期保有証券＋定期

預金＋リバース・レポ証券＋貸付金＋営業保証供託金-制限付資産＋投資不動産。

注２：株主利益に関わるデータ及び指標は、当社の株主に帰属する株主利益を採用する。

 

２ 【会社の沿革】

 

当社は、「会社法」、「保険法」に基づき、2003年６月30日に、中国北京において登録・設立され、2003年12月

17日、18日及び2007年１月９日にニューヨーク、香港及び上海の三地区に上場した生命保険会社である。当社の登

録資本は28,264,705,000人民元である。

 

３ 【事業の内容】

 

当社は、中国最大の生命保険会社であり、保険営業員、団体保険販売員並びに専業及び兼業の代理機構によって

構成される、中国で最も広範な販売ネットワークを有する。当社は、中国最大の機関投資家の一つであり、当社が

持分を支配している資産管理公司を通じて中国最大の保険資産管理者となっている。また、養老保険子公司の持分

も支配している。

当社は個人生命保険、団体生命保険、傷害保険及び医療保険等の商品及びサービスを提供している。当社は、中

国の個人及び団体の生命保険及び年金保険、並びに傷害保険及び医療保険商品の分野で業界をリードするサプライ

ヤーである。2015年12月31日現在において、有効な長期個人及び団体生命保険証券、年金契約及び長期医療保険証

券を約2.16億部保有しており、また、個人、団体傷害保険及び短期医療保険証券及びサービスも提供している。
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４ 【関連会社の状況】

 

(１)親会社

（2015年12月31日）

名称 所在地 資本金

（人民元）

業種 議決権の

所有割合

チャイナ・ライフ・インシュ

アランス（グループ）カンパ

ニー（中国人寿保険（集団）

公司）

中国北京市 4,600,000,000 持株会社 68.37%

 

(２)主要持株・資本参加会社

（2015年12月31日）

名称 所在地 登録資本 業種 株式保有割合

中国人寿資産管理有限

公司（資産管理公司）

中国北京市 4,000,000,000

（人民元）

資産管理 60%

（直接保有）

中国人寿養老保険股份

有限公司

中国北京市 3,400,000,000

（人民元）

養老保険業務及び

年金管理

74.27%

（直接及び間接保有）

中国人寿財産保険股份

有限公司

中国北京市 15,000,000,000

（人民元）

財産保険 40%

（直接保有）

 

５ 【従業員の状況】

 

当社の在職従業員数 97,607

主要子会社の在職従業員数 1,216

在職従業員数合計 98,823

当社及び主要子会社が費用を負担すべき離退職従業員数 6

 

(１)専門別構成の状況

専門分類 従業員数

管理、総務担当 23,941

販売、販売管理担当 33,036

経理、監査担当 5,373

アンダーライティング担当、保険調査員、顧客サービス担当 29,330

その他の専門職 2,674

その他 4,469

合計 98,823

 

(２)教育程度の状況

教育程度分類 従業員数

大学院以上 3,480

大学 52,264

専門学校 34,918

高等学校・中学校及びこれらと同等 2,921

その他 5,240

合計 98,823
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第３ 【事業の状況】

 

１ 【業績等の概要】

 

(１)2015年業績の概要

2015年、事業構造が継続的に改善され、業績が著しく向上するとともに、当社の事業は急速な発展を遂げ、当社

は引き続き市場において主導的な地位を占めた。本報告期間内に、当社は既に3,623.01億人民元の正味保険料収入

を実現しており、2014年同期比で9.8%増加した。そのうち、生命保険事業は3,080.81億人民元の正味保険料収入を

実現しており、2014年同期比で7.9%増加した。健康保険事業は408.55億人民元の正味保険料収入を実現しており、

2014年同期比で25.2%増加した。短期傷害保険事業は133.65億人民元の正味保険料収入を実現しており、2014年同

期比で12.2%増加した。長期保険の新規契約の保険料は2014年同期比で20.１%増加し、定時払による新規契約の保

険料は2014年同期比で32.9%増加した。定時払による新規契約の保険料が長期保険の新規契約の保険料に占める割

合は2014年同期の39.94%から44.22%に上昇した。十年及びそれ以上の期限の定時払による新規契約の保険料は2014

年同期比で25.4%増加し、十年及びそれ以上の期限の定時払による新規契約の保険料が定時払による新規契約の保

険料に占める割合は52.20%であった。期限の更新による保険料は、2014年同期比で1.9%増加しており、期限の更新

による保険料が保険料収入総額に占める割合は、52.64%であった。2015年12月31日時点で、有効な保険証券数は

2014年末と比較し9.6%増加した。保険証券継続率（14か月及び26か月）（注１）はそれぞれ90.00%及び85.50%に達

した。解約率（注２）は5.55%で、2014年同期比で0.09%上昇した。

 

当社の個人保険チャンネル事業は、事業構造が継続的に改善されたことにより、事業規模の比較的速い拡大及び

事業価値の著しい増大を達成した。本報告期間中、個人保険チャンネル保険料総額は前年同期比で10.0%増加し、

定時払による新規契約の保険料は前年同期比で39.2%増加し、定時払による新規契約の保険料が新規契約の保険料

に占める割合は98.97%であり、十年及びそれ以上の期限の定時払による新規契約の保険料は前年同期比で24.5%増

加した。五年とそれ以上及び十年とそれ以上の期限の定時払による新規契約の保険料が定時払による新規契約の保

険料に占める割合は、それぞれ90.50%及び61.15%であった。期限の更新による保険料は前年同期比で3.9%増加し

た。期限の更新による保険料が個人保険チャンネル保険料総額に占める割合は75.96%であった。当社は、チーム育

成の有効的向上戦略を継続的に推進し、その結果、明らかな成果を上げた。本報告期末時点において、当社の保険

営業員は合計97.9万人で、2014年末比で31.7%増加した。当社は、個人保険チャンネル事業の専門的能力の開発を

促進し続け、その結果、持続可能な発展能力が著しく向上した。

 

団体保険チャンネル事業は、安定的な発展を維持した。本報告期間中に、団体保険チャンネルの保険料総額は前

年同期比で15.3%増加し、短期保険の保険料は前年同期比で14.6%増加し、短期傷害保険の保険料は前年同期比で

12.5%増加した。当社は積極的に経済社会の発展に奉仕し、少額保険、大学生村官の保険、計画出産保険、老年の

傷害保険、「新農合」補充傷害保険等の事業の発展を効果的に推進した。当社は、同様に、積極的にハイエンド医

療保険を開拓し、多国籍共同保険事業や中国・ロシア旅行保険等の国際保険事業をさらに展開した。本報告期末時

点で、団体保険チャンネルの販売員は合計4.5万人である。

 

銀行保険チャンネル事業は、販売チームを急速に拡大させ、販売チャンネル間の提携を深め、販売サポートを強

化し、基本経営を強固なものとし、業務の発展を促進することで、積極的に市場競争の新しい課題に対応した。定

時払による保険事業の安定的な成長だけでなく事業規模を維持する一方で、当社は、中長期定時払事業（特に十年

及びそれ以上の期限の定時払事業）の発展に注力し、当該チャンネルの転換において顕著な成果を挙げた。本報告

期間中に、銀行保険チャンネルの保険料総額は前年同期比で6.2%、長期保険の新規契約の保険料は前年同期比で

12.0%増加し、定時払による新規契約の保険料は前年同期比で14.6%増加し、十年とそれ以上の期限の定時払による

新規契約の保険料は前年同期比で35.9%増加した。本報告期末現在、銀行保険チャンネルの販売代理拠点は5.6万か

所、販売人員は合計13.1万人で、2014年末と比較し84.5%増加した。
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2015年、当社は、生命保険の本質的価値及び経営の特徴を示す資産配分能力を強化し、投資品目、チャンネル及

び地域を多様化させるための努力を積み重ね、次第に、戦略的資産配分を基礎とした経営構造を形成し、また、投

資運用会社による組織及び実施だけではなく委託者の利益配分及び調整により、多様化された、市場志向の投資に

依存した。ポートフォリオの面では、金利下降、債券市場の不安定な上昇、信用金利差縮小に関して、当社は、取

引類債券、その他の金融商品の配分を増加させることで、固定収益投資環境に積極的に対応した。他方で、株式市

場の変動の増加や顕著な分化の増加を考慮し、当社は、市場志向機構を利用して、市場操作を大いに促進し、ま

た、将来の為替変動の動向を考慮しながら、積極的に全世界的配分を推進し、成熟市場や優良資産に投資した。本

報告期末現在、当社の投資資産は22,876.39億人民元に達し、2014年末と比較し8.9%増加した。主要な投資品目に

おいては、債券の割合は43.55%、定期預金の割合は24.59%、株式及びファンド（注３）の割合は9.34%、負債投資

計画、持分投資計画、信託計画等の金融資産（注4）の割合は5.26%であった。本報告期間中、受取利息配当金が安

定的に増加し、正味投資収益率（注5）は4.30%であった。スプレッド収益が大幅に増加し、総投資収益率は6.24%

であり、関連企業及び合弁企業の純利益分配率を含む総投資収益率（注６）は6.20%であった。当期のその他の総

合収益に計上された売却可能金融資産の正味の公正価値の変動額を考慮した当社の総合投資収益率（注７）は

7.23%であった。

 

2015年、当社は「革新志向発展戦略」を一層推し進めた。当社は、IT管理構造を更に最適化・改善することを基

礎に、顧客志向で、インターネットを基礎とし、迅速に対応でき、かつ信頼できるという特徴の「次世代」総合事

業処理システムの構築を開始した。当社は、当社のモバイルインターネット化を加速させるために、全面的にクラ

ウドアシスタント、クラウド・マーク、クラウド・デスクトップ、全ネットアクセスを全面的に推進した。当社は

商品のイノベーションに更に力を入れ、商品の研究開発メカニズムをより最適化し、細分化された市場向けの、顧

客の新しいニーズに対応した、複数の新商品を研究開発し市場に投入した。モバイルインターネットによる販売モ

デルを刷新し、商品の宣伝、保険加入、保険金支払から保険証券を形成するまでの全プロセスの電子化を実現し

た。更に販売チャンネルにおける「E-China Life」、「E-Store」の普及・応用を推進し、効果的に主力商品の販

売を推進した。インターネットサービスやモバイルアプリケーションサービスを中心として開始し、当社の「イン

ターネット＋」サービスの新しい一ページを開くことで、当社は運営サービスの革新を強化した。「カウンターパ

ス」システムは全国に普及させたことで、地域的制限を突破し、省を跨ぎ、各地での保険証券の問い合せ、クレー

ムの受理、処理及び支払いという「四通」サービスを実現させた。当社は、集中的な運営や、八個の省・市での保

険確認、保険金給付作業の省市集中を実現にさらに注力し、当社の「睿運営」戦略の実施経験を積み重ねることと

なった。保険確認、保全作業の自動化率はそれぞれ74%及び81%に達し、保険金の簡便な給付プラットフォーム、保

険金の迅速な給付及び病院での直接支払いの試験的プログラムを開始により、当社の運営生産性及び運営効率は更

に向上した。総合カウンターサービス制度の普及を完全に完了し、全国の2,578カウンターで「ワンストップ」

サービスの利用が可能となった。顧客体験のグレードアップを推進するため、世界規模での緊急支援及びVIPケア

サービス（多層、多様なレベルの世界規模での緊急支援、健康コンサルティング及びVIPケアサービスを含む）

を、すべての長期保険加入者に対して開始した。当社は、青少年の教育及び発展のサポート及び福祉事業への参加

を続け、五年間連続して全国少年児童絵画イベントを行った。顧客の心身の健康にも気を配り、積極的にスポーツ

イベントや講演など様々な顧客サービス活動を展開した。顧客サービス満足度及び顧客ロイヤルティーは、前年同

期比でそれぞれ1.2%及び4.8%上昇し、過去最高水準に達した。
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当社は米国の「サーベンス・オクスリー法」第404条を引き続き遵守するとともに、財政部を含む五つの部局が

共同で発表した「企業内部統制基本規範」、「企業内部統制関連手引」及び保険監督管理委員会の「保険会社内部

統制基本準則」を遵守することで企業内部統制遵守システムの遵守作業を展開している。同時に、当社は、アメリ

カの委員会組織委員会（COSO）が提示した「内部統制フレームワーク(2013)」に照らして、自社の内部統制システ

ム体系について見直しかつ改善をした。当社は、保険監督管理委員会の償二代過渡期試験運行業務の要求に従い、

返済能力リスク管理体系の構築プログラムを展開し、全面的に監督管理規則について見直しかつ調整を行い、リス

ク管理制度の健全性、コンプライアンス、有用性を強化し、かつ、リスク選好の形成及び伝達メカニズムを最適化

した。当社は、保険監督管理委員会の「生命保険会社の全面的なリスク管理実施マニュアル」に従い、引き続きリ

スク警戒分類管理作業を行い、かつ、重要リスクモニタリング体系を確立し、情報システムを基礎とする遠距離か

つ垂直方向のモニタリングモデルの探求をした。当社は、また、内部統制の問題を発見し、是正を行うため、保険

監督管理委員会の「二つの強化、二つの抑制」という特定の検査を利用した。上記措置は、いずれも、当社のリス

ク管理のフレームワークを改善し、リスクの最低ラインを保証し、内部統制プロセスを最適化するのに役立ち、そ

の結果、当社のリスク管理能力を向上した。

 

（注１）長期の個人生命保険証券の継続率は、生命保険会社の一つの重要な経営指標であり、当該継続率は、一つの保険証券

の集合体が特定の時期を経過した後、なお有効なものの割合を示し、対象月の14/26ヶ月前に発効した保険証券が対象

月においてなお有効なものの件数が、14/26ヶ月前に発効した保険証券の件数に占める割合を指す。

（注２）解約率＝当期解約金/（期間開始時の生命保険、長期保険責任準備金残額＋当期生命保険、長期保険の保険料収入）

（注３）通貨ファンドを除く。

（注４）負債投資計画、持分投資計画、信託計画、プロジェクト資産担保計画、資産担保証券及び特定資産運用計画等を含

む。

（注５）正味投資収益率＝（投資収益＋投資性不動産正味収益－投資事業税及びその他の付加の金額）/（（期首の投資資産＋

期末の投資資産）/２）

（注６）合弁企業及び合営企業収益純額を含む総投資収益率＝（投資収益＋実現された金融資産収益/（損失）純額＋純利益を

通じて反映させた公正価値収益/（損失）純額＋投資性不動産総収益－投資業務営業税金及びその他の付加の金額＋合

弁企業及び合営企業収益純額）/（（期首の投資資産＋期首の合弁及び合営企業の投資＋期末の投資資産＋期末の合弁

及び合営企業の投資）/２）

（注７）総合投資収益率＝（投資収益＋実現された金融資産収益/（損失）純額＋損益を反映させた公正価値収益/（損失）純

額＋当期その他の総合収益に計上された売却可能証券の公正価値変動純額＋投資性不動産総収益－投資事業税及びそ

の他の付加の金額）/（（期首の投資資産＋期末の投資資産）/２）

 

(２)コーポレート・ガバナンス

 

当社は、コーポレート・ガバナンスを完全に遵守し、コーポレート・ガバナンスの強化により、透明性を高め、

有効な責任追及体系が確立され、当社の会社運営がさらに規範化され、意思決定がより理論的で、投資者の信頼を

高めるものとなることを確信する。

 

当社は、合理的構造、完備されたメカニズム、厳密な制度、高効率な運営のコーポレート・ガバナンス体系を核

心目標として、コーポレート・ガバナンスの確立を絶えず推進し、情報開示を厳格に実行し、会社の透明性を持続

的に高め、幅広い投資者にサービスを積極的に提供することで、資本市場における会社のイメージ及び地位を高め

る。

 

EDINET提出書類

チャイナ・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド(E05940)

有価証券報告書

 33/326



(３)企業の社会的責任

 

当社は、積極的に政策志向の事業の発展を推進し、専門性及び事業規模の優勢により、郊外や都市部の住民のた

めの重大疾病に関する保険、「新農合」保険、新農業年金保険を含めた政策志向の事業の展開に力を入れた。少額

保険などの当社の包括的な事業は、全国規模の範囲をカバーし、高齢者等の特定層向けの保険は1000万人以上の者

に利益を享受させた。また、当社は12万人を超える大学生村官に保険保障サービスを提供し、積極的に大学生村官

に職業発展プラットフォームを提供し、当社の各地の支店で雇用した退官大学生村官の数は、1000名以上であっ

た。。当社は、継続的に公益慈善事業に注力し、本報告期間中に、複数の貧困援助プロジェクト及び貧困地区の医

療救護車の購入等の公益活動を支援するため、中国人寿慈善基金会を通じて関連機関に3,600万人民元以上を寄付

した。当社は、同様に、重大災害地区の孤児養育援助プロジェクトを継続的に展開した。

 

２ 【生産、受注及び販売の状況】

 

保険業務の特殊性から、該当する情報が存在せず、記載しない。

 

３ 【対処すべき課題】

 

「第12回五ヵ年計画」は、当社が最も困難で、最も多くの課題に直面した時期であったが、当社は、見事に困難

を乗り越え、会社のモデルチェンジ・調整を推進し、その結果、世界でも名だたる生命保険会社を形作るための堅

固な基盤を作った。これまでの五年間で、当社の発展の新局面を切り開く上で重要となるのは、困難を乗り越え、

進歩する中で、我々に更に、市場の志向に固執して発展を加速させること、価値先導にこだわり構造を改善するこ

と、顧客体験を重視してサービスの質を高めること、当社に高水準の科学技術を備えさせ情報技術の水準を高める

こと、及び強固な基礎及び堅固な基盤を作り各地域の支店を強化することであるということを、我々は改めて認識

することとなった。

 

2016年は、「第13回五ヵ年計画」が始まる年であり、また、当社は全面的に改革を推し進め、「革新駆動発展戦

略」を強力に推進する上で重要な年でもある。新しい課題や発展の機会に直面して、当社は、「第13回五ヵ年計

画」の一般的要求に従い、全精力及び全資源を投じ、執行を強化し、さらに、「第13回五ヵ年計画」期間に、当社

の発展の良い兆しを形作ろうと邁進する予定である。当社は、コア事業の発展を加速させ、販売体系のモデルチェ

ンジを推進し、総合販売及び相互事業の発展を促進し、積極的に政策志向事業の開拓に努める予定である。個人保

険チャンネルにおいて、十年及びそれ以上の期限の定時払による契約事業及び分散式短期保険事業の発展に注力す

るつもりである。団体保険チャンネルにおいて現在の収益を維持するのに努めるとともに、更に事業規模を拡大

し、利益を増大させるつもりである。銀行保険チャンネルのモデルチェンジや、長期で、優れた価値の、高品質の

定時払による契約事業の発展にさらに注力する。オンライン上とオフライン上での販売の結合、オンライン・電

話・モバイル販売の統合により新しいタイプのチャンネルの建設を強化し、また、カウンター越しでの直接販売も

これまでどおり推進する。当社は、販売チームの数及び質の向上やハードパワーを高めるために、販売力の発

展に戦略的に投資を続ける予定である。郡レベルでの市場競争力の強みを強化及び拡大し、当社は重要都市の業

務発展を加速させ、市場での先導的地位を確かに保持する所存である。投資水準については、当社は、投資収益水

準を高めるため、投資能力の向上、資産配当管理体系及び投資運用構造の改善、資産配分構造の最適化を重視す

る。「革新駆動発展戦略」をさらに実施し、積極的に各分野の刷新を促進し、全力を尽くして「次世代」総合事業

処理システムの構築を推し進める。改革の進行を深め、当社は、発展の勢いを加速させる。さらにいえば、中国の

リスク志向返済能力体系（C-ROSS）の要求を完全に遵守し、リスクコントロールの効果を高め、リスク最低ライン

を厳格に守り、安定的に当社の健全かつ迅速的な発展を推進する。
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振り返れば、「第12回五ヵ年計画」期間に培った発展の経験は貴重なものである。将来に目を向けると、「第13

回五ヵ年計画」期間は、当社が発展を加速させる重要な好機を提供するであろう。当社は、革新駆動発展の一般的

戦略とモデルチェンジ・グレードアップを大筋とし、「価値を重視し、販売力を強化し、構造を最適化し、安定的

な成長を実現し、リスクを防止する」という経営理念を遵守し、評価作業を強化し、新局面の開拓を重視するつも

りである。当社は、また、誰もが、当社から質の高いサービスを享受でき、投資者のためにより良い価値を作り上

げ、世界一流の生命保険会社を築くことに努めるため、事業の発展を加速させること、事業のモデルチェンジ、改

革の深化、及び強固な基礎と堅固な基盤を作ることにさらに心力を注ぐつもりである。

 

４ 【事業等のリスク】

 

2016年、当社は、マクロ経済の傾向の研究・判断及び複雑なリスク要素の分析を引き続き強化し、会社の持続的

かつ健全な発展の保持に努める。当社の将来の発展戦略及び経営目標に影響を与え得る主要なリスク要素について

以下に述べる。

 

(１)マクロ政策リスク

 

世界経済は深刻な調整局面の中で、回復力が不十分で、国際貿易の成長は低迷し、金融及び大口商品市場の変動

は不安定で、ジオポリティックスリスクは上昇し、外部環境における不安定かつ不確定要素が増大している。上記

要因が我が国の発展に対し与える影響は大きい。国内において何年もかけて蓄積した対立及びリスクは以前にも増

して顕在化した。経済成長の速度変化、構造の調整に伴う困難、発展の推進力の変化から生じる複雑な問題によ

り、経済の下降圧力が増大している。国際・国内市場の変化は、実体経済、金融市場及び消費者のニーズなど多種

のチャンネルを通じて、保険業に伝わり、業務発展、資金運用及び返済能力などに多方面の影響を与える見込みで

ある。

 

(２)保険業務の発展のリスク

 

将来の一定の期間内に、金融改革の安定的推進、為替相場改革のさらなる実施及びリスクのない利率下降等によ

りもたらされる効果はますますはっきりとしたものとなるだろう。さらにいえば、生命保険料率市場向け改革、競

争の激化、新しい技術の応用等は、当社の事業の発展に多くの課題や不確定性をもたらすことになろう。この影響

を受け、当社が保険業務の安定的な成長を保持することは更に困難なものとなり、直面する不確定性及び複雑性は

増大した。投資収益及び負債コスト等の要素の影響を受け、当社収益は変動の可能性はより増大した。また、合弁

企業の経営、財務リスク及び収益の変動は、投資の予測収益を弱める可能性があるため、当社の収益に影響を与え

るおそれがある。

 

(３)投資リスク

 

国内金利が低水準を維持し続ける場合、新たに配当される固定収益資産からの投資収益は低下し、資産配分は困

難を極め、資産の誤配分リスクが高まる可能性がある。金融市場の変動の激化に加え、国内外の経済環境の複雑性

に照らすと、投資ポートフォリオの市場リスク及び信用リスクは上昇するおそれがある。他方で、当社は新たな投

資チャンネルを開拓し、新たな投資手段を用い、又は新たな投資管理者を配置する可能性がある。これらはいずれ

も、当社の投資収益と資産の簿価にかなりの影響を与え、その結果、会社の利益変動をより助長する可能性があ

る。さらに、当社は資産の一部を外貨で保有しているため、為替相場の変動による不利益な影響がある。
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2016年、当社は、なお「革新駆動発展総戦略」の導入し、全面的に当社の重要な競争力や持続的発展能力の全面

的な向上を図り、当社の「第13回五ヵ年計画」の発展目標の実現に向け堅固な基礎を構築するため、「価値を重視

し、チームを強くし、構造を最適化し、成長を維持し、リスクを防止する」という経営理念を遵守し、突破に注力

し、評価を強化し、更に迅速な発展、販売のモデルチェンジ、チームの質の向上、市場における評価、改革や刷新

に力を入れる所存である。ただし、上記のような多種のリスク要素の影響を受ける場合、当社は、市場競争及び外

部環境変化による課題に効果的に対応するため、核となる発展目標を堅持し、適切に市場の動向に従って業務発展

目標を微調整することになる。他方で、当社は、体制の刷新、販売力の構築、商品、サービス及び技術の革新等の

業務を重点的に行い、不断に会社の体力、創造力、競争力及び持続可能な発展能力を高める予定である。2016年

度、当社の資金は、基本的に保険業務の支出及び新たな一般的な投資プロジェクトの需要を満たすことができる見

込みである。同時に、当社の将来の発展戦略の実施を推進するため、更なる資金需要がある場合、当社は、資本市

場の状況に基づき、相応の手配を行う予定である。

 

５ 【経営上の重要な契約等】

 

(１)継続関連取引

 

本報告期間中、当社は、証券取引所の上場規則第14A.76(２)条に基づき、申告、公告及び年度検査要件（社外株

主の承認要件を除く）に従って継続関連取引を実施した。当該取引は、当社と集団公司との間の保険業務代理契

約、当社と資産管理子会社との間の保険資金投資管理委託契約、及び当社と財産険公司との間の保険販売業務枠組

契約、及び当社、集団公司、財産険公司、中国人壽保険(海外)股份有限公司（「人壽海外公司」）及び国壽投資公

司それぞれ国壽財富公司との間の枠組契約が含まれる。集団公司は当社の支配株主であり、財産険公司の60%の株

式、人壽海外公司及び国壽投資公司のすべての株式を所有しているため、集団公司、財産険公司、人壽海外公司及

び国壽投資公司のいずれも当社の関連当事者である。資産管理子会社について、当社及び集団公司はそれぞれ60%

及び40%の株式を所有しているため、当社の関連子会社である。国壽財富公司は資産管理子会社の子会社であり、

また、当社の関連子会社でもある。

 

本報告期間中、当社は、証券取引所の上場規則第14A章に基づき、申告、公告、年度検査、及び社外株主の承認

要件に従って継続関連取引を実施した。当該取引には、当社、養老保険子会社、集団公司及び財産険公司が安保基

金とそれぞれ締結した枠組契約が含まれる。これらの契約及び取引は、2014年５月29日の当社株主総会で承認され

た。安保基金は資産管理子会社の非完全子会社であるため、安保基金は当社の関連子会社である。

 

このほか、本報告期間中、当社は、上場規則第14A章に基づき申告、公告、年度検査及び社外株主の承認要件を

免除された、継続関連取引も行った。当該取引には、集団公司と資産管理子会社との間の保険資金投資管理委託契

約が含まれる。

 

また、当社が国寿投資公司との間で、本報告期間中に更新した保険資金オルタナティブ投資管理委託契約は、証

券取引所の上場規則に基づき申告、公告及び年度検査要件に従わねばならなかったものの、社外株主の承認要件は

免除された。しかし、当該契約は、上海証券取引所の上場規則に基づき株主総会の承認を経なければならない。こ

れらの契約及び取引は、2015年12月29日の当社株主総会で承認された。

 

かかる継続関連取引に関して、当社は証券取引所の上場規則第14A章の開示規定を遵守した。当社は、年内にお

いて上記継続関連取引を行う際、取引を行う際に制定した価格制定政策及びガイドラインに従った。
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（a）保険業務代理契約

 

当社と集団公司は、2003年９月30日から、断続的に保険業務代理契約を締結しており、更新された契約は、2014

年12月31日に期間が満了した。当社と集団公司は、2014年12月29日に、2015年度の保険業務代理契約を、2015年1

月1日から2017年12月31日までの有効期間で、締結した。同契約に基づき、当社は、非移転保険証券に関して保険

証券管理サービスを集団公司に提供することに同意した。当社は、同契約に基づき、サービス提供者を務めるもの

であるが、非移転保険証券に基づく保険会社としての権利を取得せず、かつ義務を引き受けない。保険業務代理

サービス手数料の計算方法は、連結財務諸表の注33を参照されたい。2017年12月31日までの三年度における当該取

引金額の年度上限は全て10.37億人民元である。

当社は、2015年12月31日終了年度までに、集団公司から保険証券代理サービスの対価として、合計9.50億人民元

を受領した。

 

（b）保険資金投資管理委託契約

（ⅰ）当社と資産管理子会社との間の保険資金投資管理委託契約

 

当社は資産管理子会社との間で、2003年11月30日以降、断続的に保険資金投資管理委託契約を締結しており、更

新された契約は、2012年12月31日に期間が満了した。当社は、2012年12月27日に、資産管理子会社と2012年保険資

金投資管理委託契約を締結しており、その有効期間は、2013年１月１日から２年間とし、自動延長条項に基づき、

2015年12月31日まで延長する。契約の両当事者のいずれか一方が、有効期間が満了する少なくとも90日前までに他

方当事者に対して書面を発送し、終了を申し出た場合を除き、2012年度保険資金投資管理委託契約は、期間満了の

後に自動的に１年間延長する。ただし、上場規則の規定を遵守しなければならない。当該契約に基づき、資産管理

子会社は、当社の授権した範囲内で、関連法律・法規、監督管理規定及び当社の投資ガイドラインに従い、自主的

な方法に基づき、当社が資産管理子会社に委託した資産に対し投資及び管理を行うことに同意した。資産管理子会

社が当該契約に基づき、当社が委託した様々な種類の資産に対し投資及び管理を行う対価として、当社は、資産管

理子会社に対し、サービス手数料を支払うことに同意した。保険資金投資管理委託サービス手数料の計算方法は、

連結財務諸表の注33を参照されたい。2015年12月31日までの三年度における、当該取引金額の年度上限はいずれも

12億人民元である。当社は、2015年12月29日に、資産管理子会社と2016年度保険資金投資管理委託契約を締結して

おり、その有効期間は、2016年１月１日から2018年12月31日までの三年間である。当該契約に基づき、資産管理子

会社は、当社が資産管理子会社に委託した資産に対し投資及び管理を継続的に行う予定である。2018年12月31日ま

での三年度における、当該取引金額の年度上限はいずれも15億人民元である。

 

当社は、2015年12月31日終了年度までに、資産管理子会社に保険資金投資管理委託サービス手数料として合計

10.20億人民元を支払った。
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（ⅱ）集団公司と資産管理子会社との間の保険資金投資管理委託契約

 

集団公司は資産管理子会社との間で、2003年11月30日以来、継続的に保険資金投資管理委託契約を締結した。継

続的に締結された契約は2014年12月31日に期限が満了した。集団公司と資産管理子会社は2014年12月31日に2015年

度の投資管理委託契約を締結した。その委託期間は、2015年１月１日から2015年12月31日までである。当該契約に

基づき、資産管理子会社は、集団公司が資産管理子会社に委託した資産を集団公司の提供する投資ガイドライン及

びその指示を遵守する前提において、自主的な方法に基づき投資及び管理を行うことに同意した。資産管理子会社

が投資管理サービスを提供する対価として、集団公司は資産管理子会社に対してサービス手数料を支払うことに同

意した。投資資産管理のサービス手数料の計算方法は、連結財務諸表付注33を参照されたい。2015年12月31日まで

の年度における当該取引金額の年度上限は、3.2億人民元である。集団公司と資産管理子会社は2015年12月30日に

2016年度の投資管理委託契約を締結した。その委託期間は、2016年１月１日から2018年12月31日までである。同契

約に基づき、資産管理子会社は、集団公司が資産管理子会社に委託した資産について投資及び管理を継続的に行う

予定である。2018年12月31日までの三年度における、当該取引金額の年度上限はそれぞれ3.2億人民元、3.1億人民

元及び3.0億人民元である。

 

資産管理子会社は、2015年12月31日終了年度において、集団公司から投資資産管理サービス手数料として、合計

1.33億人民元を受領した。

 

（ⅲ）当社と国寿投資公司との間の保険資金オルタナティブ投資管理委託契約

 

当社と国寿投資公司との間で2013年３月22日から、断続的に保険資金オルタナティブ投資管理委託契約を締結し

ている。当社の第４期董事会第17回会議及び2014年第２回臨時株主総会の承認決議を経て、当社は国寿投資公司と

の間で2014年12月31日に2015年度保険資金オルタナティブ投資管理委託契約を締結した。その有効期間は、2015年

１月１日から2015年12月31日までの一年間である。当該契約に基づき、国寿投資公司は、保険監督管理委員会が指

定する保険資金運用の範囲内で、関連法律・法規及び当社の投資ガイドラインに従い、自主的な方法で、当社が国

寿投資公司に委託した資産に対し投資及び運用を行う。委託資産には株券、不動産及び関連金融商品、証券化金融

商品が含まれる。国寿投資公司が当該契約に基づき、当社に対して提供した投資及び運用サービスに対して、当社

は、国寿投資公司に対し、投資運用サービス手数料及び業績連動型インセンティブ報酬を支払う予定である。投資

管理サービス手数料及び業績連動型インセンティブ報酬の計算方法は、連結財務諸表の注33を参照されたい。2015

年12月31日終了年度において、当社が国寿投資公司に対して支払う投資管理サービス手数料及び業績連動型インセ

ンティブ報酬は5億人民元を超えない予定である。当該契約の終了時まで、当社が国寿投資公司に対して委託する

投資管理資産の契約金額は1,500億人民元又はこれに相当する外貨（当該契約締結前に委託された契約金額及び当

該契約の有効期間内に委託される契約金額を含む）を超えず、そのうち、当社と集団公司並びに財産険公司の共同

投資取引における当社の新たな契約金額は400億人民元又はこれに相当する外貨（共同投資取引とは、当社と集団

公司並びに財産険公司が現金により出資し、かつ同一価額により、同一の関連金融商品及び証券化金融商品に対し

て共同で投資し、かつ各自の投資金の割合により関連権益を享有する行為に限る）を超えないものとする。
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当社の第５期董事会第３回会議及び2015年第１回臨時株主総会の承認決議を経て、当社は国寿投資公司との間で

2016年２月３日に2016年度保険資金オルタナティブ投資管理委託契約を締結した。その有効期間は、2016年１月１

日から2017年６月30日までである。当該契約に基づき、国寿投資公司は、当社が国寿投資公司に委託した資産（株

券、不動産及び関連金融商品、証券化金融商品を含む）に対し投資及び運用を継続的に行い、これに対して、当社

は、国寿投資公司に対し、投資運用サービス手数料及び業績連動型インセンティブ報酬を支払う予定である。当該

契約の有効期間内において、当社が国寿投資公司に対して支払う投資運用サービス手数料及び業績連動型インセン

ティブ報酬は10億人民元又はこれに相当する外貨を超えず、そのうち、2016年度の投資運用サービス手数料及び業

績連動型インセンティブ報酬は5.9億人民元又はこれに相当する外貨を超えず、2017年度上半期の投資運用サービ

ス手数料及び業績連動型インセンティブ報酬は4.1億人民元又はこれに相当する外貨を超えない予定である。当該

契約の終了時まで、当社は国寿投資公司に対して委託する投資運用資産の契約金額は2,500億人民元又はこれに相

当する外貨（当該契約締結前の契約金額及び当該契約の有効期間中の契約金額を含む）を超えず、特に、2016年12

月31日までの契約金額は2,000億人民元又はこれに相当する外貨を超えず、2017年６月30日までの契約金額は2,500

億人民元又はこれに相当する外貨を超えない予定である。当該契約の有効期間内に新たに増加する契約金額は

1,500億人民元又はこれに相当する外貨を超えない（2016年度に新たに増加する契約金額が1,000億人民元又はこれ

に相当する外貨を超えず、2017年度上半期に新たに増加する契約金額は500億人民元又はこれに相当する外貨を超

えないこととする）ものとする。当該契約の有効期間内に、当社と集団公司並びに財産険公司の共同投資取引にお

ける当社の新たな契約金額は400億人民元又はこれに相当する外貨を超えず、特に、2016年度の共同投資取引にお

ける当社の新たな契約金額は235億人民元又はこれに相当する外貨を超えず、2017年度上半期の共同投資取引にお

ける当社の新たな契約金額は165億人民元又はこれに相当する外貨を超えないものとする。

当社は、2015年12月31日終了年度において、国寿投資公司に投資運用サービス手数料及び業績連動型インセン

ティブ報酬として合計1.67億人民元を支払った。2015年12月31日、当社は国寿投資公司に対して委託する投資運用

資産の契約金額は984.45億人民元であり、そのうち、当社と集団公司並びに財産険公司の共同投資取引における当

社の新たな契約金額は0億人民元である。

 

（c）保険販売業務枠組契約

当社と財産険公司は、2008年11月18日に2008年度保険販売業務枠組契約を締結し、当該契約は2011年11月17日に

期間を満了した。2012年３月８日に、当社と財産険公司は2012年度保険販売業務枠組契約を締結し、当該契約の有

効期間は２年であり、かつ、自動延長条項に基づき、2015年３月７日まで延長された。当社と財産険公司は、2015

年３月８日に2015年保険販売業務枠組契約を締結し、当該契約は2015年３月８日より２年間効力を有する。契約当

事者のいずれか一方が有効期間が満了する30日前までに相手に対して書面を発送し契約を延長しない旨を申し入れ

た場合を除き、当該契約は、有効期間満了後、自動的に１年更新される。これらの契約に基づき、財産険公司は、

授権した地区内での指定した保険商品の代理販売を当社に委託し、当社に代理手数料を支払う。代理手数料の計算

方式は、連結財務諸表の注33を参照されたい。2017年12月31日までの３年度における当該取引金額の年度上限は、

それぞれ13.86億人民元、17.38億人民元、22.22億人民元である。

 

当社は、2015年12月31日終了年度において、財産険公司から代理手数料として、2015年度の上限を少し超えた、

合計14.64億人民元を受領した。詳細については、当社の2016年３月23日付公告を参照されたい。
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（d）安保基金との枠組契約

（ⅰ）当社と安保基金との間の枠組契約

 

当社第４期董事会第13回会議の及び2013年度株主総会の承認決議を経て、当社は安保基金との間で2014年５月30

日に「基金商品の引受、買戻し、基金販売、特定顧客向け資産運用及びその他の日常取引に関する枠組契約」を締

結した。その有効期間は、両当事者が署名・捺印した日から2016年12月31日までである。当該契約に基づき、当社

は安保基金との間で、一定の日常取引（基金商品の引受、買戻し、基金販売、特定顧客向け資産運用及びその他の

法規で認められた日常取引を含む）を行う予定である。各種の取引の価格決定は、業界慣例及び公平の原則に基づ

き、当事者双方が協議して確定する。2016年12月31日までの三年度において、基金商品の引受金額及び関連する引

受費用の年度上限は、それぞれ300億人民元、660億人民元、726億人民元である。基金商品の買戻金額及び関連す

る買戻費用の年度上限は、それぞれ300億人民元、660億人民元及び726億人民元である。安保基金が支払う基金販

売費用及び顧客維持費の年度上限はそれぞれ1億人民元、3億人民元及び4億人民元である。当社が支払う特定顧客

向け資産運用業務の運用費の年度上限は、それぞれ0.1億人民元、0.2億人民元及び0.2億人民元であり、その他の

日常取引金額の年度上限は、それぞれ0.5億人民元、1億人民元及び1億人民元である。

 

2015年12月31日終了年度において、基金商品の引受金額及び関連する引受費用の発生金額は3,910.01百万人民元

であり、基金商品の買戻金額及び関連する買戻費用の発生金額は5,817.71百万人民元である。安保基金が支払った

基金販売費用及び顧客維持費は0百万人民元で、当社が支払った特定顧客向け資産運用業務の運用費は1.49百万人

民元であり、その他の日常取引金額は、0.42百万人民元である。

 

（ⅱ）養老保険子会社と安保基金との間の枠組契約

 

当社第４期董事会第13回会議及び2013年度株主総会の承認決議を経て、養老保険子会社は安保基金との間で2014

年９月４日に「基金商品の引受、買戻し、基金販売及びその他の日常取引枠組契約」を締結した。その有効期間

は、両当事者が署名・捺印した日から2016年12月31日までである。当該契約に基づき、養老保険子会社は安保基金

との間で、一定の日常取引（基金商品の引受、買戻し、基金販売及びその他法律法規で認められた日常取引を含

む）を行う予定である。各種の取引の価格決定は、業界慣例及び公平の原則に基づき、当事者双方が協議して確定

する。2016年12月31日までの三年度において、基金商品の引受金額及び関連する引受費用の年度上限は、それぞれ

50億人民元、100億人民元及び100億人民元である。基金商品の買戻金額及び関連する買戻費用の年度上限は、それ

ぞれ50億人民元、100億人民元及び100億人民元である。安保基金が支払う基金販売費用及び顧客維持費の年度上限

はそれぞれ0.5億人民元、1億人民元及び1億人民元である。その他の日常取引金額の年度上限は、それぞれ0.5億人

民元、1億人民元及び1億人民元である。

 

2015年12月31日終了年度において、基金商品の引受金額及び関連する引受費用の発生金額は0百万人民元であ

り、基金商品の買戻金額及び関連する買戻費用の発生金額は0百万人民元である。安保基金が支払った基金販売費

用及び顧客維持費は0百万人民元で、その他の日常取引金額は、0百万人民元である。

 

（ⅲ）集団公司と安保基金との間の枠組契約

 

当社第４期董事会第13回会議及び2013年度株主総会の承認決議を経て、集団公司は安保基金との間で2014年５月

30日に「基金商品の引受、買戻し枠組契約」を締結した。その有効期間は、両当事者が署名・捺印した日から2016

年12月31日までである。当該契約に基づき、集団公司は安保基金との間で、基金商品の引受及び買戻しの取引を行

う予定である。各種の取引の価格決定は、業界慣例及び公平の原則に基づき、当事者双方が協議して確定する。

2016年12月31日までの三年度において、基金商品の引受金額及び関連する引受費用の年度上限は、それぞれ50億人

民元、100億人民元及び100億人民元である。基金商品の買戻金額及び関連する買戻費用の年度上限は、それぞれ50

億人民元、100億人民元及び100億人民元である。

 

2015年12月31日終了年度において、基金商品の引受金額及び関連する引受費用の発生金額は6,250.00百万人民元

であり、基金商品の買戻金額及び関連する買戻費用の発生金額は555.47百万人民元である。
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（ⅳ）財産険公司と安保基金との間の枠組契約

 

当社第４期董事会第13回会議及び2013年度株主総会の承認決議を経て、財産険公司は安保基金との間で2014年6

月6日に「提携枠組契約」を締結した。その有効期間は、両当事者の署名・捺印した日から2016年12月31日までで

ある。当該契約に基づき、財産険公司は安保基金との間で、一定の日常取引（基金商品の引受及び買戻し、基金の

販売及びその他法律法規に認められた日常取引を含む）を行う予定である。各種の取引の価格決定は、業界慣例及

び公平の原則に基づき、当事者双方が協議して確定する。2016年12月31日までの三年度において、基金商品の引受

金額の年度上限は、それぞれ50億人民元、100億人民元及び100億人民元である。基金商品の買戻金額の年度上限

は、それぞれ50億人民元、100億人民元及び100億人民元である。基金商品の引受費用の年度上限はそれぞれ0.5億

人民元、1億人民元及び1億人民元である。基金商品の買戻費用の年度上限はそれぞれ0.5億人民元、1億人民元及び

1億人民元である。安保基金が支払う基金販売費用及び顧客維持費の年度上限はそれぞれ0.5億人民元、1億人民元

及び1億人民元である。その他の日常取引金額の年度上限は、それぞれ0.5億人民元、1億人民元及び1億人民元であ

る。

 

2015年12月31日終了年度において、基金商品の引受の発生金額は0百万人民元、基金商品の買戻金額の発生金額

は0百万人民元、基金商品の引受費用の発生金額は0百万人民元、基金商品の買戻費用の発生金額は0百万人民元で

ある。安保基金が支払った基金販売費用及び顧客維持費の上限は0百万人民元である。その他の日常取引金額の上

限は、0.03百万人民元である。

 

（e）国壽財富公司との枠組契約

（ⅰ）当社と国壽財富公司との間の枠組契約

 

当社第５期董事会第４回会議の承認決議を経て、当社は国壽財富公司との間で2015年12月30日に「資産運用業務

及びその他の日常業務取引枠組契約」を締結した。その有効期間は、両当事者が署名・捺印した日から2017年12月

31日までである。当該契約に基づき、当社は国壽財富公司との間で、一定の日常取引（資産運用業務、資産運用商

品の販売業務及びその他法律法規に認められた日常取引を含む）を行う予定である。各種の取引の価格決定は、業

界慣例及び公平の原則に基づき、当事者双方が協議して確定する。2017年12月31日までの三年度において、当社が

支払う資産運用業務運用費の年度上限は、それぞれ0.55億人民元、1.8億人民元及び2.4億人民元である。国壽財富

公司が支払う資産運用商品の販売費用、顧客維持費用、手数料、仲介費用等の販売業務に関する費用の年度上限

は、それぞれ0.25億人民元、0.5億人民元及び1.0億人民元である。その他の日常取引金額の年度上限は、それぞれ

0.25億人民元、0.5億人民元及び1.0億人民元である。

 

2015年12月31日終了年度において、当社が支払った資産運用業務の運用費用は0百万人民元で、国壽財富公司が

支払った資産運用商品の販売費用、顧客維持費用、手数料、仲介費用等の販売業務に関する費用は0百万人民元で

ある。その他の日常取引金額は0百万人民元である。

 

（ⅱ）集団公司と国壽財富公司との間の枠組契約

 

当社第５期董事会第４回会議の承認決議を経て、集団公司は国壽財富公司との間で2016年１月26日に「資産運用

業務枠組契約」を締結した。その有効期間は、両当事者が署名・捺印した日から2017年12月31日までである。当該

契約に基づき、集団公司は資産配当の需要に基づき、国壽財富公司が管理人を担当する資産運用商品を買い受ける

予定である。取引の価格決定は、業界慣例及び公平の原則に基づき、当事者双方が協議して確定する。2017年12月

31日までの三年度において、集団公司が支払う資産運用業務管理費の年度上限は、それぞれ0.4億人民元、0.7億人

民元及び0.8億人民元である。

 

2015年12月31日終了年度において、集団公司が支払った資産管理業務の管理費用は0百万人民元である。

 

EDINET提出書類

チャイナ・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド(E05940)

有価証券報告書

 41/326



（ⅲ）財産険公司と国壽財富公司との間の枠組契約

 

当社第５期董事会第４回会議の承認決議を経て、財産険公司は国壽財富公司との間で2016年３月９日に「資産運

用業務及びその他の日常業務取引枠組契約」を締結した。その有効期間は、両当事者が署名・捺印した日から2017

年12月31日までである。当該契約に基づき、財産険公司は国壽財富公司との間で、一定の日常取引を行う予定であ

る。これには、資産運用業務、資産運用商品の販売業務及びその他法律法規に認められた日常取引が含まれる。各

種の取引の価格決定は、業界慣例及び公平の原則に基づき、当事者双方が協議して確定する。2017年12月31日まで

の三年度において、財産険公司が支払う資産運用業務運用費の年度上限は、それぞれ0.05億人民元、1.8億人民元

及び3.0億人民元である。国壽財富公司が支払う資産運用商品の販売費用、顧客維持費用、手数料、仲介費用等の

販売業務に関する費用の年度上限は、それぞれ0.02億人民元、1.5億人民元及び2.0億人民元である。その他の日常

取引金額の年度上限は、それぞれ0.05億人民元、0.5億人民元及び0.5億人民元である。

 

2015年12月31日終了年度において、財産険公司が支払った資産管理業務の管理費用は0百万人民元、国壽財富公

司が支払った資産管理商品の販売費用、顧客維持費用、手数料、仲介費用等の販売業務に関する費用は0百万人民

元である。その他の日常取引金額は0百万人民元である。

 

（ⅳ）人壽海外公司と国壽財富公司との間の枠組契約

 

当社第５期董事会第４回会議の承認決議を経て、人壽海外公司は国壽財富公司との間で2015年12月30日に「資産

運用業務及びその他の日常業務取引枠組契約」を締結した。その有効期間は、両当事者の署名・捺印した日から

2017年12月31日までである。当該契約に基づき、人壽海外公司は国壽財富公司との間で、一定の日常取引を行う予

定である。これには、資産運用業務、資産運用商品の販売業務及びその他法律法規に認められた日常取引が含まれ

る。各種の取引の価格決定は、業界慣例及び公平の原則に基づき、当事者双方が協議して確定する。2017年12月31

日までの三年度において、人壽海外公司が支払う資産運用業務運用費の年度上限は、それぞれ0.1億人民元、0.3億

人民元及び0.5億人民元である。国壽財富公司が支払う資産運用商品の販売費用、顧客維持費用、手数料、仲介費

用等の販売業務に関する費用の年度上限は、それぞれ0.05億人民元、0.05億人民元及び0.1億人民元である。その

他の日常取引金額の年度上限は、それぞれ0.05億人民元、0.05億人民元及び0.1億人民元である。

 

2015年12月31日終了年度において、人壽海外公司が支払った資産運用業務の運用費用は0百万人民元、国壽財富

公司が支払った資産運用商品の販売費用、顧客維持費用、手数料、仲介費用等の販売業務に関する費用は0百万人

民元である。その他の日常取引金額は0百万人民元である。

 

（ⅴ）国壽投資公司と国壽財富公司との間の枠組契約

当社第５期董事会第４回会議の承認決議を経て、国壽投資公司は国壽財富公司との間で2016年２月３日に「資産

運用業務及びその他の日常業務取引枠組契約」を締結した。その有効期間は、両当事者の署名・捺印した日から

2017年12月31日までである。当該契約に基づき、国壽投資公司は国壽財富公司との間で、一定の日常取引を行う予

定である。これには、資産運用業務、資産運用商品の販売業務及びその他法律法規に認められた日常取引が含まれ

る。各種の取引の価格決定は、業界慣例及び公平の原則に基づき、当事者双方が協議して確定する。2017年12月31

日までの三年度において、国壽投資公司が支払う資産運用業務管理費の年度上限は、それぞれ0.2億人民元（枠組

契約の締結前に、国壽投資公司が国壽財富公司に支払った資産運用業務運用費用40万人民元を含む）、0.3億人民

元及び0.5億人民元である。国壽財富公司が支払う資産運用商品の販売費用、顧客維持費用、手数料、仲介費用等

の販売業務に関する費用の年度上限は、それぞれ0.1億人民元、0.4億人民元及び0.8億人民元である。その他の日

常取引金額の年度上限は、それぞれ0.1億人民元、0.4億人民元及び0.8億人民元である。

 

2015年12月31日終了年度において、国壽投資公司が支払った資産運用業務の運用費用は0.40百万人民元、国壽財

富公司が支払った資産運用商品の販売費用、顧客維持費用、手数料、仲介費用等の販売業務に関する費用は0百万

人民元である。その他の日常取引金額は0百万人民元である。
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監査役の確認

 

董事会は当社監査役から、上述の申告及び公告を行わなければならず及び/又は社外取締役の承認を経なければ

ならない継続関連取引に関するレターを受領した。それによると本報告期間内の状況は以下のとおりである。

 

（１） 当該監査役が検討した範囲で、開示された継続関連取引が当社董事会の認可を得ていないと疑わせる事項

は何もなかった。

 

（２） 当社が提供した商品又は関与した取引に関して、当該監査役が検討した範囲で、当該取引が全ての重大な

方面において、当社の価格設定ポリシーのとおりに行っていないと疑わせる事項は何もなかった。

 

（３） 当該監査役が検討した範囲で、当該取引が全ての重大な方面において、当該取引を規範・管理する関連契

約のとおりに行っていないと疑わせる事項は何もなかった。

 

（４） 2015年度保険販売業務枠組契約において財産険公司が当社に支払った代理手数料が14.64億人民元に達し、

年度上限である13.86億人民元を超えたことを除き、当該監査役が検討した範囲では、その他の継続関連取

引の金額に関して、当社が事前に開示した関連年度上限を超えたと疑わせる事項は何もなかった。

 

社外取締役の確認

 

当社社外取締役は、上述の申告及び公告を行わなければならず及び/又は社外取締役の承認を経なければならな

い継続関連取引をレビューした上で、各関連継続関連取引が下記のとおりであることを確認した。

 

（１） 当社の日常業務の過程で達成したものである。

 

（２） 一般的な商業条項に基づき、締結されたものである。

 

（３） これらの継続関連取引を規制する契約に基づき締結されたものであり、条項は公正・合理的でかつ当社株

主の全体利益に合致している。

 

（４） 2015年度保険販売業務枠組契約において財産険公司が当社に支払った代理手数料が14.64億人民元に達し、

年度上限である13.86億人民元を超えたことを除き、その他の取引の金額は関連上限を超えていない。

 

(２)その他の重要な関連取引

 

（a）国寿投資公司からの不動産の購入

当社は、国寿投資公司との間で、2012年６月27日に「不動産譲渡枠組契約」を締結した。契約の有効期間は３年

である。当該契約に基づき、当社は、分支機構の営業・事務用建物として国寿投資公司の不動産1198個を購入する

予定であり、総建築面積は約803,424.09平方メートルである。不動産の譲渡は、数回に分けて譲渡し、各譲渡ごと

に個別契約を締結するという原則を遵守し、各不動産の取引価格は、市場価格を参照して、双方が同意した、資格

を有する仲介機構が評価、確定するものとする。総取引価額は17億人民元を超えないものとする。当該枠組契約の

期間満了以前に、当該不動産に関して個別の不動産譲渡契約を締結した場合、双方は、互いに協力し、所有権の移

転及び不動産の引渡しを完了するものとする。当該枠組契約の期間満了以前に、当該不動産に関して個別の不動産

譲渡契約を締結していない場合、双方は当該枠組契約に基づき、一切の不動産の譲渡を行わないものとする。
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当該枠組契約は、2015年６月26日に期限が満了した。契約の期限満了の日まで、すでに40個の不動産を譲渡し、

取引総金額は3.31億人民元である。

 

（b）企業年金計画受託管理契約

当社、集団公司、資産管理子会社は、養老保険子会社と、2009年７月27日以来、断続的に企業年金基金受託管理

及び口座管理契約を締結しており、更新した当該契約は、2013年12月１日に期限が満了した。2014年３月22日、当

社、集団公司、及び資産管理子会社は、養老保険子会社と「中国人寿保険（集団）会社企業年金計画受託管理契約

（口座管理補充条項及び投資管理補充条項を含む）」を締結し、同契約の有効期間は2013年12月２日から2016年12

月31日までである。養老保険子会社は受託人、口座管理人及び投資管理人として、当社、集団公司、資産管理子会

社の企業年金基金のために、受託管理、口座管理及び投資管理サービスを提供し、かつ、当該契約に従い、受託管

理費、口座管理費及び投資管理費を徴収する。

 

上述の取引の内、当社による国寿投資公司からの不動産購入に関連する取引は、当社が証券取引所の上場規則第

14A.76(２)条に基づき、申告及び公告要件に従わねばならないものの、社外株主の承認要件は免除される。当該関

連取引に関して、当社は証券取引所の上場規則第14A章の開示規定を遵守した。

 

(３)関連者との間の営業外債権、債務の取引及び担保等の事項説明

 

本報告期間中、当社は、関連者との間に営業外の債権、債務取引又は担保に関与していない。

 

(４)重大な契約及びその履行状況

 

(a) 本報告期間中、当社の本報告期間内利益総額の10%以上の損益額となるような、他社の資産の信託、請負、賃

貸、又は他の会社に対する当社の資産の信託、請負、賃貸を当社はしておらず、また、従前の期間に発生し、本報

告期間中まで存続するような当該事項は、発生していない。

 

(b) 本報告期間中、当社は、他社に対して担保を提供しておらず、持株子会社に対しても担保を提供していない。

 

(c) 本報告期間中又は本報告期間中も存続する、現金資産運用委託状況：

投資は、当社の主要事業の一つである。当社の投資資産運用は、投資運用委託モデルを採用しており、現在、重

要な役割を果たしている中国人壽内部運用者及び効果的サポートを行う外部運用者とともに、多様な投資運用委託

構造を確立した。内部投資運用者は、資産運用子会社及びその子会社、国壽投資公司が含まれる。外部投資運用者

は、基金会社、証券会社及びその他の専門投資運用機構を含んだ国内外の投資運用者から成る。当社は、多様な投

資ポートフォリオを構築し、資産運用の効率を向上させるために、様々な種類の投資品目の配分目的、リスクの特

徴及び様々な運用者の専門知識を基礎に、様々な投資運用者を選択する。当社は各運用者と投資運用委託契約を締

結しており、投資手引き、資産委託運用、業務評定等の措置を通じて運用者の日常投資業務を監督し、かつ、様々

な管理人及び投資品目の特性に従い、特定の投資リスクコントロールの措置を講じた。

 

(d) 本報告書で別途開示された場合を除き、本報告期間中、当社に関するその他の重大な契約は存在しない。
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６ 【研究開発活動】

 

該当なし。

 

７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 

(１)総論

 

2015年、複雑な国際情勢及び国内改革発展の実現や安定性を持続する上で困難な課題に直面しつつも、中国は全

体的に安定した経済の発展を遂げ、かつ、良い方向に向かっている。そのため、保険業界の健全かつ迅速な発展に

適した環境が提供された。この一年、当社は、「価値を優先し、チームを強くし、構造を最適化し、成長を安定さ

せる」という経営戦略を堅実に守り、「革新駆動発展戦略」を徹底的に実施し、チャンスを掴み、冷静に対応し、

真実を追求し、実務に励み、鋭意進歩することで、積極的に経済発展の新しい局面に対応した。その結果、「第12

回五ヵ年計画」以来の最高の経営業績を達成した。業務の発展は、新たな高みに到達し、定時払による新規契約の

保険加入の成長率は株式再改革・上場以来最高となり、保険料総額、十年及びそれ以上の期限の定時払による新規

契約の保険加入の成長率は過去七年で最高となった。構造の最適化により、当社の能率は継続的に向上し、当社の

一年間の新業務価値は過去最高を記録した。販売力は新局面を迎え、当社史上初めて百万の大台を突破した。当社

の発展は、速度と能率、規模と構造、短期経営と長期経営のバランスがとれ、当社の「第12回五ヵ年計画」の成功

裡の幕引きをもたらした。

 

(２)経営結果

 

(a) 収入の合計

 

12月31日終了事業年度  （単位：百万人民元）

 2015年 2014年

正味実現保険料収入 362,301 330,105

生命保険事業 308,081 285,574

健康保険事業 40,855 32,624

傷害保険事業 13,365 11,907

投資収益 97,582 93,548

正味実現金融資産収益正味額 32,297 7,120

純利益を通じて反映させた公正価値収益純額 10,209 5,808

その他の収入 5,060 4,185

合計 507,449 440,766
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正味実現保険料収入

 

１.生命保険事業

今期において、生命保険事業に関する正味実現保険料収入は、2014年度に比べ、7.9%増加した。その主要な原因

は、当社がチームの構築及び業務の発展に注力し、長期保険の新規契約の保険料が増加したためである。

 

２.健康保険事業

今期において、健康保険事業に関する正味実現保険料収入は、2014年度に比べ、25.2%増加した。その主要な原

因は、当社が健康保険の発展に力を入れたためである。

 

３.傷害保険事業

今期において、傷害保険事業に関する正味実現保険料収入は、2014年度に比べ、12.2%増加した。その主要な原

因は、会社が継続的に業務の発展に注力したためである。

 

保険料収入総額業務別データ：

 

12月31日終了事業年度  （単位：百万人民元）

 2015年 2014年

生命保険事業 308,169 285,619

新規契約 134,449 111,346

一括払い 78,068 70,006

定時払による新規契約 56,381 41,340

期限の更新による事業 173,720 174,273

健康保険事業 42,041 33,192

新規契約 24,435 19,525

一括払い 18,993 14,459

定時払による新規契約 5,442 5,066

期限の更新による事業 17,606 13,667

傷害保険事業 13,761 12,199

新規契約 13,480 12,049

一括払い 13,403 11,888

定時払による新規契約 77 161

期限の更新による事業 281 150

合計 363,971 331,010
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保険料収入総額チャンネル別データ：

 

12月31日終了事業年度  （単位：百万人民元）

 2015年 2014年

個人保険チャンネル 225,957 205,417

長期間新規契約 47,974 34,455

一括払い 495 335

定時払による新規契約 47,479 34,120

期限の更新による事業 171,632 165,131

短期保険事業 6,351 5,831

団体保険チャンネル 20,107 17,440

長期間新規契約 3,571 2,989

一括払い 3,372 2,878

定時払による新規契約 199 111

期限の更新による事業 553 506

短期保険事業 15,983 13,945

銀行保険チャンネル 106,028 99,825

長期間新規契約 87,222 77,881

一括払い 73,508 65,918

定時払による新規契約 13,714 11,963

期限の更新による事業 18,558 21,815

短期保険事業 248 129

その他のチャンネル（注１） 11,879 8,328

長期間新規契約 1,209 1,262

一括払い 701 889

定時払による新規契約 508 373

期限の更新による事業 864 638

短期保険事業 9,806 6,428

合計 363,971 331,010

注１：その他のチャンネルは、主に重大疾病保険業務、電話による販売等のチャンネルを含む。

注２：総保険料収入チャンネルの各項目のデータは営業人員が所属するチャンネルの統計基準に従い計上された。

 

投資収益

 

12月31日終了事業年度  （単位：百万人民元）

 2015年 2014年

損益を通じて公正価値変動を反映させた証券収益 1,708 1,677

販売可能な証券収益 27,476 23,029

期限満了証券収益 24,541 25,357

銀行預金類収益 32,285 34,934

貸付収益 11,115 8,138

その他の種類の収益 457 413

合計 97,582 93,548

 

１.損益を通じて公正価値変動を反映させた証券収益

今期において、損益を通じて公正価値変動を反映させた証券収益は、2014年と比べ、1.8%増加した。その主要な

原因は、正味利益を通じて公正価値変動を反映させた株式配当金による収入が増加したためである。
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２.販売可能な証券収益

今期において、販売可能な証券収益は、2014年と比べ、19.3%増加した。その主要な原因は、販売可能な基金、

資産運用商品及びその他の株式投資による収入が増加したためである。

 

３.期限満了証券収益

今期において、期限満了証券収益は、2014年と比べ、3.2%減少した。その主要な原因は、国債配当が減少したた

めである。

 

４.銀行預金類収益

今期において、銀行預金類収益は、2014年と比べ、7.6%減少した。その主要な原因は、契約預金への配当が減少

し、また、低金利環境下での新たな増配収益率が低下したためである。

 

５.貸付収益

今期において、貸付収益は、2014年と比べ、36.6%増加した。その主要な原因は、契約者の質権設定による貸

付、信託計画等の割合が増加したためである。

 

正味実現金融資産収益正味額

 

今期において、正味実現金融資産収益正味額は2014年と比べ、353.6%増加し、その主要な原因は、販売可能な株

券及び基金の売買価格差による収入が大幅に増加したためである。

 

損益を通じて公正価値収益純額

 

今期において、損益を通じて公正価値収益純額の変動は2014年と比べ、75.8%増加し、その主要な原因は、損益

を通じて反映させた公正価値変動の株式価格差による収入が大幅に増加したためである。

 

その他の収入

 

今期において、その他の収入は、2014年と比べ、20.9%増加し、その主要な原因は、当社が相互事業の発展を推

進し、財産険公司業務代理手数料による収入が増加したためである。

 

(b)保険業務の支出及びその他の費用

 

12月31日終了事業年度  （単位：百万人民元）

 2015年 2014年

保険給付金及び保険金 352,219 315,294

生命保険事業 313,612 288,868

健康保険事業 34,398 22,434

傷害保険事業 4,209 3,992

投資契約支出 2,264 1,958

契約者配当金支出 33,491 24,866

コミッション及び手続費用支出 35,569 27,147

財務費用 4,320 4,726

管理費用 27,458 25,432

その他の営業コスト 7,428 4,151

法定保険保障基金の積立 743 701

合計 463,492 404,275
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保険給付金及び保険金

 

１.生命保険事業

今期において、生命保険事業の保険給付金及び保険金は、2014年度に比べ8.6%増加した。その主要な原因は生命

保険事業の割合が増加したためである。

 

２.健康保険事業

今期において、健康保険事業の保険給付金及び保険金は、2014年度に比べ53.3%増加した。その主要な原因は、

健康保険事業の割合のの増加及び伝統的な保険契約準備金割引率等の保険統計仮定の更新によるものである。

 

３.傷害保険事業

今期において、傷害保険事業の保険給付金及び保険金は、2014年度に比べ5.4%増加した。その主要な原因は、傷

害保険事業の割合が増加したためである。

 

投資契約支出

 

今期において、投資契約支出は、2014年度に比べ15.6%増加した。その主要な原因は、投資契約の割合が増加し

たためである。

 

契約者配当金支出

 

今期において、契約者配当金支出は、2014年に比べ34.7%増加した。この主要な原因は、配当金口座の投資収益

率の上昇によるものである。

 

コミッション及び手続費用支出

 

今期において、コミッション及び手続費用支出は2014年に比べ31.0%増加した。その主要な原因は、当社事業の

成長及び事業構造の最適化により、定時払による新規契約の引受費用が、2014年に比べ増加したためである。

 

財務費用

 

今期において、財務費用は2014年に比べ8.6%低下した。その主要な原因は、販売した証券の買戻しにかかる利払

いが減少したためである。

 

管理費用

 

今期において、管理費用は、2014年に比べ8.0%増加した。その主要な原因は、当社が持続的発展能力を向上させ

るため、チームの構築への投資に力を入れたためである。

 

その他のコスト

 

今期において、その他の支出は、2014年に比べ78.9%増加した。その主要な原因は、投資事業における課税収入

の増加により営業税金及び付加費用が増加したためである。
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(c)税引前利益（注）

 

12月31日終了事業年度  （単位：百万人民元）

 2015年 2014年

生命保険事業 40,921 30,651

健康保険事業 557 3,252

傷害保険事業 1,753 1,546

その他 2,700 4,953

合計 45,931 40,402

 

１.生命保険事業

今期において、生命保険事業の税引前利益は、2014年度に比べ33.5%増加した。この増加は主に、事業が発展

し、また、投資収益率が2014年に比べ増加したためである。

 

２.健康保険事業

今期において、健康保険事業の税引前利益は、2014年度に比べ82.9%低下した。この低下は主に、伝統的な保険

契約準備金割引率等の保険統計仮定の更新により当期の利益を一部減少させたためである。

 

３.傷害保険事業

今期において、傷害保険事業の税引前利益は、2014年に比べ13.4%増加した。この増加は主に、事業の割合が

2014年に比べ増加したためである。

 

４．その他の事業

今期において、その他の事業の税引前利益は、2014年に比べ45.5%低下した。この低下は主に、合弁企業の純利

益の低下及び価値減少の影響によるものである。

 

 

(d)所得税

 

今期において、当社の所得税費用は、107.44億人民元であり、2014年に比べて36.2%増加した。当該増加は、主

に税引前利益の増加によるものである。

 

(e)純利益

 

今期において、当社の当社株主に帰属する純利益は346.99億人民元であり、2014年に比べ7.7%増加した。当該増

加は、主に投資収益の増加等の要因によるものであるが、伝統的な保険契約準備金割引率等の保険統計仮定の更新

により、当期の利益は一部減少した。

 

(３)流動資金源

 

流動資金源

 

当社の主要な現金収入は、保険料収入、投資契約業務収入、投資資産の売却、満期による受取現金、投資収益に

よるものである。これらのキャッシュ・フローにおける流動性に関する主なリスクは、契約当事者及び保険契約者

による期限前解約のリスク並びに債務者による不履行、並びに金利変動及びその他市場の変動性に関するリスクで

ある。当社は、これらのリスクについて、厳密な監視及び管理を行っている。
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現金支出に対応するための流動資金源は、当社の現金及び銀行預金である。2015年12月31日現在、現金及び現金

同等物の総額は760.96億人民元であった。また当社は、銀行定期預金のほぼ全部について、違約金利を支払うこと

により預金を引き出すことができる。2015年12月31日現在、当社の定期預金の総額は5,626.22億人民元であった。

 

当社の投資ポートフォリオは、予期できない現金支出の必要に備えるべく、流動資金源として利用することがで

きる。当社は、当社が投資する市場における投資割合が大きいため、市場流動性リスクにさらされている。当社の

証券への投資量の大きさゆえ、場合によっては市場価格に影響を与え得る。上記要素は、当社が投資資産を売却又

は公正価格で売却することに悪影響を与える可能性がある。

 

流動資金の使途

 

当社の主要な現金支出は、各種の生命保険商品、年金商品、傷害保険及び医療保険商品に関する負債に対する支

払い、営業支出、企業所得税及び株主に対し宣言され支払われるべき配当に関するものである。当社の保険業務か

ら生じる現金支出は主に、これらの保険商品に基づく給付金の支払い並びに保険解約及び保険証券担保貸付けに関

する支払いに関連している。当社は、当社の流動資金が、現在の資金需要を十分に満たすものであると考えてい

る。

 

連結キャッシュ・フロー

 

  （単位：百万人民元）

12月31日終了事業年度 2015年 2014年

経営活動によるキャッシュ・フロー正味額 (18,811) 78,247

投資活動によるキャッシュ・フロー正味額 67,047 (69,257)

融資活動によるキャッシュ・フロー正味額 (19,415) 16,704

為替レートの変動による現金及び現金同等物の収益 241 10

現金及び現金同等物増加の正味額 29,062 25,704

 

当社は、キャッシュ・フロー評価制度を確立し、定期的にキャッシュ・フロー評価を行っている。様々な状況下

における当社の将来の現金収入及び現金支出状況を考慮し、キャッシュ・フローの状況に基づき当社の資産配当に

ついて調整を行い、これにより当社のキャッシュ・フローの充足を確保している。今期において、経営活動による

年間の正味キャッシュ・フロー変動の主要原因は、損益を通じて公正価値変動を反映させた証券の増加によるもの

である。投資活動による年間の正味キャッシュ・フロー変動の主要原因は、投資運用の需要による。融資活動によ

る年間の正味キャッシュ・フロー変動の主要原因は、流動資産の運用の需要によるものである。
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(４)賃借対照表主要項目の分析

 

（一）主要な資産

 

  （単位：百万人民元）

 2015年12月31日 2014年12月31日

投資資産 2,287,639 2,100,870

定期預金 562,622 690,156

保有する期限到来証券 504,075 517,283

販売可能な証券 770,516 607,531

正味利益を通じて公正価値変動を反映させた証券 137,990 53,052

購入した売戻条件付証券 21,503 11,925

現金及び現金同等物 76,096 47,034

貸付 207,267 166,453

償還可能資本保証金-制限受け 6,333 6,153

投資性不動産 1,237 1,283

その他の種類の資産 160,676 145,697

合計 2,448,315 2,246,567

 

定期預金

 

2015年12月31日現在において、定期預金は、2014年に比べ18.5%減少した。当該減少は主に、協議預金への配当

割合が低下したためである。

 

保有する期限到来証券

 

2015年12月31日現在において、保有する期限到来証券は、2014年に比べ2.6%減少した。当該減少は主に、国債へ

の配当割合が低下したためである。

 

販売可能な証券

 

2015年12月31日現在において、販売可能な証券は、2014年に比べ26.8%増加した。当該増加は主に、会社が市場

の状況に応じて、適時に基金、資産運用商品及び非上場株式への配当割合を増加させたためである。

 

損益を通じて公正価値変動を反映させた証券

 

2015年12月31日現在において、損益を通じて公正価値変動を反映させた証券は、2014年に比べ160.1%増加し、当

該増加は主に、損益を通じて公正価値変動を反映させた債券への配当割合の増加による。

 

現金及び現金同等物

 

2015年12月31日現在において、現金及び現金同等物は、2014年に比べ61.8%増加した。当該増加は主に、流動資

産の運用の需要による。
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貸付

 

2015年12月31日現在において、貸付は、2014年に比べ24.5%増加した。当該増加は主に、契約者の質権設定によ

る貸付、信託計画等の割合の増加による。

 

投資性不動産

 

2015年12月31日現在において、投資性不動産事業は、2014年に比べ3.6%低下した。当該低下は主に、投資性不動

産の減価償却の影響による。

 

2015年12月31日現在において、当社の投資資産については、投資対象に従い、以下の表の通りに分類される。

 

 （単位：百万人民元）（百分率データを除く。）

 2015年12月31日 2014年12月31日

 金額 割合 金額 割合

固定期限到来資産 1,777,180 77.69% 1,804,598 85.90%

定期預金 562,622 24.59% 690,156 32.85%

債券 996,236 43.55% 940,619 44.77%

保険資産管理商品 (１) 67,569 2.95% 62,348 2.97%

その他の固定期限到来資産 (２) 150,753 6.60% 111,475 5.31%

権益類投資 411,623 17.99% 236,030 11.23%

株券 111,516 4.87% 94,933 4.52%

基金 169,485 7.41% 83,620 3.98%

その他の権益類投資 (３) 130,622 5.71% 57,477 2.73%

投資性不動産 1,237 0.05% 1,283 0.06%

現金、現金等価物及びその他 (４) 97,599 4.27% 58,959 2.81%

合計 2,287,639 100.00% 2,100,870 100.00%

（注）

１. 固定期限到来投資項目下の保険資産管理商品は、基礎施設並びに不動産債権投資契約及びプロジェクト資産担保計画を含

む。

２. その他の固定期限到来投資は、契約者の質権設定による貸付、信託計画、償還可能資本保証金-制限受け等を含む。

３. その他の権益類投資は、未公開持分基金、非上場持分、優先株、株券投資計画及び資産管理商品等を含む。

４. 現金、現金等価物及びその他は、現金及び現金等価物並びに購入した売戻条件付証券を含む。
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(二）主要な負債

 

  （単位：百万人民元）

 2015年12月31日 2014年12月31日

保険契約 1,715,985 1,603,446

投資契約 84,106 72,275

買い戻された証券の売出し 31,354 46,089

契約者に支払うべき配当金 107,774 74,745

支払うべき年金及びその他の保険類給付 30,092 25,617

有利子貸付及びその他の貸付 2,643 2,623

支払うべき債券 67,994 67,989

繰延税収負債 16,953 19,375

その他の種類の負債 65,200 47,077

合計 2,122,101 1,959,236

 

保険契約

 

2015年12月31日現在において、保険契約負債は、2014年に比べ7.0%増加した。当該増加は主に、保険業務の増加

及び期限の更新による事業の保険責任の累積による。財務状況表作成日において、当社の各種の保険契約準備金

は、ソルベンシーマージンテストをクリアした。

 

投資契約

 

2015年12月31日現在において、投資契約の口座残額は、2014年に比べ16.4%増加した。当該増加は主に一部の投

資契約の割合の増加による。

 

買い戻された証券の売出し

 

2015年12月31日現在において、買い戻された証券の売出しは、2014年に比べ32.0%低下した。当該低下は主に、

流動資産の運用の需要による。

 

契約者に支払うべき配当金

 

2015年12月31日現在において、契約者に支払うべき配当金は、2014年に比べ44.2%増加した。当該増加は主に、

配当金口座投資による収益率の上昇による。

 

支払うべき年金及びその他の保険類給付金

 

2015年12月31日現在において、支払うべき年金及びその他の保険類給付金は、2014年に比べ17.5%増加した。当

該増加は、主に支払うべき期限到来給付の増加による。

 

有利子貸付及びその他の貸付

 

2015年12月31日現在において、有利子貸付及びその他の貸付は、2014年末に比べ安定しており、当社は2015年度

における新たに増加した貸付はない。海外投資業務上のニーズにより、当社の子公司のうちの一社は、2014年６

月、５年を期間とする固定利率の2.75億英ポンドの銀行貸付を申請した。2015年12月31日現在において、貸付

残額は人民元に換算すると、26.43億人民元である。
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支払うべき債券

 

2015年12月31日現在において、支払うべき債券は2014年末に比べ安定している。これは主に当社が2015年に劣後

定期債務を発行しなかったためである。

 

繰延税収負債

 

2015年12月31日現在において、繰延税収負債は、2014年に比べ12.5%低下した。当該低下は主に、将来減算一時

差異の増加による。

 

(三）株主権益

 

2015年12月31日現在において、当社株主に帰属する株主権益は、3,224.92億人民元であり、2014年に比べ13.5%

増加した。当該増加は主に、売出し可能な金融資産の公正価値の上昇及び今期の利益による総合的な影響による。

 

(５)ソルベンシーマージン

 

保険会社のソルベンシーマージンは、当該会社の資本充足度の指標である。ソルベンシーマージンは、当該会社

の実際資本（関連する監督及び管理の要件に従い決定される許容資産から許容負債を差し引いたもの）を、満たさ

なければならない最低資本で除することにより算出される。

 

次の表は、2015年12月31日現在の当社のソルベンシーマージンを示したものである。

 

 （単位：百万人民元）（百分率データを除く。）

 2015年12月31日 2014年12月31日

実際資本 282,820 236,151

最低資本 85,676 80,193

ソルベンシーマージン 330.10% 294.48%

 

当社のソルベンシーマージンが増加した主要な原因は、当期総合収益の大幅な上昇及び核心二級資本証券の発行

による。
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(６)エンベディッド・バリュー

 

(a)背景

 

当社は、関連する会計基準に従って一般公衆のために財務諸表を作成した。エンベディッド・バリュー方式は、

生命保険会社の価値及び収益性に関する、ひとつの判断基準である。「エンベディッド・バリュー」は、将来の事

象に関する仮定に基づき保険数理的方法により推定される保険会社の経済価値である。このうち、「１年の新業務

価値」は、保険数理的方法により評価される、１年以内に販売された生命保険に関する新業務により生み出される

経済価値を表しており、将来において新たな業務により得られる価値を含まない。

 

当社は、当社のエンベディッド・バリュー及び１年の新業務価値に関する報告が、２つの面から投資者に有益な

情報を提供することができると考えている。第１に、会社の「有効業務の価値」は、採用した仮定に従い将来の発

生が予想される分配可能利益の合計額の割引価値を表している。第２に、「１年の新業務価値」は、新たな業務活

動により投資家のために生み出される価値に関する１つの基準を提供し、これにより会社業務の潜在力に関する１

つの基準を提供している。ただし、関連するエンベディッド・バリュー及び１年の新業務価値の情報を、いかなる

会計準則により作成した財務判断の代替情報と見なしてはならない。投資家も、単純にエンベディッド・バリュー

及び１年の新業務価値の情報に従って投資決定を行ってはならない。

 

ここに特に指摘しておきたいのは、エンベディッド・バリューの計算に用いる保険数理的基準は変化しており、

現在のところ、保険会社のエンベディッド・バリューの形式、計算方法又は報告形式について規定する国際的・統

一的基準が存在しないということである。従って、定義、方法、仮定、会計基準及び開示に関する相違が、別の会

社により公開された結果と比較した際に、不一致をもたらす可能性がある。

 

また、エンベディッド・バリューの計算は大量かつ複雑な技術に係わっており、エンベディッド・バリューの評

価は、鍵となる仮定の変化に従って大きく変化する。従って、情報受領者がエンベディッド・バリューの結果を理

解する際には、細心の注意を払うべきである。

 

以下に記載するエンベディッド・バリュー及び１年の新業務価値は、当社と集団公司、国寿投資会社、資産管理

子会社、養老保険子会社及び財産険公司等との間の取引によりもたらされた財務的影響を考慮していない。

 

(b)エンベディッド・バリュー及び１年の新業務価値の定義

 

生命保険会社のエンベディッド・バリューの定義は、「調整後純資産価値」と、会社が維持したいソルベンシー

マージンを支えるために用いるコストを考慮した後の有効な業務価値との和である。

 

「調整後純資産価値」とは、以下の２項の和である。

(i)   純資産（その定義は、資産から中国のソルベンシーマージン準備金及びその他の負債を差し引い

たものである）

(ii)  資産の市場価値と帳簿価値との間の税引後の差違について行った調整、及びその他の負債の税引

後の調整。資産の市場価値は市場環境の影響を受け、時間の経過によって比較的大きな変化を生

じる可能性がある。従って、調整後純資産価値については、異なる評価日において比較的大きな

変化を生じる可能性がある。
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「有効業務の価値」及び「１年の新業務価値」とは、ここではそれぞれ、評価日において有効な現有業務及び評

価日前１年の新業務から生じることが予期される将来の分配可能な税引後利益の割引価値と定義する。分配可能利

益とは、中国のソルベンシーマージン準備金基準及び法定最低基準に従って計算されたソルベンシーマージンを控

除した後に生じる利益を指す。

 

有効業務価値及び１年の新業務価値は、従来型の確定的キャッシュ・フロー割引方法を採用して計算したもので

ある。当該方法は、リスク調整後の割引率の使用を通じて、投資保証及び保険証券保有者の持つオプションのコス

ト、資産と負債の不均衡によるリスク、信用リスク及び資産の経済コストについて、非明示的な控除を行うもので

ある。

 

(c)編成及び査定

 

エンベディッド・バリュー及び１年の新業務価値は、中国保険監督管理委員会が作成した「人身保険エンベ

ディッド・バリュー報告作成ガイド」の関連する規定にもとづいて作成した。2015年12月31日現在において、中国

のリスク志向返済能力体系(以下「償二代」という)におけるエンベディッド・バリューに関する更新後のガイダン

スがまた公布されていないことに鑑み、当該エンベディッド・バリュー報告は、償二代のエンベディッド・バ

リューに対する要求の影響を考慮していない。Towers Watson（韜睿恵悦）が、当社のエンベディッド・バリュー

及び１年の新業務価値について査定を行った。その査定表明は、「Towers Watsonによるエンベディッド・バ

リューに関する審査報告」を参照されたい。

 

2012年５月15日、財政部及び国家税務総局が「保険会社の準備金につき支出される企業所得税の税引前の控除に

関する政策問題の通知」（財税「2012」45号）を公布し、会計利益を課税の根拠とすることを要求した。上記規定

に基づき、当社は、2015年のエンベディッド・バリュー報告を作成する際、調整済みの純資産価値の中で会計利益

を課税の根拠とする納税実務を反映した。有効業務価値及び１年の新業務価値を計算する際に、将来において異な

る評価時点での会計準備金の評価仮定（例えば評価利率）に多種の可能性が存在しているため、将来の会計利益も

これに対応しなければならない。従って、当方は依然としてソルベンシーマージン準備金の利益を採用して将来の

課税すべき所得額としている。同時に、当方は「感応度結果」部分の表四の中で「課税所得額が「保険契約に関す

る会計処理規定」に従い計算された一つの状況下の会計利益」に対応する有効業務価値及び一年の新業務価値を開

示し、情報使用者の参考に供する。

 

(d)仮定

 

仮定条件：

ここでは、所得税率は25%と仮定しており、また、投資収益率は5.1%から開始し、毎年0.1%ずつ5.5%まで増加

し、以後の水準は変化しないと仮定している。投資収益における所得税免除の比率は、12%から開始し、毎年1％ず

つ16%まで増加し、その後変化しないと仮定している。仮定された投資収益率及び投資収益における所得税免除の

比率は、資産ポートフォリオに対する会社の戦略及び将来収益率に関する予想を基礎として形成されている。採用

したリスク調整後の割引率は11%である。

死亡率、発病率、費用など運営上の仮定は、当社の最新の運営経験及び将来予測等の要素を総合的に考慮した。
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(e)結果の総括

 

2015年12月31日のエンベディッド・バリュー及び１年の新業務価値と2014年12月31日までの数値との対照結果を

まとめると、以下の表のとおりである。

 

表一

エンベディッド・バリュー及び１年の新業務価値の内訳（百万人民元）

 

項目 2015年

12月31日

2014年

12月31日

A 調整後純資産価値 268,729 194,236

B ソルベンシー水準額コストを控除する前の

有効業務価値

335,500 300,712

C ソルベンシー水準額コスト (43,951) (40,042)

D ソルベンシー水準額コスト控除後の

有効業務価値(B+C)

291,549 260,670

E エンベディッド・バリュー(A+D) 560,277 454,906

F ソルベンシー水準額コストを控除する前の

１年の新業務価値

35,684 26,633

G ソルベンシー水準額コスト (4,155) (3,380)

H ソルベンシー水準額コスト控除後の１年の

新業務価値(F+G)

31,528 23,253

（注１）四捨五入のため、数字を加算した場合、総数と軽微な差異がある可能性がある。

（注２）有効業務価値及び１年の新業務価値における課税所得額は、ソルベンシーマージン準備金に基づく配分可能な利益で

ある。

 

(f)各チャンネルの１年の新業務価値

 

以下の表は、各チャンネルの１年の新業務価値を示している。

 

表二

各チャンネルの１年の新業務価値（百万人民元）

 

チャンネル 2015年

12月31日

2014年

12月31日

個人保険チャンネル 28,851 21,740

団体保険チャンネル 371 464

銀行保険チャンネル 2,306 1,048

合計 31,528 23,253

（注１）四捨五入のため、数字を加算した場合、総数と軽微な差異がある可能性がある。

（注２）課税所得額は、ソルベンシーマージン準備金に基づく分配可能な利益である。
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(g)変動分析

 

以下の分析は、エンベディッド・バリューの、2015年年初から期末までの変動状況を示したものである。

 

表三

2015年エンベディッド・バリュー分析

 

項目 百万人民元

A 期間開始時のエンベディッド・バリュー 454,906

B エンベディッド・バリューの予想回収額 44,956

C 当期の新規業務の価値 31,528

D 営業経験実績の差異 2,685

E 投資収益の差異 20,591

F 評価方法、モデル、仮定の変更 (5,602)

G 市場価値の調整 14,199

H 為替レートの変動 745

I 株主への配当金分配及び資本注入 (3,699)

J その他 (34)

K 2015年12月31日現在のエンベディッド・バリュー(AからJの合計) 560,277

（注１）四捨五入のため、数字を加算した場合、総数と軽微な差異がある可能性がある。

（注２）BからJのコードについての説明：

B 適用業務の2015年の予測収益及び純資産の予想投資収益の合計を反映させたもの

C 2015年の新規業務の販売の価値

D 2015年の営業経験実績（死亡率、発病率、解約率、費用率、税収など）と、これに対応する仮定との差異

E 2015年の実際投資収益と、投資仮定との差異

F 評価方法の変更、モデル及び仮定の変更を反映させたもの

G 2015年年初から2015年年末までの市場価値調整の変化及びその他の関連調整を反映させたもの

H 為替相場の変動

I 2015年に配当した株主への現金配当及び海外債券の発行による核心二級資本の構成

J その他の要素

 

(h)感応度テスト

 

感応度テストは、一連の異なる仮定の上に完成するものである。各項の感応度テストにおいては、関連する仮定

のみに変化を生じさせ、その他の仮定は不変なものとしている。これらのテスト結果をまとめると、以下のとおり

である。
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表四

感応度テスト結果（百万人民元）

 

 ソルベンシー水準額コスト

控除後の有効業務価値

ソルベンシー水準額コスト

控除後の１年の新業務価値

基礎となる状況 291,549 31,528

１、リスク現在化率を11.5%とする。 278,043 29,953

２、リスク現在化率を10.5%とする。 306,029 33,222

３、投資収益率が10%上昇する。 338,279 37,274

４、投資収益率が10%低下する。 245,077 25,789

５、費用率が10%上昇する。 288,643 29,372

６、費用率が10%低下する。 294,454 33,685

７、非年金商品の死亡率が10%上昇し、年金商品の死

亡率が10%低下する。

289,720 31,388

８、非年金商品の死亡率が10%上昇し、年金商品の死

亡率が10%低下する。

293,398 31,669

９、解約率が10%上昇する。 290,806 30,959

10、解約率が10%低下する。 292,199 32,029

11、発病率が10%上昇する。 288,533 31,355

12、発病率が10%低下する。 294,595 31,704

13、短期保険の保険金給付率が10%上昇する。 291,150 30,662

14、短期保険の保険金給付率が10%低下する。 291,947 32,395

15、ソルベンシーマージンを法定最低基準の150%とす

る。

269,973 29,388

16、使用した2014年エンベディッド・バリュー評価仮

定

297,864 32,291

17、「保険契約に関する会計処理規定」に従い計算さ

れた一つの状況下の予測される課税所得額

292,818 31,338

（注）上記第１-16において、課税所得額は、ソルベンシーマージン準備金に基づく配分可能な利益である。
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第４ 【設備の状況】
 

１ 【設備投資等の概要】

 

「第６　１．財務書類」中の財務諸表における注記を参照のこと。

 

２ 【主要な設備の状況】

 

「第６　１．財務書類」中の財務諸表における注記を参照のこと。

 

３ 【設備の新設、除却等の計画】

 

「第６　１．財務書類」中の財務諸表における注記を参照のこと。
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第５ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

 

(1)【株式の総数等】

 

① 【株式の総数】

（2015年12月31日現在）

授権株数（株） 発行済株式総数（株） 未発行株式数（株）

28,264,705,000 28,264,705,000 －

 

② 【発行済株式】

（2015年12月31日現在）

記名・無記名の別及び

額面・無額面の別

種　類 発行数（株） 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商

品取引業協会名

内容

記名式額面株式

（額面1.00人民元）

A株 20,823,530,000 上海証券取引所  

－

記名式額面株式

（額面1.00人民元）

H株 7,441,175,000 証券取引所  

－

合計 － 28,264,705,000 － －

 

(2)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 

該当なし
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(3)【発行済株式総数及び資本金の推移】

 

（単位：人民元。下段の括弧内の数字は日本円に換算した値（単位：百万円）を表す。）

年月日 発行済株式総数（株） 資 本 金(人民元） 摘  要

増 減 数 残　 高 増 減 額 残　 高

2003年６月30日 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000

（339,200百万円）

20,000,000,000

（339,200百万円）

集団公司への発行

2003年12月31日 6,764,705,000 26,764,705,000 6,764,705,000

（114,729百万円）

26,764,705,000

（453,929百万円）

H株のIPO

2006年12月31日 1,500,000,000 28,264,705,000 1,500,000,000

（25440百万円）

28,264,705,000

（479,369百万円）

A株のIPO

(a) 2003年６月30日、譲渡された業務に関する全ての権利利益を取得するため、当社は、１株の額面が１人民元である株券

20,000,000,000株を集団公司に対して授与又は発行した。

(b) 2003年９月10日の取締役会にて可決された決議に基づき、当社は、以下の株式のグローバル・オファリングを完了した。

(ⅰ) １株の額面が１人民元である株券合計5,882,353,000株を発行した。そのうち4,731,937,000株がH株であり、そ

れ以外が28,760,400株の米国預託株式（１預託株式は40株に相当する）であった。H株及び米国預託株式の発行

価格はそれぞれ１株3.59香港ドル（証券仲介及び香港証券取引所の取引費用を除く。）及び１預託株式18.68米

ドルであった。H株及び預託株式は、それぞれ2003年12月18日及び2003年12月17日に、香港証券取引所及び

ニューヨーク証券取引所に上場された。

(ⅱ) 2003年12月12日、引受会社が超過割当オプションを全て行使した際、当社は、１株の額面が１人民元である超過

割当オプションの株式を、合計882,352,000株発行した。１株の価格は3.625香港ドルであった。

上記株式のグローバル・オファリング募集資金から直接上場費用約24,707百万人民元を差し引き、最終資本準備金は

約17,942百万人民元となった。

注記：2006年12月29日より、当社は米国預託株式について分割を行い、１預託株式は15株のH株に相当することになっ

た。

(c) 当社は、2006年12月にＡ株株券の新規公開発行を完了し、2007年１月９日に上海証券取引所に上場することに成功した。
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(4)【所有者別状況】

 

本書の対象期間末現在、当社のH株株主は30,651人、A株株主は143,316人である。

 

 2015年12月31日（単位：株）

株式数 割合(%)

１．譲渡制限付株式   

(1) 国有株式 - -

(2) 国有法人保有株式 - -

(3) その他内資保有株式 - -

内訳：   

国内非国有法人保有株式 - -

国内個人保有株式 - -

(4) 外資保有株式   

内訳：   

国外法人保有株式 - -

国外自然人保有株式 - -

譲渡制限付株式合計 - -

２．譲渡制限のない流通株式   

(1) 人民元普通株式 20,823,530,000 73.67

(2) 国内上場外国株式 - -

(3) 国外上場外国株式 7,441,175,000 26.33

(4) その他 - -

譲渡制限のない流通株式合計 28,264,705,000 100.0

３．株式総数 28,264,705,000 100.0

 

今期において、当社の株式総数及び株式資本構造には変化が生じていない。
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(5)【大株主の状況】

 

(a)　2015年12月31日現在における当社の上位10名の株主の株式保有状況は、以下の通りである。

 

氏名又は名称 所在地 株式の種類 所有株式数（株） 発行済み株式総数に

対する所有株式数の

割合（%）

集団公司 中国 A株 19,323,530,000 68.37

HKSCC Nominees Limited（注１） 香港 H株 7,314,012,229 25.88

中国証券金融股份有限公司 中国 A株 520,692,410 1.84

中央匯金資産管理有限責任公司 中国 A株 119,719,900 0.42

中国工商銀行股份有限公司

－南方消費活力柔軟配置混合型発起式

証券投資基金（注２）

中国 A株 34,367,716 0.12

中国核工業集団公司（注３） 中国 A株 20,000,000 0.07

中国国際テレビ総公司(注３) 中国 A株 18,452,300 0.07

匯添富基金－工商銀行－匯添富

－添富牛 53 号資産管理計画（注２）

中国 A株 15,015,845 0.05

交通銀行股份有限公司－工銀瑞信

インターネットプラス株券型証券投資

基金

中国 A株 12,903,409 0.05

中国工商銀行－上証 50 交易型開放式

指数証券投資基金（注２）

中国 A株 11,996,529 0.04

 

株主状況に関する説明

 

（注１）HKSCC Nominees Limitedは香港中央結算(代理人)有限公司であり、その保有株式を、香港の各株式取引所の顧客及び

その他の香港中央結算システムの参与者に代わって保有するものである。香港証券取引所の関連規定は、上記の者に

その保有する株式の質入又は凍結情況に関する申告を求めていないため、HKSCC Nominees Limitedは質入又は凍結の

株式数量を統計又は提供することができない。

（注２）中国工商銀行股份有限公司－南方消費活力柔軟配置混合型発起式証券投資基金及び中国工商銀行－上証 50 交易型開

放式指数証券投資基金の基金管理委託人は中国工商銀行股份有限公司であり、匯添富基金－工商銀行－匯添富－添富

牛 53 号資産管理計画の資産管理委託人は中国工商銀行股份有限公司である。これらを除き、当社は上位10名の株主

の間に関連関係が存在するか否かを把握しておらず、またこれらが「上場会社買収管理弁法」に規定する共同株主に

該当するか否かを把握していない。

（注３）中国核工業集団公司、中国国際テレビ総公司は、2006年12月に、A株式のIPOにおいて、戦略的割当を通して当社の上

位10名の株主となり、その保有する戦略割当株式の譲渡制限期間は、2007年1月9日から2008年1月9日までである。
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(b)　支配株主及び実際支配人の状況

当社の支配株主は集団公司であり、関連状況は以下の通りである。

 

名称 法定代表者 登録資本 設立日 主要経営業務

集団公司

 

楊明生 46億元 2003年７月21日

（注）

引受済生命保険、健康保険、傷害保険などの各

種の人身保険業務の期間更新、費用受領及び給

付保険金等の保険サービスならびに再保険業

務、国内外保険会社又はその他金融保険機構へ

の株式支配又は株式参加、法律、法規が認める

又は国務院が認可する資金運用業務、保険監督

管理機構が認可するその他の業務。

（注）集団公司の前身は、1999年１月に国務院の認可を経て設立されたチャイナ・ライフ・インシュアランスカンパニーであ

る。2003年に保険監督管理委員会の認可を経て、チャイナ・ライフ・インシュアランスカンパニーはリストラクチャリ

ングを行い、チャイナ・ライフ・インシュアランス（グループ）カンパニーに変更された。

 

当社の実際支配人は、中華人民共和国財政部である。当社と実際支配人との財産権利及び支配関係は以下の通り

である。

 

 

本書の対象期間内において、当社の支配株主及び実際支配人には変更がなかった。本書の対象期間末現在、当社

には10%以上の株式を保有するその他の法人株主はない。
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(c)　2015年12月31日現在における香港法令に基づく主要株主の状況は、以下の通りである。

当社の取締役、監査役、及び最高経営陣によると、2015年12月31日において、以下の者（当社の取締役、監査役

及び最高経営陣を除く。）は、当社株式又は関連株式のうち、「証券及び先物条例」(香港法例第571章)第XV部第

２及び第３部分に基づき当社に開示すべき、又は「証券及び先物条例」第336条に基づき登録簿に記録されてい

る、又は既に当社と香港証券取引所に知らせている権益及び売りポジションを保有している。

 

主要株主 資格 株式の種類 株式数 種類別

発行済み

株式数に

対する

比率(%)

発行済み株式

総数に対する

比率(%)

集団公司 実質的所有者 A株 19,323,530,000(L) 92.8 68.37

JPMorgan Chase & Co.

（注１）

実質的所有者、投

資経理、受託人及

び保管人―法団／

認可された貸出代

理人

H株 549,486,256(L)

94,911,965 (S)

318,375,062 (P)

7.38

1.27

4.27

1.94

0.34

1.13

BlackRock, Inc.（注２） BalackRock,Inc.

が支配する法人の

権益

H株 457,721,642 (L) 6.15 1.62

 

「L」は買いポジションを、「S」は売りポジションを、「P」は貸出可能の株式を表す。

 

（注１）「証券及び先物条例」第XV部に基づき、JPMorgan Chase & Co.は当社H株549,486,256株を保有する。当該株式におい

て、 J.P. Morgan Securities LLC, J.P. Morgan Clearing Corp、 J.P. Morgan Investment Management Inc.、J.P.

Morgan GT Corporation、 J.P. Morgan Trust Company of Delaware、J.P. Morgan Whitefriars Inc.、 J.P. Morgan

Securities plc、JPMorgan Chase Bank, N.A. 、J.P. Morgan Chase Bank Berhad及び JPMorgan Asset Management

(UK) LimitedはそれぞれH株16,807,782株 、H株1,467,859株、H株629,000株、H株1,500,000株、H株6,240株、H株

136,758,345株、H株66,721,185株、H株318,378,337株、H株6,913,508及びH株 304,000 株を保有し、これらの企業は

全て JPMorgan Chase & Co. により支配され、又は間接的に支配される子会社である。

 

当該H株549,486,256株に計上されたH株318,375,062株 (4.27%)は「証券及び先物（権益開示―証券貸付）規則」第5

(4)条にいう貸出可能な持分を指す。当該H株549,486,256株のうち、H株19,857,255株は現物引渡による上場デリバティ

ブツールで、H株248,000株は現金引渡による上場デリバティブツールで、H株3,474,035株は現物引渡による非上場デリ

バティブツールで、H株43,193,173株は現金引渡による非上場デリバティブツールである。

 

JPMorgan Chase & Co. が帰属方式により保有するH株94,911,965株 (1.27%)は、「証券及び先物条例」第XV部にいう

売りポジション株式である。当該H株94,911,965株のうち、H株18,090,240株は現物引渡による上場デリバティブツール

で、H株22,997,300株は現金引渡による上場デリバティブツールで、H株58,131株は現物引渡による非上場デリバティブ

ツールで、H株53,346,794株は現金引渡による非上場デリバティブツールである。
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（注２）「証券及び先物条例」第XV部に基づき、BlackRock, Inc.は、当社のH株457,721,642株を有する。これらの株式のうち

BlackRock Investment Management, LLC. 、 BlackRock Financial Management, Inc. 、 BlackRock Institutional

Trust Company、National Association、BlackRock Fund Advisors、BlackRock Advisors, LLC.、BlackRock Japan

Co., Ltd. 、 BlackRock Asset Management Canada Limited 、 BlackRock  Investment Management (Australia)

Limited、BlackRock Asset Management North Asia Limited、BlackRock (Netherlands) B.V.、BlackRock Advisors

（UK）Limited 、BlackRock International Limited、 BlackRock Asset Management Ireland Limited 、BLACKROCK 

(Luxembourg) S.A.、BlackRock Investment Management (UK) Limited 、 BlackRock Asset Management Deutschland

AG 、 BlackRock Fund Managers Limited 、 BlackRock Life Limited 、 BlackRock (Singapore) Limited 及 び

BlackRock Asset Management(Schweiz) AGがそれぞれH株2,767,315 株、H株1,733,000 株、H株106,339,385 株、H株

166,381,000 株、H株216,000 株、H株8,566,352 株、H株2,397,165 株、H株953,000 株、H 株23,232,127 株、H 株

2,919,000 株、H 株59,540,161 株、 H 株3,022,700 株、H 株45,276,186 株、H 株14,313,000 株、H 株15,954,251

株、 H 株363,000株、H 株3,202,000 株、H株244,000株、H株266,000株及びH株36,000 株を保有し、これらの企業は

全てBlackRock, Inc.により支配され、又は間接的に支配される子会社である。当該H株457,721,642株のうち、H株

561,000株は現金引渡による非上場デリバティブツールである。

 

上記に開示されているものを除き、当社の取締役、監査役、及び最高経営陣は、2015年12月31日において、いかなる

ものが当社株式又は関連株式のうち、「証券及び先物条例」第336条に基づき登録簿に記録されている権益及び売りポジ

ションを保有していることを知らない。

 

２ 【配当政策】

 

当社による配当金の支払いは全て、株主総会における株主の承認を受けなければならない。当社取締役会は株主

総会において株主に対し現金配当の実施を提案する意向である。配当金の支払い及び配当金額の提案に関する決定

は、以下の事項により決定される。

・当社の経営成績及びキャッシュ・フロー

・当社の財務状態

・中国保険監督管理委員会に定められているソルベンシー要件

・当社株主持分

・全般的な事業の状況

・当社の将来の見通し

・当社による配当金の支払いに関する法定の制限

・当社取締役会が相当とみなすその他の要因

 

中国法に従い、配当金は分配可能利益からのみ支払うことができる。分配可能利益は、中国GAAP又は国際財務報

告基準に従って決定された当社の税引後利益（低い方を基準とする。）から、累積損失の填補準備金及び規定に従

い当社が積み立てることを要する法定準備金及びその他の法定準備金を差し引いたものを意味する。ある年度に分

配されなかった分配可能利益は、これを留保して次年度において分配することができる。しかし、当社は通常、分

配可能利益が存在しない事業年度において配当金を支払わない。

 

当社による配当金の支払いは保険法によっても規制されている。当社が中国保険監督管理委員会の要求する最低

ソルベンシーマージンに満たない場合は、配当金の支払いを禁止されることがある。「第３　７．(５) ソルベン

シーマージン」を参照。

 

当社は、H株の配当（もしあれば）につき、１株を基準として人民元建てで配当を宣言し、香港ドル建てで支払

いを行う。また、当社は、Ａ株の配当（もしあれば）につき、１株を基準として人民元建てで配当を宣言し、人民

元建てで支払いを行う。
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2015年5月28日の株主総会の決議により、2014年度の配当金は１株あたり0.40人民元（税込）、合計11,306百万

人民元であり、2015年に宣言し、かつ支払いを行った。上記の配当金は、既に2015年12月31日現在の連結財務報告

書に反映した。

 

2016年3月23日に当社の取締役会が可決した決議により、2015年の配当金は１株あたり0.42人民元（税込）、合

計11,871百万人民元であり、年次株主総会において配当を提案する予定である。2015年度の連結財務諸表には、上

記の支払配当が反映されていない。

 

３ 【株価の推移】

 

香港証券取引所

 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

 

香港証券取引所

 

（単位：香港ドル。下段の括弧内の数字は日本円に換算した値（単位：円）を表す。）

決算年別 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年

最　高 40.00

（565.20）

30.60

（432.38）

27.20

（384.34）

25.30

(357.49)

32.65

(461.34)

最　低 24.30

（343.36）

19.72

（278.64）

17.50

（247.28）

17.06

(241.06)

17.24

(243.60)

 

(2) 【当該事業年度中最近６月間の月別最高・最低株価】

 

香港証券取引所

 

（単位：香港ドル。下段の括弧内の数字は日本円に換算した値（単位：円）を表す。）

月　別 2015年７月 2015年８月 2015年９月 2015年10月 2015年11月 2015年12月

最　高 33.10

（467.70）

29.55

（417.54）

28.85

（407.65）

30.80

（435.20）

29.15

（411.89）

27.10

（382.92）

最　低 27.90

（394.23）

24.30

（343.36）

25.00

（353.25）

27.70

（391.40）

26.75

（377.98）

24.40

（344.77）
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４ 【役員の状況】
2

 

(1)取締役、監査役及び幹部役員の概況

 

(a) 取締役、監査役及び幹部役員の男女人数

 

男性19名、女性２名（女性の割合9.5％）

 

(b)取締役の状況

 

氏名 役職 性別 年齢 任期開始日 年初の

株式

保有数

年末の

株式

保有数

変動

原因

本書報告

対象期間中

当社から

取得した

税引前

報酬総額

（万元）

当社の

関連会社に

おける

報酬の有無

楊明生 取締役会会長、

業務執行取締役

男 60 2012年５月22日 0 0 / 60.19 無

林岱仁 業務執行取締役 男 57 2008年10月27日 0 0 / 71.18 無

許恒平 業務執行取締役 男 57 2015年７月11日 0 0 / 31.46 無

徐海峰 業務執行取締役 男 56 2015年７月11日 0 0 / 31.24 無

繆建民 非業務執行取締役 男 51 2008年10月27日 0 0 / 0 有

張響賢 非業務執行取締役 男 60 2012年７月24日 0 0 / 0 有

王思東 非業務執行取締役 男 54 2012年７月24日 0 0 / 0 有

劉家徳 非業務執行取締役 男 53 2015年７月11日 0 0 / 0 有

梁定邦 社外取締役 男 69 2010年６月21日 0 0 / 30.00 有

張祖同 社外取締役 男 67 2014年10月20日 0 0 / 32.00 有

白傑克 社外取締役 男 64 2015年７月11日 0 0 / 16.00 無

湯　欣 社外取締役 男 44 2016年３月７日 0 0 / 0 有

合計 / / / / 0 0 / 272.07 /

（注）
　

2
当該部分の内容につき、特別な説明がある場合を除き、当社A株/H株に関する2015年度報告を当社取締役会の審議に提出した

際（2016年３月23日）における情報である。

1、「中国人寿保険股份有限公司取締役会議事規則」に基づき、当社取締役の任期は３年であり、再選を経て再任することがで

きる。但し、社外取締役の再任期間は６年を超えてはならない。

2、役職は2016年３月23日までの就任状況に従って記載しており、報酬は報告期間内の関連在任期間に従って計算している。

3、2015年５月28日、当社は2014年度株主総会を開催し、選挙により当社第５期取締役会を構成し、かつ同日第５期取締役会第

１回会議を開催し、楊明生氏を当社第５期取締役会会長に選任した。当社の2014年度株主総会での選任及び保険監督管理委

員会の認可を経て、許恒平氏、徐海峰氏、劉家徳氏、白傑克氏は2015年７月11日より当社の取締役を務めている。当社の

2015年第１回臨時株主総会での選任及び保険監督管理委員会の認可を経て、湯欣氏は2016年３月７日より当社の取締役を務

めている。

4、国家の関連政策規定に基づき、当社の取締役会会長、業務執行取締役の最終報酬は現在確認中であり、その他の部分は、確

認後に開示する。
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(C)監査役の状況

 
氏名 役職 性別 年齢 任期開始日 年初の

株式

保有数

年末の

株式

保有数

変動

原因

本書報告

対象期間中

当社から

取得した

税引前

報酬総額

（万元）

当社の

関連会社に

おける

報酬の有無

繆平 監査役会会長 男 57 2015年７月11日 0 0 / 31.67 無

史向明 監査役 男 56 2009年５月25日 0 0 / 160.35 無

熊軍紅 監査役 女 47 2014年10月20日 0 0 / 0 有

詹忠 従業員代表監査役 男 47 2015年７月11日 0 0 / 82.18 無

王翠菲 従業員代表監査役 女 52 2015年７月11日 0 0 / 69.56 無

合計 / / / / 0 0 / 343.76 /

（注）

1、「当社定款」に基づき、当社監査役の任期は３年であり、再選を経て再任することができる。

2、役職は2016年３月23日までの就任状況に従って記載しており、報酬は報告期間内の関連在任期間に従って計算している。

3、2015年５月28日、当社は2014年度株主総会を開催し、選挙により当社第５期監査役を構成した。当社の2014年度株主総会の

選任及び保険監督管理委員会の認可を経て、繆平氏は2015年７月11日から当社の非従業員代表監査役を務め、当社の第２期

従業員大会第１回会議の選任及び保険監督管理委員会の認可を経て、詹忠氏、王翠菲女史は2015年７月11日から当社の従業

員代表監査役を務めている。2015年７月24日、当社は第５期監査役会第１回会議を開催し、繆平氏を当社第５期監査役会会

長に選任した。

4、国家の関連政策規定に基づき、当社の監査役会会長の最終報酬は現在確認中であり、その他の部分は、確認後に開示する。
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(ｄ) 幹部役員の状況

 

氏名 役職 性別 年齢 任期開始日 年初の

株式

保有数

年末の

株式

保有数

変動

原因

本書報告

対象期間中

当社から

取得した

税引前

報酬総額

（万元）

当社の

関連会社に

おける

報酬の有無

林岱仁 総裁 男 57 2014年４月 0 0 / 71.18 無

許恒平 副総裁 男 57 2014年11月 0 0 / 69.78 無

徐海峰 副総裁 男 56 2014年11月 0 0 / 70.20 無

利明光 副総裁、首席アク

チュアリー

男 46 2014年11月から

副総裁、2012年

３月から首席ア

クチュアリー

0 0 / 70.03 無

楊徴 副総裁 男 45 2014年11月 0 0 / 70.60 無

肖建友 総裁補佐 男 47 2015年７月 0 0 / 33.06 無

鄭勇 取締役会秘書役 男 53 2013年６月 0 0 / 71.35 無

合計 / / / / 0 0 / 456.20 /

（注）

1、役職は2016年３月23日までの就任状況に従って記載しており、報酬は報告期間内の関連在任期間に従って計算している。

2、国家の関連政策規定に基づき、当社の幹部役員の最終報酬は現在確認中であり、その部分については確認後にまた開示す

る。

 

3、当社第５期取締役会第１回会議の審議認可及び保険監督管理委員会の認可を経て、肖建友氏は2015年７月21日より当社の総

裁補佐を務めている。

 

(2)取締役、監査役及び幹部役員の経歴概要

 

(a)取締役

 

楊明生　（1955年生まれ　中国国籍）

2012年５月より当社の業務執行取締役、取締役会会長（董事長）を、2012年３月より集団公司の取締役会会長を

務めている。2012年３月より中国人寿財産保険股份有限公司取締役会会長を務めている。2013年１月より中国人寿

保険(海外)股份有限公司取締役会会長を務めている。2013年12月より中国人寿資産管理有限公司取締役会会長を務

めている。楊氏は、長期に渡り金融業界で勤務している。2007年から2012年まで中国保険監督管理委員会副主席

を、1980年から2007年まで中国農業銀行で瀋陽市支店副頭取、工業信用貸付部主任、天津市支店頭取等の職務を務

め、1997年に中国農業銀行副頭取、2003年に中国農業銀行頭取を務めていた。楊氏は、上級エコノミストであり、

南開大学金融学科貨幣銀行学を卒業し、経済学修士号を取得している。
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林岱仁　（1958年生まれ　中国国籍）

2008年10月より当社の業務執行取締役を務めている。2014年３月より、取締役会により当社の総裁を委任され、

中国人寿財産保険股份有限公司、中国人寿養老保険股份有限公司及び中国人寿資産管理有限公司の非業務執行取締

役を兼任する。2003年から2014年３月まで当社の副総裁を務めていた。2006年11月から2014年３月まで中国人寿養

老保険股份有限公司の業務執行取締役、総裁を兼任する。1982年に山東昌濰医学院を卒業し、医学学士号を取得し

た。林氏は30年以上にわたる生命保険従業経験及び保険管理経験を有している。国務院による政府特別手当を受給

する上級エコノミストである。現在、国寿慈善基金会理事長、中国保険学会副会長、中国保険業協会副会長、中国

保険業協会生命保険委員会主任及び中国保険保障基金有限責任公司の非業務執行取締役を兼任している。

 

許恒平　（1958年生まれ　中国国籍）

2015年７月より当社の業務執行取締役を務めている。2014年11月より当社の副総裁を務めている。2010年８月よ

り当社最高経営責任者を、2007年４月より当社福建省支店総経理を、2002年12月より当社福建省支店副総経理を、

1998年９月より当社福建省支店総経理補佐を、1996年７月より当社福建省支店生命保険処処長を務め、前後して福

州人寿股份有限公司営業部、龍岩支店総経理を務めていた。湖南大学金融学学科を卒業した。30年を超える生命保

険従業の経験及び保険管理の経験を有し、上級エコノミストである。

 

徐海峰 （1959年生まれ　中国国籍）

2015年７月より当社業務執行取締役を務めている。2014年11月より当社副総裁を務め、2014年２月より当社の業

務総監を務め、同時に河北省支店総経理を兼任している。2006年から2014年までの間、前後して当社北京市支店総

経理、河北省支店総経理を務めた。これ以前は、前後して当社山東省臨沂市支店副総経理、総経理、山東省支店営

業管理部総経理、済南市支店総経理及び北京市支店副総経理を務めた。1982年に臨沂外国語師範学校を、1996年に

山東省委員会共産党学校経済管理課を卒業し、2007年に年中南財経政法大学経営学課を卒業し、修士号を取得し

た。30年を超える生命保険従業経験及び保険管理経験を有し、上級エコノミストである。

 

繆建民　（1965年生まれ　中国国籍）

2008年10月より当社の非業務執行取締役を務めている。現在、集団公司の取締役副会長、総裁を担当しており、

中国人寿資産管理有限公司の取締役、中国国際貿易センター有限公司の取締役を兼任する。現在、更に中国金融40

人フォーラム常務理事等の職務を務めている。国務院による政府特別手当を受給している。2009年「新世紀百千万

人材プロジェクト国家レベル人選」及び「新中国60年中国保険60人」に選出されている。中央財経大学を卒業し、

経済学博士号を取得した。それ以前に中国人民銀行研究生部貨幣銀行学学科及び中央財政金融学院保険学学科に在

籍し修士及び学士号を取得した。上級エコノミストである。

 

張響賢　（1955年生まれ　中国国籍）

2012年７月より当社の非業務執行取締役を務めている。2006年10月から集団公司の紀律委員会書記を、2008年８

月から同時に副総裁を務めている。張氏は、長期に亘り保険業に務めており、1993年から2006年まで中国人民保険

公司弁公室宣伝処処長、弁公室副総経理、中国保険監督管理委員会弁公室主任、保険監督管理委員会シンセン事務

所副主任（業務主宰)、派遣機構管理部主任等の職務を歴任した。張氏は、高級編集であり,中南財経政法大学で幹

部役員経営学修士号を取得した。

 

王思東　（1961年生まれ　中国国籍）

2012年７月より当社の非業務執行取締役を務めている。2004年６月より集団公司の副総裁を務め、国寿投資持株

有限公司の取締役会会長、中国人寿養老保険股份有限公司の取締役を兼任している。王氏は、対外経済貿易部、新

華社香港支社、香港中国企業協会で勤務した。2000年から中国人寿保険公司弁公室副主任、浙江省支店副総経理、

中国人寿株式改正弁公室副主任を務めた。2003年に集団公司の弁公室主任を務めた。王氏は、上級エコノミストで

あり、山東大学中国語言語文学課を卒業し、文学学士号を取得した。
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劉家徳　（1963年生まれ　中国国籍）

2015年７月より当社の非業務執行取締役を務めている。現在集団公司の副総裁、中国人寿養老保険股份有限公司

取締役会会長を務めている。2006年12月より広発銀行股份有限公司の取締役を兼任し、2015年３月より中国石化販

売有限公司監査役を兼任している。財政部商貿金融司副処長、処長、河北省館陶県人民政府副県長（訓練のための

臨時職務）、財政部金融司副司長を歴任した。2003年から2014年３月まで中国人寿保険股份有限公司副総裁を務

め、この間中国人寿資産管理有限公司、中国人寿財産保険股份有限公司の取締役、中国人寿富蘭克林資産管理有限

公司取締役を兼任していた。現在、財政部会計情報化委員会委員を兼任している。劉氏は、上級エコノミストであ

り、中央財政金融学院（現中央財政大学）を卒業し、財政学科を専攻し、経済学士号を取得した。

 

梁定邦　（1946年生まれ　中国国籍）

2010年６月より当社の社外取締役を務めている。現在、中国証券監督管理委員会国際顧問委員会委員を務め、こ

れまで中国証券監督管理委員会首席顧問、全国人民代表大会常務委員会香港特別行政区基本法委員会委員、香港証

券監督管理委員会主席等を歴任した。1996年から1998年までの間、国際証券管理機構組織技術委員会主席を務め

た。1990年、香港御用大弁護士（現シニア大弁護士）に委任された。1976年ロンドン大学を卒業し、法律学士号を

取得し、イングランド及びウェールズ並びにカリフォルニア州の弁護士資格を有し、2003年に香港中文大学から栄

誉法学博士号を授与された。2009年、香港証券学会栄誉会員及び国際欧亜科学院会員に選出された。2002年11月か

ら2005年12月までの間、環球デジタル創意持株有限公司非業務執行取締役を務め、2004年９月から2006年３月まで

の間、領匯房地産投資信託基金管理人領匯管理有限公司の社外非業務執行取締役を務めた。2004年８月から2013年

９月まで中国銀行股份有限公司の社外非業務執行取締役を務めている。2014年12月より中国中信股份有限公司の社

外非業務執行取締役を務め、2015年４月より中国工商銀行股份有限会社の社外非業務執行取締役を務めている。

 

張祖同　（1948年生まれ　中国国籍）

2014年10月より当社の社外取締役を務めている。2004年アーンスト・アンド・ヤングを定年退職、退職前はアー

ンスト・アンド・ヤング大中華区副主席、専業サービス管理パートナー及び監査とコンサルティングサービス主席

を務めていた。2007年から2013年まで中国太平洋保険（グループ）股份会社の社外非業務執行取締役を務めた。現

在、香港証券取引所に上場した中国信達資産管理股份有限公司、嘉里建設有限公司及び華虹半導体有限公司の社外

非業務執行取締役を務めている。香港で会計士の仕事に約30年間従事しており、会計、監査及び財務管理の面で豊

富な経験を有し、ロンドン大学理学学士号、イングランド及びウェールズ特許会計士公会のシニア会員資格を有し

ている。

 

白傑克(Robinson Drake Pike)　（1951年生まれ　米国国籍）

2015年７月より当社の社外取締役を務めている。2014年ゴールドマン・サックスグループから退職し、2011年８

月から2014年５月までゴールドマン・サックス取締役総経理／イギリスゴールドマン・サックス国際銀行北京代表

処首席代表を務め、2007年１月から2011年８月までゴールドマン・サックス取締役総経理／ゴールドマン・サック

スの中国工商銀行出向シニア顧問兼プロジェクトチーム責任者を務め、2000年７月から2006年12月までリーマン・

ブラザーズ上級副総裁／アジア信用リスク管理副主任、主任を歴任した。現在、百富勤固定収益検査四人委員会委

員である。白氏は、30年以上のアジア金融業従業経験を有し、主にリスク管理及び中国銀行業に携わっていた。

イェール大学中国語学科学士号、プリンストン大学国際関係学院経済発展学科修士号を有している。

 

湯欣　（1971年生まれ　中国国籍）

2016年３月より当社の社外取締役を務めている。現在、清華大学法学院教授、清華大学研究センター副主任、

「清華法学」副編集長、上海証券取引所上場委員会委員、中国上場会社協会社外取締役委員会主任委員、嘉実基金

管理有限公司、広発証券股份有限公司及び蘇州元禾控股股份有限公司社外取締役を務めている。2008年から2010年

まで中国証券監督管理委員会第一、二期合併再編審査認可委員会委員に選任された。2008年から2014年まで中国東

方紅衛星股份有限公司社外取締役を、2009年から2013年まで国投電力控股股份有限公司及び長江証券股份有限公司

社外取締役を、2009年から2015年まで北京農村商業銀行股份有限公司社外取締役を務めた。湯氏は、中国人民大学

の法学学士号、修士号、博士号を取得した。
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(b)監査役

 

繆平　（1958年生まれ　中国国籍）

2015年７月より当社の監査役会会長を務めている。2014年７月より当社の業務執行取締役を務め、2009年12月よ

り当社の副総裁を務めた。2006年９月より当社江蘇省支店総経理を、2004年９月より当社江西省支店総経理を、

2002年４月より当社江蘇省支店副総経理を務めた。1996年揚州大学通信教育学院経済管理学科を卒業した。30年以

上の生命保険従経験及び保険管理経験を有し、上級エコノミストである。

 

史向明　（1959年生まれ　中国国籍）

2009年５月より当社の監査役を務めている。2008年９月より当社の監察部総経理。2003年９月から2008年９月ま

で、当社に就職し、人財資源部副総経理、事務室主任を務めた。2002年３月から2003年８月まで中国人寿保険公司

にて監察部副総経理を務めた。北京大学第一分校化学課を卒業し、学士号を取得した。

 

熊軍紅　（1968年生まれ　中国国籍）

2014年10月より当社の監査役を務めている。南開大学金融学博士課程大学院を卒業し、上級エコノミストであ

る。1993年7月から2003年8月まで中国人保信託投資公司銀行部、信託業務部、及び中国人寿保険公司資産管理部に

て勤務し、2003年9月に中国人寿保険（集団）公司資産管理部処長に、2006年8月に中国人寿保険（集団）公司戦略

企画部上級経理に、2008年9月に中国人寿保険（集団）公司戦略企画部総経理補佐に就任した。2010年12月に中国

人寿保険股份有限公司河北省支店総経理補佐（集団公司の部門副総経理クラス）、2013年6月から中国人寿保険

（集団）公司戦略企画部副総経理に就任した。戦略管理及び投資研究業務に長期にわたり従事し、資産保全、リス

ク管理、保有資産管理、投資研究並びに戦略企画等の方面で一定の業務経験を有する。

 

詹忠　（1968年生まれ　中国国籍）

2015年７月より当社の監査役を務めている。2014年７月より当社個人保険販売部総経理(省支店総経理レベル)を

務めている。2014年１月から2014年６月まで当社青海省支店総経理を務めていた。1994年11月より当社に就職し、

前後して広東省支店個人保険販売部総経理、広東省支店総経理補佐、本社個人保険販売部副総経理（業務主宰）、

総経理、青海省支店共産党委員会副主任、副総経理（業務主宰）等の職務を務めた。昆明工学院計算機及び自動化

学科を卒業し、学士号を取得した。

 

王翠菲　（1964年生まれ　中国国籍）

2015年７月より当社の監査役を務めている。2014年９月より当社顧客サービス部総経理を務めている。2009年３

月から2014年８月まで当社販売監察部総経理を務めていた。2001年７月より当社に就職し、前後して当社仲介代理

部教育管理処責任者（副処級）、処長、銀行保険部副総経理、販売監察部総経理等の職務を務めた。中央共産党学

校経済管理学科を卒業し、学士号を取得した。

 

(c)幹部役員

 

林岱仁　経歴につき「取締役」の項を参照されたい。

 

許恒平　経歴につき「取締役」の項を参照されたい。

 

徐海峰　経歴につき「取締役」の項を参照されたい。
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利明光　（1969年生まれ　中国国籍）

2014年11月より当社の副総裁を務めている。2012年３月より当社の首席アクチュアリーを務めている。1996年に

当社に入社し、副処長、処長、製品開発部総経理補佐、当社精算責任者、精算部総経理を務めた。1991年上海交通

大学コンピューター学科を卒業し、学士号を取得した。1996年に中央財経大学貨幣銀行学科を卒業し精算方向修士

号を取得し、2010年に清華大学を卒業しEMBAを取得し、2011年にアメリカペンシルベニア大学に留学した。中国ア

クチュアリー（FCAA）及び英国アクチュアリー（FIA）の資格を有している。中国精算業務委員会第一、二期主

任、中国アクチュアリー協会第一期秘書役を務めたことがあり、現在は中国アクチュアリー協会常務理事、中国保

険学会特約常務理事を務めている。

 

楊征　（1970年生まれ　中国国籍）

2014年11月より当社の副総裁を務めている。2013年４月より当社の最高財務責任者を務めている。楊氏は、2006

年より当社の有資格会計士を務めている。2005年より当社財務部の部長補佐、副部長、部長を務めた。2009年より

中国人寿資産管理有限公司の取締役を、2011年より遠洋地産控股股份有限公司の董事、2014年より中国人寿富蘭克

林資産管理有限公司取締役を務めている。2000年から2005年まで米国MOLEX会社の上級金融・財務アナリストを務

めた。1993年に北京工業大学を卒業し、工学学士号を取得した。2000年に米国ノースイースト大学を卒業し、経営

学修士号を取得した。楊氏は、現在、米国公認会計士協会（AICPA）の会員、英国特許公認会計士公会（ACCA）の

会員であり、中国会計学会第８次理事会理事、国家会計情報化標準化技術委員会委員、中国保険業第三期ソルベン

シー監督管理基準委員会委員及び財政部会計基準戦略委員会委員を兼任している。

 

肖建友　（1968年生まれ　中国国籍）

2015年７月より当社の総裁補佐を務めている。2015年９月より中国人寿財産保険股份有限公司非業務執行取締役

を務めている。2014年１月より当社江蘇省支店総経理を務めている。2013年４月から2014年１月まで江蘇省支店副

総経理（業務主宰）を務めた。2006年から2013年までの間、前後して江蘇省支店副総経理、総経理補佐、営業総

監、江蘇省泰州市支店総経理、副総経理等の職務を務めた。これ以前は、前後して江蘇省支店営業部直属管理部副

経理、個人保険部総経理補佐、副総経理（業務主宰）、総経理を務めた。1991年に江西中医学院を卒業し、大学学

歴を取得し、かつ江西中医学院及び南京大学を卒業し、医学、法学の両学士号を取得し、上級エコノミストであ

る。

 

鄭勇　（1962年生まれ　中国国籍）

2013年６月より当社の取締役会秘書役を務める。中国司法部処長、北京隆安法律事務所、中国法律律師事務所

(香港)及び北京徳恒法律事務所の弁護士、当社法律事務部副総経理、会社秘書、法律及びコンプライアンス部総経

理、広発銀行執行取締役、副頭取等の職務を歴任した。北京大学を卒業し、法学学士号を取得した。中国政法大学

及びイギリスエセックス大学を卒業し、それぞれにおいて、法学修士号を取得した。1996年８月から1997年10月ま

でアメリカハーバード大学法学院及びケネディ政府学院客員研究員を務めている。上級エコノミストである。

 

(d)会社秘書役

 

邢家維　（1977年生まれ　英国国籍）

華利信会計士事務所の主管パートナーを務める。英国ロンドン大学帝国理工学院の修士号を取得している。香港

会計士公会（HKICPA）の会員であり、英国特許公認会計士公会（ACCA）のシニア会員でもある。邢氏は、民間企業

及び上場企業の会計及び監査業務ならびに財務顧問等の面において十年を超える経験を有している。現在は香港証

券取引所のマザーズに上場している中国消防企業集団有限公司、理文化工有限公司、美力時集団有限公司および理

文ハンドバック集団有限公司の社外非業務執行取締役を務めている。
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５ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

 

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

 

(a)内部統制に関する組織構造

 

当社は、完全なコーポレート・ガバナンスを遵守し、コーポレート・ガバナンスの強化により、透明性を高め、

有効な責任追及メカニズムが確立し、当社の会社運営をさらに規範化させ、意思決定がより合理的となり、投資家

の信頼を高めることができると信じる。

 

当社は、合理的構造、完備されたメカニズム、厳密な制度、高効率な運営のコーポレート・ガバナンス体系を核

心目標として、コーポレート・ガバナンスの確立を絶えず推進し、情報開示を厳格に実行し、会社の透明度を持続

的に高め、幅広い投資者に積極的にサービスすることで、資本市場における会社のイメージ及び地位を高める。

 

当社は、厳格に「会社法」、「証券法」などの法律、法規及び監督管理規定の要求に基づき、職責が明確なコー

ポレート・ガバナンス体制を構築した。当社のコーポレート・ガバナンス体制は、基本的に当社の各上場地の監督

管理規定及び関連要求に適合している。当社は、厳格に「会社法」、「証券法」等の法律、法規及び監督管理規定

ならびに「当社定款」と各議事規則の要求に従い、コーポレート・ガバナンスの各手続を履行した。株主総会、取

締役会、監査役会は、それぞれ独立に運営しつつも、相互に調整し合って運営している。

 

当社は、各上場地の監督管理要求及び「当社定款」の関連規定に基づき、引続き健全な取締役会政策決定体制を

構築した。取締役会は、株主の委託する資産及び資源につき株主に対して責任を負い、企業管理統制の職能を履行

した。取締役会のメンバーは、会社の事務に積極的に関心をよせ、会社の業務を全面的に理解し、十分な時間を投

入し、慎重、勤勉、有効に取締役の職責を履行した。経営発展策略及び市場対策定期報告等の体制を構築すること

により経営陣が経営状況、発展策略及び市場対策を定期的に取締役会に報告し、取締役会の政策決定にあたり根拠

を示すようにした。

 

当社は積極的にコーポレート・ガバナンスの構築を推進し、コーポレート・ガバナンスの構造を絶えず最適化

し、合理的な意思決定能力を高めた。取締役会の管轄の下における専門委員委員会の意思決定が充分に効率的なも

のとなるよう、取締役会の下に監査委員会、指名及び報酬委員会、リスク管理委員会並びに戦略及び投資意思決定

委員会の四つの専門委員会を設置した。専門委員会は、専門的事項について検討を行い、定期又は不定期的に専門

会議を開催し、経営陣と交流し、意見及び提案を提出して取締役会の政策決定時の参考に供し、かつ取締役会の委

託又は授権を受けた関連事項を処理し、取締役会の運営効率を高め、取締役会の機能を強化する。

 

当社の監査役会は、「当社定款」及び「監査役議事規則」に従って業務を展開し、積極的に職責を履行した。各

監査役は、株主総会及び監査役会会議に出席し、取締役会会議に列席し、かつ分担に基づき取締役会の各専門委員

会の会議にそれぞれ列席し、支社・関連会社に深く入り込んで取締役会決定の執行状況を把握し、その監督職能を

真面目に履行した。

 

本書対象期間中、当社は、各上場地の監督管理規定及び「当社定款」の要求に従って、取締役、監査役の交替、

離任及び選任プロセスを順調に完了した。当該過程において、当社は各手続を厳格に履行し、広範な募集、厳格な

選別、充分な考慮を経て、株主総会及び従業員代表大会を経て、会社第５期取締役会、監査役会の全員を選任し

た。
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当社は、各上場地の上場規則の要求に従って適時、公開的、透明に情報開示を行っており、IR管理を絶えず完備

し、投資者との交流方法及びその内容を絶えず潤沢なものとし、当社の株主が公開、公平、真実、正確に当社情報

を取得することを確保し、当社の株主の平等な権利を保障した。

 

当社は、引き続きコーポレートガバナンス関連制度を完備した。香港証券取引所の上場規則附録十四コーポレー

トガバナンス規則の最新修正内容及び保険督管理委員会の第二代ソルベンシー監督管理制度体制建設企画のリスク

評価の関連要求に基づき、会社の実際運用状況を参照に、会社は2015年度に「会社定款」、「取締役会議事規則」

及び「リスク管理委員会議事規則」を修正した。主な修正内容は、会社業務範囲の変更、取締役会のリスク管理及

び内部統制システムに対する職責の増加、並びにリスク管理委員会のソルベンシーリスク管理の職責の増加等を含

む。

 

当社取締役会は視察活動を広範に展開した。社外取締役梁定邦氏、張祖同氏及び白傑克氏は、錫林郭勒支店及び

赤峰支店に赴いて視察を行い、支店の経営発展状況及びリスクコントロール状況を把握した。視察を経て、各取締

役は支店業務状況を十分に把握し、取締役会決定の着実な実効性を検査し、会社のコンプライアンス及びリスク防

止業務を有効に強化した。

 

当社は積極的に取締役、監査役を組織して各種の教育活動に参加させた。2015年度、監督管理要求に従い、当社

の取締役、監査役は2014年中国保険市場教育、「中国リスク選好ソルベンシー体制解読」教育に参加した。監督管

理の要求に基づき、取締役及び監査役はアンチマネーロンダリング関連教育に参加し、アンチマネーロンダリング

最新法規制度及び当社アンチマネーロンダリング業務状況を把握し、取締役、監査役のマネーロンダリングリスク

防止能力を向上させた。

 

(b)コーポレート・ガバナンス・システム

 

当社のコーポレート・ガバナンス組織図

 

 

株主総会

 

株主総会は当社の最高権力機構であり、法基づき職権を行使する。株主総会の権限は、取締役及び非従業員代表

監査役の選任及び解任、取締役会報告及び監査役会報告の審議承認、当社の年度財務予算案、決算案及び「当社定

款」に株主総会が決議すべきと規定されたその他の事項の審議承認を含む。当社は、すべての株主が平等な地位を

享有することを確保し、当社の重大事項についてのアクセス権(知る権利)及び議決権を含むすべての株主の権利が

保障されることを確保する。当社は、自主的な経営能力を有し、業務、人員、資産及び財産などの面において株主

と分離しており、かつ独立している。
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本書報告対象期間における株主総会開催状況は、以下の通りである。

 

 開催日 決議が掲載された指定ウェブ

サイトの検索インデックス

決議が掲載された開示日

2014年度株主総会 2015年５月28日 http://www.sse.com.cn

http://www.hkexnews.hk

http://www.e-chinalife.com

 

2015年５月29日

2015年第１回臨時株主

総会

2015年12月29日 http://www.sse.com.cn

http://www.hkexnews.hk

http://www.e-chinalife.com

2015年12月30日

 

当社は、2015年５月28日、北京において、2014年度株主総会を招集し、総会は現場投票及びオンライン投票を併

せた議決方式により、「当社2014年度取締役会報告に関する議案」、「当社2014年度監査役会報告に関する議

案」、「当社2014年度財務報告に関する議案」、「当社2014年度利益分配計画に関する議案」、「当社取締役、監

査役の報酬に関する議案」及び「当社2014年度会計監査人報酬及び2015年度会計監査人任用に関する議案」、「楊

明生氏を当社第５期取締役会業務執行取締役に選任することに関する議案」、「繆平氏を当社第５期監査役会非従

業員代表監査役に選任することに関する議案」、「当社の人民元資本補充債務ツールの国外発行に関する議案」等

の24本の議案を審議承認し、「当社の第四期取締役会社外取締役2014年度職務履行に関する報告」及び「当社2014

年度関連取引状況及び関連取引管理制度執行状況に関する報告」の提出を受け、審議した。

 

当社は、2015年12月29日、北京において、2015年第1回臨時株主総会を招集し、総会は現場投票及びオンライン

投票を併せた議決方式により、「湯欣氏を当社の第５期取締役会社外取締役に選任することに関する議案」、

「2016年度当社会計監査人任用に関する議案」、「当社と国寿投資控股有限公司との間の保険資金オルタナティブ

投資管理委託契約の締結に関する議案」、「当社資本的債務融資に関する議案」、「当社国外上級債権の発行に関

する議案」等の６本の議案を審議承認した。

 

取締役会

 

取締役会は、当社が常設する政策決定機構であり、その主な職責は、コーポレート・ガバナンス職能の履行、株

主総会の招集、株主総会決議の実行、コーポレート・ガバナンス政策を絶えず完全化させ、発展戦略及び経営計画

の承認、財務制度、年度予算及び財務報告の編成及び監督、財務諸表等の開示資料において客観的に会社の経営業

績を評価すること、経営陣に関する事項、取締役及び幹部役員を組織して各種の教育に参加させること、その専門

的な素質を高めること、当社のコンプライアンスにおける政策への監察、会社の内部統制システムの評価である。

日常業務の管理及び運営管理については、経営陣が責任を負う。このうち、非業務執行取締役、社外取締役の権限

には、取締役会及び任命された委員会の会議への定期的な出席、取締役会及び取締役会の下にある委員会の会議に

おける意見の陳述、潜在的な利益相反の解決、監査、指名及び報酬、その他の専門委員会の委員の担任、及び当社

の活動の検査、監査、報告を含むが、これらに限られない。取締役会は、株主総会に対して責任を負い、その活動

を報告する。

 

現在、取締役会を構成する取締役は12名で、業務執行取締役４名、非業務執行取締役４名、社外取締役４名から

なる。社外取締役の人数は、香港証券取引所上場規則における最低３名の社外取締役の要件及び社外取締役が取締

役会人数の３分の１を占めるべき要件に適合する。董事会構成員全員は、取締役会事務に充分な時間を投入し、監

督管理要求に従って外部監督管理機構及び当社内部で組織した関連教育に参加し、定期的に監督管理文書を閲覧

し、適時に監督管理動態を把握した。当社は、取締役のために取締役責任保険に加入し、当社の取締役が法に基づ

き職務を履行する過程において発生するおそれのある賠償責任のため保障を提供し、取締役が十分に職責を履行で

きるよう促進した。当社の知るところでは、取締役会、監査役会、幹部役員のメンバー間においては、取締役会会

長の楊明生氏及び総裁の林岱仁氏の間を含めて、財務、業務、親族関係又はその他重大な関係は存在していない。
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2015年度において、取締役会の社外取締役は、いずれもマクロ経済、金融保険、コンプライアンス、会計監査な

どの方面に豊富な経験を有する人材であり、社外取締役のうち少なくとも１名は適切な専門資格、会計資格、関連

する財務管理の専門知識を有しなければならないとする香港証券取引所上場規則の要件にも合致している。上海証

券取引所及び香港証券取引所の上場規則に従い、当社は、すでに全ての社外取締役に対して、当社に対して独立で

ある旨、書面での確認を得た。当社は、全ての社外取締役は、当社から独立の地位にあり、いずれも社外取締役の

職責を厳格に履行すると考える。定款に基づき、取締役は株主総会で選任され、その任期は３年である。取締役

は、その任期満了後に再任することができる。但し、社外取締役の再任期間は６年を超えてはならない。

 

取締役会会議には、定例会議及び臨時会議がある。定例会議は毎年少なくとも４回開催し、それぞれ会社年度報

告、半期報告、四半期報告並びに関連財務報告、年度重大経営事項等の関連議案を審議する。会議は取締役会会長

が招集し、かつ会議の14日前までに全ての取締役に対して招集通知を送付する。取締役会会議の議事日程及び関連

資料は、少なくとも会議の３日前までに取締役に送付しなければならない。2015年度において取締役会の定例会議

を招集した際、全て上記の規定に従い、招集通知を発し、取締役に対して議事日程及び関連資料を送付した。取締

役会は関連議案を充分に審議し、定期報告及び財務報告の中に含まれる情報にいかなる虚偽記載、誘導的陳述又は

重大な遺漏がなく、その記載内容は真実、正確、完全であり、当社の経営の継続に重大な悪影響を生じさせる事件

又は状況は見つからなかったことを確認した。

 

取締役会の定例会議では、主に四半期、半期及び年次の報告を審議し、これに関する事項を処理する。取締役会

の定例会議では、書面での持ち回り決議の方法で取締役会の承認を得ることはしない。緊急事態が発生した際に

は、10分の１以上の議決権を代表する株主、３分の１以上の取締役、監査役会、２名以上の非業務執行社外取締

役、取締役会会長又は当社の総裁の提案を経て、取締役会臨時会議を招集することができる。取締役会が臨時取締

役会において議決すべき決議案を書面で全ての取締役に送付し、かつ、議決権を有する取締役の半数以上が署名を

もって同意すれば、現場で取締役会臨時会議を開催する必要はなく、この書面での決議が有効な決議となる。

 

取締役に関し、取締役会会議で検討されようとしている事項につき重大な利益相反がある場合、取締役会会議に

おける当該事項の審議の際、利害関係を有する取締役は議決権を持たず、かつ定足数との関係において当該取締役

会会議への出席人数に算入しない。

 

全ての取締役は、取締役会秘書役又は会社秘書役の意見を求め、また、そのサービスを受けることができる。取

締役会秘書役は、取締役の懸念又は反対意見も含め、取締役会での審議及び決定の詳細な記録を作成する。取締役

会秘書役は、取締役から合理的な要求があった場合、検査のため議事録をその閲覧に供し、意見を陳述する。

 

現在、当社第５期取締役会は、業務執行取締役楊明生氏、林岱仁氏、許恒平氏及び徐海峰氏、非業務執行取締役

繆建民氏、張響賢氏、王思東氏及び劉家徳氏、社外取締役梁定邦氏、張祖同氏、白傑克氏及び湯欣氏から構成さ

れ、楊明生氏を取締役会会長とする。繆平氏、莫博世氏は、第４期取締役会任期が満了し、当社の取締役を退任し

た。蘇恒軒氏は業務異動により、黄益平氏は関連規定に基づき当社取締役を辞任した。

 

当社は、引き続きコーポレートガバナンス関連制度を完備した。香港証券取引所の上場規則附録十四コーポレー

トガバナンス規則の最新修正内容及び保険督管理委員会の第二代ソルベンシー監督管理制度体制建設企画のリスク

評価の関連要求に基づき、会社の実際運用状況を参照に、会社は2015年度に「会社定款」、「取締役会議事規則」

及び「リスク管理委員会議事規則」を修正した。主な修正内容には、会社業務範囲の変更、取締役会のリスク管理

及び内部統制システムに対する職責の増加、並びにリスク管理委員会のソルベンシーリスク管理の職責の増加等を

含む。
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2015年、当社取締役会メンバーは2014年中国保険市場教育に参加し、保険監督管理、業界発展、同業競争等の多

方面から2014年中国保険市場全体状況について全体的な解雇と分析を行った。保険監督管理委員会の要求に従い、

取締役会メンバーは「中国リスク選好ソルベンシー体制解読」教育に参加し、当社ソルベンシーリスク管理能力及

びソルベンシーの対外公開開示レベルは向上した。監督管理の要求に基づき、取締役会メンバーはアンチマネーロ

ンダリング関連教育に参加し、アンチマネーロンダリング最新法規制度及び当社アンチマネーロンダリング業務状

況を把握し、取締役のマネーロンダリングリスク防止能力は向上した。

 

１．会議及び出席状況

 

2015年度において第４期取締役会は２回の定期会議を開催した。いずれも現場会議であり、会議への出席状況は

次のとおりであった。

 

取締役氏名 取締役の

種別

本年度

参加すべき

取締役会の

回数

現場出席

回数

電話通信

方式による

参加回数

代理出席

回数

欠席回数 ２回連続

して会議に

自ら出席し

なかった

ことの有無

楊明生 業務執行

取締役

2 1 0 1(注1) 0 無

林岱仁 業務執行

取締役

2 2 0 0 0 無

蘇恒軒 業務執行

取締役

2 1 0 1(注2) 0 無

繆　平 業務執行

取締役

2 2 0 0 0 無

繆建民 非業務執行

取締役

2 1 0 1(注3) 0 無

張響賢 非業務執行

取締役

2 2 0 0 0 無

王思東 非業務執行

取締役

2 1 0 1(注4) 0 無

莫博世 社外取締役 2 2 0 0 0 無

梁定邦 社外取締役 2 2 0 0 0 無

張祖同 社外取締役 2 2 0 0 0 無

黄益平 社外取締役 2 2 0 0 0 無

(注)

1. 2015年４月28日に開催した第４期取締役会第20回会議において、楊明生取締役会会長は林岱仁取締役に、代理出席、表決及

び主宰を書面で委任した。

2. 2015年４月28日に開催した第４期取締役会第20回会議において、蘇恒軒取締役は繆平取締役に、代理出席及び表決を書面で

委任した。

3. 2015年３月10日に開催した第４期取締役会第19回会議において、繆建民取締役は張響賢取締役に代理出席及び表決を書面で

委任した。

4. 2015年４月28日に開催した第４期取締役会第20回会議において、王思東取締役は張響賢取締役に代理出席及び表決を書面で

委任した。
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2015年、第５期取締役会は４回の定期会議を開催した。そのうち現場会議は３回であり、現場と通信方式を合わ

せて開催された会議は１回であり、会議への出席状況は次のとおりであった。

 

取締役氏名 取締役の

種別

本年度

参加すべき

取締役会

回数

現場出席

回数

電話通信

方式による

参加回数

代理出席

回数

欠席回数 ２回連続

して会議に

自ら出席

しなかった

ことの有無

楊明生 業務執行

取締役

4 3 0 1(注1) 0 無

林岱仁 業務執行

取締役

4 4 0 0 0 無

許恒平 業務執行

取締役

3 3 0 0 0 無

徐海峰 業務執行

取締役

3 3 0 0 0 無

繆建民 非業務執行

取締役

4 2 0 2(注2) 0 有

張響賢 非業務執行

取締役

4 2 0 2(注3) 0 有

王思東 非業務執行

取締役

4 3 0 1(注4) 0 無

劉家徳 非業務執行

取締役

3 2 0 1(注5) 0 無

梁定邦 社外取締役 4 4 0 0 0 無

張祖同 社外取締役 4 4 0 0 0 無

黄益平 社外取締役 4 2 1(注6) 1(注7) 0 無

白傑克 社外取締役 3 3 0 0 0 無

(注)

1. 2015年10月28日に開催した第５期取締役会第３回会議において、楊明生取締役会会長は林岱仁取締役に、代理出席、表決及

び主宰を書面で委任した。

2. 2015年８月26日に開催した第５期取締役会第２回会議において、繆建民取締役は劉家徳取締役に代理出席及び表決を書面で

委任し、2015年10月28日に開催した第５期取締役会第３回会議において、繆建民取締役は張響賢取締役に代理出席及び表決

を書面で委任した。

3. 2015年５月28日に開催した第５期取締役会第１回会議において、張響賢取締役は王思東取締役に代理出席及び表決を書面で

委任し、2015年８月26日に開催した第５期取締役会第２回会議において、張響賢取締役は王思東取締役に代理出席及び表決

を書面で委任した。

4. 2015年12月22日に開催した第５期取締役会第４回会議において、王思東取締役は繆建民取締役に代理出席及び表決を書面で

委任した。

5. 2015年12月22日に開催した第５期取締役会第４回会議において、劉家德取締役は張響賢取締役に代理出席及び表決を書面で

委任した。

6. 2015年５月28日に開催した第５期取締役会第１回会議において、黄益平取締役は通信方式により会議に参加した。

7. 2015年12月22日に開催した第５期取締役会第４回会議において、黄益平取締役は梁定邦取締役に代理出席及び表決を書面で

委任した。
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２．社外取締役の職務履行状況

 

2015年において、当社社外取締役は、すべてマクロ経済、金融保険、コンプライアンス、財務監査などの面で豊

富な経験を有する人であり、各上場地の監督管理規則が要求する社外取締役の就任要件を具備している。当社の社

外取締役は、「当社定款」及び当社上場地の上場規則の規定及び要件に従って以下の職責を履行した。

 

各社外取締役は、勤勉に職責を果たし、忠実に職務を履行し、2015年度に開催された当社取締役会及び専門委員

会会議に出席し、当社の業務発展、財務管理、関連取引等の状況について審査確認を行い、取締役会専門委員会の

構築に参与し、当社の重大決定に対して専門的かつ建設的な意見を提供し、関連者の報告を真剣に聴取し、当社の

日常経営状態及び生じる可能性のある経営リスクを適時に把握し、取締役会において意見を発表し、職権を行使

し、積極的に社外取締役の職責を履行した。取締役会会長と非業務執行取締役及び社外取締役との年度専門会議に

おいて、各社外取締役は、グローバル資本市場の発展、投資収益、リスクバランス等の多方面から関連する提案を

行い、かつコーポレート・ガバナンス、チームの構築及び営業方法について建設的な提案を行った。取締役会は、

社外取締役会の意見と提案を非常に重要視し、社外取締役との交流を積極的に強化し、充分な議論と検討を経た上

で社外取締役の関連提案を採用した。2015年において、当社は社外取締役に多種の資料を提供し、その保険業界の

関連情報の理解に供した。各社外取締役は、多種のルートにより当社経営管理状況に関する情報を取得し、科学的

かつ慎重な政策決定の基盤を形成した。

 

2015年において、社外取締役と社外監査人（安永華明会計師事務所（特殊普通パートナー）及びアーンスト・ア

ンド・ヤング）代表は１回の専門会議を開催し、2014年度監査業務、年度財務報告、第二代ソルベンシー監督管理

制度の実施の当社に対する影響等の事項について単独で検討を行い、併せて会社監査に関する業務について交流を

行った。

 

2015年８月19日から24日まで、社外取締役梁定邦氏、張祖同氏及び白傑克氏は、錫林郭勒支店及び赤峰支店に赴

いて視察を行い、内モンゴル自治区支店、錫林郭勒支店及び赤峰支店の業務報告を聴取し、支店の経営人メンバー

と深く会談を行い、赤峰支店営業部職場を現地視察し、支店の経営発展状況及びリスクコントロール状況を把握し

た。各視察を経て、取締役会は支店業務状況を十分に把握し、取締役会決定の実効性を検査し、会社のコンプライ

アンス及びリスクコントロール業務を強化した。

 

本書報告対象期間中、社外取締役は、当社の取締役会の審議した議案及び事項について異議を提出しなかった。

 

取締役会会長及び総裁

 

本書報告期間中、楊明生氏が当社の取締役会会長を務めた。取締役会会長は当社の法定代表者であり、主に取締

役会会議の招集及び運営、取締役会決議の実施状況の検査、年次株主総会に取締役会の下にある委員会の委員長と

ともに出席し株主からの質問に回答すること、会社の発行する証券及びその他重要書類への署名すること、取締役

会の有効な運営を指導し、履行すべき職責を履行すること、取締役が取締役会の事務に全力を尽くすことを奨励す

ること、公開で積極的に検討を行う文化を提唱すること、非業務執行取締役及び社外取締役の専門会議を招集する

こと並びに取締役会の付与するその他の権限を行使することにつき、責任を負う。取締役会会長は、取締役会に対

して責任を負い、その活動の報告を行なう。当社の総裁は林岱仁氏が務め、総裁は、当社の日常業務、主に取締役

会において承認された戦略及び政策、経営計画及び投資案の実施、内部管理体制及び基本管理制度の策定、会社の

基本規程の制定、取締役会に対しその下にある幹部役員の選任又は解任を提案すること、並びに定款及び取締役会

により付与されるその他の権限の行使につき、責任を負う。総裁は、当社の経営状態について、取締役会に対し全

面的に責任を負う。
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監査役会

 

当社は、「会社法」及び「当社定款」に基づき、監査役会を設置している。監査役会は、「会社法」、「会社定

款」及び「監査役会議事規則」に従って以下の権限を行使する。財務の検査、取締役・総裁・副総裁及びその他の

幹部役員の職務執行における法令、定款、株主総会決議違反の行為を監督すること。取締役会が審議した財務報告

書、事業報告書、利益配分案などの財務資料を審査すること。臨時株主総会の招集を求めること。株主総会に議案

を提出すること。その他法令及び上場地の監督管理規則が規定する職権を行うこと。

 

監査役会は、株主代表等従業員代表でない監査役及び従業員代表の監査役によって構成され、そのうち従業員代

表の比率は３分の１を下回ってはならない。株主代表等従業員代表でない監査役の選任及び解任は、株主総会にお

いてなされ、従業員代表は民主的な手続により選任又は解任される。

 

監査役会は株主総会に対して責任を負い、株主総会に対して法に従ったその職務の履行状況を報告する。また、

当社の報告期間内における法による経営、財務報告、関連取引、内部統制などについて評価を行う。

 

監査役会は、監査役会会長が招集する。当社は定款に従い、監査役会議事規則を制定し、監査役会会議制度を創

設した。監査役会会議は、開催される確実性に応じて、定例会議及び臨時会議に分けられる。定例会議は少なくと

も毎年３回開催され、主な議題は、会社の財務報告及び定期報告について聴取及び審議を行い、会社の財務状況及

び内部統制の状態を検査することである。必要があれば、臨時会議を招集することができる。

 

現在、当社の第５期監査役会は非従業員代表監査役繆平氏、史向明氏及び熊軍紅女史、従業員代表監査役詹忠氏

及び王翠菲女史により構成され、繆平氏が監査役会会長である。夏智華女史、楊翠蓮女史及び李学軍氏は第４期監

査役会の任期満了により当社監査役を退任した。

 

１．会議及び出席状況

 

2015年度において第４期監査役会は２回の会議を開催し、会議への出席状況は、次のとおりであった。

 

監査役氏名 出席回数 出席率

夏智華 2/2 100%

史向明 2/2 100%

楊翠蓮 1/2（注） 50%

李学軍 2/2 100%

熊軍紅 2/2 100%

（注）

2015年４月28日に開催した第4期監査役会第17回会議において、楊翠蓮監査役は史向明監査役に代理出席及び表決を書面で委任

した。
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2015年度において第５期監査役会は４回招集され、会議への出席状況は次のとおりであった。

 

監査役氏名 出席回数 出席率

繆平 4/4 100%

史向明 3/4（注1） 75%

熊軍紅 4/4 100%

詹忠 4/4 100%

王翠菲 3/4（注2） 75%

（注）

1. 2015年10月28日に開催した第５期監査役会第３回会議において、史向明監査役は詹忠監査役に代理出席及び表決を書面で委

任した。

2. 2015年８月26日に開催した第５期監査役会第２回会議において、王翠菲監査役は詹忠監査役に代理出席及び表決を書面で委

任した。

 

２．監査役会による本報告対象期間中の監査事項についての異議の有無

 

監査委員会

 

当社は、2003年６月30日に監査委員会を設立した。2015年度、監査委員会は全員、社外取締役により構成され

た。現在、当社第５期取締役会監査委員会は、社外取締役の白傑克氏、張祖同氏及び湯欣氏により構成され、白傑

克氏が主席を務める。莫博世氏は、第４期取締役会監査委員会の任期の満了により当社監査委員会主席を退任し、

黄益平氏は関連規定に基づき当社第５期取締役会監査委員会委員を辞任した。

 

監査委員会の全ての委員は、財務に関し豊富な経験を有している。同委員会の主な職責は、財務報告の審査及び

監督、内部統制制度の有効性の評価、内部監査制度の監督、外部の会計監査人の招聘及び変更、並びに内部監査と

外部監査のコミュニケーション及び会社内部通報体制を図ることである。

 

１．会議及び出席状況

 

2015年度に、第４期取締役会監査委員会の定期会議は２回開催され、各委員の出席状況は以下のとおりであっ

た。

 

委員氏名 役職 出席回数 出席率

莫博世 社外取締役、第４期監査委員会主席 2/2 100%

張祖同 社外取締役、第４期監査委員会委員 2/2 100%

黄益平 社外取締役、第４期監査委員会委員 2/2 100%

 

2015年に、第５期取締役会監査委員会の定期会議は３回開催された。各委員の出席状況は以下のとおりであっ

た。

 

委員氏名 役職 出席回数 出席率

白傑克 社外取締役、第５期監査委員会主席 3/3 100%

張祖同 社外取締役、第５期監査委員会委員 3/3 100%

黄益平 社外取締役、第５期監査委員会委員 2/3(注) 67%

(注)

2015年12月21日に開催した第５期取締役会第３回会議において、黄益平取締役は張祖同取締役に代理出席及び表決を書面で委

任した。
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監査委員会の職務履行状況

 

2015年度、監査委員会は厳格に「監査委員会議事規則」に基づき関連職能を履行した。各委員は適時に各回会議

に参加し、当社の会計監査、財務報告、関連取引、内部統制、コンプライアンス等に関する議案を審議した。監査

委員会会議において、各委員は積極的に会議議論に参加し、かつ会議の審議議案について積極的に指導的な意見を

提出した。

(1)財務報告の審議承認。監査委員会は、その職責に基づき当社の年度、半期、四半期財務報告及びソルベン

シー能力報告を審議承認した。監査委員会は、当社の財務報告は、真実、正確、完全に当社の全体状況を反映した

と認め、かつ書面意見を作成した。監査委員会は審議を通じて、当社の財務報告書、当社年度報告及び勘定、半期

報告及び四半期報告の完全性を監察し、財務諸表、報告書等の重大な事項を審査閲覧し、当社情報開示における財

務情報の正確性、完全性及び財務報告の一致性を保証した。会計士事務所が立ち入り監査を行う前及び年報の審議

前に、監査委員会は会計監査人と関連状況を交流し、会計監査の業務手配に関する報告を聴取した。会計士事務所

が前提的監査意見を提出した後、監査委員会は直ちに会計士事務所と蜜に交流し、会計監査過程における問題の有

無等を調べた。

(2) 関連取引審議状況。2015年監査委員会は当社と国寿投資公司による保険資金オルタナティブ投資運用委託契

約の締結の関連取引議案を審議し、かつ取締役会及び株主総会の審議に上程し、当社関係者名簿に関する報告を聴

取した。監査委員会は、関連取引監査報告を審議し、関連取引法令を真剣に実行した。当社の新たに生じた関連取

引は全て書面協議を締結し、協議締結手続を完備し、協議の内容は法に従い規定に適合し、審議承認及び開示手続

は監督管理規定に適合し、上場地監督管理規定に基づき上場会社の義務を十分に履行した。

(3)外部監査機構の業務を監督及び評価し、外部監査人との交流を強化した。定期会議を基に、監査委員会は当

社の関連職能部門、外部監査人を調整して監査委員会事前交流会議を開催し、当社年度監査計画を検討し、年度監

査サービス範囲を確定し、かつ監査人による定期財務報告監査結果及び審査状況に関する報告を聴取した。交流を

通じて、当社内部統制の有効性を強化し、同時に外部監査人による勤勉な職責履行を更に監督した。

(4)内部統制の有効性の評価及び当社のコンプライアンスの監督。監査委員会は、米国「サーベンス・オクス

リー法」第404条を遵守し、当社内部統制管理展開の関連業務を指導し、内部統制評価業務計画を制定し、内部統

制評価業務報告を審議承認し、かつ内部統制問題発見整備状況を検査した。保険監督管理委員会及び上海証券取引

所の関連要求に従い、監査委員会は真剣に職責を履行し、当社の業務のコンプライアンスを監督した。職責要求に

基づき、監査委員会はそれぞれ当社年度、半期コンプライアンス報告を審査し、監査委員会業務が厳格に関連監督

管理規定の要件に従い合理的、有効に展開されることを保証した。

(5)内部監査機能の検査。「当社2014年内部監査業務総括、2015年内部監査業務計画及び経費予算に関する議

案」、「当社2015年上半期内部監査業務総括及び下半期内部監査業務計画に関する議案」等の議案を審議し、内部

監査部門と社外監査人の交流を促進し、かつ当社内部監査機能が有効であると認めた。

(6)支店視察活動の実施。監査委員会主席白傑克氏と監査委員会委員張祖同氏は、2015年８月19日から24日まで

錫林郭勒支店及び赤峰支店に赴いて業務視察を行い、当社の現地に適合するよう差別化された財務政策の制定につ

いて建設的な意見を提出した。
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指名及び報酬委員会

 

当社は2003年６月30日に管理職育成及び報酬委員会を設置した。2006年３月16日、取締役会は管理職育成及び報

酬委員会を、指名及び報酬委員会と改称した。委員会の多数の構成員は社外取締役である。指名及び報酬委員会は

主に、取締役会の枠組み、人数及び組成の検討、取締役及び幹部役員の委任、再任計画、審査基準の策定、幹部役

員の育成及び報酬政策の策定につき責任を負う。

 

現在、当社第５期取締役会指名及び報酬委員会は、社外取締役の張祖同氏及び白傑克氏並びに非業務執行取締役

の繆建民氏により構成され、張祖同氏が主席を務める。莫博世氏は、第４期取締役会指名及び報酬委員会の任期満

了により、当社指名報酬委員会委員を退任した。

 

指名及び報酬委員会は、取締役の指名については取締役会顧問の役割を果たし、まず新取締役の指名の人選に関

して協議し、その後取締役会に推薦し、取締役会が、株主総会に提出して選挙を行うかどうかを決定する。指名及

び報酬委員会並びに取締役会は、主に当該人物の学歴、保険業界における管理及び研究の経験、並びに当社への今

後の貢献の程度を考慮する。社外取締役の指名については、指名及び報酬委員会は該当人選の独立性に特に留意す

る。

 

指名及び報酬委員会は取締役会の授権を得て、執行取締役及び幹部役員の特定報酬待遇を決定する。業務執行取

締役及びその他幹部役員の固定給は、市場の水準及び職位の価値に基づき規定され、業績賞与は業績に基づき査定

し決定される。取締役の報酬及び株式評価益権プランの付与数量は、市場のレベル及び当社の実情を参照のうえ決

定される。

 

１．会議及び出席状況

 

2015年度、第４期取締役会指名及び報酬委員会定期会議は２回開催され、各委員の出席状況は次のとおりであっ

た。

 

委員氏名 役職 出席回数 出席率

張祖同 社外取締役、第４期指名及び報酬委員

会主席

2/2 100%

莫博世 社外取締役、第４期指名及び報酬委員

会委員

2/2 100%

繆建民 非業務執行取締役、第４期指名及び報

酬委員会委員

2/2 100%

 

2015年度、第５期取締役会指名及び報酬委員会は２回の定期会議を開催した。各委員の出席状況は次のとおりで

あった。

 

委員氏名 役職 出席回数 出席率

張祖同 社外取締役、第５期指名及び報酬委員

会主席

2/2 100%

白傑克 社外取締役、第５期指名及び報酬委員

会委員

1/1 100%

繆建民 非業務執行取締役、第５期指名及び報

酬委員会委員

1/2(注) 50%

（注）

2015年８月26日に開催した第５期取締役会指名及び報酬委員会第２回会議において、繆建民取締役は張祖同取締役に代理出席

及び表決を書面で委任した。
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２．指名及び報酬委員会の職責履行状況

2015年度、指名及び報酬委員会は、取締役、監査役及び幹部役員の報酬に関する方案、取締役候補者、幹部役員

の指名、業務目標及び査定結果を審議した。議事規則要求に基づき、監査委員会と指名及び報酬委員会の職責履行

状況報告を審議した。指名及び報酬委員会会議において、各委員は議論に積極的に参加し、かつ会議議案に積極的

に専門的な意見を提出した。

 

(1)当社取締役、幹部役員の任命提案。「指名及び報酬委員会議事規則」及び「取締役会メンバー多様化政策」

に基づき、指名及び報酬委員会は、取締役会の枠組み、人数及び構成を真摯に検討し（性別、年齢、文化及び教育

背景、技能、知識及び経験等の多様な要素を含む）、当社第５期取締役会候補者を選抜し推薦した。各取締役候補

者及び取締役会の下に設置された各委員会メンバーの専業資格、業界背景、社外取締役の独立性などについて充分

に審議を行い、かつ審議意見を取締役会に提出した。幹部役員候補者の資格、技能、知識及び経験について真摯に

評価を行い、候補者が当社の要求に適合することを確保し、取締役会に審査意見を提出し、関連議案を取締役会の

審議に提出することに同意した。

(2) 当社取締役、監査役、幹部役員報酬政策の提出。指名及び報酬委員会は、併せて業務発展管理、戦略・投資

意思決定、コーポレート・ガバナンス・コントロール等の様々な要素を考慮し、すべての業務執行取締役及び幹部

役員の特定報酬待遇を真摯に審査決定し、各業務執行取締役、非業務執行取締役及び社外取締役の役務契約の条項

を承認し、当社と各取締役との役務契約の締結を監督し、取締役の権利、義務、待遇を明確にし、かつその職務履

行状況について真摯に査定を行った。保険監督管理委員会の要求に従い、指名報酬委員会は当社年度報酬管理報告

を審議通過し、当社の報酬管理制度について自己評価を行い、指名及び報酬委員会は関連議案を取締役会審議に提

出することに同意した。

(3)当社幹部役員の業績査定の実施。指名及び報酬委員会は、幹部役員の2014年度業績査定結果及び2015年度業

績目標契約について審議を行い、かつ業績目標制定、業績査定プロセス及び業績査定結果等の関連事項について取

締役会に提案を提出した。

 

リスク管理委員会

 

当社は、2003年６月30日にリスク管理委員会を設置した。

リスク管理委員会の主な職責は、会社のリスク制限指標体系を整備すること、経営陣による内部統制制度の構築

及び整備を支援すること、会社の業務リスク管理政策を策定すること、会社の業務リスク及び内部統制の状況に関

する評価報告を検査、閲覧すること、突発的な重大リスク又はアクシデントの処理に協力することにある。

 

現在、当社第５期取締役会リスク管理委員会は、社外取締役の梁定邦氏、非業務執行取締役の張響賢氏及び劉家

徳氏、業務執行取締役の許恒平氏により構成され、梁定邦氏が主席を務めている。繆平氏は、第４期取締役会リス

ク管理委員会の任期完了により、当社リスク管理委員会委員を退任した。

 

１．会議及び出席状況

 

2015年度、第４期取締役会リスク管理委員会は、２回の会議を開催した。各委員の出席状況は次のとおりであっ

た。

 

委員氏名 役職 出席回数 出席率

梁定邦 社外取締役、第４期リスク管理委員会主席 2/2 100%

張響賢 非業務執行取締役、第４期リスク管理委員会委員 2/2 100%

繆　平 業務執行取締役、第４期リスク管理委員会委員 2/2 100%
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2015年度、第５期取締役会リスク管理委員会は２回の定期会議を開催した。各委員の出席状況は次のとおりで

あった。

 

委員氏名 役職 出席回数 出席率

梁定邦 社外取締役、第５期リスク管理委員会主席 2/2 100%

張響賢 非業務執行取締役、第５期リスク管理委員会委員 1/2（注1） 50%

劉家徳 非業務執行取締役、第５期リスク管理委員会委員 1/2（注2） 50%

許恒平 業務執行取締役、第５期リスク管理委員会委員 2/2 100%

（注）

１. 2015年10月28日に開催した第５期取締役会リスク管理委員会第１回会議において、張響賢取締役は劉家徳取締役に代理出

席及び表決を書面で委任した。

2. 2015年12月21日に開催した第５期取締役会リスク管理委員会第２回会議において、劉家徳取締役は張響賢取締役に代理出席

及び表決を書面で委任した。

 

２．リスク管理委員会の職責履行状況

 

2015年度、リスク管理委員会は「リスク管理委員会議事規則」に基づき関連職能を履行した。各委員は職責を果

たして義務を履行し、当社内部統制制度、リスク管理、コンプライアンス建設等の面における議案について指導的

な意見を提出した。

(1)取締役会リスク管理委員会会議に出席し、当社リスク管理業務を指導した。2015年、リスク管理員会各委員

は、勤勉に職責を果たし、適時に各会議に参加し、当社リスク管理及び内部統制に関する議案を審議した。会議に

おいて、各委員は会議議論に積極的に参加し、会議審議議案に積極的に指導的な意見を提出した。

(2)取締役会に対してリスク管理議案に関する審議意見を発表した。2015年、リスク管理委員会は国内外監督管

理要求に従い密接に監督を行い、かつ、当社の内外のリスクを有効に防止し、取締役会に協力して当社内部統制制

度を構築、完備し、当社業務リスク管理政策を制定し、当社の業務リスク及び内部統制状況に関する評価報告を審

議した。当社保険資産リスク五級分類弁法（試行）、当社投資信用リスク評価管理体制等のリスク管理面の議案に

ついて取締役に審議意見を発表し、取締役会の科学的な態様での意思決定に専門的なサポートを提供した。

(3)取締役会監査委員会会議に列席し、年度コンプライアンス報告及び年度内部統制評価業務に関する事項を聴

取した。2015年、リスク管理委員会委員は第４期取締役会監査委員会第13回会議に列席し、2014年度内部統制評価

業務、当社内部統制体制及びCOSO新枠組標準化転換業務の報告を聴取した。

(4)支店視察活動を展開した。2015年８月19日から24日までリスク管理委員会主席梁定邦氏は錫林郭勒支店及び

赤峰支店に赴いて業務を視察し、支店リスク防止状況を調査し、かつ支店に業務発展においてリスク防止意識を強

化し、リスクアンダーラインを守る提案を提出し、当社のコンプライアンス及びリスク防止業務を強化した。

 

戦略及び投資意思決定委員会

 

当社は2003年６月30日に戦略委員会を設置した。2010年10月、第３期取締役会第９回会議の審議可決を経て、戦

略委員会を基礎に、戦略及び投資意思決定委員会を設立した。当社戦略及び投資意思決定委員会の主な職責は、会

社の長期発展戦略及び重大な投融資案を作成し、重要な資産運用、資産経営事項について提案を行い、その他会社

の発展に影響を与える重大な事項について研究、提案を行うことである。

 

現在、第５期取締役会戦略及び投資意思決定委員会は、社外取締役の湯欣氏及び梁定邦氏、非業務執行取締役の

王思東氏、業務執行取締役の林岱仁氏及び徐海峰氏により構成され、湯欣氏が主席を務めている。蘇恒軒氏は、業

務異動により、第４期取締役会戦略及び投資意思決定委員会を離任し、黄益平氏は関連規定に基づき第５期取締役

会戦略及び投資意思決定委員会主席を離任した。
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１．会議及び出席状況

 

2015年度、第４期取締役会戦略及び投資意思決定委員会は、２回の定期会議を開催した。各委員の出席状況は次

のとおりであった。

 

委員氏名 役職 出席回数 出席率

黄益平 社外取締役、第４期取締役会戦略及び投資意思決定委員会主席 2/2 100%

林岱仁 業務執行取締役、第４期取締役会戦略及び投資意思決定委員会委員 1/2(注1) 50%

王思東 非業務執行取締役、第４期取締役会戦略及び投資意思決定委員会委員 1/2(注2) 50%

蘇恒軒 業務執行取締役、第４期取締役会戦略及び投資意思決定委員会委員 1/2(注3) 50%

梁定邦 社外取締役、第４期取締役会戦略及び投資意思決定委員会委員 2/2 100%

（注）

１. 2015年３月23日に開催した第４期取締役会戦略及び投資意思決定委員会第15回会議において、林岱仁取締役は蘇恒軒取締

役に代理出席及び表決を書面で委任した。

2. 2015年３月23日に開催した第４期取締役会戦略及び投資意思決定委員会第15回会議において、王思東取締役は梁定邦取締役

に代理出席及び表決を書面で委任した。

3. 2015年４月28日に開催した第４期取締役会戦略及び投資意思決定委員会第16回会議において、蘇恒軒取締役は林岱仁取締役

に代理出席及び表決を書面で委任した。

 

2015年度、第５期取締役会戦略及び投資意思決定委員会は、３回の定期会議を開催した。各委員の出席状況は次

のとおりであった。

 

委員氏名 役職 出席回数 出席率

黄益平 社外取締役、第５期取締役会戦略及び投資意思決定委員会主席 2/3(注) 67%

林岱仁 業務執行取締役、第５期取締役会戦略及び投資意思決定委員会委員 3/3 100%

王思東 非業務執行取締役、第５期取締役会戦略及び投資意思決定委員会委員 3/3 100%

徐海峰 業務執行取締役、第５期取締役会戦略及び投資意思決定委員会委員 3/3 100%

梁定邦 社外取締役、第５期取締役会戦略及び投資意思決定委員会委員 3/3 100%

(注）

2015年12月21日に開催した第５期取締役会戦略及び投資意思決定委員会第３回会議において、黄益平取締役は梁定邦取締役に

代理出席及び表決を書面で委任した。

 

２．戦略及び投資意思決定委員会の職責履行状況

 

2015年度、戦略及び投資意思決定委員会は適時に各会議に参加し、当社保険資金運用、年度投資事項、重大戦略

プロジェクト及び年度関連報告等に関する議案を審議した。各委員は、勤勉に職務を尽くし、戦略及び投資意思決

定委員会会議において各委員は積極的に議論に参加し、かつ会議審議議案について積極的に専門的な提案を提出し

た。

 

(1)　当社保険資金運用事項の検討。戦略及び投資意思決定委員会の各委員は、保険資金運用面における監督管

理規定を真摯に検討し、当社業務需要に応じて当社の国外私募市場委託投資及び融資額授権、当社国外資産配置計

画及び委託投資授権、当社人民元資産市場化委託投資授権等の展開議案を審議した。各投資業務の順調な展開を有

効に促進するため、戦略及び投資意思決定委員会は関連する年度授権体制を検討し、取締役会の意思決定に重要な

参考を提供した。

 

(2)　当社年度投資計画及び委託投資事項の審議。2015年度、戦略及び投資意思決定委員会は当社年度投資計

画、当社年度自社用不動産投資計画等の投資計画議案、当社年度非自社用不動産投資授権、当社年度保険資産管理

商品投資授権等の投資授権議案、当社の資産管理委託子会社、国寿投資会社の年度協議及び投資管理マニュアル等

の投資マニュアル議案を審議した。戦略及び投資意思決定委員会は、上記の関連議案について充分な審議を行い、

取締役会に審議意見を提出した。
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(3)　当社重大戦略プロジェクトの論証。2015年度、当社人民元資本補充債務ツールの国外発行、当社資本的債

務融資、当社2016-2020年度戦略資産配当計画、当社国外上級債券の発行、中国人寿健康保険有限責任公司の設立

計画等の重大戦略プロジェクトに関して、戦略及び投資意思決定委員会はプロジェクト案の必要性、実行可能性及

びリスクについて充分な論証を行い、取締役会に重要な提案を提出した。

 

(4)　当社年度関連報告の検討。戦略及び投資意思決定委員会は、当社「第12回五ヵ年計画」概要年度評価、将

来五年間のソルベンシー及び資本計画に関する報告を審議し、検査評価に合わせて、各発展目標の執行状況及び主

要業務措置の着実状況を計画し、国内外市場全体状況及び将来発展動向、評価中に見つけた主な問題に加え、将来

五年間のソルベンシーについて計画を行い、同時に次の段階の重要な業務思路及び改進措置を提案した。

 

(c)内部統制及びリスク管理

 

当社は、内部統制の宣伝及び内部統制に関する制度整備の強化に尽力し、「企業内部統制基本規範」、「企業内

部統制関連マニュアル」、「上海証券取引所上場会社内部統制マニュアル」、「香港証券取引所有限公司証券上場

規則」、保険監督管理委員会の「保険会社の内部統制基本規範」の要求に従って法人のガバナンス体制をめぐっ

て、内部統制、制度実行、リスク管理などの方面で多くの活動を行い、「中国人寿保険股份有限公司内部統制執行

マニュアル（2015年版）」を制定発行し、内部統制基準の実行、内部統制評価などの業務を強化し、積極的に内部

統制文化及び理念を宣伝し、当社の内部統制レベルは引続き向上した。

 

当社は、上海証券取引所の「上場会社の2015年年度報告における業務開示の改善に関する通知」の要求に従っ

て、2015年度報告を開示する同時に、内部統制報告書を開示した。同時に、海外私人発行者として、当社は米国

「サーベンス・オクスリー法」第404条の要求に基づき、米国証券取引委員会（SEC）に提出するフォーム20-F（米

国アニュアル・レポート）において2015年12月31日現在における財務報告書に関する内部統制制度について専門評

価報告を行わなければならない。上場地の内部統制についての法規要求に基づき、当社は2015年12月31日現在にお

ける米国「サーベンス・オクスリー法」第404条及び上海証券取引所が要求する関連内部統制評価活動を完了し、

関連内部統制は有効であると認定した。当社は、社外会計監査人による、2015年12月31日現在における、当社及び

財務報告書に関する内部統制の有効性について、無限定の監査意見を受領した。当社の評価報告及び社外会計監査

人の監査報告は、いずれも当社が上海証券取引所に提出するアニュアル・レポートの別紙及びSECに提出した

フォーム20-Fに含まれている。

 

健全かつ有効な内部統制を構築しその有効性を評価し、かつ内部統制評価報告をありのままに開示することは、

取締役会の責任である。当社の取締役会及び監査委員会は、当社の内部統制業務を主導し、監査役会は取締役会が

実施する内部統制評価について監督を行う。当社は、本店、支店にそれぞれ内部統制及びリスク管理部、内部統制

コンプライアンス部を設置し、国内監督管理要求及び米国「サーベンス・オクスリー法」第404条の要求に基づき

経営陣の検査を展開し、当社の内部統制の整備及び実施の有効性について評価を行い、取締役会、監査委員会、経

営陣に報告する。

 

当社は、監督管理部門の要求に従い、当社自身の業務特徴と管理要求に合わせて、貨幣資金、保険業務、対外投

資、実物資産、情報技術、財務報告、情報開示などの面において、一連の内部統制措置及びプロセスを制定、実施

し、資産の安全性、完全性を保証し、厳格に国の関連法律法規及び当社内内部の各種の規則制度を遵守し、会計情

報の質を向上させた。

 

当社の個人保険、団体保険、銀行保険、健康保険及びイー・ビジネスなどの各販売ルートはすべてチームを整備

しており、販売経営、システム的管理などの面において比較的完全な内部統制制度を構築し、相応する管理権限及

び操作プロセスを規範化し、有効に営業員の従業リスクの防止及び管理を展開した。当社は、明確な保険確認、賠

償確認、保全の業務プロセス及び権限管理規定を整備し、業務操作基準及びサービス品質基準を明確にし、相応す

る業務管理、伝票管理、ファイル管理システムを開発し、業務処理権限の管理を更に規範化し、業務リスクの管理

統制能力を強化し、サービスレベルを向上させた。
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当社は、「中華人民共和国会計法」、「企業会計基準」などの関連法律、法規に基づき、当社の業務発展及び経

営管理の需要に応じて、「中国人寿保険股份有限公司会計制度」及び「中国人寿保険股份有限公司会計実務」を制

定発行した。当社の各レベルの会計機構は厳格に会計制度及び各項基本制度の規定に従って執行し、会計計算及び

財務報告作成業務を規範化した。当社の各レベルの会計機構は、合理的に職務を設置し、職務職責及び管理権限を

明確にし、関係のない職務への兼任を厳格に禁止し、財務リスクを有効にコントロールした。

 

当社は、「中国人寿保険股份有限公司定期報告情報開示の重大過失責任追及管理弁法」を制定し、定期報告情報

開示の基本責任、定期報告情報開示の重大過失及びその責任追及に対して規定を行った。2015年12月31日現在、当

社の定期報告情報開示においては、重大な過失の状況は生じていない。当社のインサイダー情報管理を規範化し、

当社インサイダー情報秘密保持業務を強化するため、当社は「中国人寿保険股份有限公司インサイダー情報取得者

管理弁法」を制定し、当社の各部門、支店、子会社及び重要な資本参加会社において厳格に実行した。

 

当社は、関連法令及び投資管理実際状況に基づき、投資意思決定関連制度体制を構築し、制度面において投資管

理の審議承認意思決定機構、授権体制及び具体的な意思決定プロセスを明確にした。全ての重大投資意思決定は、

いずれも適切なレベルで審議承認され、かつ実際の執行面において厳格に各投資管理制度の規定に従っている。投

資意思決定委員会は、当社の常設投資意思決定サポート機構であり、重大投資事項の審議の責任を負い、かつ管理

部による意思決定のサポートを提供している。

 

当社は、完全な情報技術制度体制を設立し、統一的な評価、統一的な公布、定期的な検査、継続的に改善される

クローズドループ制御体制を構築し、情報安全体制建設業務を推進した。システム開発及びテスト過程並びに日常

運行及び管理において、一連の有効な内部統制措置を制定し、実施することを通して、情報安全管理統制を絶えず

強化し、情報安全管理レベルを向上させた。

 

当社の内部統制及びリスク管理部、監査部及び監察部は、内部統制の監督検査業務を担当する。内部統制及びリ

スク管理部は、ウォークスルーテスト、コントロールテスト、リスク分析などの方法の総合運用を通して、制度設

計、統制執行及びリスク管理統制において存在する問題を適時に発見し、制度規定の整備、遵守の強化及び責任の

追及などの措置を通して、抜け穴を塞ぎ、リスクを防止し、損失を減少させた。

 

監査部は、リスク指向の原則を堅持し、戦略的な資源投入監査、伝票及び印章管理監査、費用支出超過の監査、

情報システムセキュリティーの監査、関連取引の監査、内部統制欠陥整備の監査、継続監査、アンチマネーロンダ

リング等における特別及び通常の監査項目を調整・展開し、速やかに潜在的リスクを発見し、かつ整備体制の改善

及び促進により、整備改善能力を向上させ、監査成果の運用を強化し、当社の法に基づく経営を促す。その他のコ

ンプライアンス監査を着実に展開し、内部監査監督、サービス職能を十分に発揮し、同時に新たな情勢における監

査監督方法を積極的に探索し、リスクの高い一部の業務領域について非現場監視を行い、内部監査効率、効果及び

サービスの役割を絶えず向上した。当社は、従業員の規定違反、紀律違反、法律違反案件の報告、調査、処理及び

責任追及について専門的に関連規定を制定し、監察部が手配、実施し、従業員の規定違反、紀律違反、法律違反案

件が適時に処理されることを確保し、かつ関連者の責任を厳格に追及されるようにした。当社は、保険販売従業員

に係る案件（特に司法案件を指す）に関する報告及び責任追及管理は監査部が保険監督管理委員会の「保険司法案

件報告制度の設立に関する通知」等の関連規定及び当社の「案件責任追及実施細則」等の関連制度に基づいて手

配、実施し、かつ保険監督管理部門の保険機構案件管理業務に関する要求に基づいて、当社の関連制度規範を絶え

ず改善する。
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リスク管理

 

当社は、取締役会が最終的な責任を負い、管理層が直接リードし、リスク管理機構を基に、関連職能部門が密接

に協力する五段階組織を構築した。第一段階は、コーポレート・ガバナンス階層で、取締役会、監査役会及び取締

役会の下に設置したリスク管理委員会及び監査委員会が含まれる。第二段階は、本社階層で、総裁室の下に内部統

制及びリスク管理委員会を設置し、内部統制及びリスク管理部、法律及びコンプライアンス部、監察部、会計監査

部、並びに財務及び業務管理に関する職能部門を設置した。第三段階は、省級支店階層で、総経理室の下に内部統

制及びリスク管理委員会を設置し、内部統制コンプライアンス部、監察部、並びに財務及び業務管理に関する職能

部門を設置した。第四段階は、地方市級支店階層で、監察（法律コンプライアンス）部及び関連職能部門が含まれ

る。第五段階は、県級支店階層で、内部統制及びリスク管理責任者を明確にした。当社は、リスク管理コントロー

ル組織枠組の構築を通して、各級リスク管理部門を主導に、関連職能部門を主体に、縦断的な意思決定コントロー

ルシステムと横断的な相互協力体制を支えに、全面的なリスク管理を中心に、縦横に交差した網状リスク管理コン

トロール体制を構成し、全面的にカバーし、全員が参与し、全プロセスが有効な当社の全面的なリスク管理体制の

実現に堅実な基礎を築いた。

 

2015年、当社は保険監督管理委員会による「第二代ソルベンシー監督管理制度体制建設企画」過渡期試験運行業

務要求に従い、ソルベンシーリスク管理体制建設プロジェクトを展開し、全面的に監督管理規則に基準を合わせ、

制度完備性及び執行有効性の二つの面から監督管理評価基準を詳細化し、ソルベンシーリスク管理制度システム及

び体制を完備し、リスク選好構成及び伝達体制を最適化し、監督管理要求に基づきソルベンシーリスク管理仮評価

を行い、仮評価得点が有効に向上し、同時に仮評価結果について深い分析及び任務分解をを行い、ソルベンシーリ

スク管理能力を継続的に改善させた。当社は、保険監督管理委員会の「生命保険会社の全面的なリスク管理実施マ

ニュアル」を遵守し続け、リスク管理の枠組み全体を整理・改善し、リスク事前警告及びレベル別管理業務を展開

し続け、重点的なリスク領域に対する防止能力を強化した。

 

当社の主要リスク要素についての分析及び管理は本書連結財務諸表注記４を参照のこと。

 

(d)支配株主に対する当社の独立性

 

人員面：当社は、労働、人事及び賃金管理などの面において独立している。

資産面：当社は、主要業務経営に関する資産を有し、現在株主に担保を提供していない。当社の資産は独立、完全

であり、当社株主及びその他の関係者から独立している。

財務面：当社は、独立した財務部門を設置し、独立した財務決済体制及び財務管理制度を整備し、独立に財務決定

を行い、独立した財務人員を具備している。当社は銀行で単独に口座を開設し、中国人寿保険（集団）公

司と銀行口座を共用する状況は存在しない。当社は独立した納税者として、法に従い独立に納税してい

る。

機構面：当社は、完全な組織機構体制を構築し、取締役会、監査役会などの内部機構は独立に運営され、支配株主

の職能部門との従属関係は存在しない。

業務面：当社は、独立して、生命保険、健康保険、傷害保険などの各種の人身保険業務、人身保険の再保険業務、

国の法律・法規の許可又は国務院の認可を受けた資金運用業務、各種の人身保険サービス、コンサルティ

ング及び代理業務、並びに国の保険監督管理部門の認可を受けたその他の業務を展開する。当社は、現在

保険監督管理委員会が発行した「保険会社法人許可証」（機構コード：000005）を保有している。当社

は、法により独立に経営範囲内の業務を取扱い、独立した販売及び代理ルートを有し、許可商標の無償使

用を許可されている。関連者との間に関連関係が存在することで当社の経営の完全性、独立性が不利な影

響を受けることはない。
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(e)幹部役員の査定及びインセンティブ状況

 

当社は、幹部役員の任期制及び任期目標責任制を全面的に実行する。毎年の年初、取締役会会長は当社の総裁と

業績目標契約を締結し、総裁は副総裁と業績目標契約を締結し、当社総裁室は支店の幹部役員と業績目標契約を締

結する。業績目標契約は当社の戦略目標を科学的に分析する重要な措置であり、目標分析及び圧力伝達の効果があ

り、当社の実行力を高め、全年経営目標の順調な達成を保障する。幹部役員の個人業績目標契約中の査定指標は、

一部は当社の経営目標と関わり、一部は各自の職務職責に基づき制定される。

 

幹部役員の報酬は基本給与、業績給与、福利及び中長期インセンティブにより構成される。

 

(f)株主の利益

 

株主の利益保護の観点から、株主は株主総会への出席を通じて会社の業務に参加する権利を有するほか、一定の

状況において臨時株主総会の招集を要求することができるとされている。

当社の取締役人数が「会社法」に規定する人数を満たさない、又は当社定款に定めた人数の３分の２を下回り、

当社の未補填損失が株式総額の３分の１に達する場合において、取締役会又は監査役会が必要と認める場合、半数

以上で２名以上の社外取締役が招集を請求した場合、又は100分の10以上の持株比率を有する株主が要求した場

合、取締役会は２ヶ月内に臨時株主総会を招集しなければならない。持株比率が100分の10以上である株主が臨時

株主総会の招集を請求した場合、当該株主は書面をもって取締役会に請求し、これを議題に明記しなければなら

ず、取締役会は書面での請求を受領した後、速やかに総会を招集しなければならない。取締役会が書類を受領した

後30日内に総会を招集しない場合、要求を提出した株主は、取締役会が書面を受領した時から４ヶ月内に会議を招

集することができ、その費用は会社が負担する。

 

当社定款に基づき、当社が株主総会を開催する場合、単独又は合わせて当社の３％以上の株式を保有する株主

は、当社に議案を提出する権利を有し、当社はそのうち株主総会の職責範囲内に該当する事項を当回会議の議事日

程に組み入れなければならない。単独又は合わせて当社の３％以上の株式を保有する株主は、株主総会開催日の16

日前までに臨時提案を提出しかつ書面により招集者に提出することができる。臨時議案の内容は、株主総会の職責

範囲内であり、かつ明確な議題及び具体的な決議事項を有しなければならない。

 

株主は、取締役会秘書役又は会社秘書役を通じて取締役会に照会を行うことができ、またその代理人を通じて株

主総会において提案を行うことができる。当社は、株主がその意見及び提案を、関係する責任者に伝達できるよ

う、連絡先の情報を提供している。

 

(g)情報開示及びIR

 

当社は、各上場地の各種の監督管理法律法規を厳格に遵守し、完全、有効、適切で実行可能な情報開示制度体制

を構築し、開示情報の質を向上させ続け、国内外の投資家が真実、正確、完全な情報を取得することができること

を保障している。また、当社は、積極的にIR業務を展開し、新業務モデルの構築を通して国内外の投資家との連絡

及び交流を強化し、国内外の投資家に当社の運営状況を適時に開示している。

 

2015年、当社は引き続き情報開示制度システムの建設を強化し、情報開示の各監督管理規定を確実に執行し、情

報開示の適時性、公平性、真実性、的確性、完全性を確保した。
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当社は、投資家が当社の発展策略及び業務発展状況を深く把握できるように、定期報告の刷新を推進し、基幹情

報の開示方法を積極的に検討、改善し、情報の開示範囲・レベルを広げ、そのため定期報告の情報開示の質は向上

した。当社は、積極的、慎重に当社の業績に関する重要な公告を公布し、投資家が適時に正確にその意思決定に影

響する関連情報を取得できることを保証した。また、当社は、定期的に情報開示業務に関連する教育を組織し、適

時に国内外上場地の監督管理新規定を検討、宣伝し、情報開示の重点・難点となる業務を分析し、インサイダー情

報取得者登記届出業務を厳格に行い、インサイダー情報秘密保持業務を強化し、投資家の合法的な権益を保護し、

当社情報開示の公平性、公正性、公開性を維持した。

 

2015年、当社のIR作業は引き続き改善、強化された。その主な内容は、年次株主総会を開催すること、業績発表

会を開催すること、グローバル非取引ロードショーを展開すること、投資家及び投資アナリストとの面談や電話会

議に出席すること、投資家大会に参加すること、IRウェブサイトの情報、内容を適時に更新、掲載すること、IR

ホットライン及び専用メールアドレスを設置し適時に投資家及びアナリストの質問に回答すること等である。

 

2015年、当社は、各種ルートを通じて3,000名を超える投資家及びアナリストと交流を行った。具体的には、投

資家、アナリストの訪問を142回、延べ700名を受入れ、国内外の投資家大会に16回参加することで、同会にて

1,000名超の投資家と交流を行い、また、ロードショーにおいて、延べ60名超の投資家と会見し、又は訪問した。

この他、電話及びEメールを通じて投資家グループと密接なコミュニケーションをとっており、投資家グループと

交わしたEメールの数は1,500通を超え、延べ1,000名超からの電話及びEメールによる問い合わせに回答した。

 

2015年、香港上場会社商会及び香港浸会大学コーポレートガバナンスと金融政策研究センターが連合して主催し

た「香港コーポレートガバナンス卓越賞」の評議選出において、当社は2015年度「コーポレートガバナンス卓越賞

（メインボード会社）」を取得した。2015年に「中国証券報」が主催した「2014年度中国上場会社ゴールデンブル

賞」の評議選出において、当社は、「2014年度ゴールデンブル最優秀利益賞」を取得し、取締役会秘書役の鄭勇氏

は、「2014年度ゴールデンブル最優秀取締役会秘書役」に選ばれた。2015年、「証券時報」が開催した「2014中国

上場会社価値評議選出」において、取締役会秘書役の鄭勇氏は、「中国メインボード上場会社トップ100位取締役

会秘書役」に選ばれ、「上海証券報」が主催した2015年度「ゴールデンガバナンス・上場会社優秀取締役会秘書

役」の評議選出において、「ゴールデンガバナンス・情報開示会社取締役会秘書役賞」に選ばれた。
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(2)【監査報酬の内容等】

 

①【外国監査公認会計士等に対する報酬の内容】

当社の2014年度株主総会は、安永華明会計師事務所（特殊普通パートナー）とアーンスト・アンド・ヤングをそ

れぞれ当社の2015年度の中国会計監査人と国際会計監査人として招くことを決議・確認した。安永華明会計師事務

所（特殊普通パートナー）とアーンスト・アンド・ヤングは、3年連続で当社の会計監査人を務める。

 

当社が会計監査人に支払う報酬は、株主総会の承認を経て、取締役会に授権され、取締役会において決定し、支

払う。当社が会計監査人に支払う会計監査報酬は、会計監査人の会計監査の独立性に影響しない。

 

2015年度に、中国人寿保険股份有限公司が会計監査人に支払う報酬は以下のとおりである。

 

年度 サービス名称/性質（注） 報酬（人民元百万元）

2015年 会計監査関連費用 57.50

2014年 会計監査関連費用 53.50

（注）財務報告書監査及び内部統制監査費用を含む

 

2015年12月29日に開催された2015年第1回臨時株主総会において、安永華明会計師事務所（特殊普通パート

ナー）とアーンスト・アンド・ヤングはそれぞれ当社2016年度中国会計監査人と国際会計監査人に再任された。

 

②【その他の重要な報酬の内容】

 

該当なし

 

③【外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

 

該当なし

 

④【監査報酬の決定方針】

 

該当なし
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第６ 【経理の状況】
 
 
１．当社は、CLICのリストラクチャリングにより、中国の会社法に基づく株式有限会社として2003年６月30日に設

立された。以下に掲げる当社の財務書類の原文（英文）は、当社が香港において公表した、適用される
すべての国際財務報告基準とその改訂および解釈指針（「IFRS」）に準拠して作成されたものであり、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等
規則」という。）第131条第１項の規定の適用を受けている。なお、日本文の財務書類はこれを日本語に翻
訳したものである。

 

２．本書記載の当社の2015年12月31日に終了した各事業年度の財務書類は、当社の本国における会計監査人
であるアーンスト・アンド・ヤングの監査を受けており、添付の通り監査報告書を受領している。日本
文は、これらの原文の監査報告書を翻訳したものである。

 

なお、前述の財務書類は、金融商品取引法施行令（昭和40年政令第321号）第35条の規定に基づく「財務
諸表等の監査証明に関する内閣府令」（昭和32年大蔵省令第12号）第１条の２の規定により、金融商品
取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査は受けていない。

 

３．本書記載の当社の財務書類（原文）は、人民元で表示されている。「円」で表示されている金額は、財
務諸表等規則第134条の規定に基づき、2016年４月7日現在の中国外国為替取引センター（China Foreign
Exchange Trade System)公表の中心値、１人民元＝16.96円で換算された金額である。金額は億円単位
（四捨五入）で表示されている。日本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一
致しない場合がある。なお、当該円換算額は、単に便宜上の表示を目的としており、人民元で表示され
た金額が上記レートで円に換算されることを意味するものではない。

 

４．当社の採用した会計原則、会計手続および表示方法と日本において一般に公正妥当と認められる会計原
則、会計手続および表示方法との間の主な相違点に関しては、「第６　４　香港と日本における会計原
則および会計慣行の主要な相違」に説明されている。

 

５．財務書類中の円金額および「第６　２　主な資産・負債及び収支の内容」から「第６　４　香港と日本
における会計原則および会計慣行の主要な相違」までに記載されている事項は、原文の財務書類には含
まれておらず、当該事項における財務書類への参照事項を除き、上記2.の会計監査の対象にもなってい
ない。
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１ 【財務書類】

(1) 連結財政状態計算書

   

  2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

 注記

百万

人民元 億円

百万

人民元 億円

資産      
有形固定資産 6 26,974 4,575 25,348 4,299
投資不動産 7 1,237 210 1,283 218
関連会社および共同支配企業に対する投資 8 47,175 8,001 44,390 7,529
満期保有目的証券 9.1 504,075 85,491 517,283 87,731
貸付金 9.2 207,267 35,152 166,453 28,230
定期預金 9.3 562,622 95,421 690,156 117,050
法定拘束性預託金 9.4 6,333 1,074 6,153 1,044
売却可能証券 9.5 770,516 130,680 607,531 103,037
純損益を通じて公正価値で測定する証券 9.6 137,990 23,403 53,052 8,998
売戻条件付購入証券 9.7 21,503 3,647 11,925 2,022
未収投資収益 9.8 49,552 8,404 44,350 7,522
未収保険料 11 11,913 2,020 11,166 1,894
再保険貸 12 1,420 241 1,032 175
その他の資産 13 23,642 4,010 19,411 3,292
現金および現金同等物  76,096

 
12,906
 

47,034
 

7,977
 

資産合計  2,448,315
 

415,234
 

2,246,567
 

381,018
 

      
 
110ページから227ぺージ（訳者注：原文のページ）の注記は、当該連結財務書類の不可分の一部である。
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(1) 連結財政状態計算書(続き)

   

  2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

 注記

百万

人民元 億円

百万

人民元 億円

負債および株主資本      
負債      
保険契約 14 1,715,985 291,031 1,603,446 271,944
投資契約 15 84,106 14,264 72,275 12,258
未払契約者配当金  107,774 18,278 74,745 12,677
有利子融資および借入金 16 2,643 448 2,623 445
社債 17 67,994 11,532 67,989 11,531
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債  856 145 10,890 1,847
買戻条件付売却証券 18 31,354 5,318 46,089 7,817
年金およびその他の保険に係る支払債務  30,092 5,104 25,617 4,345
前受保険料  32,266 5,472 15,850 2,688
その他の負債 19 26,514 4,497 20,062 3,403
繰延税金負債 28 16,953 2,875 19,375 3,286
当期税金負債  5,347 907 52 9
法定保険積立金 20 217

 
37

 
223

 
38

 
負債合計  2,122,101

 
359,908

 
1,959,236

 
332,286

 
      
株主資本      
株式資本 34 28,265 4,794 28,265 4,794
その他資本性金融商品 35 7,791 1,321 - -
積立金 36 163,381 27,709 145,919 24,748
未処分利益  123,055

 
20,870
 

109,937
 

18,645
 

当社株主に帰属する株主資本  322,492
 

54,695
 

284,121
 

48,187
 

非支配持分  3,722
 

631
 

3,210
 

544
 

株主資本合計  326,214
 

55,326
 

287,331
 

48,731
 

負債および株主資本合計  2,448,315
 

415,234
 

2,246,567
 

381,018
 

      
2016年３月23日に取締役会により発行を承認および認可された。
 
楊明生 林岱仁
  
取締役 取締役
 
110ページから227ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、当該連結財務書類の不可分の一部である。
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(2) 連結包括利益計算書

   

  12月31日終了事業年度

  2015年 2014年

 注記

百万

人民元 億円

百万

人民元 億円

収益      

総収入保険料  363,971 61,729 331,010 56,139

控除：出再保険料  (978)
 

(166)
 

(515)
 

(87)
 

正味収入保険料  362,993 61,564 330,495 56,052

未経過保険料の正味変動  (692)
 

(117)
 

(390)
 

(66)
 

正味既経過保険料  362,301
 

61,446
 

330,105
 

55,986
 

投資収益 21 97,582 16,550 93,548 15,866

金融資産に係る正味実現利得 22 32,297 5,478 7,120 1,208

純損益を通じた公正価値の変動による正味利得 23 10,209 1,731 5,808 985

その他の収益  5,060
 

858
 

4,185
 

710
 

収益合計  507,449
 

86,063
 

440,766
 

74,754
 

      

給付金、保険金および費用      

保険給付金および保険金      

生命保険に係る死亡およびその他の給付金 24 (221,701) (37,600) (192,659) (32,675)

傷害医療保険に係る保険金および損害調査費 24 (21,009) (3,563) (16,752) (2,841)

保険契約負債の増加 24 (109,509) (18,573) (105,883) (17,958)

投資契約の給付金 25 (2,264) (384) (1,958) (332)

利益配分による契約者配当金  (33,491) (5,680) (24,866) (4,217)

保険契約引受および新契約費  (35,569) (6,033) (27,147) (4,604)

財務費用 26 (4,320) (733) (4,726) (802)

事業費  (27,458) (4,657) (25,432) (4,313)

その他費用  (7,428) (1,260) (4,151) (704)

法定保険積立金繰入額 20
(743)
 

(126)
 

(701)
 

(119)
 

給付金、保険金および費用合計  
(463,492)

 
(78,608)

 
(404,275)

 
(68,565)

 

      

関連会社および共同支配企業収益の持分相当額

(純額) 8
1,974
 

335
 

3,911
 

663
 

税引前利益 27 45,931 7,790 40,402 6,852

法人所得税 28
(10,744)

 
(1,822)
 

(7,888)
 

(1,338)
 

当期利益  
35,187
 

5,968
 

32,514
 

5,514
 

帰属：      

当社株主  34,699 5,885 32,211 5,463

非支配持分  
488

 
83

 
303

 
51

 

      

基本的および希薄化後1株当たり利益 30 1.22人民元 20.69円 1.14人民元 19.33円

      

110ページから227ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、当該連結財務書類の不可分の一部である。
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(2) 連結包括利益計算書(続き)

   

  12月31日終了事業年度

  2015年 2014年

 注記

百万

人民元 億円

百万

人民元 億円

その他の包括利益      

翌期以降に損益計算書に再分類調整される

可能性のあるその他の包括利益      

売却可能証券に係る公正価値の変動による利益  54,080 9,172 70,342 11,930

その他の包括利益から純損益への振替額  (32,297) (5,478) (7,120) (1,208)

売却可能証券に係る公正価値の変動のうち

有配当型保険契約者に帰属する額  (12,767) (2,165) (11,035) (1,872)

持分法における関連会社および共同支配企業の

その他の包括利益に対する持分相当額  353 60 120 20

在外営業活動体の為替換算差額  10 2 - -

その他の包括利益の構成要素に関連する法人

所得税 28
(2,242)
 

(380)
 

(13,023)
 

(2,209)
 

翌期以降に損益計算書に再分類調整される

可能性のあるその他の包括利益  
7,137
 

1,210
 

39,284
 

6,663
 

翌期以降に損益計算書に再分類調整されない

その他の包括利益  
-

 
-

 
-

 
-

 

当期間におけるその他の包括利益(税引後)  
7,137
 

1,210
 

39,284
 

6,663
 

当期間における包括利益合計額(税引後)  
42,324
 

7,178
 

71,798
 

12,177
 

帰属：      

当社株主  41,775 7,085 71,443 12,117

非支配持分  
549

 
93

 
355

 
60

 

      

110ページから227ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、当該連結財務書類の不可分の一部である。
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(3) 連結株主資本変動表

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在

 当社株主に帰属

非支配持分 合計 

株式資本
(注記34)

その他資本
性金融商品
(注記35)

積立金
(注記36)

未処分

利益

2014年１月１日現在 28,265 - 97,029 95,037 2,254 222,585
当期利益 - - - 32,211 303 32,514

その他の包括利益
-

 
-

 
39,232
 

-
 

52
 

39,284
 

包括利益合計
-

 
-

 
39,232
 

32,211
 

355
 

71,798
 

       
当社株主との取引       
非支配者持分による払込資本 - - 826 - 692 1,518
積立金への割当（注記36） - - 8,832 (8,832) - -
配当金支払額（注記32） - - - (8,479) - (8,479)

非支配持分への配当金
-

 
-

 
-

 
-

 
(91)

 
(91)

 

当社株主との取引合計
-

 
-

 
9,658
 

(17,311)
 

601
 

(7,052)
 

2014年12月31日現在
28,265
 

-
 

145,919
 

109,937
 

3,210
 

287,331
 

       
2015年１月１日現在 28,265 - 145,919 109,937 3,210 287,331
当期利益 - - - 34,699 488 35,187

その他の包括利益
-

 
-

 
7,076
 

-
 

61
 

7,137
 

包括利益合計
-

 
-

 
7,076
 

34,699
 

549
 

42,324
 

       
当社株主との取引       
非支配者持分による払込資本 - - - - 80 80
その他資本性金融商品保有者
による払込資本 - 7,791 - - - 7,791

積立金への割当（注記36） - - 10,090 (10,090) - -
配当金支払額（注記32） - - - (11,491) - (11,491)
非支配持分への配当金 - - - - (117) (117)

その他
-

 
-

 
296

 
-

 
-

 
296

 

当社株主との取引合計
-

 
7,791
 

10,386
 

(21,581)
 

(37)
 

(3,441)
 

2015年12月31日現在
28,265
 

7,791
 

163,381
 

123,055
 

3,722
 

326,214
 

       
110ページから227ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、当該連結財務書類の不可分の一部である。
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(3)連結株主資本変動表(続き)

 (単位：億円)

 2015年12月31日現在

 当社株主に帰属

非支配持分 合計 

株式資本
(注記34)

その他資本
性金融商品
(注記35)

積立金
(注記36)

未処分

利益

2014年１月１日現在 4,794 - 16,456 16,118 382 37,750
当期利益 - - - 5,463 51 5,514

その他の包括利益
-

 
-

 
6,654
 

-
 

9
 

6,663
 

包括利益合計
-

 
-

 
6,654
 

5,463
 

60
 

12,177
 

       
当社株主との取引       
非支配者持分による払込資本 - - 140 - 117 257
積立金への割当（注記35） - - 1,498 (1,498) - -
配当金支払額 - - - (1,438) - (1,438)

非支配持分への配当金
-

 
-

 
-

 
-

 
(15)

 
(15)

 

当社株主との取引合計
-

 
-

 
1,638
 

(2,936)
 

102
 

(1,196)
 

2014年12月31日現在
4,794
 

-
 

24,748
 

18,645
 

544
 

48,731
 

       
2015年１月１日現在 4,794 - 24,748 18,645 544 48,731
当期利益 - - - 5,885 83 5,968

その他の包括利益
-

 
-

 
1,200
 

-
 

10
 

1,210
 

包括利益合計
-

 
-

 
1,200
 

5,885
 

93
 

7,178
 

       
当社株主との取引       
非支配者持分による払込資本 - - - - 14 14
その他資本性金融商品保有者
による払込資本 - 1,321 - - - 1,321

積立金への割当（注記35） - - 1,711 (1,711) - -
配当金支払額（注記32） - - - (1,949) - (1,949)
非支配持分への配当金 - - - - (20) (20)

その他
-

 
-

 
50

 
-

 
-

 
50

 

当社株主との取引合計
-

 
1,321
 

1,761
 

(3,660)
 

(6)
 

(584)
 

2015年12月31日現在
4,794
 

1,321
 

27,709
 

20,870
 

631
 

55,326
 

       
110ページから227ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、当該連結財務書類の不可分の一部である。
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

  

 12月31日終了事業年度

 2015年 2014年

 

百万

人民元 億円

百万

人民元 億円

営業活動によるキャッシュ・フロー     
税引控除前利益： 45,931 7,790 40,402 6,852
調整：     

投資収益 (97,582) (16,550) (93,548) (15,866)
金融資産に係る正味実現および未実現利得 (42,506) (7,209) (12,928) (2,193)
保険契約 112,142 19,019 108,955 18,479
減価償却費および償却 2,036 345 2,124 360
為替差損 (812) (138) (268) (45)
関連会社および共同支配企業収益に対する持分

(純額) (1,974) (335) (3,911) (663)
営業資産および負債の変動：     

純損益を通じて公正価値で測定する証券 (100,089) (16,975) (13,698) (2,323)
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 403 68 9,704 1,646
未収金および未払金 70,482 11,954 41,330 7,010
法人所得税支払額 (8,380) (1,421) (1,923) (326)
受取利息

－純損益を通じて公正価値で測定する証券 1,225 208 1,902 323
受取配当金

－純損益を通じて公正価値で測定する証券
313

 
53

 
106

 
18

 
営業活動による正味キャッシュ・インフロー/(アウト
フロー)

(18,811)
 

(3,190)
 

78,247
 

13,271
 

     
投資活動によるキャッシュ・フロー     
売却および満期：     

負債性証券の売却 11,546 1,958 21,242 3,603
負債性証券の満期 41,806 7,090 22,407 3,800
持分証券の売却 400,451 67,916 285,647 48,446
有形固定資産 199 34 437 74
子会社の売却 3,875 657 - -

     
取得：     

負債性証券 (53,340) (9,046) (115,808) (19,641)
持分証券 (522,787) (88,665) (312,544) (53,007)
有形固定資産 (8,384) (1,422) (5,048) (856)

関連会社および共同支配企業への追加出資 (766) (130) (5,671) (962)
定期預金(純額)の減少/(増加) 124,838 21,173 (25,972) (4,405)
売戻条件付購入証券(純額)の減少/(増加) (9,602) (1,628) (3,630) (616)
受取利息 81,688 13,854 78,903 13,382
受取配当金 8,828 1,497 4,258 722

契約者貸付(純額)の減少/(増加)
(11,305)

 
(1,917)
 

(13,478)
 

(2,286)
 

投資活動による正味キャッシュ・インフロー/

(アウトフロー)
67,047
 

11,371
 

(69,257)
 

(11,746)
 

     
110ページから227ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、当該中間財務書類の不可分の一部である。
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書(続き)

  

 12月31日終了事業年度

 2015年 2014年

 

百万

人民元 億円

百万

人民元 億円

財務活動による正味キャッシュ・フロー     
買戻条件付き売却証券による収入(純額)の増加/

(減少) (13,757) (2,333) 25,663 4,352
その他金融性資本商品発行による受取現金 7,791 1,321 - -
借入金 - - 2,881 489
借入金返済 - - (10) (2)
支払利息 (4,471) (758) (4,618) (783)
当社株主への配当金支払額 (11,491) (1,949) (8,479) (1,438)
非支配持分への配当金支払額 (117) (20) (91) (15)

非支配持分による子会社への資本注入
2,630
 

446
 

1,358
 

230
 

財務活動による正味キャッシュ・インフロー/

(アウトフロー)
(19,415)

 
(3,293)
 

16,704
 

2,833
 

     
現金および現金同等物に係る為替差益 241 41 10 2
     

現金および現金同等物の正味増加
29,062
 

4,929
 

25,704
 

4,359
 

現金および現金同等物     

期首残高
47,034
 

7,977
 

21,330
 

3,618
 

     

期末残高
76,096
 

12,906
 

47,034
 

7,977
 

     
現金および現金同等物の内訳     
手元現金および要求払い預金 74,135 12,573 45,439 7,706

短期銀行預金
1,961
 

333
 

1,595
 

271
 

     
110ページから227ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、当該連結財務書類の不可分の一部である。
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(5) 連結財務書類に対する注記

 
2015年12月31日終了事業年度
 
１　組織および主要な活動
 
中国人寿保険股份有限公司（以下「当社」という。）は、中国人寿保険（集団）公司（以下「CLIC」という。旧中
国人寿保険公司）とその子会社のリストラクチャリング（以下「リストラクチャリング」という。）の一環とし
て、有限株式会社として2003年６月30日に中華人民共和国（以下「中国」という。）において設立された。当社と
その子会社を、これより総称して「当グループ」とする。当グループの主要な活動は生命保険事業であり、中国に
おいて生命保険、年金保険および傷害医療保険商品を提供している。
 
当社は、中国において法人化された有限株式会社である。登記事務所の住所は、中華人民共和国北京市西城区金融
大街16号である。当社は、ニューヨーク証券取引所、香港証券取引所および上海証券取引所に上場している。
 
当該連結財務書類は、別段の記載がある場合を除き、百万人民元で表示されている。当該連結財務書類は、2016年
３月23日に取締役会において発行を承認されたものである。
 
 
２　重要な会計方針の要約
 
当該連結財務書類の作成に適用された重要な会計方針は以下のとおりである。これらの方針は、別途記載のない限
り、全表示年度に一貫して適用されている。
 
2.1　作成基準
 
当グループは、国際会計基準審議会（以下「IASB」という。）が発行した国際財務報告基準（以下「IFRS」とい
う。）、その修正および解釈指針に準拠して当該連結財務書類を作成した。当該連結財務書類は、香港証券取引所
の証券上場規則(以下「上場規則」という。)の該当する開示規定を遵守している。当グループは、純損益を通じて
公正価値で測定する金融資産および金融負債、売却可能証券、保険契約負債およびリストラクチャリング・プロセ
スの一環としてみなし原価で計上する特定の有形固定資産を除き、取得原価主義に基づき連結財務書類を作成して
いる。IFRSに準拠した財務書類の作成では、特定の重要な会計上の見積りを用いることが要求されている。さら
に、当社の会計方針を適用する過程において、経営陣による判断を行使することを要求している。高度な判断およ
び複雑性を含む領域、または仮定および見積りが当該連結財務書類にとって重要となる領域については、注記３に
開示されている。
 
2.1.1　2015年１月１日から開始する事業年度に当グループにより新たに適用された新会計基準

および修正
  

基準  
2010-2012年度の年次改善  
2011-2013年度の年次改善  
 

2014年１月に発行された「2010-2012年度の年次改善」において様々なIFRSおよび国際会計基準（以下「IAS」とい
う。）の修正は定められている。当期中に適用された主要な修正の詳細は以下のとおりである。
 
IFRS第８号(修正)　「事業セグメント」
 
IFRS第８号の修正は、IFRS第８号の集約の要件を適用するにあたり経営者が行った判断を開示することを明確にし
ている。開示には集約した事業セグメントに関する簡単な記述、およびセグメントが類似しているかどうかを判断
する際に考慮した経済的特徴が含まれる。また当修正は、セグメント資産と総資産の調整表は、当調整表が最高経
営意思決定者に報告されている場合にのみ開示が求められていることを明確にしている。当修正は、当グループの
連結財務書類に重要な影響を及ぼしていない。
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IAS第24号(修正)　「関連当事者についての開示」
 
IAS第24号の修正は、経営管理企業（経営幹部としてのサービスを提供する企業）は関連当事者に該当し、関連当
事者に関する開示が求められることを明確にしている。さらに、経営管理企業を利用している企業は、経営管理
サービスに係る費用を開示しなければならない。当グループは、他の企業よりいかなるマネジメント・サービスの
提供も受けていないため、これらの修正は当グループに関連しない。
 
2014年1月に発表された「2011-2013年度の年次改善」において様々なIFRSおよびIASの修正は定められている。当
期中に適用された主要な修正の詳細は以下のとおりである。
 
IFRS第３号(修正)　「企業結合」
 
IFRS第３号の修正は、ジョイント・ベンチャーのみでなく、共同契約（ジョイント・アレンジメント）もIFRS第３
号の適用範囲から除外することを明確にしている。適用範囲からの除外規定は、共同契約自体の財務諸表における
会計処理にのみ適用される。当社は共同契約ではないため、当修正は当グループに影響を及ぼしていない。
 
IFRS第13号(修正)　「公正価値測定」
 
IFRS第13号の修正は、IFRS第13号のポートフォリオ例外規定が金融資産および金融負債のみならず、IFRS第９号
「金融商品」およびIAS第39号「認識及び測定」の適用範囲に含まれるその他の契約にも適用されることを明確に
している。当修正は、当グループの連結財務書類に重要な影響を及ぼしていない。
 
さらに、当グループは、当事業年度中より香港会社法（第622章）に準拠して財務情報の開示に関するリストルー
ルの修正を適用している。財務書類への主な影響は、財務書類における表示および特定の情報に係る開示である。
 
2.1.2　発行前であり、かつ2015年１月１日を開始とする事業年度に当グループが早期適用していない新基準およ

び修正
 

基準/修正 内容 適用事業年度

IAS第27号(修正) 「個別財務諸表における持分法」 2016年１月１日または

それ以後に開始する事業年度
IFRS第10号および

IAS第28号(修正)

「投資者とその関連会社又は共同支配企
業の間での資産の売却又は拠出」

2016年１月１日または

それ以後に開始する事業年度
IFRS第11号(修正) 「共同営業事業における持分の取得の会

計処理」
2016年１月１日または

それ以後に開始する事業年度
IFRS第10号、IFRS第12号

およびIAS第28号(修正)

「投資企業：連結の例外の適用」 2016年１月１日または

それ以後に開始する事業年度
IAS第７号(修正) 「キャッシュ・フロー計算書」 2017年１月１日または

それ以後に開始する事業年度
IFRS第９号 「金融商品」 2018年１月１日または

それ以後に開始する事業年度
IFRS第15号 「顧客との契約から生じる収益」 2018年１月１日または

それ以後に開始する事業年度
IFRS第16号 「リース」 2019年１月１日または

それ以後に開始する事業年度
 
IAS第27号(修正)　「個別財務諸表における持分法」
 
IAS第27号の修正では、企業が個別財務諸表における子会社、共同支配企業および関連会社投資の会計処理に対し
持分法を使用することを認める。当該修正は2016年１月１日以降に開始する事業年度から適用され、早期適用も認
められている。当グループは、個別財務諸表において持分法の適用を行わないため、当該修正は、当グループの連
結財務書類にいかなる影響も及ぼさない。
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IFRS第10号およびIAS第28号(修正)　「投資者とその関連会社又は共同支配企業の間での資産の売却又は拠出」
 
これらの修正は、投資者とその関連会社又は共同支配企業の間での資産の拠出または売却の取扱いに関し、IFRS第
10号およびIAS第28号の関連会社および共同支配企業に対する投資の要件の矛盾を解消する。これらの修正は2016
年１月１日以降に開始する事業年度から適用され、早期適用も認められている。当該修正は、当グループの連結財
務書類にいかなる重要な影響は及ぼさない。
 
IFRS第11号(修正)　「共同営業事業における持分の取得の会計処理」

 
IFRS第11号の修正では、共同営業事業における持分の取得に関する共同営業者の会計処理に、共同営業事業の活動
が事業を構成する場合において、関連するIFRS第３号の企業結合会計の原則を適用することが求められる。また当
該修正では、共同支配を維持する間、同一共同営業事業での追加持分の取得に関し、共同営業事業の既存持分は再
測定しないと明確にしている。これらの修正は2016年１月１日以降に開始する事業年度から適用され、早期適用も
認められている。2015年12月31日現在、当グループは共同営業事業を有していないため、当該修正は当グループに
関連しない。
 
IFRS第10号、IFRS第12号およびIAS第28号（修正）　「投資企業：連結の例外の適用」
 
IFRS第10号の修正は、連結財務諸表作成の免除が、投資企業がその子会社のすべてを公正価値で測定している場合
において、その投資企業の子会社である親会社に対して適用されることを明確にしている。さらに、IFRS第10号の
修正は、投資企業の子会社のうち、それ自体は投資企業ではなく、かつ投資企業に支援サービスを提供している子
会社のみが連結されることを明確にしている。投資企業のすべてのその他の子会社は公正価値で測定される。IFRS
第12号の派生的な修正では、作成する財務諸表においてその子会社のすべてをIFRS第９号に従い純損益を通じて公
正価値で測定する投資企業は、IFRS第12号で求められる投資企業に関する開示を行わなければならないことを明確
にした。IAS第28号の修正では、企業自体は投資企業ではないが、投資企業の関連会社および共同支配企業に対し
持分を有する投資主に対し、投資企業の関連会社または共同支配企業がその子会社に対する持分に適用した公正価
値測定を維持することを認めている。当社はIFRS第10号において定義される投資企業に該当しないため、当修正
は、当グループの連結財務書類にいかなる重要な影響は及ぼさない。
 
IFRS第７号　（修正）「キャッシュ・フロー計算書」
 
2016年１月、IASBはIFRS第７号（修正）「キャッシュ・フロー計算書」を公表した。当修正は、キャッシュ・フ
ローから生じる変動および非資金の変動を含む財務活動から生じた負債の変動を財務諸表利用者が評価できるよう
にするための開示を企業に要求している。当修正は2017年１月１日以降に開始する事業年度から適用され、早期適
用も認められている。当該修正を企業が初めて適用する際、以前の事業年度の比較情報を提供することは求められ
ていない。
 
IFRS第９号　「金融商品」
 
2014年７月、IASBはIFRS第９号「金融商品」の最終版を発表した。最終版は、金融商品プロジェクトのすべての
フェーズに反映し、ならびにIAS第39号「金融商品：認識および測定」および改定前のすべてのIFRS第９号に置き
換わる。当該基準は、分類および測定、減損、ならびにヘッジ会計に対し新要件を導入している。IFRS第９号「金
融商品」は2018年１月１日以降に開始する事業年度から適用され、早期適用も認められている。当グループは、当
グループの連結財務書類への影響を現在評価中である。
 
IFRS第15号　「顧客との契約から生じる収益」
 
IFRS第15号は、顧客との契約から生じる収益に適用する新たな５ステップモデルを設定した。IFRS第15号におい
て、収益は、財またはサービスを顧客への移転と交換に権利を得ると見込んでいる対価を反映する金額で認識され
る。IFRS第15号の原則は、収益の測定および認識により体系的なアプローチを提供する。IASBは、IFRS第15号の強
制適用日を2018年１月１日に1年間延期するとした修正を2015年９月に発表した。IFRS第15号は、当グループの収
益の主要収入源となる保険契約および金融資産へは適用されない。当グループは、当グループの連結財務書類への
影響を現在評価中である。
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IFRS第16号　「リース」
 
IFRS第16号は、IAS第17号「リース」を置き換えるものである。当修正は、リースの借手に対し、一部を除き、
リース資産およびリース負債を財務諸表上で認識することを求めている。リースの貸手の会計処理は、実質的には
変更はない。IFRS第16号「リース」は、2019年１月１日以降に開始する事業年度から適用され、IFRS第15号「顧客
との契約から生じる収益」を適用するという条件で、早期適用も認められている。当グループは、当グループの連
結財務書類への影響を現在評価中である。
 
さらに、2014年９月に発表された「2012-2014年度の年次改善」においてその他の基準の修正は定められている。
これらの年次改善は、緊急性はないがIFRSへの必要な修正を加えるために設定された。当該年次改善は、当グルー
プの会計方針に重要な変更を及ぼさないと予想している。
 
2.2　連結
 

2015年12月31日に終了する事業年度の連結財務書類には、当社およびその子会社の財務書類が含まれている。子会
社とは、当グループにより支配される企業（当グループにより支配されるストラクチャード・エンティティを含
む）をいう。当グループが、被投資会社との関与から変動リターンを得るまたは変動リターンに対する権利を得る
場合、および被投資会社に対する支配を通してそれらのリターンに影響を及ぼす能力を有する場合に、支配は達成
される。当グループは、具体的に、以下の場合にのみ被投資企業を支配している。
 
・投資先に対し、支配権を持つ（例えば、被投資会社の関連する活動を指揮する現在の能力を与える既存の権利）
・被投資会社との関与から変動リターンを得る、または変動リターンに対する権利を有す
・被投資会社に対して変動リターンに影響を及ぼす権力を行使する能力を持つ
 
当グループが被投資会社の議決権または同類の権利の過半数を有さない場合、当グループは、被投資会社に対し支
配権を有するか否かを評価する上で、以下の事象を含むすべての関連する事実及び状況を考慮する。
 
・被投資会社のその他の議決権保有者との契約上の規定
・他の契約上の規定から生じる権利、および
・当グループの議決権および潜在的議決権
 
事実及び状況が、コントロールの３つの要素のうち一つ以上の要素へ変更があると示す場合、当グループは被投資
会社をコントロールするか否かを再評価する。当グループが子会社のコントロールを獲得する場合は、子会社を連
結範囲に含め、子会社のコントロールを失う場合は連結から除外する。
 

非支配持分が赤字であったとしても、損益及びその他の包括利益は当社の株主および非支配持分に帰属する。必要
に応じて、子会社の会計方針は当グループの会計方針に従い、子会社の財務書類へ調整を行う。当グループ企業間
での取引に関連するすべてのグループ内資産および負債、持分、収入、費用およびキャッシュ・フローは連結時に
全額相殺消去される。
 
支配の喪失に至らない子会社の所有者持分の変動は、エクイティ取引として説明される。当グループが支配の喪失
をするのは以下の場合である。
 
・子会社の資産（のれんを含む）および負債の認識の中止
・いかなる非支配持分の簿価の認識の中止
・持分に計上された換算差額累計額の認識の中止
・受領した対価の公正価値の認識
・いかなる残存投資の公正価値の認識
・損益の余剰金または損失の認識
・適切である場合、当グループが直接関連資産や負債を処分したかのように、以前は包括利益で認識していた当グ
ループの持分を損益もしくは剰余金に再分類
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当グループでは、企業結合の会計処理に取得法を用いている。子会社の取得について移転された対価は、移転され
た資産、発生した負債および当グループが発行した株主持分の公正価値である。移転された対価には、条件付対価
契約から生じる資産または負債の公正価値が含まれる。取得関連費用は発生時に費用処理される。企業結合時に取
得した識別可能な資産ならびに引受けた負債および偶発負債は、取得日現在の公正価値で当初測定される。当グ
ループは被取得企業における非支配持分について、公正価値または被取得会社の純資産における非支配持分の比例
持分のいずれかによって、取得の事例ごとに認識する。
 

移転された対価、被取得企業のすべての非支配持分の公正価値、および取得企業が以前に保有していた被取得企業
の資本持分の取得日現在の公正価値の総額が、取得した識別可能な資産および引き受けた負債の正味金額の公正価
値を超過する額が、のれんとして計上される。この金額が取得した子会社の純資産の公正価値を下回る場合（バー
ゲン・パーチェスの場合）、当グループは取得したすべての資産および引き受けたすべての負債が正確に識別され
たかどうか再評価し、取得日に認識される金額を測定するために使用された手続を再検討する。再評価の結果、移
転される対価の総額を取得した純資産の公正価値が上回る場合、当該利益は損益認識される。のれんは毎年減損テ
ストが実施され、減損損失累計額を控除後の原価で計上される。のれんに減損の兆候が見られる場合は回収可能価
額が見積られ、帳簿価額と回収可能価額の差額を減損損失として認識する。のれんに係る減損損失の戻入れは翌期
以降にできない。事業体の売却に係る利得または損失には、その事業体の売却に関連するのれんの帳簿価額が含ま
れる。
 

子会社投資は、減損を控除した取得原価で、当グループの個別財政状態計算書上のみに計上される。取得原価は、
条件付対価契約の修正条項から生じる対価の変更を反映して調整される。取得原価には、投資に直接的に帰属する
費用も含まれる。子会社の経営成績は、配当金または債権によって当社により会計処理される。
 

非支配持分との取引
 

当グループは、支配の喪失に至らない非支配持分との取引を資本取引として処理する。非支配持分からの持分取得
について、支払った対価と、子会社の純資産の帳簿価額の持分相当額との差額は株主資本に計上される。非支配持
分の持分処分に係る利得または損失もまた株主資本に計上される。
 

当グループが支配または重要な影響を喪失する場合、その事業体に対する残余持分すべては、損益で認識された帳
簿価額の変動部分と共に公正価値で再測定される。この公正価値とは、関連会社、共同支配企業または金融資産と
しての、残余持分に対するその後の会計処理を行うための当初帳簿価額である。さらに、当該事業体に関してこれ
までにその他の包括利益に認識した額は、当グループが関連資産または負債を直接処分したかのような会計処理が
なされる。これは主に、これまでにその他の包括利益に認識した額が損益に再分類されることを意味している。
 

関連会社への所有者持分が減額したものの重要な影響力を保持している場合は、これまでにその他の包括利益で認
識した額の相応部分が、必要に応じて損益に再分類される。
 
2.3　関連会社および共同支配企業
 

関連会社とは一般に当グループが被投資会社の議決権の20％から50％を保有し、重大な影響力を有するものの支配
していない企業を指す。重大な影響力とは、非投資会社の財務および経営上の方針の決定に参加する力であるが、
それらの方針に対して支配または共同支配するものではない。
 
共同支配企業とは、取決め(アレンジメント)に関して共同支配を有する当事者が共同支配企業の純資産に対し権利
を有する、共同契約（ジョイント・アレンジメント）の一種である。共同支配は、契約により同意されたアレンジ
メントの支配の共有であり、関連活動の決定に支配を共有する当事者の全会一致の同意を必要とする場合にのみ存
在する。
 
関連会社および共同支配企業投資は持分法会計を用いて会計処理され、当初は原価で計上される。
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関連会社取得後の関連会社および共同支配企業損益の当グループ持分は純損益に認識され、その他の包括利益にお
ける取得後の当グループ持分の変動は、連結包括利益計算書で認識される。取得後の変動累計額は、投資の帳簿価
額に対して調整される。関連会社または共同支配企業の損失に対する当グループの持分が、関連会社または共同支
配企業に対する持分にその他の無担保債権を含めたものと同等もしくは上回る場合、当グループが関連会社または
共同支配企業に代わり債務を負うか支払を行う場合を除き、当グループはそれ以上の損失を認識しない。
 

当グループと関連会社または共同支配企業間の取引による未実現利得は、関連会社または共同支配企業に対する当
グループの持分の範囲で消去される。未実現損失もまた、取引により振替えられる資産の減損の証拠がない限り消
去される。関連会社および共同支配企業の会計方針は、当グループにより適用された会計方針との整合性を保つた
め、必要に応じて変更される。
 

のれんとは、取得日における取得された関連会社または共同支配企業の識別可能純資産の当グループ持分の公正価
値に対する取得原価の超過額を表す。関連会社および共同支配企業取得に係るのれんは関連会社および共同支配企
業投資に含まれ、全体的な残高の一部として毎年減損がテストされる。のれんの減損損失の戻入れはできない。企
業の売却による損益には、売却された企業に関するのれんの帳簿価額を考慮する。
 

当グループでは、関連会社および共同支配企業投資の減損を示す客観的な証拠の有無を各報告日に判定している。
客観的な証拠がある場合、投資の帳簿価額が回収可能価額を超過する額が減損損失として認識される。回収可能価
額は、売却費用控除後の関連会社投資の公正価値または使用価値のいずれか高い金額となる。関連会社および共同
支配企業投資の減損損失は、報告日ごとに、戻入の可能性を示す兆候の有無について評価する。
 

関連会社および共同支配企業投資は、減損を差し引いた取得原価で当社の個別財政状態計算書に計上される。関連
会社および共同支配企業の損益は、受取配当金および未収配当金に基づいて当社により会計処理される。
 
2.4　セグメント報告
 

当グループの事業セグメントは、資源配分の決定と業績評価の目的で最高経営意思決定者-社長室に提出される内
部管理報告書と同一の方法で表示されている。
 

事業セグメントとは、以下の条件を見たしている当グループ内のセグメントを指す。ⅰ)毎日の営業活動によって
収入が生じ、費用が発生しているセグメント。ⅱ)資源の配分の決定を下し、業績を評価するために、経営陣が経
営成績を評価しているセグメント。ⅲ)当グループが、財政状態、経営成績、キャッシュ・フローおよびその他の
業績指標を含む関連する財務情報を入手できるセグメント。
 

2.5　外貨換算
 

チャイナ・ライフ・フランクリン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド（以下「AMC HK」とい

う。）(注記39(c)）を除き、当グループの機能通貨は人民元である。当グループの連結財務書類の報告通貨は、人
民元である。外貨建て取引は、取引日の為替レートを用いて換算されている。外貨建ての貨幣性資産および負債
は、報告期間末現在の為替レートを用いて換算される。これらの外貨換算によって生じた換算差額は、純損益に認
識される。
 

2.6　有形固定資産
 
有形固定資産は、取得原価から減価償却累計額および減損損失累計額を控除して表示される。ただし、2003年６月
30日より前に取得した有形固定資産は、みなし原価から減価償却累計額および減損損失累計額を控除した額で表示
されている。
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有形固定資産の取得原価は、輸入税および還付されない消費税、ならびに使用目的に合わせた当該資産の操業状態
および所在地の選定に係る直接費用を含めた購入価格で構成される。例えば修繕維持費等、有形固定資産の稼働時
点以降に発生する支出は、通常、費用が発生した事業年度に包括利益において計上される。認識基準が満たされる
場合には、大規模な検査費用は取替資産として有形固定資産の帳簿価額に含めて認識される。有形固定資産の重要
な部分を定期的に交換する必要がある場合、当グループは、交換部分を資産として認識した上で、個別の耐用年数
を設定し、その耐用年数に従い償却を行う。
 

減価償却費
 

減価償却費は、各資産の取得原価をそれぞれの残存価額まで以下に示す資産ごとの見積耐用年数にわたり定額法で
算定される。
 

 見積耐用年数

建物 15-35年
事務用機器、什器備品 ５-11年
車両 ４-８年
建物附属設備 残存リース期間と耐用年数の

いずれか短い方の期間
 
残存価額、減価償却および耐用年数の方法は定期的に見直され、償却方法および期間が有形固定資産項目の経済的
便益の予測パターン値と一致していることが確認される。
 
建設仮勘定は、みなし原価より減損損失累計額を控除した額で計上されている2003年６月30日以前に取得した資産
を除き、主に建設中の建物であり、原価から減損損失を控除した額で計上され、減価償却はなされていない。費用
は、直接建設費用および建設期間中の借入ファンドに係る資産化される借入費用から構成される。建設中の資産
は、完成後使用可能時に有形固定資産、および投資不動産またはその他資産の適切な項目に再分類される。
 

減損および売却損益
 

有形固定資産は、その帳簿価額が回復できなくなる可能性を示す事象や状況の変化が生じた場合には随時、減損損
失の有無が検討される。減損損失は、資産の帳簿価額が資産の正味売却価格と使用価値のいずれか高い金額である
回収可能価額を超過する額で純損益に認識される。
 

有形固定資産項目の処分損益は、関連資産の正味売却収入と帳簿価額との差額であり、純損益に認識される。
 
2.7　投資不動産
 
投資不動産は、サービスの提供または管理目的としてよりも、賃料収入を得るため、または資本の増加の為に保有
される土地建物に対する持分である。
 
投資不動産は、取引費用を含む原価で当初認識される。当初認識の後、投資不動産は減価償却累計額および減損損
失を控除した額で計上される。
 
減価償却は、予想耐用年数にわたり定額法で計算される。投資不動産の予想耐用年数は15年から35年である。
 
財産の所有権、持分投資、またはその他の形態により当グループが保有する海外投資不動産は、各所在地での使用
状況に基づき予想耐用年数を50年とする。
 
耐用年数および減価償却方法は定期的に検討され、償却方法および償却期間が個々の投資不動産から得る経済的便
益の予想パターンと一致することが確認される。
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投資不動産の売却または永久的(長期的)に使用されなくなる場合および投資不動産の売却から将来の経済的利益が
見込めない場合に投資不動産の認識を中止する。投資不動産の除去または売却に関する損益は、除去または売却さ
れた事業年度の包括利益計算書において認識される。用途変更の証拠がある場合に限り、投資不動産への振替また
は投資不動産からの振替が行われる。
 
2.8　金融資産
 

2.8.a　分類
 

当グループでは金融資産を、純損益を通じて公正価値で測定する証券、満期保有目的証券、貸付金および債権なら
びに売却可能証券に分類している。経営陣はかかる金融資産の分類を、その資産の取得目的に応じて当初認識時に
決定する。当グループの証券投資は、以下の４つのカテゴリーに分類された。
 

(ⅰ) 純損益を通じて公正価値で測定する証券
 

このカテゴリーには、売買目的証券、および当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定することを指定し
た金融資産、の２つのサブカテゴリーがある。短期間に売却する目的で取得した場合、または短期利益獲得
の裏付けのある金融資産ポートフォリオの一部を形成している場合、証券は当初認識時に売買目的に分類さ
れる。当グループでは、その他の金融資産がIAS第39号の基準を満たし、かつ当初認識時にそのように指定さ
れた場合、純損益を通じて公正価値で測定するものとして分類することがある。

 
(ⅱ) 満期保有目的証券
 

満期保有目的証券は、当グループが満期まで保有する積極的な意思と能力を有する、固定もしくは確定した
支払および満期日を伴う非デリバティブ金融資産であり、かつ貸付金および債権の定義を満たさないか、あ
るいは売却可能証券または純損益を通じて公正価値で測定する証券として指定されていないものである。

 

(ⅲ) 貸付金および債権
 

貸付金および債権は、当グループが短期的に売却しようとしている、または売却目的で保有している、それ
以外の、活発な市場において相場価格がない固定または決定可能な支払額の非デリバティブ金融資産をい
う。貸付金および債権とは、主に定期預金、貸付金、売戻条件付購入証券、未収投資収益および未収保険料
であり、財政状態計算書に区分表示される。

 

(ⅳ) 売却可能証券
 

売却可能証券は、このカテゴリーに指定されているか、あるいは他のいずれのカテゴリーにも分類されない
非デリバティブ金融資産である。

 
2.8.b　認識および測定
 

投資の購入および売却は約定日、つまり当グループが資産の購入あるいは売却を履行した時点をもって認識され
る。投資は、公正価値で当初認識され、金融資産が純損益を通じて公正価値で計上されない場合、その取得に直接
帰属する取引費用が含まれる。投資からのキャッシュ・フローを受け取る権利が失効した場合、あるいはそれらの
権利が譲渡され、かつ当グループもまた所有に伴うリスクおよび便益を実質的に移転した場合、投資について認識
の中止が行われる。
 

純損益を通じて公正価値で測定する証券および売却可能証券は、公正価値で計上される。活発な市場においての相
場価格がなく、公正価値が確実に測定できない株式投資は、減損額控除後の取得原価で計上される。満期保有目的
証券は実効金利法を用いて償却原価で計上される。証券の売却に係る投資損益は主に、個別法で決定される。純損
益を通じて公正価値で測定する証券のカテゴリーの公正価値の変動によって生じた実現および未実現利得および損
失、ならびに償却原価に係る為替の影響による売却可能負債性証券の公正価値の変動は、それらが発生した期間の
純損益に含まれる。売却可能証券の公正価値の変動によって生じる未実現利得および損失は、その他の包括利益で
認識される。売却可能証券として分類された証券が売却または減損した場合、公正価値調整額の累計は金融資産に
係る実現利得として純損益に含まれる。
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定期預金とは、満期日の設定がある従来の銀行預金を主に示しており、償却原価で計上される。
 

貸付金は、貸倒引当金控除後の償却原価で計上される。
 

当グループは、実質的に同質の証券を売り戻す条件付の証券を購入している。これらの契約は担保付貸付金に分類
され、償却原価、すなわちそれぞれの取得原価に報告期間末現在の経過利息を加算した金額にて計上され、その金
額はほぼ公正価値に相当する。これらの契約に基づく前払金額は、連結財政状態計算書上、資産として計上され
る。当グループは、売戻条件付購入証券の現物を保有しない。当該貸付金が未返済である間の当該証券の売却また
は譲渡は、証券が登録されている各クリアリングハウスにより禁じられている。取引相手により当該貸付金の返済
が履行されない場合、当グループは、クリアリングハウスが保有する対象証券に対する所有権を有する。
 

2.8.c　純損益を通じて公正価値で測定する証券以外の金融資産の減損
 

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産以外の金融資産には、一時的ではないと見なされる価値の下落が生じ
ている場合に減損に関する修正が行われる。金融資産の価値の減少が一時的か否かを評価する際に、当グループ
は、以下を含むがそれらに限定されない、いくつかの項目を考慮する。
 

・発行体または債務者の著しい財政難
・債務不履行や支払延滞等の契約違反
・発行体または債務者が破産やその他の金融再編成を行なう可能性が高まる場合
・経済状況の悪化によって該当する金融資産が取引される活発な市場が存在しなくなる場合
 

持分証券の価値の減少が一時的か否かを評価する際に、当グループは、下落の程度および期間についても考慮す
る。定量的な要因には、以下が含まれる。
 
・持分証券の市場価格が、貸借対照表日現在におけるその取得原価を50％超下回っていた場合
・持分証券の市場価格が、貸借対照表日現在において少なくとも６ヶ月間にわたり、その取得原価を20％超下回っ
ていた場合、および

・持分証券の市場価格が、貸借対照表日時点において１年超の期間(１年含む)にわたってその取得原価を下回って
いた場合

 

価値の減少が減損と見なされる場合、満期保有目的証券は当該証券の実効金利で割り引いた予想将来キャッシュ・
フローの現在価値まで評価減され、売却可能負債性証券および持分証券は当該証券の公正価値まで評価減され、減
損が認識される期間において、金融資産に係る正味実現利得に計上される。その後、負債性証券の公正価値が上昇
し、その上昇が純損益を通じて減損を認識した後に発生した事象に客観的に関連している場合、この減損損失は純
損益を通じて戻入れられる。損益に認識された持分証券に係る減損損失を、純損益を通じて戻入れることはない。
 
2.9　公正価値測定
 
当グループは、純損益を通じて公正価値で測定する証券および売却可能証券などの金融商品を各報告日に測定して
いる。公正価値とは、測定日において市場参加者間で秩序ある取引が行われた場合に、資産の売却によって受け取
る価額、または負債の移転のために支払うであろう価額である。資産および負債の公正価値測定は、資産の売却取
引または負債の移転が以下のいずれかにおいて起きるという仮定に基づいている：
 

・資産または負債の主な証券市場、または
・主な証券市場がない場合、資産または負債の最も有利な市場
 
主な市場または最も有利な市場は、測定日に当グループにより利用可能でなければならない。
 
資産または負債の公正価値は、市場参加者が経済的利益を最優先すると仮定して、市場参加者が資産または負債に
値段を付けるのに使用する仮定を使用し測定される。
 

EDINET提出書類

チャイナ・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド(E05940)

有価証券報告書

114/326



非金融商品の公正価値測定は、最高かつ最良の使用において資産を使うまたは最高かつ最良の使用において資産を
使うと思われる他の市場参加者へ売却することにより経済的利益を得る市場参加者の能力を考慮に入れる。
 
当グループは、関連性のある観察可能なインプットを最大限に利用し、ならびに観察不能なインプットを最小限に
抑え、公正価値を測定するのに十分なデータを入手し、状況に応じた適切な評価手法を使用する。
 
連結財務書類において測定または開示されているすべての資産および負債は公正価値ヒエラルキーにて分類されて
おり、公正価値測定全体として重要となる最低レベルのインプットを基に、注記4.3、７、10および39(b)に記載さ
れている。
 
継続的に公正価値測定を行う資産および負債に関して、当グループは、各報告期間末時点にカテゴリー化を再評価
（公正価値測定全体として重要となる最低レベルのインプットに基づき）することにより、ヒエラルキー内の各レ
ベル間で移動が生じたかどうかを判断する。
 

2.10　現金および現金同等物
 

現金の金額は、手許現金および要求払い預金を表している。現金同等物は、当初の満期までの期間が90日以内の短
期かつ流動性の高い投資であり、帳簿価額が公正価値に近似する。
 

2.11　保険契約および投資契約
 

2.11.1　分類
 

当グループは保険リスクまたは財務リスク、あるいはその両方を移転する契約を発行している。当グループが発行
した契約は、保険契約および投資契約に分類される。保険契約は重要な保険リスクを移転する契約であり、財務リ
スクを移転する場合もある。投資契約は財務リスクを移転する契約で、重大な保険リスクを伴わない。保険および
投資契約の多くが裁量権のある有配当性（以下「DPF」という。）を含んでいる。このDPFの下で保険契約者は、少
なくとも一部は当グループに裁量権がある追加の給付または契約者配当を受ける契約上の権利が与えられる。
 

2.11.2　保険契約
 

2.11.2.a　認識および測定
 

(ⅰ) 短期保険契約
 

短期傷害医療保険商品の販売からの保険料は、引受時に計上され、関連する保険契約期間にわたり比例配分
により収益計上される。短期保険商品に関する準備金は未経過保険料および支払備金ならびに未払損害調査
費で構成されている。実際の支払備金および未払損害調査費は発生時に純損益に費用計上される。

 
未経過保険料は、未経過保険期間に対応する特定の新契約費控除後の引受保険料を表している。

 

支払備金および未払損害調査費は、報告済および未報告の保険金請求に対する準備金ならびに保険事故に関
する保険金費用に対する準備金で構成されている。当該準備金の算定において、当グループは合理的な見積
額と適用可能なマージンを導き出すため、リスクの性質および分布、保険金費用の動向ならびに過去の経験
を考慮に入れる。報告済または未報告の保険金について用いられる方法には、ケース毎の見積方法、１件当
たりの平均費用を算出する方法やチェーンラダー法等が含まれる。当グループは、保険金費用に関する将来
の支払額の合理的な見積りに基づいて、保険金費用に対する準備金を計算している。
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(ⅱ) 長期保険契約
 

長期保険契約には、重要な偶発的リスクを伴う終身保険および定期保険、養老保険ならびに年金保険が含ま
れる。保険料は、保険契約者からの支払期日到来時に収益として認識される。

 

当グループは、長期保険契約の準備金を見積る際に割引キャッシュ・フロー法を利用している。長期保険契
約の準備金は、合理的に見積られた負債、リスク・マージンおよび残余マージンから構成される。長期保険
契約負債は、死亡率、疾病率、失効率、割引率に係る仮定ならびに費用の仮定を含む様々な仮定を用いて、
以下の原則に基づいて計算されている。

 

(a) 長期保険契約における負債の合理的な見積額は、将来キャッシュ・アウトフローから将来キャッシュ・

インフローを差し引いた合理的な見積額の現在価値である。予想将来キャッシュ・インフローには保険
債務の引受から生じる将来の保険料のキャッシュ・インフローが含まれているが、主に死亡または解約
により減少する点も考慮に入れている。予想将来キャッシュ・アウトフローとは、契約債務の履行によ
り生じる現金流出額であり、以下の要素で構成されている。

 

・死亡、人身障害、疾病、延命、満期および解約に関する支払いを含む、契約条件に基づく保証給付。
・保険契約者への配当金等の追加的な非保証給付。
・維持費および保険金支払費用を含む、保険契約の管理または保険金支払手続で発生した合理的な費
用。将来の管理費は維持費に含まれている。費用は、将来のインフレの見積りや、当グループの費用
管理統制を考慮に入れた費用分析に基づいている。

 

当グループは負債およびリスク・マージンの合理的な見積りの仮定について、すべての利用可能な情報
を考慮した上で、また当グループの過去の実績および将来の事象の予測を踏まえて、各報告日に再検討
している。仮定の変動部分は純損益に認識される。残余マージンの償却に関する仮定は保険証券発行時
にロックインされるため、各報告日時点での調整は実施されない。

 
(b) 保険契約の準備金の計算時にマージンを考慮に入れる。これは個別に測定され、契約期間にわたって各

期間の純損益に認識される。契約開始時において、当グループは初日利得を認識しないが、初日損失は
即時認識する。

 
マージンは、リスク・マージンおよび残余マージンから構成される。リスク・マージンは、将来キャッ
シュ・フローの金額と時期の不確実性を補う目的で計上される準備金である。残余マージンは、契約開
始時に、主に保険契約引受および新契約獲得費用等の特定の新契約費を控除して算出される初日利得を
意味し、契約期間にわたって償却されることになる。将来のリターンが、対応する投資ポートフォリオ
の投資利回りの影響を受ける保険契約の場合、関連する残余マージンは、保険契約者に支払われる将来
の見積配当額に基づいて償却される。将来のリターンが、対応する投資ポートフォリオの投資利回りの
影響を受けない保険契約の場合、関連する残余マージンは、発行済み保険契約が保証する保険金・給付
金の額に基づいて償却される。その後の残余マージンの測定は、割引後の将来キャッシュ・フローの合
理的な見積りやリスク・マージンとは独立して行なわれる。仮定の変更は、残余マージンの事後測定に
影響を及ぼさない。

 

(c) 当グループは保険契約に対する準備金の計算時に、時間価値による影響を考慮に入れている。

 
(ⅲ) ユニバーサル生命保険契約およびユニットリンク契約
 

ユニバーサル生命保険契約およびユニットリンク契約は以下の構成要素に分けられる。
 

・保険要素
・保険以外の要素

 

保険要素は保険契約として会計処理される。保険以外の要素は投資契約（注記2.11.3）として会計処理さ
れ、投資契約負債に計上される。
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2.11.2.b　負債の十分性テスト
 

当グループは、各報告期間末現在に利用可能な情報と共に、将来キャッシュ・フローの現在の見積額を用いて保険
契約準備金の十分性を評価している。保険負債の帳簿価額（該当する場合は関連する無形資産を控除する）が見積
将来キャッシュ・フローを考慮した上で不十分であることがこの評価で明らかになった場合、保険契約準備金は適
宜修正され、保険契約負債の変動部分は純損益に認識されることとなる。
 

2.11.2.c　再保険契約
 

当グループは当グループが発行した１件以上の契約に係る損失を当グループに対して補償する契約を再保険会社と
締結しているが、そのうちで保険契約としての分類要件を満たしているものは保有再保険契約として分類される。
このような分類要件を満たしていない再保険会社との契約は金融資産として分類される。当グループが締結した保
険契約で契約者が別の保険会社（受再保険）であるものは、保険契約に含まれる。
 

当グループが再保険契約に基づき契約上の権利を有する給付金は再保険貸として認識される。再保険会社からの回
収可能価額、または再保険会社に対する未払額は、出再された保険契約に関連する金額との整合性を保ちながら、
各再保険契約の条件に準拠して測定される。再保険借は主として再保険契約に係る未払保険料で、支払期日到来時
に費用として認識される。
 

当グループは報告期間末現在で、再保険貸の減損を評価する。再保険貸の減損を示す客観的な証拠がある場合、当
グループはかかる再保険貸の帳簿価額をその回収可能価額まで減額し、減損損失を純損益に認識する。
 

2.11.3　投資契約
 

DPFがある投資契約またはDPFがない投資契約による収益は保険契約手数料収入として認識され、期中の様々な手数
料（保険契約手数料、取扱手数料、管理料等）で構成されている。新契約獲得費控除後の保険契約手数料収入は前
受収益として繰延べられ、予想契約期間にわたり償却される。
 

ユニットリンク契約では負債が公正価値で計上されるが、それ以外の投資契約の負債は償却原価で計上される。
 

2.11.4　長期保険契約および投資契約におけるDPF
 

DPFは、特定の長期保険契約および投資契約に含まれている。これらの契約は有配当型契約と総称されている。当
グループは、利用可能な剰余金累計額の70％と、契約書に明記されているレートの高い方を、有配当型契約の契約
者に支払う義務をグループとして負っている。利用可能な剰余金累計額は主に、正味投資収益ならびにこれらの契
約の原資となる資産から生じる利得および損失から生じる。売却可能証券による未実現損益が保険契約者に帰属す
る範囲において、潜在的な調整額がその他の包括利益において認識される。保険契約者に支払う剰余金は、配当宣
言の有無に関わらず未払契約者配当金に認識される。有配当型契約の個々の契約者に対する分配の金額および時期
は、当グループによる将来の宣言に基づく。
 

2.12　純損益を通じて公正価値で測定する金融負債
 

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債とは、外部投資家により一部保有されている連結ストラクチャード・
エンティティ（オープンエンド型ファンドおよびトラスト・スキーム）である。当該金融負債は、当初認識時に公
正価値で測定すると指定されており、すべての実現または未実現利得もしくは損失は、純損益において認識され
る。
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2.13　買戻条件付売却証券
 

当グループは、取引日から通常180日以内に満期となる買戻条件付売却証券について、ほぼすべてのリスクおよび
経済的便益の所有権を留保している。そのため買戻条件付売却証券は、担保付借入金に分類される。対象証券の公
正価値に基づいて、当グループは追加担保の提供を要求されることがある。買戻条件付売却証券は、償却原価、す
なわち取得原価に報告期間末現在の経過利息を加算した金額で計上される。当グループの方針として、当該証券を
物理的に所有し続けるなど、買戻条件付売却証券に対する効果的な管理を行っている。したがって、当該証券は引
き続き連結財政状態計算書に計上される。
 

2.14　社債
 

社債には、主に劣後債が含まれている。劣後債は、公正価値で当初認識され、当初認識後は実効金利法を用いた償
却原価で測定される。償却原価は、取得時のディスカウントまたはプレミアム、および取引コストを考慮して算出
される。
 

2.15　デリバティブ商品
 

デリバティブは、デリバティブ契約が締結された日の公正価値で当初認識され、その後も公正価値で再測定され
る。デリバティブ金融商品において発生した利得または損失は、純損益に認識される。公正価値は、直近の市場取
引あるいは割引キャッシュ・フロー・モデルやオプション価格決定モデルなどの評価手法を考慮に入れ、活発な市
場の相場価格から入手される。すべてのデリバティブは、公正価値が正の値の場合は資産として、公正価値が負の
値の場合には負債として計上される。
 

主契約と密接な関連がなく、デリバティブの定義を満たしている組込デリバティブは、分離処理され、純損益を通
じて公正価値で測定される。保険契約の定義を満たしている組込デリバティブや、あるいは保険契約を定額（また
は定額および金利に基づく額）で解約する組込オプションを含む、主契約の保険契約と密接に関連している組込デ
リバティブについては、当グループは分離して測定を実施していない。
 
2.16　従業員給付
 

年金給付
 

当グループの常勤従業員は、様々な政府支援による年金制度の対象となっており、一定の方式に基づく毎月の年金
の有資格者である。対象従業員の退職に際して、これらの政府機関が年金債務に対する責任を負っている。当グ
ループは、これらの年金制度に対し毎月拠出を行っている。政府支援による年金制度に加えて、当グループは中国
における関連法規制に準拠して従業員年金制度を設立し、それによって当グループは従業員の給与の一定割合に基
づき当該制度に拠出することを要求されている。これらの制度への拠出金は、発生時に費用計上される。これらの
制度のもとに、当グループには、退職給付に対する当該拠出金額を超えた法的またはみなし債務はない。
 

住宅給付
 

当グループの全常勤従業員は、様々な政府支援による住宅基金への参加資格を有している。当グループは、従業員
の給与の一定割合に基づき、これらの基金に毎月拠出を行っている。これらの基金に関連する当グループの負債
は、各年度に支払われる拠出額が上限となる。
 

株式増価受益権
 

株式増価受益権に基づく報酬は、発生した負債の公正価値に基づいて測定され、権利確定期間にわたり費用計上さ
れる。関連する負債の公正価値を見積るため、オプション価格決定モデルなどの評価手法が用いられている。この
負債は、決済されるまで各報告期間末に公正価値で再測定される。権利確定期間における公正価値の変動は事務管
理費用に含められ、権利確定期間後の変動は純損益を通じた公正価値の変動による正味利得/(損失)として損益計
上される。関連する負債はその他の負債に含まれる。
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2.17　株式資本
 

普通株式は株主資本に分類される。持分商品発行に直接帰属する費用の増分は、税引後の調達額からの控除として
株主資本に表示される。
 

2.18　その他資本性金融商品
 
その他資本性金融商品とは、当グループが発行したコアTier2資本証券である。当該証券は、金銭や他の金融資産
の引渡し、当グループにとって潜在的に好ましくない条件のもと、他の企業と金融資産または金融負債の交換、も
しくは当グループの資本性金融商品で清算する等の契約上の義務を含んでいない。従って、当グループは当該証券
をその他資本性金融商品に分類している。当該証券発行の手数料、コミッションおよび他の取引費用は株主資本よ
り控除されている。。当該証券の分配は、配当宣言時に分配金として認識される。
 
2.19　収益の認識
 

当グループの売上高は収益合計を表しており、以下の項目が含まれる。
 

保険料
 

長期保険契約からの保険料は、保険契約者からの支払期日到来時に収益として認識される。
 

短期傷害医療保険商品の販売からの保険料は、引受時に計上され、関連する保険契約期間にわたり比例配分により
収益計上される。
 

保険契約手数料収入
 

投資契約からの収益は保険契約手数料収入として認識される。これは、サービス提供期間にわたる様々な手数料収
入（保険契約手数料、取扱手数料、管理料等）からなる。特定の新契約獲得費控除後の保険契約手数料収入は前受
収益として繰延べられ、予想契約期間にわたり償却される。保険契約手数料収入は、その他の収益の一部として収
益認識される。
 

投資収益
 

投資収益は、定期預金、現金および現金同等物、負債性証券、売戻条件付購入証券、貸付金、持分証券からの受取
配当金からなる。受取利息は、実効金利法を用いて発生主義で計上される。受取配当金は、配当金の支払を受け取
る権利が与えられる場合に認識される。
 
2.20　財務コスト
 

社債、買戻条件付売却証券、ならびに有利子融資および借入金の支払利息は、実効金利法を用いて、財務コストと
して純損益に認識される。
 

2.21　当期税金および繰延税金
 

当期の税金費用は当期税金と繰延税金から構成される。税金がその他の包括利益に直接認識された項目に関連する
場合を除き（この場合、税金はその他の包括利益で認識される）、税金は純損益に認識される。
 

当期の税金資産および負債は、当社およびその子会社が営業活動を行い、課税所得を生み出す税務管轄において各
報告期間末現在で制定されている税法または実質的に制定されている税法に基づいて計算される。経営陣は、適用
税制が解釈指針の対象となっている状況に関してポジションを定期的に評価する。
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税務上の資産および負債と、連結財務書類上のそれぞれの帳簿価額との間に生じる一時差異については、負債法を
用いて繰延税金が認識される。繰延税金の算定には、実質的に法定税率が用いられる。
 

一時差異の解消時期をコントロールできる、ならびに一時差異は予見可能な将来に解消されない可能性が高い場合
を除き、繰延税金は、子会社、関連会社および共同支配企業への投資において生じる一時差異について計上され
る。
 
繰延税金資産の帳簿価額は各報告期間末時点で見直され、繰延税金資産の全額または一部が使用できるだけの十分
な課税所得が稼得されない可能性が高い部分については、帳簿価額を減額している。他方、未だ認識されていない
繰延税金資産は各報告期間末時点で再評価され、繰延税金資産の全部または一部が使用できるだけの十分な課税所
得が稼得できる可能性が高い部分について、未だ認識されていない繰延税金資産は認識される。
 
報告期間末時点に制定されている、または実質的に制定されている税率（および税法）を基に、繰延税金資産が実
現する、および繰延税金負債が決済すると見込まれる期に適用される税率を用いて繰延税金資産および負債は測定
される。
 
当期の税金負債、税金資産を相殺する法律上の権利が存在する、ならびに繰延税金が同じ納税主体および同一の税
務当局に関するものである場合には、繰延税金資産および繰延税金負債の相殺を行う。
 

2.22　オペレーティング・リース
 

資産の所有に係るリスクと経済価値のほとんど全てが賃貸人会社にあるリースは、オペレーティング・リースとし
て会計処理される。
 
当グループが賃貸人の場合、オペレーティング・リースとして当グループにより貸し出された資産は、投資不動産
に含め、ならびにオペレーティング・リースにおけるリース債権は、リース期間にわたり定額法で連結包括利益計
算書に貸方計上される。
 
当グループが賃借人である場合、オペレーティング・リースにおけるレンタル債務は、リース期間にわたり定額法
で連結包括利益計算書に計上する。賃貸人により受けるインセンティブの便益総額は、リース期間にわたり定額法
でリース料から割引を行う。
 
2.23　引当金および偶発事象
 

過去の事象の結果として、現在の法的または推定的債務を当グループが有しており、またその債務の決済に際して
経済資源が流出する可能性が高く、かつその額を確実に見積ることが可能な場合、引当金が認識される。引当金は
将来の営業損失としては認識されない。
 

偶発負債は、過去の事象より生じる可能性のある債務であり、その発生は、当グループが全く管理し得ない一つ以
上の不確実な将来事象が発生するか否かによってのみ確認される。これは、経済資源の流出を要求される可能性が
低い、あるいは債務額が信頼性をもって測定できないために認識されない過去の事象により生じる、現在の債務の
可能性もある。
 

偶発負債は財政状態計算書では認識されないが、連結財務書類に対する注記において開示される。経済資源の流出
の可能性に変動が生じたために、その流出の可能性が高く、流出額が確実に測定される場合、これは引当金として
認識される。
 

2.24　配当金分配
 

当社株主への配当金分配は、配当金が当社株主によって承認された会計年度における当グループの連結財務書類の
負債として認識される。
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３　会計方針適用における重要な会計上の見積りおよび判断
 

当グループは、資産および負債の計上金額に影響を及ぼす見積りおよび仮定を行っている。見積りおよび判断は、
過去の経験およびその状況下で合理的であると考えられる将来事象の予測を含むその他の要素に基づいて継続的に
評価されている。当グループでは、適切な仮定を策定する際に重要な判断を用いている。
 

資産および負債の帳簿価額に影響を及ぼす、重要な見積りおよび判断の変更に影響を受けやすいエリアは、以下に
記載されるとおりである。実際の結果は、以下に示した見積りや判断と異なる場合がある。
 
3.1　長期保険契約から生じる将来の給付金支払および保険料の見積り
 

長期保険契約に基づく負債の算定は、当グループによる将来の給付金支払、保険料および関連する費用の見積りな
らびにマージンに基づいている。死亡率、疾病率、失効率、割引率に関する仮定ならびに費用の仮定は、直近の実
績の分析ならびに現在および将来の経済状態に基づいて作成される。不確実な将来の給付金支払、保険料および関
連する費用によって生じる不確実な負債は、リスク・マージンに反映される。
 

長期保険契約に係る残余マージンは、仮定（死亡率、疾病率、失効率、割引率ならびに費用の仮定）に基づき、予
想契約期間にわたり償却される。これらの仮定は契約開始時に算定され、契約期間中に変更されることはない。
 

保険契約負債（DPFのある契約を含む）の評価にあたり用いられる判断は、保険給付金および保険契約負債として
連結財務書類で認識された額に影響を及ぼす。
 

様々な仮定の影響およびその変更については、注記14に記載されている。
 

3.2　投資
 
当グループの主な金融商品は、負債性証券、持分証券、定期預金および貸付金である。重要な見積りおよび判断
は、減損の認識および公正価値の測定に関連したものである。
 
当グループは、注記2.8.cに記載されているように減損の評価において幅広い要素を考慮している。
 
公正価値とは、測定日において市場参加者間で秩序ある取引が行われた場合に、資産の売却によって受け取る価
額、または負債の移転のために支払うであろう価額である。連結財政状態計算書に計上されている金融資産および
負債の公正価値が活発な市場における取引相場価格に基づき測定することができない場合は、公正価値は、考慮事
項の段階を必要とする評価手法を用いて測定される。金融商品の公正価値を測定する際に当グループが用いる方法
および仮定は以下のとおりである。
 
・負債性証券：公正価値は通常、最新の買気配値に基づいている。最新の買気配値を容易に入手できない場合、最
近の取引で付された価格、類似する投資の最新の買気配値から得られる価額および市場が活発でない場合には評
価手法のいずれかを用いて公正価値が見積られる。

 
・持分証券：公正価値は通常、最新の買気配値に基づく。最新の買気配値を容易に入手できない場合、直近の取引
で観察された価格、または一般的な市場価格決定モデルによる価格のいずれかを用いて公正価値が見積られる。
公正価値を確実に測定できない持分証券は、減損控除後の原価で認識される。

 
・定期預金および貸付金：連結財政状態計算書上、当該資産の帳簿価額は公正価値に近似している。
 
評価手法の説明は注記4.3に記載されている。複数の評価手法およびパラメーターの仮定は、公正価値見積額にお
ける何らかの差異につながる可能性がある。
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3.3　関連会社および共同支配企業投資の減損
 
当グループは、関連会社および共同支配企業投資に関して減損の兆候が存在していないかの評価を報告期間の末日
に行う。帳簿価額を回収できない可能性を示す兆候がある場合、関連会社および共同支配企業投資に対し減損テス
トを実施する。関連会社および共同支配企業投資の帳簿価額が回収可能価額（正味売却価額と使用価値のいずれか
高い方の金額）を上回る場合、減損は存在する。正味売却価額の算定は　類似資産の対等な取引での拘束力のある
売却取引に関係する入手可能なデータ、または関連会社および共同支配企業投資を売却するための増加費用控除後
の市場価格に基づいて行う。使用価値の算定を行う場合、当グループは、関連会社および共同支配企業投資から生
じる将来のキャッシュ・フローを見積もり、当該将来キャッシュ・フローの現在価値を算定するために適切な割引
率を選択しなければならない。詳細については注記８参照。
 
3.4　法人税
 
当グループは、多数の税務管轄における法人税の課税対象となっている。通常の事業過程において、最終的な税額
の決定に関係する特定の取引および活動には不確実性がある。法人税を決定する際、当グループは重要な判断を行
う必要がある。税務上の最終的な決済額が会計上計上された金額と異なる場合、これらの差異は当期の最終的な法
人所得税および繰延税金に影響を及ぼすこととなる。
 
3.5　投資先に対する支配力の決定
 
注記2.2で定められる支配の指標が、例えばファンドおよび資産運用商品などのストラクチャード・エンティティ
を支配していると示すか否かを決定するために当グループは判断を下す。
 
当グループは特定のストラクチャード・エンティティ（例、ファンド）に対し出資し、契約に従い当該エンティ
ティの運用管理者として行動する。さらに、当グループは、ストラクチャード・エンティティの株式を保有する結
果として、リターンの変動性にさらされる可能性がある。当グループが当該ストラクチャード・エンティティを支
配するかどうかの判断には、通常、エンティティ（キャリード・インタレストおよび見込運用報酬を含む）におけ
る当グループの総経済的利益ならびに意思決定権限の評価に重点を置く。2015年12月31日現在、連結財務書類にお
いて、当グループは、当社の子会社である中国人寿AMP資産管理公司（以下「CL AMP」という。）により発行さ

れ、運用管理されているいくつかのファンド商品、ならびに第三者機関により発行され、運用されているいくつか
のトラスト・スキームを連結している。詳細については注記39(c)参照。
 
 
４　リスク管理
 

リスク管理は、当社の取締役会が承認した方針に基づいて当社のリスク管理委員会が実施している。
 

当グループは、保険リスクまたは金融リスクあるいはその双方を移転する契約を発行している。本章ではこれらの
リスクについて、またこれらのリスクに対する当グループの管理方法について要約している。
 

4.1　保険リスク
 

4.1.1　保険リスクの種類
 

１件の保険契約のもとでのリスクとは、保険事故が発生し、その結果として保険請求金額に関しての不確実性が生
じる可能性のことをいう。保険契約というその性質上、当該リスクは無作為であり、リスクを予測することは不可
能である。価格設定や引当金設定に実現可能性の理論が適用される場合における保険契約のポートフォリオ（契約
引受高）に関して、その保険契約のもとで当グループが直面する主なリスクは、実際の請求額と給付金の支払額が
保険負債設定に使用される基礎となる仮定よりも望ましくない結果となることである。これは、請求金額および給
付金支払の頻度または重要性が見積額を上回る場合に発生する。保険事故は無作為であり、実際の請求金額および
支払われた給付金の金額は、統計学的技術を用いて定められている見積りとは毎年異なっている。
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死亡率経験は、類似の保険契約のポートフォリオが大きくなればなるほど、予測結果の相対変数が小さくなること
を示している。さらに、リスクがより分散されたポートフォリオは、ポートフォリオの部分集合における変動に
よって全体的な影響を受ける可能性が小さくなる。当グループは引受る保険リスクの種類を分散し、これらの各カ
テゴリー内での予測結果の変数を減少させるため、十分な規模の母集団を実現できるような保険引受戦略を展開し
ている。当グループは、引受戦略、再保険契約および保険請求処理を通じて保険リスクを管理している。
 

当グループは保険負債リスクを補う目的で、比例再保険または超過額再保険の２種類の出再保険契約を通じて保険
リスクを管理している。再保険契約は、リスクの負債を含むほとんどすべての商品を補う。それぞれの商品カテゴ
リーまたは機能の観点から見た場合、再保険を付された商品には、生命保険、傷害および医療保険もしくは死亡、
身体障害、傷害、疾病および介護等が含まれる。当該再保険契約は、付保リスクの範囲を一定限度まで拡大し、当
グループに対する潜在的な損失の影響額を減らすものである。しかしながら、契約者に対する当グループの直接的
な保険負債は、責任を遂行すべき再保険会社の不履行に関連する信用リスクが存在するため消去されない。
 

4.1.2　保険リスクの集中
 

当グループの保険事業はすべて中国内に所在している。当グループが保険契約を引受る場合、地域間に重要な相違
はない。
 

以下の表は、当グループの長期保険契約の主力製品である。

  

 2015年 2014年

商品名 百万人民元 ％ 百万人民元 ％

長期保険契約の保険料     
新信豊養老保険(タイプA)(a) 38,314 11.55% 62,635 20.56%
鑫年金年金(b) 35,606 10.74% 2,171 0.71%
康寧終身保険(c) 23,508 7.09% 24,623 8.08%
福祿雙喜養老保険(有配当型)(d) 22,265 6.71% 29,749 9.76%
鴻富養老保険(有配当型)(e) 63 0.02% 149 0.05%

その他(f)
211,826
 

63.89%
 

185,350
 

60.84%
 

合計
331,582
 

100.00%
 

304,677
 

100.00%
 

長期保険契約の保険給付金     
新信豊養老保険(タイプA)(a) 80 0.07% 56 0.06%
鑫年金年金(b) 13 0.01% - -
康寧終身保険(c) 3,692 3.20% 3,556 3.74%
福祿雙喜養老保険(有配当型)(d) 3,136 2.72% 2,367 2.49%
鴻富養老保険(有配当型)(e) 54,374 47.17% 10,255 10.77%

その他(f)
53,982
 

46.83%
 

78,944
 

82.94%
 

合計
115,277
 

100.00%
 

95,178
 

100.00%
 

  

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

 百万人民元 ％ 百万人民元 ％

長期保険契約負債     
新信豊養老保険(タイプA)(a) 43,788 2.58% 63,701 4.01%
鑫年金年金(b) 38,917 2.29% 2,184 0.14%
康寧終身保険(c) 214,120 12.60% 191,865 12.08%
福祿雙喜養老保険(有配当型)(d) 93,267 5.49% 75,857 4.77%
鴻富養老保険(有配当型)(e) 37,810 2.23% 92,985 5.85%

その他(f)
1,270,871

 
74.81%
 

1,162,308
 

73.15%
 

合計
1,698,773

 
100.00%
 

1,588,900
 

100.00%
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(a) 新信豊養老保険は、一時払い養老保険契約であり、保険期間は５年である。本商品は18歳から70歳までの健康

な保険契約者向けたものである。満期保険金および死亡保険金は基本保険金額で支払われる。保険が有効にな
る日以降の死亡保険金は基本保険金額で支払われる。死亡保険金は、基本保険金額の300％で支払われる。

 
(b) 鑫年金年金は、一時払い年金保険契約であり、保険期間は10年である。本商品は28歳から65歳までの健康な保

険契約者向けたものである。年金は基本保険金額で支払われる。満期保険金は保険料受領額（無利息）で支払
われる。死亡保険金は保険料受領額（無利息）または保険契約の解約価値のいずれか高い方の金額で支払われ
る。

 
(c) 康寧終身保険は、一時払または10年あるいは20年の定期払の保険料払込期間オプションの付いた終身生命保険

契約である。本商品は、70歳までの健康な保険契約者対象である。重大疾病の場合の給付金は、基本保険金額
の200％で支払われる。死亡および障害給付金は通常の基本保険金額の300％から重大疾病給付金で支払われた
額を差し引いた金額である。

 
(d) 福祿雙喜養老保険は、３年、５年、または10年の定期払の保険料払込期間オプションのついた養老保険であ

る。保険料は１年払い、半年払い、四半期払いまたは月払いとする。保険契約者が75歳になった場合、保険期
間は保険契約日からその年の応当日まで延期される。本商品は、生後30日から60歳までの健康な保険契約者対
象である。生存給付金保険契約日からか２年ごとに応当日における基本保険料の10％で支払われる。病死によ
る死亡保険金および満期保険金は、病死による死亡保険金および満期保険金の契約上の金額で支払われる。

 

(e) 鴻富養老保険は、一時払または３年の定期払の保険料払込期間オプションの付いた有配当型の養老保険契約で

ある。保険期間は６年または９年である。本商品は、生後30日から60歳までの健康な保険契約者対象である。
保険料一時払の満期保険金は基本保険金額で支払われる。一方で保険料定期払の満期保険金は、基本保険金額
に保険料支払年数を乗じた額で支払われる。契約日から１年以内の病死による死亡保険金は、保険料受領額
（無利息）で支払われる。契約日から１年以後の病死による死亡保険金は、保険料一時払の場合は基本保険金
額で支払われ、保険料定期払の場合は基本保険金額に保険料支払年数を乗じた額で支払われる。不慮の死によ
る死亡保険金は、保険料一時払の場合は基本保険金額の300％で支払われ、保険料定期払の場合は基本保険金
額に保険料支払年数を乗じた額の300％で支払われる。

 

(f) その他は、重要な相違のない様々な長期保険契約で構成されている。
 

4.1.3　感応度分析
 

長期保険契約の感応度分析
 
長期保険契約負債ならびにユニバーサル生命保険契約から分離した負債および保険リスクが伴うユニットリンク保
険契約は、死亡率、疾病率、失効率および割引率に基づいて算出される。保険契約準備金の仮定における変動は、
当社の実際の営業成績および将来の事象の予測の変更を反映している。当社は、営業成績に係る将来のリスク要因
の潜在的な影響を考慮しており、かかる潜在的な影響を上記仮定の決定時に盛り込んでいる。
 

他のすべての変数が一定であるとして、死亡率および疾病率が現行の最善の見積りから10％上昇または低下した場
合、当事業年度の税引前利益はそれぞれ14,597百万人民元または15,253百万人民元（2014年12月31日現在：12,971
百万人民元または13,554百万人民元）減少または増加することになる。
 

他のすべての変数が一定であるとして、失効率が現行の最善の見積りから10％上昇または低下した場合、当事業年
度の税引前利益はそれぞれ4,032百万人民元または4,229百万人民元（2014年12月31日現在：5,191百万人民元また
は5,478百万人民元）減少または増加することになる。
 

他のすべての変数が一定であるとして、割引率が現行の最善の見積りから50ベーシス・ポイント上昇または低下し
た場合、当事業年度の税引前利益はそれぞれ45,811百万人民元または52,049百万人民元（2014年12月31日現在：
41,300百万人民元または46,868百万人民元）増加または減少することになる。
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短期保険契約の感応度分析
 
支払備金および未払損害調査費の仮定は短期保険契約の費用支払額等の他の変数に影響されることがあり、支払備
金および未払損害調査費が同時に変化する可能性がある。
 

他のすべての変数が一定であるとして、損害率が現行の仮定から100ベーシス・ポイント上昇または低下した場
合、税引前利益には315百万人民元の減少または増加が見込まれる（2014年12月31日現在：258百万人民元）。
 

以下の表は、短期保険契約に関して、再保険の影響を除いた発生保険金の進展を示している。
 

 (単位：百万人民元)

 短期保険契約(事故年度)

 見積発生保険金 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 合計

 当事業年度 8,002 8,056 11,476 16,499 20,497  

 １年後 8,279 8,164 11,872 17,265   

 ２年後 8,090 8,123 11,775    

 ３年後 8,090 8,123     

 ４年後
8,090
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 見積発生保険累積額 8,090 8,123 11,175 17,265 20,497 65,750

 支払保険金累積額
(8,090)

 
(8,123)

 
(11,175)

 
(16,145)

 
(12,349)

 
(56,482)

 

 支払備金
-

 
-

 
 

-
 

1,120
 

8,148
 

9,268
 

 

以下の表は、短期保険契約に関して、再保険の影響を考慮に入れた発生保険金の進展を示している。
 

 (単位：百万人民元)

 短期保険契約(事故年度)

 見積発生保険金 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 合計

 当事業年度 7,889 7,916 11,331 16,379 20,359  

 １年後 8,161 8,035 11,743 17,127   

 ２年後 7,977 7,997 11,645    

 ３年後 7,977 7,997     

 ４年後
7,977
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 見積発生保険金累積額 7,977 7,977 11,645 17,127 20,359 65,105

 支払保険金累積額
(7,977)

 
(7,977)

 
(11,645)

 
(16,013)

 
(12,255)

 
(55,887)

 

 支払備金
-

 
-

 
-

 
1,114
 

8,104
 

9,218
 

 

4.2　金融リスク
 

当グループの活動は様々な金融リスクに晒されている。主な金融リスクとは、金融資産の売却による手取金が、当
グループの保険および投資契約から生じた債務に足りないことである。金融リスクを構成する最も重要な要素は、
市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクである。
 

当グループの全体的なリスク管理計画は、当グループの財務成績に悪影響が及ぶ可能性を最小限に留めるため、金
融市場の予測不可能性に焦点を絞っている。リスク管理は経営陣が承認した方針に基づき、指定された部署が遂行
する。担当部署は、当グループの業務部門と密に連携して金融リスクを特定し、評価および管理を行う。当グルー
プは、全体的なリスク管理を書面にまとめた原則を提供するだけでなく、市場リスク、信用リスクおよび流動性リ
スクの管理等、具体的な分野をカバーする書面の方針も提供している。
 

当グループは、ある特定の産業または発行体へのリスクの集中を抑制する目的で制定された法規で認可されるとお
り、適切に分散された投資ポートフォリオを保有することによって金融リスクを管理している。当グループが保有
する投資ポートフォリオの構成は、注記９に開示されている。
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下記の感応度分析は、他のすべての仮定を一定とした条件下における仮定の変動に基づいている。このような状況
が実際に発生することは考えにくく、また金利の変動や市場価格の変動といった、一部の仮定の変動が相関するこ
とがある。
 

4.2.1　市場リスク
 

(ⅰ)金利リスク
 

金利リスクとは、市場金利の変動により金融商品の価値または将来キャッシュ・フローが変動するリスクである。
当グループの金融資産は、主に定期預金、負債性証券および金利変動リスクに晒される貸付金から構成される。金
利水準の変動は、当グループの全体的な投資収益に重要な影響を及ぼす。当グループの保険契約の多くは、保険契
約者に投資収益を保証している。これらの保証により、当グループは金利リスクに晒されている。
 
ポートフォリオの構成および期間の調整を通じて、またポートフォリオ内の資産および負債の平均保有期間を可能
な限りモニターすることによって、当グループは金利リスクを管理している。
 
金利リスクの感応度分析は、報告期間末の市場金利の変動によって、利息収益および金融商品の将来キャッシュ・
フローの公正価値がどのように変動するかを説明するものである。
 
他のすべての変数が一定であるとして、2015年12月31日現在の市場金利が50ベーシス・ポイント上昇または低下し
たと仮定した場合、主に変動金利の現金および現金同等物、定期預金、法定拘束性預託金、負債性証券および貸付
金における利息収益の増加または減少、ならびに純損益を通じて公正価値で測定する負債性証券資産における公正
価値の変動による損失または利得により、税引前利益は416百万人民元（2014年12月31日現在：883百万人民元）増
加または減少することになる。株主資本における売却可能証券に関する有価証券評価差額金は、主に売却可能証券
の公正価値の減少または増加により、税引前でそれぞれ6,928百万人民元（2014年12月31日現在：6,675百万人民
元）の減少、または増加となる。
 

(ⅱ)価格リスク
 
価格リスクは主に、当グループが保有する持分証券価格のボラティリティにより生じる。持分証券価格は市場原理
により決定される。中国の株式市場が比較的不安定であることから、当グループはさらなる価格リスクの影響を受
けている。
 
当グループは、ある特定の産業または発行体へのリスクの集中を抑制する目的で制定された法規で認可されるとお
り、適切に分散された投資ポートフォリオを保有することによって価格リスクを管理している。
 
他のすべての変数が一定であるとして、2015年12月31日現在の当グループのすべての持分証券の価格が10％増加ま
たは減少したと仮定した場合、主に売却可能証券を除く持分証券の公正価値の増加または減少により、税引前利益
は2,248百万人民元（2014年12月31日現在：1,054百万人民元）それぞれ増加または減少することになる。株主資本
における売却可能証券に関する有価証券評価差額金は、主に売却可能持分証券の公正価値の増加または減少によ
り、税引前でそれぞれ22,999百万人民元（2014年12月31日現在：12,881百万人民元）の増加、または減少となる。
減損基準を満たす額まで価格が下落する場合、売却可能持分証券の下落部分を減損損失として計上することによ
り、税引前利益が減少することになる。
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(ⅲ)為替リスク
 
為替リスクは、外国為替レートの変動により生じる金融商品の公正価値または将来キャッシュ・フローのボラティ
リティである。当グループの為替リスク・エクスポージャーは、米国ドル、香港ドル、英国ポンドおよびユーロ等
の機能通貨を除く通貨建における現金および現金同等物、定期預金、債務投資、株式投資ならびにローンから主に
生じる。
 
以下の表は2015年および2014年12月31日現在における人民元以外の通貨建金融資産および金融負債を要約したもの
であり、表示額は人民元相当額である。
       

2015年12月31日現在 米国ドル 香港ドル 英国ポンド ユーロ その他 合計

金融資産       

持分証券       

－売却可能証券 4,715 8,442 - - 172 13,329

－純損益を通じて公正価値で

測定する証券 3,413 70 1,139 2,190 1,056 7,868

負債性証券       

－満期保有目的証券 68 - - - - 68

－売却可能証券 266 - - - - 266

－純損益を通じて公正価値で

測定する証券 371 - 15 8 8 402

定期預金 5,431 - - - - 5,431

現金および現金同等物 3,743
 

636
 

132
 

14
 

6
 

4,531
 

合計
18,007
 

9,148
 

1,286
 

2,212
 

1,242
 

31,895
 

金融負債       

有利子融資および借入金
-

 
-

 
2,643
 

-
 

-
 

2,643
 

合計
-

 
-

 
2,643
 

-
 

-
 

2,643
 

 
2014年12月31日現在  米国ドル 香港ドル 英国ポンド 合計

金融資産      

持分証券      

－売却可能証券  - 8,303 - 8,303

負債性証券      

－満期保有目的証券  54 - - 54

－売却可能証券  260 - - 260

定期預金  8,774 - - 8,774

現金および現金同等物  3,662
 

68
 

54
 

3,784
 

合計  
12,750
 

8,371
 

54
 

21,175
 

金融負債      

有利子融資および借入金  
-

 
-

 
2,623

 
2,623

 

合計  
-

 
-

 
2,623

 
2,623

 

 
他のすべての変数が一定であるとして、2015年12月31日現在、米国ドル、香港ドル、英国ポンド、ユーロおよび他
の外貨に対して10％の人民元高または人民元安を仮定した場合、主に上記の表に含められた売却可能持分証券以外
の米国ドル建、香港ドル建、英国ポンド建、ユーロ建および他の外貨建金融資産および金融負債の換算による為替
差損益により、税引前利益はそれぞれ1,592百万人民元（2014年12月31日現在：1,025百万人民元）の減少または増
加となる。株主資本における売却可能証券に関する有価証券評価差額金は、為替差損または売却可能持分証券（公
正価値）における増加により、税引前でそれぞれ1,085百万人民元（2014年12月31日現在：830百万人民元）の減少
または増加となる。2015年度における実際の為替差益は812百万人民元（2014年度：為替差益は268百万人民元）で
ある。
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4.2.2　信用リスク
 

信用リスクとは、金融取引を行う当事者もしくは金融商品の発行体が債務を履行せず、もう一方の当事者に財務上
の損失が発生するリスクである。当グループの投資ポートフォリオは、中国保険監督管理委員会（以下「CIRC」と
いう。）に認可された種類の投資に制限されており、またポートフォリオの大部分が国債、政府系機関債および国
営商業銀行に預け入れている定期預金であるために、当グループの信用リスクに対する全体的なエクスポージャー
は相対的に低い。
 

信用リスクは、与信の承認手続、限度枠およびモニタリングの手続を適用することにより管理される。当グループ
は、中国経済および基礎を成す債務者ならびに取引構造についての社内での調査および分析を通じて信用リスクを
管理している。適切な場合、当グループは現金、証券、不動産および設備に対する担保権を設定している。
 

信用リスクのエクスポージャー
 
連結財政状態計算書に含められた金融資産の帳簿価額は、保有する担保またはその他の付随する信用補完を考慮に
入れず、報告日時点で信用リスクのエクスポージャー最高額を表示している。当グループは2015年および2014年12
月31日現在、オフバランス項目に関連する信用リスクのエクスポージャーを有していない。
 

担保およびその他の信用補完
 
売戻条件付購入証券は、相手方の負債性証券または定期預金により担保されており、担保は担保所有者の債務不履
行時に当グループへ所有権が移転する。契約者貸付および未収保険料の大部分は、契約者貸付契約および保険契約
のそれぞれの契約条件に従い、当該保険契約の返戻金によって担保されている。
 

信用度
 
当グループの負債性証券投資には主に国債、政府機関債、社債および劣後債が含まれており、負債性証券の大半は
中国政府または中国政府の管理下にある金融機関により保証されている。2015年12月31日現在、当グループが保有
する社債の98.9％（2014年12月31日現在：99.1％）は、AA/A-2以上の信用格付を得ている。2015年12月31日現在、
当グループまたはこれらの社債発行者が保有する劣後債または債券の99.6％（2014年12月31日現在：99.6％）は、
AA/A-2以上の信用格付を得ているか、国営の商業銀行が発行したもののいずれかである。債券、債務またはその発
行者の信用格付は、発行時点における中国の適格な評価機関によるものであり、各報告日に更新される。
 

2015年12月31日現在の当グループの銀行預金の99.9％（2014年12月31日現在：99.7％）は、四大国営商業銀行、中
国国内の他の国営商業銀行および中国証券登記結算有限責任公司（以下「CSDCC」という。）に預けている。当グ
ループは、当該商業銀行およびCSDCCの信用度は高いものと信じている。契約者貸付金を除く当グループのその他
貸付金は、第三者の保証人または担保により保証されている。また当該その他貸付金は返済資源として国の年次予
算収入またはより高い信用格付けの貸出先を有している。そのため、当グループは、定期預金および関連する未収
投資収益、法定拘束性預託金、その他の貸付金ならびに現金および現金同等物が、2015年および2014年12月31日現
在における当グループの連結財務書類に重要な影響を及ぼすことはないと判断している。
 

売戻条件付購入証券、契約者貸付および未収保険料の大部分に関連する信用リスクは、担保および１年以内の満期
期間を考慮すると、2015年および2014年12月31日現在の当グループの連結財務書類に重要な影響を及ぼすことはな
い。
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4.2.3　流動性リスク
 

流動性リスクとは、当グループが一定期間内に返済義務を果たす際や、当グループの資産ポートフォリオに資金の
供給が必要な際に、その資金を合理的な調達コストで獲得することができないリスクである。
 

当グループは通常の事業過程において、投資資産の満期を保険債務の期限に対応させる取組みを実施している。
 
以下の表は金融資産、金融負債および保険負債に関する契約上および予想割引前キャッシュ・フローである。

  (単位：百万人民元)

  契約上および予想キャッシュ・フロー(割引前)

  2015年12月31日現在

 帳簿価額

期日

設定なし １年以内

１年超

３年以内

３年超

５年以内 ５年超

金融資産       

契約上のキャッシュ・イ

ンフロー       

持分証券 411,623 411,623 - - - -

負債性証券 1,000,958 - 130,340 214,106 170,658 910,196

貸付金 207,267 - 96,901 48,829 56,003 41,634

定期預金 562,622 - 190,658 296,268 128,322 -

法定拘束性預託金 6,333 - 484 6,404 232 -

売戻条件付購入証券 21,503 - 21,503 - - -

未収投資収益 49,552 - 31,218 18,327 7 -

未収保険料 11,913 - 11,913 - - -

現金および現金同等物 76,096
 

-
 

76,096
 

-
 

-
 

-
 

小計
2,347,867

 
411,623
 

559,113
 

583,934
 

355,222
 

951,830
 

       

金融負債および保険

負債       

予想キャッシュ・

アウトフロー       

保険契約 1,715,985 - (81,630) (44,697) 26,347 (2,789,186)

投資契約 84,106 - (16,199) (16,207) (11,334) (108,091)

契約上のキャッシュ・ア

ウトフロー       

買戻条件付入売却証券 31,354 - (31,354) - - -

純損益を通じて公正価値

で測定する金融負債 856 (856) - - - -

年金およびその他の保険

に係る支払債務 30,092 - (30,092) - - -

有利子融資および借入金 2,643 - (107) (214) (2,693) -

社債 67,994
 

-
 

(33,424)
 

(39,774)
 

-
 

-
 

小計
1,933,030

 
(856)

 
(192,806)

 
(100,892)

 
12,320
 

(2,897,277)
 

正味キャッシュ・

インフロー/(アウト

フロー)
414,837
 

410,767
 

366,307
 

483,042
 

367,542
 

(1,945,447)
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  (単位：百万人民元)

  契約上および予想キャッシュ・フロー(割引前)

  2014年12月31日現在

 帳簿価額

期日

設定なし １年以内

１年超

３年以内

３年超

５年以内 ５年超

金融資産       

契約上のキャッシュ・イ

ンフロー       

持分証券 236,030 236,030 - - - -

負債性証券 941,836 - 72,234 186,342 186,285 982,202

貸付金 166,453 - 85,652 27,423 44,344 36,144

定期預金 690,156 - 212,356 367,662 155,236 26,621

法定拘束性預託金 6,153 - 182 2,620 4,434 -

売戻条件付購入証券 11,925 - 11,925 - - -

未収投資収益 44,350 - 31,928 8,413 4,009 -

未収保険料 11,166 - 11,166 - - -

現金および現金同等物 47,034
 

-
 

47,034
 

-
 

-
 

-
 

小計
2,155,103

 
236,030
 

472,477
 

592,460
 

394,308
 

1,044,967
 

       

金融負債および保険

負債       

予想キャッシュ・

アウトフロー       

保険契約 1,603,446 - (60,896) (118,434) (22,634) (2,463,567)

投資契約 72,275 - (14,703) (15,192) (9,827) (84,013)

       

契約上のキャッシュ・ア

ウトフロー       

買戻条件付入売却証券 46,089 - (46,089) - - -

純損益を通じて公正価値

で測定する金融負債 10,890 (10,890) - - - -

年金およびその他の保険

に係る支払債務 25,617 - (25,617) - - -

有利子融資および借入金 2,623 - (106) (213) (2,783) -

社債 67,989
 

-
 

(3,424)
 

(73,198)
 

-
 

-
 

小計
1,828,929

 
(10,890)
 

(150,835)
 

(207,037)
 

(35,244)
 

(2,547,580)
 

正味キャッシュ・

インフロー/(アウト

フロー)
326,174
 

225,140
 

321,642
 

385,423
 

359,064
 

(1,502,613)
 

 
上記における保険および投資契約の各欄の金額は、保険契約者からの将来の保険料または預り金を考慮して、将来
の給付金支払予想額を表示したものである。満期を迎えた金融資産からの余剰キャッシュ・インフローは、今後の
流動性エクスポージャーをカバーする目的で再投資される。見積りは、死亡率、疾病率、失効率、損失率、費用お
よびその他の仮定に関連する仮定から影響を受けやすい。実際のキャッシュ・フローは見積りと異なることがあ
る。
 
上記の流動性分析には、2015年12月31日現在における未払契約者配当金107,774百万人民元（2014年12月31日現
在：74,745百万人民元）は含まれていない。2015年12月31日現在、未払契約者配当金に含められた56,597百万人民
元（2014年12月31日現在：44,515百万人民元）の配当宣言額は、満期が１年以内である。残りの未払契約者配当金
については、投資利回りを含む将来の実績の不確実性からキャッシュ・フローの金額および時期は不確定であり、
当グループによる将来の配当宣言に依存する。
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すべてのDPFがある投資契約、DPFがない投資契約には、全保険契約者により随時行使可能な契約上の解約オプショ
ンが含まれているものの、上記の表に表示されている当グループの予想キャッシュ・フローは過去の経験および将
来の見通しに基づいている。これらの契約が即時に解約された場合、2015年12月31日終了事業年度におけるキャッ
シュ・アウトフローは、DPFがある投資契約で49,905百万人民元（2014年度：47,589百万人民元）、DPFがない保険
契約で33,471百万人民元（2014年度：24,064百万人民元）となり、これらの金額を１年以内に支払うことになる。
 
4.2.4　資本管理
 
資本、すなわち承認された資産（CIRCにより定義されている）と承認された負債（CIRCにより定義されている）の
差額として算出される現実資本の管理に対する当グループの目的は、最低自己資本を満たし、株主への利益還元お
よびその他の利害関係者への利益配分を提供し続けることが可能な当グループの継続企業としての存在能力の保全
という、CIRCより要求されている保険資本要件を遵守することである。
 
当グループはまた、法定拘束性預託金要件、法定積立金要件、一般積立金要件および法定保険積立金要件（それぞ
れ注記9.4、注記36および注記20において詳細を記載）等の、現地におけるその他の資本要件の対象にもなってい
る。
 
当グループでは、主に四半期および年次のソルベンシー・マージン比率や、ダイナミックソルベンシーテストに基
づくソルベンシー・マージン比率のモニタリングを通じて、当該規制への継続的かつ全面的な遵守を確保してい
る。
 
以下の表は、当社のソルベンシー・マージン比率、最低必要資本に対する保有現実資本を要約したものである。
 
 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

現実資本 282,820 236,151
最低自己資本 85,676 80,193
ソルベンシー・マージン比率 330％ 294％
 

CIRC命令（2008年）第１号「保険会社のソルベンシー規制」によると、ソルベンシー・マージン比率は、現実資本
を最低自己資本で割ったものである。CIRCは、ソルベンシー・マージン比率が100％を下回った保険会社を注意深
く監視し、個々の状況に応じて然るべき規制措置を講じている（配当金の支払制限など。ただしこれに限定される
ものではない）。ソルベンシー・マージン比率が100％から150％の保険会社は、不十分な資本水準への悪化を阻止
する計画を提出し、実践することが要求されることになる。また、ソルベンシー・マージン比率が100％を上回る
ものの重大なソルベンシーのリスクが検出された保険会社は、必要な是正措置を講じることが要求されることとな
る。
 
さらに、CIRCが公表した「中国リスク・オリエンテッド・ソルベンシー・システムに関する事項の通達」に従い、
保険会社は2016年１年１月より「保険機関ソルベンシー規則」第１号から第17号（以下「ソルベンシーII」とい
う。）を適用しなければならない。当社は、2016年１月１日よりさまざまなリスクの認識、評価、ならびに管理
に、ソルベンーIIを基にソルベンシー比率を算定する。
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4.3　公正価値ヒエラルキー
 

レベル１の公正価値は、企業が測定日現在に入手可能な活発な市場における類似資産または負債の取引相場価格
（未調整）に基づいている。
 

レベル２の公正価値は、レベル１の取引相場価格以外の重要なインプットを用いた評価手法を用いており、この測
定対象資産の重要なインプットでは観察可能な市場データの裏付けを通じて、ほぼ全期間にわたり直接的または間
接的に観察可能である。レベル２に分類される証券の公正価値を測定する際に一般的に用いられる観察可能なイン
プットには、活発な市場における類似資産の取引相場価格や、活発ではない市場における同等または類似の資産の
取引相場価格およびその他の観察可能な市場インプットが含まれる。このレベルには、価格提供サービス業者から
入手可能な相場の負債性証券が含まれる。価格提供サービス業者が提供する公正価値は、経営陣による多数の検証
手続きの対象となっている。これらの手続きには、利用した評価モデルおよび当該モデルの結果の見直しや、価格
決定サービス業者から入手した価格を各報告期間末現在で再計算することが含まれている。
 

一定の状況下において、当グループは独立した第三者の価格提供サービス業者から相場価格を受領しないことがあ
る。この場合、当グループの評価チームが内部開発した評価手法を測定対象資産および負債に適用することを選
択、評価のための主要なインプットを決定、および評価の変更を分析ならびに経営陣への報告をする可能性があ
る。内部評価における主要なインプットは、観察可能な市場データに基づいていない。これらには、経営陣の判断
と経験に基づいて導き出された仮定が反映されている。本手法により評価された資産または負債は、通常レベル３
に分類される。
 
2015年12月31日現在にレベル１に分類された資産は、経常的に公正価値で測定する資産の約35.24％を占めてい
る。レベル１に分類された公正価値測定には、活発な市場または銀行間市場で取引される特定の負債性証券および
持分証券、ならびにオープンエンド型のファンドが含まれる。金融商品の市場が活発であるか否かを判断する際、
当グループでは特定期間内の取引頻度、各取引量や、観察可能な取引における負債性証券の内在利回りと、関連す
る現在の市価および情報に対する当グループの理解とが異なる度合い等を含む、特定の要因を組み合わせて検討し
ている。中国銀行間市場による取引価格は、双方の取引当事者により決定されるため、公的に観察可能な価格であ
る。当社は、報告日現在に中国銀行間市場で取引された負債性証券の取引価格を、その負債性証券の公正価値とし
て採用しており、当該投資をレベル１に分類している。オープンエンド型ファンドも同様に、活発な市場で取引さ
れている。ファンド運用会社は、当該ファンドの純資産価額を各取引日にウェブサイトで公表している。投資家
は、ファンド運用会社が各取引日に公表する当該ファンドの純資産価額に基づいて、当該ファンドのユニットを購
入および償還している。当社は、報告日現在における当該ファンドの未調整の純資産価額を公正価値として採用し
ており、当該投資をレベル１に分類している。
 

2015年12月31日現在にレベル２に分類された資産は、経常的に公正価値で測定する資産の約57.47％を占めてい
る。これらには主に、一部の負債性証券および持分証券が含まれる。評価は通常、第三者の価格提供サービス業者
から同等または類似する資産の価格を入手するか、または観察可能な市場インプットを用いた評価手法を利用する
か、あるいは最新の取引相場価格を入手して実施される。評価サービス業者は一般的に、市場取引関連の情報や複
数の情報源から得た他の重要な評価モデル・インプットを収集、分析および解釈し、広く認められている内部評価
モデルを使用することで、多様な証券の理論価格を提供している。負債性証券は、中国銀行間市場または評価サー
ビス業者から入手した最新の取引相場価格で評価している場合、レベル２に分類している。
 

2015年12月31日現在にレベル３に分類された資産は、経常的に公正価値で測定する資産の約7.29％を占める。これ
には主に、非上場の持分証券および非上場の負債性証券が含まれる。公正価格の決定には、割引キャッシュ・フ
ロー・モデルおよび市場比較法等といった評価手法を用いている。
 

金融資産および金融負債の公正価値の決定に関する会計方針については、注記3.2参照。
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以下の表は、2015年12月31日現在において公正価値で測定された金融資産および負債に関する当グループの公正価
値測定ヒエラルキーの定量情報を示している。
 
 (単位：百万人民元)

 使用した公正価値測定  
 活発な

市場における
相場価格

重要な観察可
能な

インプット

重要な観察

不可能な

インプット 合計

 レベル１ レベル２ レベル３  
公正価値測定を行った資産     
売却可能証券     
－持分証券 233,527 51,940 62,343 347,810
－負債性証券 20,575 380,823 501 401,899
純損益を通じて公正価値で測定する証券     
－持分証券 40,411 711 1,884 43,006
－負債性証券 18,304

 
76,680
 

-
 

94,984
 

合計 312,817
 

510,154
 

64,728
 

887,699
 

     
公正価値測定を行った負債     
純損益を通じて公正価値で測定する金融

負債 (856) - - (856)
純損益を通じて公正価値で測定する投資

契約
(14)

 
-

 
-

 
(14)

 
合計 (870)

 
-

 
-

 
(870)

 
 

以下の表は、2015年12月31日終了事業年度におけるレベル３の金融商品の変動を示している。
 

 (単位：百万人民元)

 

売却可能証券

純損益を

通じて公正価
値で測定する

証券 合計

 負債性証券 持分証券 持分証券  
期首残高 501 21,635 542 22,678
購入 - 39,449 - 39,449
レベル３への振替 - 2,785 1,319 4,104
レベル３からの振替 - (390) (329) (719)
損益に認識された利益 - - 352 352
その他の包括利益に認識された利益 - 3,664 - 3,664
売却 -

 
(4,800)
 

-
 

(4,800)
 

期末残高 501
 

62,343
 

1,884
 

64,728
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以下の表は、2014年12月31日現在において公正価値で測定された当グループの金融資産および負債に関する当グ
ループの公正価値測定ヒエラルキーの定量情報を示している。
 

 (単位：百万人民元)

 使用した公正価値測定  
 活発な

市場における
相場価格

重要な観察可
能な

インプット

重要な観察

不可能な

インプット 合計

 レベル１ レベル２ レベル３  
公正価値測定を行った資産     
売却可能証券     
－持分証券 151,817 23,479 21,635 196,931
－負債性証券 25,437 369,403 501 395,341
純損益を通じて公正価値で測定する証券     
－持分証券 22,716 582 542 23,840
－負債性証券 18,805

 
10,407
 

-
 

29,212
 

合計 218,775
 

403,871
 

22,678
 

645,324
 

     
公正価値測定を行った負債     
純損益を通じて公正価値で測定する金融

負債 (10,890) - - (10,890)
純損益を通じて公正価値で測定する投資

契約
(21)

 
-

 
-

 
(21)

 
合計 (10,911)

 
-

 
-

 
(10,911)
 

 

以下の表は、2014年12月31日終了事業年度におけるレベル３の金融商品の変動を示している。
 
 (単位：百万人民元)

 

売却可能証券

純損益を

通じて公正価
値で測定する

証券 合計

 負債性証券 持分証券 持分証券  
期首残高 301 13,588 - 13,889
購入 200 5,935 - 6,135
レベル３への振替 - 363 473 836
レベル３からの振替 - (377) - (377)
損益に認識された利益 - - 69 69
その他の包括利益に認識された利益 -

 
2,126
 

-
 

2,126
 

期末残高 501
 

21,635
 

542
 

22,678
 

 
レベル３に分類された上記の公正価値測定された資産は、当グループの損益にはいかなる重要な影響も及ぼさな
かった。
 
2015年12月31日に終了する事業年度において、公正価値で測定される資産および負債の59,214百万人民元（2014年
度：22,436百万人民元）の負債性証券が公正価値ヒエラルキーの中で、レベル１からレベル２へ振替えられたのに
対し、12,129百万人民元（2014年度：10,344百万人民元）の負債性証券がレベル２からレベル１へ振替えられた。
重要な持分証券はレベル１とレベル２の間で振替られていない。
 
2015年12月31日および2014年12月31日に終了した事業年度に、当グループの金融資産および負債の公正価値に影響
を及ぼす事業または経済環境の重大な変更はなかった。また、金融資産の再分類はなかった。
 
加重平均資本コストおよび流動性ディスカウントなど、観察不可能なインプットが、2015年12月31日および2014年
12月31日時点で、レベル３に分類された公正価値で測定する資産評価に使用された。公正価値はこれらの観察不可
能なインプットの合理的変化に対し特別に反応しなかった。
 

次へ
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５　セグメント情報
 

5.1　事業セグメント
 

当グループは、４つの事業セグメントを有している。
 

(ⅰ) 生命保険事業（以下「生命保険」という。）
 

生命保険事業は、重要な保険リスクの移転を伴わない生命保険契約などを含む、生命保険契約の販売に関連
している。

 
(ⅱ) 医療保険事業（以下「医療保険」という。）
 

医療保険事業は、重要な保険リスクの移転を伴わない医療保険契約などを含む、医療保険契約の販売に関連
している。

 
(ⅲ) 傷害保険事業（以下「障害保険」という。）
 

傷害保険事業は、主に傷害保険契約の販売に関連している。
 
(ⅳ) その他事業（以下「その他」という。）
 

その他事業は、主に注記33に記載されているCLICに対するサービス、関連会社および共同支配企業収益の持
分相当額（純額）、子会社の収益および費用、ならびに当グループの未配分収益および支出に関する収益お
よび保険代理店事業の配分費用に関連している。

 

5.2　収益および費用の配分基準
 

投資収益、金融資産に係る正味実現利得、純損益を通じた公正価値の変動による正味利得/（損失）、およびその
他の費用に計上される為替差益/（差損）は、期首および期末現在における各セグメントの保険契約および投資契
約の負債平均額に応じてセグメント間で配分される。管理費は、異なるセグメントにおける商品の単価に応じてセ
グメント間で配分される。未配賦のその他の収益およびその他の費用は「その他事業」に直接表示される。法人税
は配分されない。
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5.3　資産および負債の配分基準
 

買戻条件付で売却された金融資産および証券は、期首および期末現在における各セグメントの保険契約および投資
契約の負債平均額に応じてセグメント間で配分される。保険および投資契約負債は各セグメントの下で表示され
る。残りの資産および負債は配分されない。
 

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日終了事業年度

 生命保険 医療保険 傷害保険 その他 消去 合計

収益       

総収入保険料 308,169 42,041 13,761 - - 363,971

－定期 3,476 - - - -  

－終身 28,119 - - - -  

－養老 177,871 - - - -  

－年金 98,703 - - - -  

正味既経過保険料 308,081 40,855 13,365 - - 362,301

投資収益 93,819 2,983 344 436 - 97,582

金融資産に係る正味実現利得/(損失) 31,259 992 115 (69) - 32,297

純損益を通じた公正価値の変動による

正味利得/(損失) 9,863 313 36 (3) - 10,209

その他の収益 1,074 61 - 5,006 (1,081) 5,060

うちセグメント間収益 - - - 1,081 (1,081) -

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

セグメント別収益
444,096

 
45,204
 

13,860
 

5,370
 

(1,081)
 

507,449
 

給付金、保険金および費用       

保険給付金および保険金ならびに損害

調査費       

生命保険に係る死亡およびその他の

給付金 (219,944) (1,737) (20) - - (221,701)

傷害医療保険に係る保険金および

損害調査費 - (16,858) (4,151) - - (21,009)

保険契約負債の増加 (93,668) (15,803) (38) - - (109,509)

投資契約の給付金 (2,076) (188) - - - (2,264)

利益配分による契約者配当金 (33,328) (163) - - - (33,491)

保険契約引受および保険契約新契約費 (24,921) (5,528) (3,813) (1,307) - (35,569)

財務コスト (4,054) (129) (15) (122) - (4,320)

事業費 (18,293) (3,811) (3,136) (2,218) - (27,458)

その他の費用 (6,345) (327) (840) (997) 1,081 (7,428)

うちセグメント間収益 (1,044) (33) (4) - 1,081 -

法定保険積立金拠出額
(546)
 

(103)
 

(94)
 

-
 

-
 

(743)
 

セグメント別給付金、保険金および費用
(403,175)

 
(44,647)

 
(12,107)

 
(4,644)
 

1,081
 

(463,492)
 

関連会社および共同支配企業収益の持分相

当額(純額)
-

 
-

 
-

 
1,974
 

-
 

1,974
 

セグメント別利益
40,921
 

557
 

1,753
 

2,700
 

-
 

45,931
 

法人所得税      
(10,744)

 

当期純損益      
35,187
 

帰属：       

当社株主      34,699

非支配持分      
488

 

当社の株主資本に帰属するその他包括

利益 6,359 202 23 492 - 7,076

減価償却費および償却費
1,388
 

263
 

240
 

145
 

-
 

2,036
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 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在

 生命保険 医療保険 障害保険 その他 消去 合計

資産       

金融資産(現金および現金同等物を含む) 2,243,403 69,565 7,968 14,900 - 2,335,836

その他 7,904
 

4,917
 

475
 

47,175
 

-
 

60,471
 

セグメント別資産
2,251,307

 
74,482
 

8,443
 

62,075
 

-
 

2,396,307
 

未配布       

有形固定資産      26,974

その他      
25,034
 

合計      
2,448,315

 

負債       

保険契約 1,652,469 57,024 6,492 - - 1,715,985

投資契約 74,046 10,060 - - - 84,106

買戻条件付売却証券 29,329 931 108 986 - 31,354

その他 94,589
 

3,278
 

401
 

3,499
 

-
 

101,767
 

セグメント別負債
1,850,433

 
71,293
 

7,001
 

4,485
 

-
 

1,933,212
 

未配布       

その他      188,889
 

合計      
2,122,101
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 (単位：百万人民元)

 2014年12月31日終了事業年度

 生命保険 医療保険 傷害保険 その他 消去 合計

収益       

総収入保険料 285,619 33,192 12,199 - - 331,010

－定期 2,871 - - - -  

－終身 29,767 - - - -  

－養老 217,662 - - - -  

－年金 35,319 - - - -  

正味既経過保険料 285,574 32,624 11,907 - - 330,105

投資収益 89,814 2,236 315 1,183 - 93,548

金融資産に係る正味実現利得/(損失) 6,970 174 24 (48) - 7,120

純損益を通じた公正価値の変動による

正味利得/(損失) 6,179 154 22 (547) - 5,808

その他の収益 898 67 - 4,148 (928) 4,185

うちセグメント間収益 - - - 928 (928) -

       

セグメント別収益
389,435

 
35,255
 

12,268
 

4,736
 

(928)
 

440,766
 

給付金、保険金および費用       

保険給付金および保険金ならびに損害

調査費       

生命保険に係る死亡およびその他の給付

金 (191,291) (1,355) (13) - - (192,659)

傷害医療保険に係る保険金および

損害調査費 - (12,883) (3,869) - - (16,752)

保険契約負債の増加 (97,577) (8,196) (110) - - (105,883)

投資契約の給付金 (1,806) (152) - - - (1,958)

利益配分による契約者配当金 (24,742) (124) - - - (24,866)

保険契約引受および保険契約新契約費 (18,126) (4,770) (3,354) (897) - (27,147)

財務コスト (4,451) (111) (16) (148) - (4,726)

事業費 (16,677) (4,092) (2,576) (2,087) - (25,432)

その他の費用 (3,608) (204) (705) (562) 928 (4,151)

うちセグメント間費用 (903) (22) (3) - 928 -

法定保険積立金拠出額
(506)
 

(116)
 

(79)
 

-
 

-
 

(701)
 

セグメント別給付金、保険金および費用
(358,784)

 
(32,003)

 
(10,722)

 
(3,694)
 

928
 

(404,275)
 

関連会社および共同支配企業収益の持分相

当額（純額）
-

 
-

 
-

 
3,911
 

-
 

3,911
 

セグメント別利益
30,651
 

3,252
 

1,546
 

4,953
 

-
 

40,402
 

法人所得税      
(7,888)
 

当期純損益      
32,514
 

帰属：       

当社株主      32,211

非支配持分      
303

 

当社の株主資本に帰属するその他包括

利益 38,270 951 134 (123) - 39,232

減価償却費および償却費
1,427
 

324
 

221
 

152
 

-
 

2,124
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 (単位：百万人民元)

 2014年12月31日現在

 生命保険 医療保険 傷害保険 その他 消去 合計

資産       

金融資産(現金および現金同等物を含む) 2,059,641 50,013 6,961 27,421 - 2,144,036

その他 7,881
 

3,985
 

312
 

44,390
 

-
 

56,568
 

セグメント別資産
2,067,522

 
53,998
 

7,273
 

71,811
 

-
 

2,200,604
 

未配布       

有形固定資産      25,348

その他      
20,615
 

合計      
2,246,567

 

負債       

保険契約 1,558,714 38,872 5,860 - - 1,603,446

投資契約 63,710 8,565 - - - 72,275

買戻条件付売却証券 43,310 1,076 152 1,551 - 46,089

その他 90,703
 

2,732
 

372
 

13,513
 

-
 

107,320
 

セグメント別負債
1,756,437

 
51,245
 

6,384
 

15,064
 

-
 

1,829,130
 

未配布       

その他      130,106
 

合計      
1,959,236
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6　有形固定資産
 

 (単位：百万人民元)

 2015年

 建物

事務用機器、

什器備品 車両 建設仮勘定

建物附属

設備 合計

取得原価       

2015年１月１日現在 22,777 6,676 1,392 6,333 1,246 38,424

完成時の振替 1,486 6 - (1,686) 172 (22)

追加 54 352 128 2,981 13 3,528

処分 (64)
 

(418)
 

(133)
 

(63)
 

(123)
 

(801)
 

2015年12月31日現在
24,253
 

6,616
 

1,387
 

7,565
 

1,308
 

41,129
 

減価償却累計額       

2015年１月１日現在 (6,640) (4,473) (996) - (943) (13,052)

当期計上額 (839) (658) (135) - (116) (1,748)

処分 33
 

393
 

126
 

-
 

117
 

669
 

2015年12月31日現在
(7,446)
 

(4,738)
 

(1,005)
 

-
 

(942)
 

(14,131)
 

減損損失       

2015年１月１日現在 (24) - - - - (24)

当期計上額 - - - - - -

処分 -
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

2015年12月31日現在
(24)

 
-

 
-

 
-

 
-

 
(24)

 

正味帳簿価額       

2015年１月１日現在
16,113
 

2,203
 

396
 

6,333
 

303
 

25,348
 

2015年12月31日現在
16,783
 

1,878
 

382
 

7,565
 

366
 

26,974
 

 

 （単位：百万人民元）

 2014年

 建物

事務用機器、

什器備品 車両 建設仮勘定

建物附属

設備 合計

取得原価       

2014年１月１日現在 19,949 6,730 1,448 6,125 1,166 35,418

完成時の振替 2,781 268 - (3,194) 100 (45)

追加 175 361 2 3,614 13 4,165

処分 (128)
 

(683)
 

(58)
 

(212)
 

(33)
 

(1,114)
 

2014年12月31日現在
22,777
 

6,676
 

1,392
 

6,333
 

1,246
 

38,424
 

減価償却累計額       

2014年１月１日現在 (5,910) (4,349) (883) - (858) (12,000)

当期計上額 (788) (778) (167) - (111) (1,844)

処分
58

 
654

 
54

 
-

 
26

 
792

 

2014年12月31日現在
(6,640)
 

(4,473)
 

(996)
 

-
 

(943)
 

(13,052)
 

減損損失       

2014年１月１日現在 (25) - - - - (25)

当期計上額 - - - - - -

処分 1
 

-
 

-
 

-
 

-
 

1
 

2014年12月31日現在
(24)

 
-

 
-

 
-

 
-

 
(24)

 

正味帳簿価額       

2014年１月１日現在
14,014
 

2,381
 

565
 

6,125
 

308
 

23,393
 

2014年12月31日現在
16,113
 

2,203
 

396
 

6,333
 

303
 

25,348
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７　投資不動産
 

 (単位：百万人民元)

 建物

取得原価  
2015年１月１日現在 1,435

追加 -

2015年12月31日現在 1,435

減価償却累計額  
2015年１月１日現在 (152)

当期計上額 (46)

2015年12月31日現在 (198)

正味帳簿価額  

2015年１月１日現在 1,283

2015年12月31日現在 1,237

公正価値  

2015年１月１日現在 2,080

2015年12月31日現在 2,238

取得原価  
2014年１月１日現在 1,435

追加 -

2014年12月31日現在 1,435

減価償却累計額  
2014年１月１日現在 (106)

当期計上額 (46)

2014年12月31日現在 (152)

正味帳簿価額  

2014年１月１日現在 1,329

2014年12月31日現在 1,283

公正価値  

2014年１月１日現在 2,045

2014年12月31日現在 2,080
 

当社は投資不動産の一部を子会社に賃貸し、各事業体の占有面積を基に賃貸料を請求している。当該資産は、連結
財政状態計算書上、当グループの有形固定資産として計上している。
 
当グループは、投資不動産の使用に何ら制約を受けておらず、ならびに各投資不動産の購入、建設、開発、または
修繕、もしくは保守管理および補強に係る契約上の義務も有していない。
 
2015年12月31日時点で、不動産登記されていない投資不動産はなかった。
 

2015年12月31日時点で、独立した鑑定人が行った評価を考慮して当グループにより見積もられた当グループの投資
不動産の公正価値は、2,238百万人民元（2014年12月31日現在：2,080百万人民元）であり、投資不動産は公正価値
ヒエラルキーの中のレベル３に分類されている。
 
当グループは、主な手法として市場比較法を使用し投資不動産の公正価値を見積もっている。市場比較法のもと
で、不動産の見積公正価値は最近売却された類似不動産の平均販売価格に基づいており、売却時点および売却条
件、地理的な位置、年数、装飾、床面積、不動産のロット・サイズおよびその他の要因を含むさまざまな補正要因
から構成される包括的な補正係数が考慮される。
 
市場比較法の下で、包括的な補正係数の増加（減少）は投資不動産の公正価値の増加（減少）になると考えられ
る。
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８　関連会社および共同支配企業投資
 

 (単位：百万人民元)

 2015年 2014年

１月１日現在 44,390 34,775
関連会社および共同支配企業投資 766 5,671
スクリップ(仮証券)配当 - 268
関連会社収益の持分相当額 2,984 3,911
その他の資本の変動 649 280
受取配当金(ⅰ) (604) (515)

減損(ⅱ) (1,010)
 

-
 

12月31日現在 47,175
 

44,390
 

(ⅰ) 普通株式１株当たり0.165香港ドルの2014年度配当金は、2015年５月12日に開催された遠洋地産控股份有限公司（以下

「遠洋地産」という。）の年次株主総会において承認および宣言された。2015年５月22日に遠洋地産は、2014年度の最終
配当を現金またはスクリップ(仮証券)のいずれかで受領することを各株主が選択できるスクリップ（仮証券）配当制度を
発表した。当社は現金配当オプションを選択し、286百万人民元に上る現金配当を受領した。普通株式１株当たり0.075香
港ドルの2015年中間配当金は、2015年度の中間配当を現金またはスクリップ(仮証券)のいずれかで受領することを各株主
が選択できるスクリップ(仮証券)配当制度のもと、2015年８月21日に開催された遠洋地産の取締役会において承認および
宣言された。当社は現金配当オプションを選択し、136百万人民元に上る現金配当をを受領した。

(ⅱ) 当グループの関連会社および共同支配企業投資は、香港で上場している遠洋地産を除いて、すべて非上場である。2015年

12月31日現在、遠洋地産の株価は１株当たり4.97香港ドルであった。2015年の遠洋地産の業績の下落にともない、遠洋地
産の市場価格（1株当たり株価かける当グループが保有する株数）は１年以上にわたり帳簿価額を下回ったため、当グ
ループは当該投資に対し減損テストを行った。2015年12月31日現在、割引後将来キャッシュ・フローを用いた当該投資価
額の回収可能価額は約124億人民元となり、当該投資に対し10.1億人民元の減損損失を2015年に計上した。当グループ
は、異なる将来キャッシュ・フローの特徴を考慮し、評価において開発用不動産および投資不動産を区別している。評価
に用いる割引率は、開発用不動産および投資用不動産それぞれ10％および８％である。当該投資の減損は、連結包括利益
計算書の「関係会社および共同支配企業収益の持分相当額（純額）」に含まれる。

 
2015年12月31日現在における当グループが所有する関連会社および共同支配企業は以下のとおりである。
  

会社名 設立国名 持分割合

   
関連会社   
広発銀行股份有限公司（以下「CGB」という。） 中国 20.00％
中国人寿財産保険股份有限公司（以下「CLP＆C」

という。） 中国 40.00％
遠洋地産 香港、中国 29.998％
中糧期貨有限公司（以下「中糧期貨」という。） 中国 35.00％
安諾優達基因科技（北京）有限公司

（以下「安諾優達」という。）(ⅰ) 中国 16.67％
   
共同支配企業   
10 Upper Bank Street SLP ジャージー代官管轄区 70.00％
國壽（三亞） 健康投資有限公司 (以下「三亞 カンパ

ニー」という。）(ⅱ) 中国 51.00％

(ⅰ) 当グループは、2015年６月に安諾優達に対し250百万人民元を支払い、持分の16.67％を保有している。当グループは、

契約規程に従い株主総会ならびに取締役会を介し安諾優達の財務および経営に重要な影響を与える。従い安諾優達は関
連会社となる。

(ii) 当グループは、2015年12月に三亞カンパニーに対し306百万人民元を支払い、持分の51.00％を保有している。投資契約な

らび三亞カンパニーの定款に従い、当グループは他の投資者とともに三亞カンパニーに対し共同支配を有する。従い三亞
カンパニーは共同支配企業となる。
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2014年12月31日現在における当グループが所有する関連会社および共同支配企業は以下のとおりである。

  

会社名 設立国名 持分割合

CGB 中国 20.00％
CLP&C 中国 40.00％
遠洋地産 香港、中国 29.46％
中糧期貨 中国 35.00％
   
共同支配企業   
10 Upper Bank Street SLP ジャージー代官管轄区 70.00％
 
以下の表は2015年12月31日時点および2015年12月31日に終了した事業年度の当グループ関連会社および共同支配企
業の財務務情報の要約を示したものである。
 

 (単位：百万人民元)

 CGB CLP&C 遠洋地産 中糧期貨 安諾優達

10 Upper

Bank

Street SLP

三亞

カンパニー

資産合計 1,836,587 65,634 148,185 8,598 337 8,503 600

負債合計 1,739,047 46,103 99,995 6,146 7 4,449 -

株式資本合計 97,540 19,531 48,190 2,452 330 4,054 600

関連会社および共同支

配企業持分所有者に

帰属する持分株主資

本合計 97,540 19,531 41,231 2,452 330 4,054 600

合計調整額(ⅰ) - - 239 - - (534) -

関連会社および共同支

配企業持分所有者に

帰属する持分株主資

本合計(調整後) 97,540 19,531 41,470 2,452 330 3,520 600

当グループの所有

割合 20.00% 40.00% 29.998% 35.00% 16.67% 70.00% 51.00%

投資帳簿価額(総額) 22,553 7,812 13,407 1,397 246 2,464 306

減損 - - (1,010) - - - -

投資帳簿価額(純額) 22,553
 

7,812
 

12,397
 

1,397
 

246
 

2,464
 

306
 

収益合計 54,735 46,829 31,226 390 100 432 -

当期利益/(損失) 9,064 2,258 2,251 15 (37) 496 -

その他包括利益 1,028 379 (80) (15) - 45 -

包括利益合計
10,092
 

2,637
 

2,171
 

-
 

(37)
 

541
 

-
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以下の表は2014年12月31日時点および2014年12月31日に終了した事業年度の当グループ関連会社および共同支配企
業の財務務情報の要約を示したものである。
 

 (単位：百万人民元)

 CGB CLP&C 遠洋地産 中糧期貨

10 Upper

Bank

Street SLP

資産合計 1,648,056 52,769 132,212 9,784 8,199

負債合計 1,560,607 35,876 87,829 7,245 4,450

株式資本合計 87,449 16,893 44,383 2,539 3,749

関連会社および共同支配企業持分所有者に帰属す

る持分株主資本合計 87,449 16,893 40,491 2,539 3,749

合計調整額(ⅰ) - - 984 - (209)

関連会社および共同支配企業持分所有者に帰属す

る持分株主資本合計（調整後） 87,449 16,893 41,475 2,539 3,540

当グループの所有割合 20.00% 40.00% 29.46% 35.00% 70.00%

投資帳簿価額（総額） 20,535 6,757 13,186 1,434 2,478

減損 - - - - -

投資帳簿価額（純額） 20,535
 

6,757
 

13,186
 

1,434
 

2,478
 

収益合計 44,644 36,522 40,411 3,306 241

当期利益 12,037 1,407 4,606 84 142

その他包括利益 2,120 318 (19) 8 (299)

包括利益合計
14,157
 

1,725
 

4,587
 

92
 

(157)
 

 
2015年12月31日および2014年12月31日時点において、当グループは関連会社および共同支配企業との間に偶発負債
または契約債務を有していない。
 
(ⅰ) 会計方針、公正価値およびその他についての差異の調整を含む。

 
 
９　金融資産
 

9.1　満期保有目的証券
 

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

負債性証券   
国債 79,438 88,843
政府機関債 126,097 126,140
社債 146,405 146,595
劣後債 152,135

 
155,705

 

合計
504,075

 
517,283

 

負債性証券   
中国本土において上場 61,916 68,199
香港、中国において上場 50 37
シンガポールにおいて上場 24 23
非上場 442,085

 
449,024

 

合計
504,075

 
517,283
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2015年12月31日現在において、上場満期保有目的証券の見積公正価値は550,844百万人民元（2014年12月31日現
在：526,526百万人民元）である。
 
非上場負債性証券には、中国銀行間市場で取引される証券が含まれている。
 

負債性証券 (単位：百万人民元)

－契約満期スケジュール 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

満期：   
１年以内 2,000 11,823
１年超５年以内 86,198 70,592
５年超10年以内 167,450 149,986

10年超
248,427

 
284,882

 

合計
504,075

 
517,283

 
 
9.2　貸付金
 

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

契約者貸付 84,959 73,654

その他の貸付(ⅰ)
122,308

 
92,799

 

合計
207,267

 
166,453

 
 

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

満期：   
１年以内 90,250 80,214
１年超５年以内 84,078 53,894
５年超10年以内 24,239 32,345

10年超
8,700
 

-
 

合計
207,267

 
166,453

 
 
(ⅰ) その他の貸付金はタイプの異なる資産運用商品から成る。2015年12月31日時点で、資産運用商品の172,983百万人民元

（2014年12月31日現在：84,300百万人民元）は当グループの子会社である中国人寿保険資産管理有限公司（以下「AMC」
という。）により運用されており、うち37,978百万人民元（2014年12月31日現在：39,571百万人民元）は当グループが所
有している。一方で、当グループが所有する資産運用商品の75,936百万人民元（2014年12月31日現在：50,034百万人民
元）は他の金融機関により運用されている。資産運用商品は第三者の保証人または担保により保証されている。また当該
資産運用商品は返済資源として国の年次予算収入もしくはより高い信用格付けの貸出先を有している。当グループはその
他の貸付金に対し資金援助の保証または提供は行わない、ならびにその他の貸付金の帳簿価額は我々の最大限のリスクエ
クスポージャーを示していると考えてはいない。

 
2015年12月31日に終了する事業年度中に、上記資産運用商品からの当グループの投資収益は6,455百万人民元
（2014年度：4,137百万人民元）、AMCより受領した関連資産運用報酬は224百万人民元（2014年度：171百万
人民元）であった。

 

前へ　　　次へ
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9.3　定期預金
 

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

満期：   
１年以内 181,780 200,214
１年超５年以内 380,842 463,442

５年超10年以内
-

 
26,500

 

合計
562,622

 
690,156

 
 

9.4　法定拘束性預託金
 

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

契約満期スケジュール：   
１年以内 300 -

１年超５年以内
6,033
 

6,153
 

合計
6,333
 

6,153
 

 
中国の保険会社は、CIRCの規定に従って、登記資本金の20％相当額を指定銀行に預託することが義務付けられてい
る。当該預託金は、清算手続中の債務弁済以外の目的で使用することはできない。
 
9.5　売却可能証券
 

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

売却可能証券-公正価値   

負債性証券   

国債 25,713 26,328

政府機関債 145,399 138,487

社債 206,767 206,511

劣後債 19,298 22,798
その他(ⅰ) 4,722

 
1,217
 

小計 401,899
 

395,341
 

持分証券   

ファンド 163,366 83,121

普通株式 74,629 71,592

優先株式 18,712 3,000

富裕層向け資産運用商品 50,053 21,038
その他(ⅰ) 41,050

 
18,180

 
小計 347,810

 
196,931

 

売却可能証券-取得原価   

持分証券   

その他(ⅰ)
20,807

 
15,259

 

合計
770,516

 
607,531

 
 
(ⅰ) その他の売却可能証券は、主に非上場株式投資、プライベート・エクイティ・ファンドなどが含まれている。当グループ

は、その他の売却可能証券に対し保証または金銭支援をしていない、ならびにその他の売却可能証券の帳簿価額は最大限

のリスク・エクスポージャーを表していると考えている。
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 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

負債性証券   
中国本土において上場 42,022 46,137
シンガポールにおいて上場 266 260
非上場 359,611

 
348,944

 
小計 401,899

 
395,341

 
持分証券   
中国本土において上場 85,658 71,553
香港、中国において上場 8,391 8,303
シンガポールにおいて上場 172 -
非上場 274,396

 
132,334

 
小計 368,617

 
212,190

 

合計
770,516

 
607,531

 
 

非上場の負債性証券は、中国の銀行間市場で取引される負債性証券および市場性のない負債性証券を含む。非上場
の持分証券は、主に公表価格を持つオープンエンド型ファンドである、証券取引所で取引されていない持分証券を
含む。
 

 (単位：百万人民元)

負債性証券 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

契約満期スケジュール   
満期：   

１年以内 32,598 13,939
１年超５年以内 135,866 139,737
５年超10年以内 112,419 120,284

10年超
121,016

 
121,381

 

合計
401,899

 
395,341

 
 

9.6　純損益を通じて公正価値で測定する証券
 

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

負債性証券   
国債 603 254
政府機関債 5,689 4,085
社債 88,291 24,873
その他 401

 
-

 
小計 94,984

 
29,212

 
持分証券   
ファンド 6,119 499
普通株式 36,887

 
23,341

 

小計
43,006

 
23,840

 

合計
137,990

 
53,052

 
負債性証券   
中国本土において上場 8,852 5,920
海外市場において上場 56 -
非上場 86,076

 
23,292

 
小計 94,984

 
29,212

 
持分証券   
中国本土において上場 32,427 23,488
香港において上場 70 -
海外市場において上場 6,099 -
非上場 4,410

 
352
 

小計 43,006
 

23,840
 

合計
137,990

 
53,052
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非上場の負債性証券は、中国の銀行間市場で取引される負債性証券および市場性のない負債性証券を含む。非上場
の持分証券は、主に公表価格を持つオープンエンド型ファンドである、証券取引所で取引されていない持分証券を
含む。
 
9.7　売戻条件付購入証券
 

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

満期：   

30日以内
21,503

 
11,925

 

合計
21,503

 
11,925

 
 
9.8　未収投資収益
 

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

銀行預金 31,705 27,084
負債性証券 15,703 15,667

その他
2,144
 

1,599
 

合計
49,552

 
44,350

 
流動 31,218 31,928

固定
18,334

 
12,422

 

合計
49,552

 
44,350

 
 

 

10　金融資産および負債の公正価値
 
以下の表は、金融資産および負債の帳簿価額および見積公正価値、ならびに投資契約を示している。
 

 (単位：百万人民元)

 帳簿価額 見積公正価値(ⅰ)

 12月31日現在 12月31日現在

 2015年 2014年 2015年 2014年

満期保有証券(ⅱ) 504,075 517,283 550,844 526,526
貸付金 207,267 166,453 207,267 166,453
定期預金 562,622 690,156 562,622 690,156
法定拘束性預託金 6,333 6,153 6,333 6,153
売却可能証券-公正価値 749,709 592,272 749,709 592,272
純損益を通じて公正価値で測定する

証券 137,990 53,052 137,990 53,052
売戻条件付購入証券 21,503 11,925 21,503 11,925
現金および現金同等物 76,096 47,034 76,096 47,034
投資契約(ⅲ) (84,106) (72,275) (82,644) (70,694)
純損益を通じて公正価値で測定する

金融負債 (856) (10,890) (856) (10,890)
買戻条件付売却証券 (31,354) (46,089) (31,354) (46,089)

社債(ⅲ)
(67,994)

 
(67,989)

 
(69,580)

 
(68,370)

 

(ⅰ) 金融資産の公正価値を決定するための見積りおよび判断は、注記3.2に記載されている。

(ⅱ) 満期保有証券の公正価値は、公正価値で評価される他の負債性証券を参照して決定される。注記4.3参照。2015年12月31

日におけるレベル１の満期保有証券の公正価値は29,777百万人民元およびレベル２の満期保有証券の公正価値は521,067
百万人民元（2014年12月31日現在：レベル１は69,506百万人民元およびレベル２は457,020百万人民元）である。
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(ⅲ) 純損益を通じて公正価値で測定する投資契約は活発な市場における市場価格を有する。従い当該公正価値はレベル１に分

類されている。

償却原価で計上された投資契約および社債の公正価値は、評価日に利用可能な無リスク金利、信用リスクおよび将来
キャッシュ・フローに関連するリスク・マージンを踏まえたリスク調整済の割引率を用い、契約から生じる予想キャッ
シュ・フローの現在価値を考慮した評価技法により決定される。償却原価で計上された投資契約および社債の公正価値は
レベル3に分類される。

 
 
11　未収保険料
 
2015年12月31日現在、１年以内の未収保険料の帳簿価額は、11,899百万人民元（2014年12月31日現在：11,143百万
人民元）である。
 
 
12　再保険貸
 

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

長期出再保険契約（注記14） 1,246 908
再保険会社に対する未収金 37 20
未経過出再保険料（注記14） 87 65

再保険会社からの回収可能保険金（注記14）
50

 
39

 

合計
1,420
 

1,032
 

   
流動 174 124

固定
1,246
 

908
 

合計
1,420
 

1,032
 

 

 

13　その他の資産
 

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

建設会社に対する未収金 6,341 1,656
土地使用権 5,998 6,137
投資債権 4,242 4,104
自動振替貸付 2,520 2,281
税金還付金 936 2,449
関連当事者に対する未収金 772 684

その他
2,833
 

2,100
 

合計 23,642
 

19,411
 

流動 17,274 12,956

固定
6,368
 

6,455
 

合計
23,642

 
19,411
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14　保険契約
 
(a)　仮定の決定に使用されたプロセス
 
(ⅰ) 将来の保険金が対応する投資ポートフォリオの投資利回りの影響を受ける保険契約については、割引率の仮

定は、負債に対応する資産ポートフォリオの予想投資収益に基づいて決定され、準備金に係る時間価値の影
響を考慮している。

 
割引率の仮定を決定する際、当グループでは投資経験、現在の投資ポートフォリオおよび関連イールドカー
ブの傾向を考慮している。割引率は、将来の経済見通しや当社の投資戦略を反映している。過去２年間にお
けるリスク・マージンを含む割引率の仮定は以下のとおりである。

 

  割引率の仮定

2015年12月31日現在  4.80％-5.00％
2014年12月31日現在  4.80％-5.00％

 
将来の保険金が対応する投資ポートフォリオの投資利回りの影響を受けない保険契約については、割引率の
仮定は、「チャイナ・ボンド」のウェブサイトで公表されている「保険契約の準備金算定時ベンチマークの
イールドカーブ」に基づいており、流動性スプレッド、租税およびその他の関連要因も考慮に入れている。
過去２年間におけるリスク・マージンを含む割引率の仮定は以下のとおりである。

 

  割引率の仮定

2015年12月31日現在  3.42％-5.78％
2014年12月31日現在  3.52％-5.96％

 
割引率の仮定は、将来のマクロ経済、金融および為替政策、資本市場および保険ファンドの投資チャンネル
の利用可能性といった要因の影響を受け、不確実性を有している。当グループでは、リスク・マージンを考
慮に入れつつ、各報告期間末に入手した情報に基づいて割引率の仮定を決定している。

 
(ⅱ) 死亡率および疾病率の仮定は、死亡および疾病に関する当グループの過去の実績に基づいている。死亡率お

よび疾病率の仮定は、被保険者の年齢および契約の種類によって異なる。
 

当グループは、中国人寿2000年-2003年死亡率表に、当グループの最近の過去の死亡率経験値を適宜反映する
調整を行ったものに基づいて、死亡率の仮定を行っている。生命保険契約に係る不確実性の主な原因は、疫
病およびライフスタイルの大幅な変化が将来の死亡率経験値の悪化要因となり、ひいては不適切な負債の計
上につながることによる。同様に、医療と社会的情勢の継続的な発展によって寿命が延び、当グループは長
寿リスクに晒される。

 
当グループは、過去の経験値および今後の進展に対する予想の分析に基づいて、重大疾病商品の疾病率の仮
定を行っている。不確実性には２つの主な原因がある。第１に、大幅なライフスタイルの変化が疾病率経験
値における将来の悪化要因となりうること、第２に、保険契約者が利用できる医療技術の将来の発展および
保険契約者が利用できる医療施設の増加によって重大疾病診断の時期が早まり、重大疾病給付金の早期支払
が要求されるかもしれないということである。現在の疾病率仮定が適切に長期的な傾向を反映していない場
合、双方とも最終的には不適切な負債の計上という結果につながる。

 
リスク・マージンは、当グループの死亡率および疾病率の仮定が考慮される。
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(ⅲ) 費用の仮定は、過去の費用調査および将来動向を考慮に入れた予定単位コストに基づく。費用の仮定は、将

来のインフレおよび市場競争といった、仮定に不確実性をもたらす特定の要因から影響を受ける。当グルー
プは、各報告期間末時点に入手した情報に基づく費用の仮定のリスク・マージンを考慮に入れている。費用
の仮定の構成要素には、下記のとおりに契約１件当たり費用および保険料の割合が含まれる。

  

 個人生命保険 団体生命保険

 

１保険契約

当たり

保険料に占める

割合

１保険契約

当たり

保険料に占める

割合

2015年12月31日現在 37.0-45.0人民元 0.85-0.90％ 15.0人民元 0.90％

2014年12月31日現在 37.0-45.0人民元 0.85-0.90％ 14.0人民元 0.90％

 

(ⅳ) 失効率およびその他の仮定は、将来のマクロ経済、代替金融商品の利用可能性、および市場競争といった、

これらの仮定に不確実性をもたらす特定の要因から影響を受ける。失効率およびその他の仮定は、信頼度の
高い過去の実績、現在の状況、および将来の予測を参照して決定される。

 
(ⅴ) 当グループは、リスク・マージンの決定に際して、一貫した技法を適用している。当グループは、将来

キャッシュ・フローに関する金額および時期の不確実性を補填するため、割引率、死亡率および疾病率、お
よび費用の仮定のリスク・マージンを考慮に入れている。リスク・マージンを決定する際は、当グループは
過去の実績、将来の予測、およびその他の要因を考慮に入れている。リスク・マージンについて規制による
特定の要求事項はないが、当グループはリスク・マージンの水準を定めている。

 
当注記に開示される保険契約の仮定の決定に際して、当グループは一貫したプロセスを採用している。当グ
ループは各報告日に、利用可能なすべての情報を検討し、また当グループの過去の実績や将来の事象の予測
も考慮に入れつつ、負債およびリスク・マージンの合理的な見積りのために仮定を見直す。

 

(b)　保険契約の負債純額
 

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

総額   
長期保険契約 1,698,773 1,588,900
短期保険契約   
－支払備金および未払損害調査費 9,268 7,316

－未経過保険料
7,944
 

7,230
 

合計（総額）
1,715,985

 
1,603,446

 

再保険会社からの回収可能保険金   
長期保険契約（注記12） (1,246) (908)
短期保険契約   
－支払備金および未払損害調査費（注記12） (50) (39)

－未経過保険料（注記12）
(87)

 
(65)

 

合計（出再額）
(1,383)
 

(1,012)
 

正味額   
長期保険契約 1,697,527 1,587,992
短期保険契約   
－支払備金および未払損害調査費 9,218 7,277

－未経過保険料
7,857
 

7,165
 

合計（正味額）
1,714,602

 
1,602,434
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(c)　短期保険契約の負債の変動
 

以下の表は、支払備金および未払損害調査費の変動を表したものである。
 

 (単位：百万人民元)

 2015年 2014年

－報告済保険金 2,135 835

－既発生未報告
5,181
 

3,820
 

１月１日現在合計－総額
7,316
 

4,655
 

確定した保険金の現金支払額   
－当年度の保険金に対する現金支払額 (12,349) (9,636)
－前年度の保険金に対する現金支払額 (6,865) (4,557)
保険金発生額   
－当年度に生じた保険金 20,497 16,499

－前年度に生じた保険金
669
 

355
 

12月31日現在合計－総額
9,268
 

7,316
 

－報告済保険金 1,748 2,135

－既発生未報告
7,520
 

5,181
 

12月31日現在合計－総額
9,268
 

7,316
 

 

以下の表は、未経過保険料の変動を表したものである。
 

 (単位：百万人民元)

 2015年 2014年

 総額 出再 正味 総額 出再 正味

１月１日現在 7,230 (65) 7,165 6,896 (121) 6,775

増加 7,944 (87) 7,857 7,230 (65) 7,165

減少
(7,230)

 
65

 
(7,165)

 
(6,896)

 
121
 

(6,775)
 

12月31日現在
7,944
 

(87)
 

7,857
 

7,230
 

(65)
 

7,165
 

 

(d)　長期保険契約の負債の変動
 

以下の表は、長期保険契約の負債の変動を表したものである。
 

 (単位：百万人民元)

 2015年 2014年

１月１日現在 1,588,900 1,482,946
保険料 331,582 304,677
負債の減少(i) (300,990) (265,137)
利息の増加 68,741 69,214
仮定の変動   
－割引率の変更 8,510 (4,599)
－その他の仮定の変更(ⅱ) 987 420

その他の変動
1,043
 

1,379
 

12月31日現在
1,698,773

 
1,588,900

 
(i)　負債の減少は、主に死亡またはその他の解約および関連費用の減少、残余マージンの取崩ならびに支払備金および未払損

害調査費の変動から構成される。
(ⅱ) 2015年12月31日終了事業年度におけるその他の仮定の変更は、主に特定の商品の疾病率の仮定の変更により生じ、保険契

約負債を980百万人民元増加させた。この変更は、報告日現在における疾病率に関する当グループの直近の過去の経験値
および将来の期待値に反映した。疾病率を除く仮定の変更は、保険契約負債を７百万人民元増加させた。
2014年12月31日終了事業年度におけるその他の仮定の変更は、主に特定の商品の疾病率の仮定の変更により生じ、保険契
約負債を441百万人民元増加させた。この変更は、報告日現在における疾病率に関する当グループの直近過去の経験値お
よび将来の期待値に反映した。疾病率を除く仮定の変更は、保険契約負債を21百万人民元減少させた。
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15　投資契約
 

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

DPFのある投資契約－償却原価 50,295 47,962
DPFのない投資契約   
－償却原価 33,797 24,292

－純損益を通じて公正価値で測定
14

 
21

 

合計
84,106

 
72,275

 
 
以下の表は、DPFのある投資契約の変動を表したものである。
 

 (単位：百万人民元)

 2015年 2014年

１月１日現在 47,962 46,555
受取預り金 3,746 3,486
預り金の払戻しならびに死亡およびその他による

給付金の支払 (2,543) (3,334)
残高から控除された保険契約手数料 (34) (33)

振替利息
1,164
 

1,288
 

12月31日現在
50,295

 
47,962

 
 

 
16　有利子融資および借入金

 (単位：百万人民元)

 満期日 年率 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

　     

保証付きローン 2019年６月17日 3.54％
2,643
 

2,623
 

 
 
17　社債
 
2015年12月31日現在、すべての社債は、劣後債で帳簿価額総額が67,994百万人民元（2014年12月31日現在：67,989
百万人民元）および額面価額が68,000百万人民元（2014年12月31日現在：68,000百万人民元）であった。
 

発行日 満期日 年率 額面価額(百万人民元)

   2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

2011年10月26日 2021年10月26日 5.50％ 30,000 30,000
2012年６月29日 2022年６月29日 4.70％ 28,000 28,000

2012年11月５日 2022年11月５日 4.58％
10,000

 
10,000

 

合計   
68,000

 
68,000

 
 
当社は、関連する規制上の要件を満たした適格投資家に対して、上記の期間10年の劣後債を３種類発行した。この
劣後債の当初５年間の年利率は、それぞれ2011年10月26日発行の劣後債が5.50％、2012年６月29日発行の劣後債が
4.70％、および2012年11月５日発行の劣後債が4.58％である。発行から５年目の末日時点に、当社はこれらの劣後
債を額面価額でコールする権利を有している。当社がコール・オプションを行使しない場合、残存する５年間の年
利率は、それぞれ200ベーシス・ポイント上昇する。
 
注記2.14に記載されるとおり、劣後債は償却原価で測定される。
 

前へ　　　次へ
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18　買戻条件付売却証券
 

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

銀行間市場 27,922 41,477

証券取引市場
3,432
 

4,612
 

合計
31,354

 
46,089

 

満期：   
30日以内 31,354 42,971
31日以後、90日以内 - 118

91日以後
-

 
3,000
 

合計
31,354

 
46,089

 
   
2015年12月31日現在、帳簿価額28,802百万人民元（2014年12月31日現在：42,177百万人民元）の社債は、当グルー
プが銀行間市場で締結したレポ取引により生じた買戻条件付売却証券の担保として差し入れられている。
 
証券取引所を介した債券のレポ取引について、当グループは、特定の上場債券を担保プールに預託することが要求
されている。担保プールに預託される債券は、証券取引所の規定に準拠した標準金利で公正価値に換算され、この
公正価値が関連するレポ取引の残高を下回ってはならない。2015年12月31日現在、担保プールに預託した証券の帳
簿価額は67,169百万人民元であった(2014年12月31日: 49,963百万人民元)。レポ取引の期間における担保債券の売

買は制限される。
 
 
19　その他の負債
 

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

保険契約者に対する未払利息 6,410 5,008
未払給与および未払福利厚生費用 5,220 4,589
コミッションおよび仲介手数料 2,598 1,919
連結トラスト・スキームの第三者保有者に対する

未払金 2,550 -
保険代理店預り金 1,117 761
劣後債の未払利息 1,045 1,044
株式増価受益権（注記31） 845 1,025
建設会社に対する未払金 634 783
未払法人所得税 511 717

その他
5,584
 

4,216
 

合計
26,514

 
20,062

 

流動 26,514 20,062

固定
-

 
-

 

合計
26,514

 
20,062
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20　法定保険積立金
 

CIRC命令（2008年）第２号「法定保険積立金の行政措置」で要求されているとおり、2009年１月１日より、すべて
の保険会社は法定保険積立金としてCIRCに拠出を行わなくてはならない。当グループは、(ⅰ)給付金保証のある生
命保険契約による保険料および累積積立保険料の0.15％、ならびに給付金保証のない生命保険契約による保険料お
よび累積積立保険料の0.05％、(ⅱ)短期医療保険および長期医療保険による保険料のそれぞれ0.8％および
0.15％、(ⅲ)傷害保険契約による保険料の0.8％、給付金保証のある傷害保険の投資契約および給付金保証のない
傷害保険の投資契約による累積積立保険料のそれぞれ0.08％および0.05％を法定保険積立金として拠出する必要が
ある。法定保険積立金の累計が総資産の１％に達した場合は、法定保険積立金の追加拠出は必要ない。
 
 

21　投資収益
 

 (単位：百万人民元)

 12月31日終了事業年度

 2015年 2014年

負債性証券   
－満期保有目的証券 24,541 25,357
－売却可能証券 18,526 18,571
－純損益を通じて公正価値で測定する証券 1,382 1,571

持分証券   
－売却可能証券 8,950 4,458
－純損益を通じて公正価値で測定する証券 326 106
銀行預金 32,285 34,934
貸付金 11,115 8,138
売戻条件付購入証券 368 299

その他
89

 
114
 

合計
97,582

 
93,548

 
   
2015年12月31日終了事業年度において、投資収益に含まれる受取利息は88,306百万人民元（2014年度：88,984百万
人民元）であった。すべての利息は、実効金利法を用いて未収計上される。
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22　金融資産に係る正味実現利得
 

 (単位：百万人民元)

 12月31日終了事業年度

 2015年 2014年

負債性証券   
実現利得 (4) 142

減損の戻入
-

 
-

 

小計
(4)

 
142
 

持分証券   
実現利得 32,622 8,127

減損
(321)
 

(1,149)
 

小計
32,301

 
6,978
 

合計
32,297

 
7,120
 

   
金融資産に係る正味実現利得は、売却可能証券によるものである。
 
2015年12月31日終了事業年度に、当グループは減損を示す客観的証拠が存在すると判断したため、売却可能ファン
ドについて147百万人民元（2014年度：146百万人民元）、売却可能普通株式について174百万人民元（2014年度：
1,003百万人民元）の減損損失をそれぞれ認識し、その他の売却可能証券については減損認識はしていない（2014
年度：該当なし）。
 
 
23　純損益を通じた公正価値の変動による正味利得
 

 (単位：百万人民元)

 12月31日終了事業年度

 2015年 2014年

負債性証券 766 2,272
持分証券 9,324 4,977
株式増価受益権 180 (255)

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債
(61)
 

(1,186)
 

合計
10,209

 
5,808
 

 
 
24　保険給付金および保険金
 

 (単位：百万人民元)

 総額 出再 正味

2015年12月31日終了事業年度    
生命保険に係る死亡およびその他の給付金 221,949 (248) 221,701
傷害医療保険に係る保険金および損害調査費 21,166 (157) 21,009

保険契約負債の増加
109,847

 
(338)
 

109,509
 

合計
352,962

 
(743)
 

352,219
 

2014年12月31日終了事業年度    
生命保険に係る死亡およびその他の給付金 192,863 (204) 192,659
傷害医療保険に係る保険金および損害調査費 16,854 (102) 16,752

保険契約負債の増加
105,945

 
(62)
 

105,883
 

合計
315,662

 
(368)
 

315,294
 

    
 

EDINET提出書類

チャイナ・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド(E05940)

有価証券報告書

156/326



25　投資契約の給付金
 
投資契約の給付金は、主に投資契約に関する利息である。
 
 
26　財務コスト
 

 (単位：百万人民元)

 12月31日終了事業年度

 2015年 2014年

社債の支払利息 3,430 3,433
買戻条件付売却証券の支払利息 784 1,234

有利子融資および借入金の支払利息
106
 

59
 

合計
4,320

 
4,726

 
   
 

27　税引前損益
 
税引前損益は、以下を費用計上/（利得計上）した後の金額で表示されている。
 

 (単位：百万人民元)

 12月31日終了事業年度

 2015年 2014年

従業員給与および福利厚生費用 13,045 11,564
住宅給付金 824 787
確定拠出型年金制度への拠出 1,678 1,553
減価償却費および償却費 2,036 2,124
為替差益 (812) (268)
監査報酬 60 55
 
 
28　税金
 
繰延税金資産および負債は、当期税金負債に対して当期税金資産を相殺する法的強制力のある権利がある場合、な
らびに繰延税金が同一の財政当局に関係している場合に相殺される。
 
(a) 純損益に費用計上された法人所得税は以下のとおりである。

 

 (単位：百万人民元)

 12月31日終了事業年度

 2015年 2014年

当期税金－法人所得税 15,408 6,455

繰延税金
(4,664)

 
1,433
 

税金費用
10,744

 
7,888
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(b) 当グループの実効税率と中国の法定税率25％（2014年度：25％）との調整は以下のとおりである。

 

 (単位：百万人民元)

 12月31日終了事業年度

 2015年 2014年

税引前損益 45,931 40,402
法定税率で計算した税額 11,483 10,101
非課税所得(ⅰ) (3,324) (3,434)
税務上損金不算入の費用(ⅰ) 2,655 1,190
前年度からの欠損金算入額 (41) -
未使用の欠損金 1 19

その他
(30)
 

12
 

実効税率による法人所得税
10,744

 
7,888
 

   
(ⅰ) 非課税所得には、主に国債からの受取利息および該当する持分証券からの受取配当金などが含まれている。税務上損

金不算入の費用には、主に関連税法に準拠した控除基準を満たさないコミッション、仲介手数料、寄付金およびその
他費用が含まれている。

 

(c) 2015年12月31日および2014年12月31日現在、繰延税金は、一時差異すべてについて基本税率25％を用いて負債

法により計算された。繰延税金資産および負債の当期間における変動は以下のとおりである。

 (単位：百万人民元)

 保険(ⅰ) 投資(ⅱ) その他(ⅲ) 合計

繰延税金資産/(負債)     

2014年１月１日現在 (11,627) 5,627 1,081 (4,919)
純損益に(費用計上)/利得計上 552 (1,940) (45) (1,433)
その他の包括利益に(損失計上)/利得計上     
－売却可能証券 - (15,805) - (15,805)
－売却可能証券に係る公正価値の変動の

うち、有配当型保険契約者に帰属する額 2,759 - - 2,759

－その他
-

 
23

 
-

 
23

 

2014年12月31日現在
(8,316)

 
(12,095)

 
1,036
 

(19,375)
 

2015年１月１日現在 (8,316) (12,095) 1,036 (19,375)
純損益に(費用計上)/利得計上 3,673 843 148 4,664
その他の包括利益に(損失計上)/利得計上     
－売却可能証券 - (5,445) - (5,445)
－売却可能証券に係る公正価値の変動の

うち、有配当型保険契約者に帰属する額 3,192 - - 3,192

－その他
-

 
11

 
-

 
11

 

2015年12月31日現在
(1,451)

 
(16,686)

 
1,184
 

(16,953)
 

     
(ⅰ)　保険のカテゴリーから生じた繰延税金は、主に、2009年度のIFRSの初度適用の結果生じた、2008年12月31日現在の

長期保険契約負債の変動に関わる税務上の影響および短期保険契約負債ならびに保険契約者への未払配当金による

一時差異に関連している。

(ⅱ) 投資のカテゴリーから生じる繰延税金は、主に売却可能証券、純損益を通じて公正価値で測定される証券およびその

他を含む未実現利得/(損失)による一時差異に関連している。

(ⅲ) その他のカテゴリーから生じる繰延税金は、主に未払従業員給与および未払福利厚生費用による一時差異に関連して

いる。

 
2015年12月31日現在、当グループの未認識の控除可能な税務上の欠損金は、727百万人民元（2014年12月31日
現在：879百万人民元）であり、当グループの未認識の将来減算一時差異は、186百万人民元（2014年12月31日
現在：166百万人民元）であった。
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(d) 繰延税金資産および繰延税金負債の分析は以下のとおりである。

 

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

繰延税金資産：   
－12ヶ月以後に回収される繰延税金資産 9,528 4,219

－12ヶ月以内に回収される繰延税金資産
2,639
 

2,027
 

小計
12,167

 
6,246
 

繰延税金負債：   
－12ヶ月以後に解消される繰延税金負債 (26,850) (24,130)

－12ヶ月以内に解消される繰延税金負債
(2,270)

 
(1,491)

 

小計
(29,120)

 
(25,621)

 

正味繰延税金負債総額
(16,953)

 
(19,375)

 
   

 
29　当社の株主に帰属する純損益
 
当社の株主に帰属する純損益は、32,638百万人民元（2014年度：28,271百万人民元）まで当社の財務諸表において
処理されている。
 
 
30　１株当たり利益
 
基本的１株当たり利益と希薄化後１株当たり利益との間に差異はない。2015年12月31日終了事業年度の基本的およ
び希薄化後１株当たり利益は、当社の普通株主へ帰属する当期純利益および加重平均による普通株式数
28,264,705,000株に基づいている（2014年12月31日終了事業年度：普通株式28,264,705,000株）。
 
 
31　株式増価受益権
 
2006年１月５日に、当社の取締役会は、適格従業員に対して株式増価受益権を4.05百万ユニット、さらに2006年８
月21日に53.22百万ユニットを付与することを承認した。２回の付与の行使価格はそれぞれ5.33香港ドルおよび
6.83香港ドルであり、これは権利確定および行使価格を設定する目的で定められた日である2005年７月１日および
2006年１月１日から５取引日前までの株式の平均終値であった。株式増価受益権の行使価格は、付与日から５取引
日前までの該当株式の平均終値となる。株式増価受益権の行使時に、行使する受益者は行使された株式増価受益権
の数に、行使価格と行使時のH株式の市場価格との差額を乗じたものと同額を人民元で受け取ることになるが、こ
れには源泉税が課される。
 
株式増価受益権はユニット単位で付与され、１ユニットは１つのH株式の価値を示す。株式増価受益権制度のもと
で普通株式は発行されない。当社の制度に従い、すべての株式増価受益権は付与日から５年間の行使期間を有し、
特定の市場またはその他の条件を満たさない場合は付与日から４年以内に行使することはできない。2010年２月26
日に、当社の取締役は、政府方針でもある、すべての株式増価受益権の行使期間を延長した。
 
2015年12月31日現在、付与された株式増価受益権のすべての権利は確定した。2015年12月31日現在、発行済かつ行
使可能ユニットは55.01百万ユニット（2014年12月31日現在：55.01百万ユニット）であった。2015年12月31日現
在、権利確定した株式増価受益権の本源的価値は、832百万人民元（2014年12月31日現在：1,012百万人民元）で
あった。
 
各報告日現在における株式増価受益権の公正価値は、予想ボラティリティが25％から45％、予測配当利回りが２％
以下、およびリスクフリーの金利が0.05％から0.25％として、格子モデルに基づくオプション評価モデルを使用し
て評価される。
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当社は連結包括利益計算書上の「純損益を通じた公正価値の変動による正味(損失)/利得」に180百万人民元の利得
を認識しており、これは2015年12月31日終了事業年度における当該権利の公正価値の変動を示している（2014年度
の公正価値の変動による損失：255百万人民元）。行使されていないユニット、または行使されているが2015年12
月31日現在で支払われていないユニットの両ユニットについては、832百万人民元および13百万人民元がそれぞれ
未払給与および未払従業員福利厚生費用（その他の負債に含まれる）に含められた（2014年12月31日現在、それぞ
れ1,012百万人民元および13百万人民元）。2015年12月31日現在、株式増価受益権に起因する未認識報酬費用はな
い（2014年度：該当なし）。
 
 
32　配当金
 
2015年５月28日の年次株主総会における株主承認に従い、2014年12月31日終了事業年度の最終配当金として、普通
株式１株当たり0.40人民元（税込）、総額11,306百万人民元が宣言され、2015年度に支払われた。これらの配当は
2015年12月31日終了事業年度の連結財務書類に計上された。
 
2015年の取締役会承認に従い、コアTier2資本証券保有者に対し185百万人民元（税込）の分配が経営陣により承認
された。
 
2016年３月23日の取締役会での決議に従い、普通株式１株当たり0.42人民元（税込）、総額約11,871百万人民元に
上る2015年12月31日終了事業年度の最終配当が、年次株主総会で株主に対して提案された。この配当は2015年12月
31日終了事業年度の連結財務書類に計上されていない。
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33　重要な関連当事者間取引
 
(a)　　関連当事者
 

　以下の表は、2015年12月31日現在における重要な関連当事者の社名および当社との関係性を要約したもの
である。

 

重要な関連当事者 当社との関係

CLIC 最終的な持株会社
AMC 当社の子会社
中国人寿養老保険股份有限公司（以下「ペンション・カンパニー」
という。）

当社の子会社

中国人寿（蘇州）養老保険股份有限公司（以下「蘇州・ペンショ
ン・カンパニー」という。）

当社の子会社

金梧桐有限公司 当社の子会社
上海瑞崇投資有限公司（Shanghai Rui Chong Investment Co.,

Limited）（以下「瑞崇子公司」という。）(ⅰ)

当社の子会社

AMC HK 当社の間接子会社

CL AMP 当社の間接子会社

King Phoenix Tree Limited 当社の間接子会社

國壽財富管理有限公司（China Life Wealth Management Co.,

Limited）（以下「國壽財富子公司」（「CL Wealth」）とい

う。）

当社の間接子会社

遠洋地産 当社の関連会社
CGB 当社の関連会社
CLP&C 当社の関連会社
COFCO Futures 当社の関連会社

安諾優達 当社の関連会社
10 Upper Bank Street SLP 当社の共同支配企業

三亞カンパニー 当社の共同支配企業
中国人寿地産有限公司（以下「CLRE」という。） CLICの共通支配下
中国人寿保険（海外）股份有限公司（以下「CLオーバーシーズ」と
いう。）

CLICの共通支配下

国寿投資控股有限公司（以下「CLI」という。） CLICの共通支配下
中國人壽電子商務有限公司（China Life Ecommerce Company

Limited）（以下「電商公司」（「CL Ecommerce」）という。）

CLICの共通支配下

中国人寿保険（集団）公司企業年金基金（以下「EAP」という。） 当社および他社が共同で設立した企業
年金基金

國壽安保尊享債券（CL AMP Zunxiang Bond Securities Investment

Fund）

直接または間接保有する当社の連結ス
トラクチャード・エンティティ

國壽安保增金寶貨幣（CL AMP Zengjinbao Money Market Fund） 直接または間接保有する当社の連結ス
トラクチャード・エンティティ

國壽安保鑫錢包貨幣（CL AMP Xinqianbao Money Market Fund） 直接または間接保有する当社の連結ス
トラクチャード・エンティティ

上信綠地集合資金信託（Shang Xin Lv Di Collective Fund Trust

Scheme）

直接または間接保有する当社の連結ス
トラクチャード・エンティティ

交银国信－稳健798号集合资金信托（第二期）（Jiao Yin Guo Xin –
Wen Jian No. 798 Collective Fund Trust Scheme (the second

batch)）

直接保有する当社の連結ストラク
チャード・エンティティ

交銀國信－穩健1119號集合資金信託（Jiao Yin Guo Xin – Wen Jian

No. 1119 Collective Fund Trust cheme）

直接保有する当社の連結ストラク
チャード・エンティティ

上信京能金泰保障房集合資金信託（Shang Xin Jing Neng Jin Tai

Indemnificatory Housing Collective Fund Trust Scheme）

直接保有する当社の連結ストラク
チャード・エンティティ

(ⅰ) 瑞崇子公司は、2015年に設立された。
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(b)　支配関係にある関連当事者
 

　親会社の情報は以下のとおりである。
 

社名 設立国 主な事業 当社との関係 企業形態 法定代理人

CLIC 中国
北京市

生命、医療、障害および個人
保険事業のその他の種類の有
効な契約に関する保険料収納
および給付金支払を含む保険
サービス、ならびに再保険事
業。国内外の保険会社または
保険を取り扱うその他の金融
機関の持分保有またはそれら
に対する投資。中国国内法お
よび規定により認可された、
または中国国務院の認可を受
けたファンド運用事業。保険
規制当局の認可を受けたその
他の事業。

直接および

最終的な持株会社

国営 楊明生

 

　子会社の基本情報および関連情報については注記39(c)を参照のこと。
 
(c)　支配関係にある関連当事者の登記資本および当事業年度における変更
 

(単位：百万人民元)

関連当事者の社名

2014年

12月31日現在 増加 減少

2015年

12月31日現在

CLIC 4,600 - - 4,600
AMC 4,000 - - 4,000
ペンション・カンパニー 2,500 900 - 3,400
蘇州・ペンション・カンパニー(ⅰ) 300 - - 300
CL AMP 588 - - 588
CL Wealth 200 - - 200
Rui Chong Company - 6,800 - 6,800

 

(ⅰ) 2015年12月に当社は蘇州・ペンション・カンパニーに対する500百万人民元の資本拠出を完了した。資本拠出後、蘇

州・ペンション・カンパニーの払込資本は300百万人民元から800百万人民元へ増加した。2015年12月31日現在、蘇
州・ペンション・カンパニーの登記事務変更手続きは進行中であるため、登記資本金は300百万人民元のままであ
る。

(ⅱ) 資產管理香港子公司(AMC HK)および金梧桐有限公司は香港、またKing Phoenix Tree Limitedはジャージー代官管轄

区において登録されている。従い登記資本金の法的な定義は両社へは適用されない。
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(d)　　支配関係にある関連当事者の保有割合および当事業年度における変更
 

 12月31日現在

 2014年  2015年

株主 金額 持分割合 増加 減少 金額 持分割合

CLIC 19,324百万

人民元

68.37％ - - 19,324百万

人民元

68.37％

 

 12月31日現在

 2014年  2015年

子会社 金額 持分割合 増加 減少 金額 持分割合

AMC 1,680百万

人民元

60.00％

(直接)

- - 1,680百万

人民元

60.00％

(直接)

ペンション・カンパ

ニー

2,746百万

人民元

74.27％

(直接および

間接)

- - 2,746百万

人民元

74.27％

(直接および

間接)

AMC HK 30百万

香港ドル

50.00％

(間接)

- - 30百万

香港ドル

50.00％

(間接)

蘇州・ペンション・

カンパニー

300百万

人民元

100.00％

(直接)

500百万

人民元

- 800百万

人民元

100.00％

(直接)

CL AMP 500百万

人民元

85.03％

(間接)

- - 500百万

人民元

85.03％

(間接)

CL Wealth 200百万

人民元

100.00％

(間接)

- - 200百万

人民元

100.00％

(間接)

金梧桐有限公司 - 100.00％

(直接)

- - - 100.00％

(直接)

King Phoenix Tree

Limited

- 100.00％

(間接)

- - - 100.00％

(間接)

Rui Chong Company - - 6,199百万

人民元

- 6,199百万

人民元

100.00％

(直接)
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(e)　重要な関連当事者との取引
 

以下の表は、当グループが重要な関連当事者と行った重要な取引を要約している。
 

 (単位：百万人民元)

 12月31日終了事業年度

 注 2015年 2014年

CLICおよびその子会社との取引    
CLICからの保険契約管理料 (ⅰ) (ⅷ) 950 987
CLICからの資産管理手数料 (ⅱ.a) 133 128
当社からCLICへの支払配当金  7,729 5,797
AMCからCLICへの利益分配  106 91
CLオーバーシーズからの資産管理手数料 (ⅱ.b) 39 30
CLP&Cからの資産管理手数料 (ⅱ.c) 26 11
CLP&Cへの支払保険料  51 50
CLP&Cからの保険金およびその他支払等  17 18
CLP&Cからの仲介手数料 (ⅲ) (ⅷ) 1,464 1,013
CLP&Cへの仲介手数料支払 (ⅲ) 4 4
CLP&Cからのレンタル料およびサービス料  49 41
CLREへのレンタル料、プロジェクト料およびその他費用  38 35
CLIへの不動産リース費用 （ⅳ） 84 86
CLIからの資産管理手数料  17 14
CLIへの固定資産購入のための支払 （ⅸ） 97 79
CLIへの支払資産管理手数料 (ⅱ.d) (ⅷ) 167 89
CLIからの不動産リース収益  38 29
電商公司（CL Ecommerce）への経営管理業務費用 （ⅵ） 29 -

CGBと当グループとの取引    
CGBからの預金利息収益  524 838
CGBへの支払手数料 (ⅴ) 15 8
遠洋地産と当グループとの取引    
遠洋地産からのスクリップ(仮証券)配当  - 268
遠洋地産からの現金配当(注記8)  422 131
遠洋地産から受取る劣後債および社債利息  34 25
遠洋地産へのプロジェクト管理費用  59 34

EAPと当グループとの取引    
EAPへの支払  303 286

AMCと当社との取引    
当社がAMCに支払った資産管理手数料 (ⅱ.e) (ⅷ) 1,020 886
AMCから当社への配当金  158 137

ペンション・カンパニーと当社との取引    
ペンション・カンパニーからのレンタル料  24 23
ペンション・カンパニーからの年金商品販売促進料 （ⅶ） 20 12
ペンション・カンパニーからの年金ビジネス販売促進の

マーケティング手数料収入  14 19

AMC HKと当社との取引    
当社がAMC HKに支払った投資管理手数料 （ⅱ.f） 14 11

当グループの連結トラスト・スキームと当社との取引    
当グループの連結トラスト・スキームから当社への分配  187 -

注：

　(i)　2014年12月29日に、当社およびCLICは、有効期間を2015年１月１日から2017年12月31日までとする更新可能な保
険代理店契約に署名した。当該契約は、両当事者間において異議がない場合は３年自動更新される。当社は契約
に従い保険代理店としての職務を果たし、保険会社として非移転保険契約に基づく権利または利益を得る、ある
いは債務、損失ならびにリスクを引き受けることは一切ない。半期ごとに支払われる保険契約管理料は、(1)当該
期間の最終日現在保険期間内にある保険契約数に、8.00人民元を乗じた金額および(2)当該期間中に受領した当該
保険契約に関連する実際の保険料および預り金の2.50％の合計額に等しい。保険契約管理料収入は、連結包括利
益計算書上のその他の収益に含まれている。
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(ⅱ.a) 2014年12月31日に、CLICはAMCと、AMCに保険料ファンドの投資および管理を委託する資産管理契約に署名した。

当該契約の有効期間は契約日から2015年12月31日までである。当契約に従い、CLICがAMCに対し、保険料ファンド
管理のために毎年0.05％の利率での基本サービス料を支払う。サービス料は、管理されている資産の帳簿価額
（買戻取引、負債および資本性金融商品スキーム、資産担保スキームプロジェクト、カスタマイズされた非標準
商品の元本および利息から受け取る資金および未収利息を控除後）の月初および月末の平均に、所定の0.05％の
利率を乗じ、12で除して算定され、支払われる。毎期の終了時点において、CLICは、AMCによる管理される資産の
投資パフォーマンスを評価し、目標収益と実際運用結果を比較したうえ、基本サービス料の調整を行う。

(ⅱ.b) 2014年１月24日に、CLオーバーシーズはAMC HKと、有効期間を2014年１月１日から2014年12月31日までとする投

資運用契約の更新を行った。2015年４月27日に、両当事者間の合意により１年自動的に更新された。当該契約に
従って、CLオーバーシーズはAMC HKに保険料ファンドの投資および運用の委託をし、ならびにAMC HKに対し基本

投資運用報酬および投資パフォーマンス報酬を支払った。基本投資運用報酬は、加重平均ファンド合計に基本料
率を乗じ未払計上される。投資パフォーマンス報酬は、実際の年間収益と予定正味実現収益の差異に基づき計算
される。基本投資運用報酬は、半期ごとに算定され、支払われる。投資パフォーマンス報酬は、毎期の終了時点
において、実際の年間収益に従い支払われる。

(ⅱ.c) 2015年に、CLP&CはAMCと、AMCに保険料ファンドの投資および運用を委託する保険料ファンド管理契約を締結し

た。当該契約の有効期間は、2015年１月１日から2016年12月31日までである。当該契約に従って、CLP&CはAMCに
対して固定サービス料および変動サービス料を支払った。固定サービス料は、運用されている資産各区分の純資
産価額の月初および月末の平均に対応する年間投資運用料率を乗じ、12で除して月次で算定され支払われる。変
動サービス料は、投資パフォーマンスに基づき算定される。

(ⅱ.d) 2014年12月31日に、当社およびCLIは、保険料ファンドのオルタナティブ投資の管理契約を締結した。当該契約の

有効期間は、2015年１月１日から１年間である。当該契約に従って、当社は年次運用指図書に基づき、株式、不
動産、および関連する金融商品の専門的な投資、運用及び管理、金融商品の証券化をCLIに委託する。当社は、資
産管理手数料およびパフォーマンス連動ボーナスを契約に基づき支払う。債券プロジェクトに関し、資産管理手
数料率はリターンの異なる範囲に従い0.05％-0.6％となり、パフォーマンス連動ボーナスは支払われない。非債
券プロジェクトに関し、資産管理手数料は0.3％となり、パフォーマンス連動ボーナスは、当プロジェクトの期間
満了時の包括投資のリターンに連動している。

(ⅱ.e) 2012年12月27日に、当社およびAMCは、有効期間を2013年１月１日から2014年12月31日までとする更新可能な保険

料ファンド管理契約を締結した。当該契約は、期間満了時に両当事者間において異議がない場合は１年自動更新
される。当該契約は2015年１月１日から１年自動的に更新された。当該契約に従って、当社は、AMCに保険料ファ
ンドの投資及び運用を委託し、AMCに対して固定サービス料および変動サービス料を支払った。固定サービス料
は、運用されている資産の純価額の月初および月末の平均に所定の0.05％の利率を乗じ、月次で算定され、支払
われる。変動サービス料は年に一度支払が行われ、パフォーマンス評価の結果に基づいて、年間固定サービス料
の20％が支払われる。サービス料は、当社およびAMCにより決定され、サービス費用分析、市場実際利回り、およ
び管理運用資産の規模・構成に基づき算定される。AMCから当社に請求される資産管理手数料は、連結包括利益計
算書上で消去されている。

(ⅱ.f) 2013年９月19日に、当社およびAMC HKは、有効期限を署名日から２年間とする海外資産運用サービス契約を更新

した。当該契約は、期間満了時に両当事者間において異議がない場合は１年自動更新される。2015年９月19日
に、当該契約は１年自動的に更新された。当該契約に従って、当社は、AMC HKに保険料ファンドの投資及び管理

を委託し、AMCに対して資産運用報酬を支払った。資産運用報酬は、ポートフォリオ資産価値に固定利率0.40％を
乗じて算定されている。業績連動部分については、投資一任ポートフォリオ資産価額の0.15％を上限に算定され
た。投資一任契約以外の資産の運用報酬は、ポートフォリオ資産価値の0.05％で算定される。上記運用報酬は、
受託者より提供される月次レポートに記載される受託資産に関する月次運用報酬支払額控除前の正味価額に基づ
き算定される。固定運用報酬は、月次で算定され、四半期毎の支払いとなる。パフォーマンスボーナスは、年間
基準で算定され支払われる。AMC HKが当社に請求する資産運用報酬は、連結包括利益計算書上で消去されてい

る。

　(ⅲ) 2012年３月８日、当社およびCLP&Cは、特定の保険商品を特定の管轄内で販売する代理店業務を当社に委託する２

年間の契約を更新した。仲介手数料は原価（税込）に限界利益を上乗せした額に基づいて算定される。期間満了
に際して両当事者に異議がない場合は１年自動更新となる。2015年３月７日に、当該契約は、2015年３月７日に
期間満了した。
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　　　 2015年３月８日に、当社およびCLP&Cは、特定の保険商品を特定の管轄内で販売する代理店業務をCLP&Cに委託す

る２年間の契約を締結した。販売代理料は、原価（税込）に限界利益を上乗せした額に基づいて算定される。期
間満了に際して両当事者に異議がない場合は１年自動更新される。

　　　 2012年４月８日に、当社およびCLP&Cは、当社が特定の生命保険商品を特定の管轄内で販売する代理店業務を

CLP&Cに委託する２年間の契約を締結した。仲介手数料は、原価（税込）に限界利益を上乗せした額に基づいて算
定される。期間満了に際して両当事者に異議がない場合は１年自動更新される。2015年４月７日に期間満了し
た。

　　　 2015年３月８日に、当社およびCLP&Cは、当社が特定の生命保険商品を特定の管轄内で販売する代理店業務を

CLP&Cに委託する２年間の契約を締結した。仲介手数料は、市場慣行により算定される。期間満了に際して両当事
者に異議がない場合は１年自動更新される。

　(ⅳ) 2014年12月31日に、当社はCLIと有効期間を2017年12月31日までとする不動産賃貸借契約を締結し、CLIが所有す

る建物の一部を当社に賃貸することに合意した。CLIが所有する不動産に関連して当社がCLIに支払う年間賃借料
は、市場賃借料、またはCLIが当該不動産を所有および維持する上で生じる費用に約５％のマージンを上乗せした
額を参照して決定される。賃借料は半期ベースで支払われ、それぞれの支払額は年間賃借料の半額と一致する。

　(ⅴ) 2012年４月19日に、当社およびCGBは、保険商品の販売を目的とする保険代理店契約を更新した。銀行ネットワー

クを通じた販売に適したすべての個人保険商品は、当該契約に含まれる。CGBは保険商品の販売、保険料の収納お
よび給付金の支払を含む仲介サービスを提供する。当社は、個人保険商品各区分の販売から得られる受取保険料
全額から猶予期間における払戻保険料を差し引いた額に応じる固定の手数料率を乗じて計算された代理店手数料
を支払った。CGBにより販売された各保険商品の手数料率は独立当事者間取引に基づいて合意される。手数料は月
次で支払われる。この契約の期間は３年間であり、期間満了に際して両当事者に異議がない場合は回数無制限に
１年の自動更新の対象となる。2015年４月19日に、当該契約は１年自動的に更新された。

　(ⅵ) 2015年３月18日に、当社および電商公司（CL Ecommerce）は、地域コールセンターの管理を目的とした、契約日

より有効となる１年契約を締結した。当契約に従い、当社は電商公司（CL Ecommerce）にコールセンターの運営

管理を委託し、応じた管理手数料が支払われる。管理手数料合計は100万人民元に届かないと予測され、実際の状
況を基にした両当事者による交渉は継続中である。

　(ⅶ) 2014年11月27日、当社とペンション・カンパニーは、企業年金基金、年金管理業務および職業年金管理業務の販

売ならびに顧客サービスの代理店契約を締結した。当該契約は2014年11月28日より有効となり、1年間後に期間満
了となる。期間満了時に両当事者間において異議がない場合は１年自動更新される。2015年11月28日に、当該契
約は１年自動的に更新された。ペンション・カンパニーの主要事業となる企業年金基金管理の委託サービスの手
数料は、契約期間により年間の委託報酬の30％から80％までの利率で算定される。口座管理サービスの手数料は
初年度の口座管理手数料の60％で算定され、契約期間にかかわらず、初年度のみ請求される。投資運用サービス
の手数料は、契約期間に従い、年間投資運用手数料（運用リスク準備金を除く）の60％から３％で算定され、毎
年減少する。職業年金の仲介手数料の計算基礎、方法および徴収率は、企業年金基金を参照しなければならな
い。グループの年金制度の仲介手数料の徴収率は、企業年金基金の投資管理手数料に従う。年金制度の年間の仲
介手数料は個人年金制度の１日あたりの管理手数料の30％である。

　(ⅷ) これらの取引、継続的な取引は報告および公表が求められているが、14Ａ章のリストルールにより、独立した株

主の承認要件から免除されている。当社は14Ａ章のリストルールに従って、開示要求事項を開示している。

　(ⅸ) 当該取引は、１度限りの取引であり、報告および公表が求められているが、14Ａ章のリストルールにより、独立

した株主の承認要件から免除されている。当社は14Ａ章のリストルールに従って、開示要求事項を開示してい
る。
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(f)　重要な関連当事者に対する未収金/未払金
 

以下の表は重要な関連当事者に対する未収金および未払金を要約している。当該残高は、CGBにおける預け金
および遠洋地産が発行した劣後債および社債を除いて無利息かつ無担保の貸借であり、確定した返済条項を
伴っていない。

 

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

当グループの重要な関連当事者に対する未収金お
よび未払金残高   
CLICに対する未収金 526 541
CLICに対する未払金 (1) (1)
CLオーバーシーズに対する未収金 21 15
CLP&Cに対する未収金 203 114
CLP&Cに対する未払金 (2) (6)
CLIに対する未収金 16 12
CLIに対する未払金 (71) (49)
CLREに対する未収金 2 2
CLREに対する未払金 (1) -
CGBにおける預け金 9,660 16,287
CGBに対する未収金 194 296
CGBに対する未払金 (13) (1)
遠洋地産の劣後債および社債 872 260
CL Ecommerceに対する未収金 4 -
CL Ecommerceに対する未払金 (40) -

当社の子会社に対する未収金および未払金残高   
ペンション・カンパニーに対する未収金 50 48
ペンション・カンパニーに対する未払金 (6) (5)
AMCに対する未払金 (325) (225)
AMC HKに対する未払金 (7) (3)

 
(g)　主な経営陣報酬
 

 (単位：百万人民元)

 12月31日終了事業年度

 2015年 2014年

給与およびその他の給付 14 25
 

2015年12月31日終了事業年度における当社の主な経営陣の全体的な報酬体系は、現時点において、中国関連
当局の規定に応じた最終承認には至っていない。最終的な報酬額は、決定時に別の発表として開示する予定
である。2014年度の報酬額は、関連当局から承認されている。2014年度の報酬総額は、５百万人民元の繰延
支払分を含めて25百万人民元であった。

 
(h)　国営企業との取引
 

IAS第24号「関連当事者についての開示」（以下「IAS第24号」という。）では、中国政府によって管理され
る国営企業間の事業取引は関連当事者取引の範囲内とされている。当グループの最終的な持株会社である
CLICは、国営企業である。当グループの中心事業は保険および投資関連事業であるため、その他の国営企業
との事業取引も主として保険および投資事業活動に関連している。その他の国営企業との関連当事者取引
は、通常の事業の過程で行われたものであった。所有構造が複雑であるため、中国政府が多くの企業に間接
的持分を所有している可能性がある。これらの持分の一部は、それら自体が、あるいは他の間接的持分と併
せた場合、当グループが知り得ない支配的持分となる可能性もある。しかし、当グループは重要な関連当事
者を以下の事実から掌握していると確信しているため、定性的情報のみを開示するIAS第24号の免除規定を適
用した。
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2015年12月31日現在、当グループの銀行預金の大部分は国営銀行への預金であり、当グループが保有する社
債および劣後債の発行体は、主に国営企業であった。2015年12月31日終了事業年度において、当グループの
団体保険事業の大半は国営企業との取引であった。バンカシュランスの仲介手数料の大部分は、国営銀行お
よび郵便局に支払われたものであった。当グループの再保険契約のほとんどすべてが、国営の再保険会社と
の間で締結されるものであった。

 
 
34　株式資本
 

 株式数

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

１株当たり１人民元の登録済、授権済、発行済

および全額払込済普通株式 28,264,705,000 28,264,705,000
 

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

１株当たり１人民元の登録済、授権済、発行済

および全額払込済普通株式 28,265 28,265
 
2015年12月31日現在、当社の株式資本は以下のとおりであった。

  

 2015年12月31日現在

 株式数 百万人民元

CLICによる所有(ⅰ) 19,323,530,000 19,324

その他の株主による所有 8,941,175,000 8,941

内、国内で上場 1,500,000,000 1,500

　　海外で上場(ⅱ) 7,441,175,000 7,441

 
 

 
 

 

合計
28,264,705,000

 
28,265

 

   
(ⅰ) CLICが保有する株式はすべて国内上場株式である。

(ⅱ) 海外上場株式は、香港証券取引所およびニューヨーク証券取引所において取引されている。

 
 
35　その他資本性金融商品
 
(a)　基本情報

 12月31日現在

 2014年 増加 減少 2015年

 

数量
（百万）

百万
人民元

数量
（百万）

百万
人民元

数量
（百万）

百万
人民元

数量
（百万）

百万
人民元

         

コアTier2資本証券
-

 
-

 
1,280

 
7,791

 
-

 
-

 
1,280

 
7,791

 

合計
-

 
-

 
1,280

 
7,791

 
-

 
-

 
1,280

 
7,791

 
         

当社は、2015年７月３日に額面価額1,280百万米国ドルでコアTier2額面資本証券を発行し、ならびに2015年
７月６日より当該証券を香港証券取引所に上場する承認を得た。当該発行の受取総額は、発行費の控除後
1,274百万米国ドルまたは7,791百万人民元であった。発行済資本証券は60年満期で、期間満了時に延長可能
である。最初の５年間の初回配賦率は4.00％であり、当社は、発行後５年目の終了時に当社の選択で当該証
券を償還する可能性もある。当社がオプション権を行使しない場合、５年目の終了時ならびに以後５年経過
毎に、配賦率は米国債の利回りに2.294％のマージンを上乗せた数値に基づいて改定される。
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(b)　株主に帰属する株主資本
 

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

当社の株主に帰属する株主資本 322,492 284,121
当社の普通株主に帰属する株主資本 314,701 284,121
当社のその他資本性金融商品の株主に帰属する

株主資本 7,791 -
被支配持分に帰属する株主資本 3,722 3,210
被支配持分の普通株主に帰属する株主資本 3,722 3,210

  
2015年12月31日終了事業年度における当社のその他資本性金融商品の株主への配当に関する情報は注記32を
参照のこと。2015年12月31日現在、当社のその他の資本性金融商品の株主に帰属する未払累積配当金の未払
いはなかった。

 
 
36　積立金
 

 (単位：百万人民元)

 

資本

剰余金

その他

積立金

売却可能

証券による

未実現利得/

(損失)

持分法に

おける

投資先の

その他の

包括利益に

対する

持分相当額

法定

積立金

(a)

任意

積立金

(b)

一般

積立金

(c)

在外事業

に係る

為替換算

差額 合計

2014年１月１日現在 53,860 (9) (15,835) (327) 21,641 19,157 18,545 (3) 97,029

当事業年度における

その他の包括利益 - - 39,089 143 - - - - 39,232

積立金への割当 - - - - 3,160 2,470 3,202 - 8,832

その他
-

 
826
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

826
 

2014年12月31日現在
53,860

 
817
 

23,254
 

(184)
 

24,801
 

21,627
 

21,747
 

(3)
 

145,919
 

          

2015年１月１日現在 53,860 817 23,254 (184) 24,801 21,627 21,747 (3) 145,919

当事業年度における

その他の包括利益 - - 6,709 364 - - - 3 7,076

積立金への割当 - - - - 3,438 3,160 3,492 - 10,090

その他
-

 
296
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

296
 

2015年12月31日現在
53,860

 
1,113

 
29,963
 

180
 

28,239
 

24,787
 

25,239
 

-
 

163,381
 

          

(a)　関連する中国法に従い、2015年12月31日終了事業年度において、当社は中国会計基準（以下「CAS」とい
う。）に基づき純損益の10％に相当する3,438百万人民元（2014年度：3,160百万人民元）を積み立てた。

 
(b)　2015年５月の年次株主総会において承認を受け、当社は2014年12月31日終了事業年度において、CASに基づく

純損益から3,160百万人民元（2014年度：2,470百万人民元）を任意積立金に積み立てた。
 
(c)　2007年３月30日に中国の財政部が発行した「金融企業財務規則－実施指針」に従い、当社は2015年12月31日

終了事業年度においてCASに基づき純損益の10％に相当する3,438百万人民元（2014年度：3,160百万人民元）
を、将来の不確実な災害に備えるために一般積立金に積み立てた。一般積立金は、配当の支払いや増資に使
用することはできない。加えて、CASに従い、当グループは、連結財務書類における当社に帰属する子会社の
別途積立金に54百万人民元（2014年度：42百万人民元）を積み立てた。

　
関連する中国法では、配当金は配当可能利益からのみ支払うことができる。その年度に配当されない配当可能利益
はすべて留保され、翌年度以降の配当に使用できる。
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37　引当金および偶発事象
 
重要な偶発事象の要約は以下のとおりである。
 

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

係属中の訴訟 440 389
 
当グループは、通常の業務過程において生じた特定の訴訟に関与している。係属中の訴訟に関する偶発負債を正確
に開示するために、当グループは係属中のすべての訴訟をケース毎に各報告期間末に分析している。引当金は第三
者の法的アドバイスに基づいて、当グループが現時点で債務を有しており、その債務を決済する際に具体的な経済
的便益である当グループの資源の流出が見込まれ、かつその債務額を合理的に見積ることが可能であると経営陣が
判断する場合にのみ認識される。そうでない場合、当グループは係属中の訴訟を偶発債務として開示することにな
る。2015年および2014年12月31日現在、当グループにはその他の偶発債務が存在するが、その債務額を信頼性を
持って見積ることができず、総計で重要性はなかったため、かかる額の開示は実行不可能であった。
 
 
38　契約債務
 
(a)　キャピタル・コミットメント
 

以下の表は、当グループの土地開発事業に関するコミットメントである。
 

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

契約済み履行未了   
投資 30,453 23,929
有形固定資産 5,820 9,887

その他
34

 
87

 

合計
36,307

 
33,903

 

   
(b)　オペレーティング・リース契約債務
 

解約不能なオペレーティング・リースによる将来の最低支払リース料は以下のとおりである。
 

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

１年以内 534 549
１年超５年以内 721 753

５年超
20

 
10

 

合計
1,275
 

1,312
 

   
2015年12月31日終了事業年度において、税引前損益に計上されたオペレーティング・リース料は857百万人民
元（2014年12月31日終了事業年度：774百万人民元）であった。

 
(c)　オペレーティング・リース契約債権
 

解約不能なオペレーティング・リースによる将来の最低受取リース料は以下のとおりである。
 

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

１年以内 258 207
１年超５年以内 253 361

５年超
13

 
17

 

合計
524
 

585
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39　財政状態計算書および重要科目に対する注記
 
財政状態計算書
 

  (単位：百万人民元)

 注記 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

資産    
有形固定資産 39（a） 26,421 24,792
投資不動産 39（b） 1,296 1,345
子会社に対する投資 39（c） 11,843 11,705
関連会社および共同支配企業に対する投資 39（d） 27,810 27,044
満期保有目的証券 39（e） 503,489 516,710
貸付金 39（f） 203,152 165,913
定期預金 39（g） 560,807 685,471
法定拘束性預託金 39（h） 5,653 5,653
売却可能証券 39（i） 766,799 605,245
純損益を通じて公正価値で測定する証券 39（j） 135,733 38,822
売戻条件付購入証券 39（k） 21,461 11,841
未収投資収益 39（l） 49,385 43,981
未収保険料 11 11,913 11,166
再保険貸 12 1,420 1,032
その他の資産 39（m） 16,294 17,969

現金および現金同等物  
74,750
 

42,984
 

資産合計  
2,418,226

 
2,211,673

 

    
 

  (単位：百万人民元)

 注記 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

負債および株主資本    
負債    
保険契約 14 1,715,985 1,603,446
投資契約 15 84,106 72,275
未払契約者配当金  107,774 74,745
社債 17 67,994 67,989
買戻条件付売却証券 39（n） 30,368 44,538
年金およびその他の保険に係る支払債務  30,092 25,617
前受保険料  32,266 15,850
その他の負債 39（o） 23,182 19,431
繰延税金負債 39（p） 16,883 19,023
当期税金負債  5,256 -

法定保険積立金 20
217

 
223

 

負債合計  
2,114,123

 
1,943,137

 
    
株主資本    
株式資本 34 28,265 28,265
その他資本性金融商品 39（q） 7,791 -
積立金 39（r） 161,672 145,006

未処分利益  
106,375

 
95,265
 

株主資本合計  
304,103

 
268,536

 

負債および株主資本合計  
2,418,226

 
2,211,673
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(a)　有形固定資産
 

 (単位：百万人民元)

 建物

事務用機器、

什器備品 車両 建設仮勘定

建物附属

設備 合計

取得原価       

2015年１月１日現在 22,114 6,527 1,373 6,332 1,222 37,568

完成時の振替 1,486 6 - (1,680) 166 (22)

追加 51 341 128 2,955 8 3,483

処分 (64)
 

(393)
 

(133)
 

(63)
 

(114)
 

(767)
 

2015年12月31日現在
23,587

 
6,481
 

1,368
 

7,544
 

1,282
 

40,262
 

減価償却累計額       

2015年１月１日現在 (6,469) (4,382) (982) - (919) (12,752)

当期計上額 (813) (639) (134) - (115) (1,701)

処分 33
 

369
 

126
 

-
 

108
 

636
 

2015年12月31日現在
(7,249)

 
(4,652)

 
(990)
 

-
 

(926)
 

(13,817)
 

減損損失       

2015年１月１日現在 (24) - - - - (24)

当期計上額 - - - - - -

処分 -
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

2015年12月31日現在
(24)
 

-
 

-
 

-
 

-
 

(24)
 

正味帳簿価額       

2015年１月１日現在
15,621

 
2,145
 

391
 

6,332
 

303
 

24,792
 

2015年12月31日現在
16,314

 
1,829
 

378
 

7,544
 

356
 

26,421
 

       

 

 （単位：百万人民元）

 建物

事務用機器、

什器備品 車両 建設仮勘定

建物附属

設備 合計

取得原価       

2014年１月１日現在 19,286 6,606 1,429 6,125 1,142 34,588

完成時の振替 2,781 268 - (3,194) 100 (45)

追加 175 336 2 3,613 12 4,138

処分 (128)
 

(683)
 

(58)
 

(212)
 

(32)
 

(1,113)
 

2014年12月31日現在
22,114

 
6,527
 

1,373
 

6,332
 

1,222
 

37,568
 

減価償却累計額       

2014年１月１日現在 (5,764) (4,275) (870) - (836) (11,745)

当期計上額 (762) (761) (166) - (108) (1,797)

処分 57
 

654
 

54
 

-
 

25
 

790
 

2014年12月31日現在
(6,469)

 
(4,382)

 
(982)
 

-
 

(919)
 

(12,752)
 

減損損失       

2014年１月１日現在 (25) - - - - (25)

当期計上額 - - - - - -

処分 1
 

-
 

-
 

-
 

-
 

1
 

2014年12月31日現在
(24)
 

-
 

-
 

-
 

-
 

(24)
 

正味帳簿価額       

2014年１月１日現在
13,497

 
2,331
 

559
 

6,125
 

306
 

22,818
 

2014年12月31日現在
15,621

 
2,145
 

391
 

6,332
 

303
 

24,792
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(b)　投資不動産
 

 (単位：百万人民元)

 建物

取得原価  
2015年１月１日現在 1,513
追加 -

有形固定資産からの振替 -

2015年12月31日現在 1,513

減価償却累計額  
2015年１月１日現在 (168)
当期計上額 (49)

有形固定資産からの振替 -

2015年12月31日現在 (217)

正味帳簿価額  

2015年１月１日現在 1,345

2015年12月31日現在 1,296

公正価値  

2015年１月１日現在 2,231

2015年12月31日現在 2,415

  
取得原価  
2014年１月１日現在 1,513
追加 -

有形固定資産からの振替 -

2014年12月31日現在 1,513

減価償却累計額  
2014年１月１日現在 (119)
当期計上額 (49)

有形固定資産からの振替 -

2014年12月31日現在 (168)

正味帳簿価額  

2014年１月１日現在 1,394

2014年12月31日現在 1,345

公正価値  

2014年１月１日現在 2,195

2014年12月31日現在 2,231

 
2015年12月31日時点で、独立した鑑定人が行った評価を考慮して当社により見積もられた当社の投資不動産
の公正価値は、2,415百万人民元（2014年12月31日現在：2,231百万人民元）であり、投資不動産は公正価値
ヒエラルキーの中のレベル３に分類されている。
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(c)　子会社投資
 

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

非上場投資－取得原価 11,843 11,705

   
（ⅰ）　以下の表は、2015年12月31日現在における当社の子会社に関する基本情報を示している。

 

会社名 設立地/本拠地

株主持分

保有割合 登記資本金 主な事業内容

AMC 中国 60％

(直接保有)

4,000百万

人民元

資産運用

ペンション・カンパニー 中国 74.27％

(直接および

間接保有)

3,400百万

人民元

企業年金および

年金保険

AMC HK 香港、中国 50％

(間接保有)

該当なし 資産運用

蘇州ペンション・カンパニー 中国 100％

(直接保有)

300百万

人民元

老人ホームへの

投資

CL AMP 中国 85.03％

(間接保有)

588百万

人民元

ファンド運用

國壽財富子公司（CL Wealth） 中国 100％

(間接保有)

200百万

人民元

金融サービス

金梧桐有限公司 香港、中国 100％

(直接保有)

該当なし 投資

King Phoenix Tree Limited ジャージー

代官管轄区

100％

(間接保有)

該当なし 投資

瑞崇子公司（Rui Chong Company） 中国 100％

(直接保有)

6,800百万

人民元

投資

 
子会社の非支配持分は当社にとって重要性はない。

 
（ⅱ）　以下の表は、2015年12月31日現在における当社の連結ストラクチャード・エンティティに関する基

本情報を示している。
 

ファンド名

株主持分

保有割合 登記資本金 主な事業内容

國壽安保尊享債券証券投資信託（CL AMP Zunxiang

Bond Securities Investment Fund）

30.68％

(直接および

間接保有)

867百万

人民元

投資運用

國壽安保增金寶貨幣（CL AMP Zengjinbao Money

Market Fund)

57.67％

(直接保有)

262百万

人民元

投資運用

國壽安保鑫錢包貨幣（CL AMP Xinqianbao Money

Market Fund）

99.98％

(直接および

間接保有)

257百万

人民元

投資運用

Shang Xin Lv Di Collective Fund Trust Scheme 49.00％

(直接および

間接保有)

4,000百万

人民元

投資運用

Jiao Yin Guo Xin – Wen Jian No. 798 Collective

Fund Trust Scheme (the second batch)

100.00％

(直接保有)

2,000百万

人民元

投資運用

Jiao Yin Guo Xin – Wen Jian No. 1119 Collective

Fund Trust cheme

98.00％

(直接保有)

500百万

人民元

投資運用

Shang Xin Jing Neng Jin Tai Indemnificatory

Housing Collective Fund Trust Scheme

66.67％

(直接保有)

1,500百万人

民元

投資運用
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(d)　関連会社および共同支配企業投資
 

 (単位：百万人民元)

 2015年 2014年

１月１日現在 27,044 23,976
関連会社および共同支配企業投資 766 2,800

スクリップ（仮証券）配当
-

 
268
 

12月31日現在
27,810

 
27,044

 

   
(e)　満期保有目的証券
 

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

負債性証券   
国債 79,438 88,843
政府機関債 126,097 126,140
社債 145,824 146,027

劣後債
152,130

 
155,700

 

合計
503,489

 
516,710

 

負債性証券   
中国本土において上場 61,916 68,199

非上場
441,573

 
448,511

 

合計
503,489

 
516,710

 

   
2015年12月31日現在において、上場満期保有目的証券の見積公正価値は550,199百万人民元（2014年12月31日
現在：525,949百万人民元）である。

 
非上場負債性証券には、中国銀行間市場で取引される証券が含まれている。

 

 (単位：百万人民元)

負債性証券 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

－契約満期スケジュール   
満期：   

１年以内 2,000 11,816
１年超５年以内 86,072 70,477
５年超10年以内 167,290 149,837

10年超
248,127

 
284,580

 

合計
503,489

 
516,710
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(f)　貸付金
 

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

契約者貸付 84,959 73,654

その他の貸付
118,193

 
92,259

 

合計
203,152

 
165,913

 

   

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

満期：   
１年以内 90,102 80,137
１年超５年以内 80,311 53,665
５年超10年以内 24,039 32,111

10年超
8,700
 

-
 

合計
203,152

 
165,913

 

   
(g)　定期預金
 

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

満期：   
１年以内 179,965 195,529
１年超５年以内 380,842 463,442

５年超10年以内
-

 
26,500

 

合計
560,807

 
685,471

 

   
(h)　法定拘束性預託金
 

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

契約満期スケジュール：   
１年以内 300 -

１年超５年以内
5,353
 

5,653
 

合計
5,653
 

5,653
 

   
 

中国の保険会社は、CIRCの規定に従って、登記資本金の20％相当額を指定銀行に預託することが義務付けら
れている。当該預託金は、清算手続中の債務弁済以外の目的で使用することはできない。
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(i)　売却可能証券
 

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

売却可能証券－公正価値   
負債性証券   

国債 25,258 25,913
政府機関債 145,399 138,487
社債 205,149 205,620
劣後債 19,298 22,798

その他(ⅰ)
4,706
 

1,217
 

小計
399,810

 
394,035

 

持分証券   
ファンド 162,563 82,714
普通株式 74,592 71,592
優先株式 18,712 3,000
富裕層向け資産運用商品 50,053 21,038

その他(ⅰ)
40,310

 
17,607

 

小計
346,230

 
195,951

 

売却可能証券－取得原価   
持分証券   

その他(ⅰ)
20,759

 
15,259

 

合計
766,799

 
605,245

 

   
(ⅰ) その他の売却可能証券は、主に非上場株式投資、プライベート・エクイティ・ファンドなどが含まれて

いる。当社は、その他の売却可能証券に対し保証または金銭支援をしていない、ならびにその他の売却
可能証券の帳簿価額は最大限のリスク・エクスポージャーを表していると考えている。

 

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

負債性証券   
中国本土において上場 41,549 45,707
シンガポールにおいて上場 266 260

非上場
357,995

 
348,068

 

小計
399,810

 
394,035

 

持分証券   
中国本土において上場 85,403 71,548
香港、中国において上場 8,391 8,303
シンガポールにおいて上場 172 -

非上場
273,023

 
131,359

 

小計
366,989

 
211,210

 

合計
766,799

 
605,245
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非上場の負債性証券は、中国の銀行間市場で取引される負債性証券および市場性のない負債性証券を含む。
非上場の持分証券は、主に公表価格を持つオープンエンド型ファンドである、証券取引所で取引されていな
い持分証券を含む。

 

 (単位：百万人民元)

負債性証券 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

－契約満期スケジュール   
満期：   

１年以内 32,062 13,939
１年超５年以内 135,733 139,624
５年超10年以内 112,012 119,987

10年超
120,003

 
120,485

 

合計
399,810

 
394,035

 

   
 
(j)　純損益を通じて公正価値で測定する証券
 

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

負債性証券   
国債 553 254
政府機関債 5,218 1,728
社債 86,816 14,782

その他
401
 

-
 

小計
92,988

 
16,764

 

持分証券   
ファンド 5,858 499

普通株式
36,887

 
21,559

 

小計
42,745

 
22,058

 

合計
135,733

 
38,822

 

負債性証券   
中国本土において上場 8,194 5,098
海外市場において上場 56 -

非上場
84,738

 
11,666

 

小計
92,988

 
16,764

 

持分証券   
中国本土において上場 32,427 21,706
香港において上場 70 -
海外市場において上場 6,099 -

非上場
4,149
 

352
 

小計
42,745

 
22,058

 

合計
135,733

 
38,822

 

   
非上場の負債性証券は、中国の銀行間市場で取引される負債性証券および市場性のない負債性証券を含む。
非上場の持分証券は、主に公表価格を持つオープンエンド型ファンドである、証券取引所で取引されていな
い持分証券を含む。
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(k)　売戻条件付購入証券
 

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

満期：   

30日以内
21,461

 
11,841

 

合計
21,461

 
11,841

 

   
 
(l)　未収投資収益
 

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

銀行預金 31,612 26,935
負債性証券 15,642 15,450

その他
2,131
 

1,596
 

合計
49,385

 
43,981

 

流動 31,129 31,604

固定
18,256

 
12,377

 

合計
49,385

 
43,981

 

   
(m)　その他の資産
 

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

土地使用権 5,809 5,943
投資債権 4,126 3,431
自動振替貸付 2,520 2,281
税金還付金 936 2,449
関連当事者に対する未収金 756 625

その他
2,147
 

3,240
 

合計
16,294

 
17,969

 

流動 10,394 11,906

固定
5,900
 

6,063
 

合計
16,294

 
17,969

 

   
(n)　買戻条件付売却証券
 

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

銀行間市場 27,466 40,499

証券取引市場
2,902
 

4,039
 

合計
30,368

 
44,538

 

満期：   
30日以内 30,368 41,538

91日以後
-

 
3,000
 

合計
30,368

 
44,538
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2015年12月31日現在、帳簿価額28,185百万人民元（2014年12月31日現在：42,131百万人民元）の社債は、当
グループが銀行間市場で締結したレポ取引により生じた買戻条件付売却証券の担保として差し入れられてい
る。

 
証券取引所を介した債券のレポ取引について、当グループは、特定の上場債券を担保プールに預託すること
が要求されている。担保プールに預託される債券は、証券取引所の規定に準拠した標準金利で公正価値に換
算され、この公正価値が関連するレポ取引の残高を下回ってはならない。2015年12月31日現在、担保プール
に預託した証券の帳簿価額は66,027百万人民元であった（2014年12月31日：49,308百万人民元）。レポ取引
の期間における担保債券の売買は制限される。

 
(o)　その他の負債
 

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

保険契約者に対する未払利息 6,410 5,008
未払給与および未払福利厚生費用 4,561 4,006
コミッションおよび仲介手数料 2,598 1,919
保険代理店預り金 1,117 761
劣後債の未払利息 1,045 1,044
株式増価受益権(注記31) 845 1,025
建設会社に対する未払金 634 778
未払法人所得税 484 693

その他
5,488
 

4,197
 

合計
23,182

 
19,431

 

流動 23,182 19,431

固定
-

 
-

 

合計
23,182

 
19,431

 

   
(p)　税金
 

(ⅰ) 繰延税金資産および負債の当期間における変動は以下のとおりである。

 

 (単位：百万人民元)

 保険 投資 その他 合計

繰延税金資産/(負債)     
2014年１月１日現在 (11,627) 5,952 992 (4,683)
純損益に(費用計上)/利得計上 552 (1,827) (62) (1,337)
その他の包括利益に(損失計上)/利得計上     
－　売却可能証券 - (15,762) - (15,762)
－　売却可能証券に係る公正価値の変動の

うち、有配当型保険契約者に帰属する額
2,759
 

-
 

-
 

2,759
 

2014年12月31日現在
(8,316)

 
(11,637)

 
930
 

(19,023)
 

2015年１月１日現在 (8,316) (11,637) 930 (19,023)
純損益に(費用計上)/利得計上 3,673 534 142 4,349
その他の包括利益に(損失計上)/利得計上     
－　売却可能証券 - (5,401) - (5,401)
－　売却可能証券に係る公正価値の変動の

うち、有配当型保険契約者に帰属する額
3,192
 

-
 

-
 

3,192
 

2015年12月31日現在
(1,451)

 
(16,504)

 
1,072
 

(16,883)
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(ⅱ) 繰延税金資産および繰延税金負債の分析は以下のとおりである。

 

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

繰延税金資産：   
－12ヶ月以後に回収される繰延税金資産 9,247 4,205

－12ヶ月以内に回収される繰延税金資産
2,553
 

1,929
 

小計 11,800 6,134

繰延税金負債：   
－12ヶ月以後に解消される繰延税金負債 (26,500) (23,709)

－12ヶ月以内に解消される繰延税金負債
(2,183)

 
(1,448)

 

小計
(28,683)

 
(25,157)

 

正味繰延税金負債総額
(16,883)

 
(19,023)

 

   
(q)　その他資本性金融商品
 

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

当社の株主に帰属する株主資本 304,103 268,536
当社の普通株主に帰属する株主資本 296,312 268,536
当社のその他資本性金融商品の株主に帰属する

株主資本
7,791
 

-
 

   
2015年12月31日終了事業年度における当社のその他資本性金融商品の株主への配当に関する情報は注記32を
参照のこと。2015年12月31日現在、当社のその他の資本性金融商品の株主に帰属する未払累積配当金の未払
いはなかった。

 
(r)　積立金
 

 (単位：百万人民元)

 

資本

剰余金

売却可能

証券による
未実現

利得/

(損失) 法定積立金 任意積立金 一般積立金 合計

2014年１月１日現在 53,860 (15,834) 21,593 19,157 18,429 97,205
当事業年度におけるその
他の包括利益 - 39,011 - - - 39,011

積立金への割当
-

 
-

 
3,160
 

2,470
 

3,160
 

8,790
 

2014年12月31日現在
53,860

 
23,177

 
24,753

 
21,627

 
21,589

 
145,006

 

2015年１月１日現在 53,860 23,177 24,753 21,627 21,589 145,006
当事業年度におけるその
他の包括利益 - 6,630 - - - 6,630

積立金への割当
-

 
-

 
3,438
 

3,160
 

3,438
 

10,036
 

2015年12月31日現在
53,860

 
29,807

 
28,191

 
24,787

 
25,027

 
161,672
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(s)　引当金および偶発事象

 
重要な偶発事象の要約は以下のとおりである。

 

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

係属中の訴訟 440 389

   
(t)　契約債務
 

(ⅰ) キャピタル・コミットメント

 
以下の表は、当グループの土地開発事業に関するキャピタル・コミットメントである。

 

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

契約済み履行未了   
投資 31,314 23,929
有形固定資産 4,851 9,887

その他
34

 
87

 

合計
36,199

 
33,903

 

   
(ⅱ) オペレーティング・リース契約債務

 
　解約不能なオペレーティング・リースによる将来の最低支払リース料は以下のとおりである。

 

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

１年以内 495 494
１年超５年以内 644 690

５年超
20

 
10

 

合計
1,159
 

1,194
 

   
 

(ⅲ) オペレーティング・リース契約債権

 
　解約不能なオペレーティング・リースによる将来の最低受取リース料は以下のとおりである。

 

 (単位：百万人民元)

 2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

１年以内 272 222
１年超５年以内 261 389

５年超
13

 
17

 

合計
546
 

628
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40　取締役、監査役、最高経営責任者および上級役員の報酬
 
2015年12月31日終了事業年度における当該取締役、監査役、最高責任者および上級役員の報酬体系の合計額は、現
時点では関連する中国当局の規制に応じた最終承認には至っていない。当該注記に表示されていない報酬総額は、
2015年度における当グループの財務書類に対して重要な影響を及ぼすものではないと予想している。最終報酬額
は、決定時に別の発表という形で開示する予定である。
 
(a)　取締役および最高経営責任者の報酬
 

2015年12月31日終了事業年度における当社の取締役および最高経営責任者への報酬支払額の総額は以下のと
おりである。

 (単位：千人民元)

役員氏名 報酬額 現物給付

年金制度

拠出額 合計

楊明生 435.2 61.3 105.4 601.9

林岱仁 397.8 213.4 100.6 711.8

繆建民 - - - -

張響賢 - - - -

王思東 - - - -

ブルース・ダグラス・ムーア(ⅰ) 133.3 - - 133.3

蘇恒軒(ⅱ) 131.1 99.0 32.7 262.8

アンソニー・フランシス・ネオ 300.0 - - 300.0

繆平(ⅲ) 196.7 145.3 49.2 391.2

張祖同 320.0 - - 320.0

黃益平(ⅳ) 320.0 - - 320.0

許恒平(ⅴ) 196.7 68.2 49.7 314.6

徐海峰(ⅴ) 196.7 63.8 51.9 312.4

劉家德(ⅵ) - - - -

ロビンソン・ドレイク・パイク(ⅶ) 160.0 - - 160.0

     

(ⅰ) ブルース・ダグラス・ムーア氏は2015年５月28日に社外取締役を退任した。

(ⅱ) 蘇恒軒氏は2015年５月８日に業務執行取締役を辞任した。。

(ⅲ) 繆平氏は2015年５月28日に業務執行取締役を退任した。

(ⅳ) 黃益平氏は2015年８月26日に社外取締役を辞任した。新しく任命された社外取締役の資格がCIRCに承認されたこと

に伴い、当辞任は2016年３月７日に有効となった。

(ⅴ) 許恒平氏および徐海峰氏は2015年７月11日に業務執行取締役に任命された。

(ⅵ) 劉家德氏は2015年７月11日に非業務執行取締役に任命された。

(ⅶ) ロビンソン・ドレイク・パイク氏は2015年７月11日に社外取締役に任命された。
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2014年12月31日終了事業年度における当社の取締役および最高経営責任者への報酬支払額の総額は以下のと
おりである。

 (単位：千人民元)

役員氏名

基本

給与

勧誘

報酬

給与

収入

小計

給与収入

に含まれ

る繰延

支払額

現物

給付

年金

制度

拠出額 合計

合計に

含まれる

繰延

支払額

合計に

含まれる

実際の

支払額

楊明生 486.7 1,072.4 1,559.1 536.2 302.5 98.7 1,960.3 536.2 1,424.1

万峰 109.5 241.3 350.8 120.6 70.1 23.6 444.5 120.6 323.9

林岱仁 436.8 962.4 1,399.2 481.2 275.0 95.9 1,770.1 481.2 1,288.9

劉英斉 108.3 238.6 346.9 119.3 69.7 23.5 440.1 119.3 320.8

繆建民 - - - - - - - - -

張響賢 - - - - - - - - -

王思東 - - - - - - - - -

孫昌基 - - - - - - - - -

ブルース・

ダグラス・

ムーア 250.0 70.0 320.0 - - - 320.0 - 320.0

アンソニー・

フランシス・

ネオ 250.0 50.0 300.0 - - - 300.0 - 300.0

唐建邦 - - - - - - - - -

蘇恒軒(ⅴ) 216.6 477.2 693.8 238.6 135.3 49.0 878.1 238.6 639.5

繆平(ⅴ) 216.6 477.2 693.8 238.6 135.3 49.0 878.1 238.6 639.5

張祖同(ⅵ) 62.5 17.5 80.0 - - - 80.0 - 80.0

黃益平(ⅵ) 62.5 17.5 80.0 - - - 80.0 - 80.0

 
2014年12月31日終了事業年度における上記取締役および最高経営責任者に対する報酬額は、2015年度中に最
終決定された報酬額に基づいて修正再表示されている。

 
取締役および最高経営責任者は上記報酬額を2015年および2014年の任期中に受領した。

 
上記に開示されている取締役報酬に加え、当社の取締役の一部はCLICから報酬を受け取っているが、この金
額は当社に対する役務とCLICに対する役務との間で配分していない。

 
(b)　監査役報酬
 

2015年12月31日終了事業年度における当社の監査役への報酬支払額の総額は以下のとおりである。
 

 (単位：千人民元)

監査役氏名 報酬額 現物給付

年金制度

拠出額 合計

夏智華(ⅰ) 229.5 155.9 57.6 443.0

史向明 1,261.4 245.6 96.5 1,603.5

楊翠蓮(ⅰ) 677.6 163.9 54.3 895.8

李學軍(ⅰ) 732.8 161.0 53.8 947.6

熊軍紅 - - - -

繆建民(ⅱ) 196.7 68.4 51.6 316.7

詹忠(ⅲ) 684.3 87.7 49.8 821.8

王翠菲(ⅲ) 559.1 88.7 47.8 695.6

     

(ⅰ) 夏智華氏、楊翠蓮氏ならびに李學軍氏は2015年７月11日に社外監査役を退任した。

(ⅱ) 繆建民氏は2015年７月11日に監査役に、2015年７月24日に監査役会長に任命された。

(ⅲ) 詹忠氏ならびに王翠菲氏は2015年７月11日に監査役に任命された。
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2014年12月31日終了事業年度において、当社の監査役に対して支払われた報酬総額は以下のとおりである。
 

 (単位：千人民元)

役員氏名

基本

給与

勧誘

報酬

給与

収入

小計

給与収入

に含まれ

る繰延

支払額

現物

給付

年金

制度

拠出額 合計

合計に

含まれる

繰延

支払額

合計に

含まれる

実際の

支払額

夏智華 433.1 954.4 1,387.5 477.2 275.6 95.9 1,759.0 477.2 1,281.8

史向明 615.5 514.4 1,129.9 - 288.4 90.5 1,508.8 - 1,508.8

羅忠敏 50.0 12.5 62.5 - - - 62.5 - 62.5

楊翠蓮 615.5 472.6 1,088.1 - 291.2 90.2 1,469.5 - 1,469.5

李學軍 589.8 480.2 1,070.0 - 285.3 88.7 1,444.0 - 1,444.0

熊軍紅 - - - - - - - - -

 
2014年12月31日終了事業年度における上記監査役に対する報酬額は、2015年度中に最終決定した額に基づい
て修正再表示されている。

 
監査役は上記報酬額を2014年および2015年の任期中に受領した。

 
(c)　高額報酬受領者上位５名
 

報酬が当社中最も高額であった者５名には、上記に表示されている表に反映された監査役５名（2014年度：
取締役３名および監査役１名）が含まれる。

 
５名の高額報酬受領者の報酬の詳細は以下のとおりである。

 

 (単位：千人民元)

 2015年 2014年

基本給与、住宅手当ならびにその他の手当

および現物給付 7,347 8,557

年金制度拠出額
476
 

489
 

合計
7,823
 

9,046
 

   
報酬は、以下の範囲内であった。

  

 2015年 2014年

0 - 1,000,000人民元 - -
1,000,001 - 2,000,000人民元 ５名 ５名
2,000,001 - 3,000,000人民元 - -
3,000,001 - 4,000,000人民元 - -
4,000,001 - 4,500,000人民元 - -

 
2015年12月31日終了事業年度における当社への入社前または入社時の勧誘として、あるいは職務を失うこと
に対する補填として当社が取締役、業務執行取締役、監査役または高額報酬受領者上位５名に対して支払っ
た報酬はなかった（2014年12月31日終了事業年度：該当なし）。

 
高額報酬受領者上位５名への報酬額は、今年度に当該受領者へ支払われた取締報酬合計額である。

 
今年度中において取締役、業務執行取締役または監査役が報酬を放棄する、またはいかなる報酬も放棄する
ことに同意するといった取決めはなかった。
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41　後発事象
 
2016年２月29日に当社はシティグループとの間で買収契約を、IBM Credit LLC（以下「IBM Credit」という。）と

三者間における株式の移転契約を締結した。契約に従い、233億人民元、１株当たり6.39人民元の支払対価に対
し、当社はシティグループおよびIMB CreditからCGBの3,648,276,645株（シティグループから3,080,479,452株、

IMB Creditから567,797,193株）を獲得することとなる。当株式移転の完了時に、当社はCGBの6,728,756,097株、

43.686％の所有持分を保有することとなる。当株式移転は、CGBを当社の連結子会社としない。連結財務書類の承
認日まで、当株式移転は関連する規制局に承認申請中となる。
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２ 【主な資産・負債及び収支の内容】
 

本項に記載すべき事項は、連結財務諸表注記に記載されている。

 

３ 【その他】

 

(1)訴訟

 

該当なし

 

(2)その他

 

　該当なし
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４ 【香港と日本における会計原則および会計慣行の主要な相違】

 
添付の財務書類は、香港上場規則によって認められるIFRSに準拠して作成されたものであり、日本におい

て一般に公正妥当と認められる会計原則（日本GAAP）に従って作成されたものとは異なる。IFRSと日本GAAP

の主な相違点は以下のとおりである。

 

下記に記載されているIFRSと日本GAAPとの相違は、当社が採用しているIFRSと日本で適用されている日

本GAAPとの相違を全て明示するものではない。従って、これらの会計原則の相違に起因する財務諸表への影

響は、下記に明示された相違のみに限られるものではない。

 

（１）企業結合

 
IFRSでは、IFRS第３号「企業結合」に従って、共通支配下の取引等、IFRS第３号の適用外となってい

るものを除き、企業結合の会計処理には取得法が適用される。取得関連費用は、原則として費用処理さ

れる。取得企業は、特定の場合を除き、企業結合取引ごとに非支配持分を公正価値、もしくは被取得企

業の識別可能な純資産に対する非支配持分の比例持分のいずれかの方法を選択して測定する。

 
日本GAAPでは、企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」に従って、共同支配企業の形成お

よび共通支配下の取引以外の企業結合は取得となり、パーチェス法が適用される。取得とされた企業結

合に直接要した支出額のうち、取得の対価性が認められる外部のアドバイザー等に支払った特定の報

酬・手数料等は取得原価に含め、それ以外の支出額は発生時の事業年度の費用として処理される。少数

株主持分は、取得企業の貸借対照表上、取得日における識別可能純資産の比例持分の公正価値で測定さ

れる。2013年9月に、企業会計基準第21号「企業結合に係る会計基準」が一部改正され、取得関連費用

は発生した事業年度に費用処理されることになった。当該改正は、2015年4月1日以後開始する事業年度

の期首から適用される。また、2014年4月1日以後開始する事業年度の期首から早期適用することも認め

られている。

 
（２）のれんおよび負ののれん

 
IFRSでは、IFRS第３号およびIAS第36号に従って、正ののれんは償却されない。移転された対価、被

取得企業のすべての非支配持分の公正価値、および取得企業が以前に保有していた被取得企業の資本持

分の取得日公正価値の総額が、取得した識別可能な資産および引受けた負債の正味の金額の公正価値を

超過する額が、のれんとして計上される。この金額が取得した子会社の純資産の公正価値を下回る場合

（割安購入の場合)、取得企業は取得した資産全てと引き受けた負債の全てが正しく認識されているか

どうかを再評価し、取得日に認識された金額の測定に用いられた方法をレビューする。再評価してもな

お、取得した純資産の公正価値が、移転された対価の合計額を超過する場合、当該利益は純損益に認識

される。のれんは毎年（減損の兆候がある場合は随時）、減損テストが実施され、減損損失累計額控除

後の原価で計上される。のれんに減損の兆候が見られる場合は回収可能価額が見積られ、帳簿価額と回

収可能価額の差額を減損損失として認識する。のれんに係る減損損失の戻入れはできない。事業体の売

却に係る利得および損失には、その事業体の売却に関連するのれんの帳簿価額が含まれる。
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日本GAAPでは、企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」に従って、連結会社の投資がこれ

に対応する連結子会社の純資産の金額を超えることにより生じる差額は正ののれんとし、純資産の金額

に満たないことにより生じる差額は負ののれんとされる。正ののれんは資産に計上し、20年以内のその

効果の及ぶ期間にわたって、定額法その他合理的な方法により規則的に償却し、「固定資産の減損に係

る会計基準」の適用対象資産となることから、当該基準に従った減損処理が行われる。負ののれんが生

じると見込まれる場合には、原則として、(１)取得企業は、すべての識別可能資産および負債が把握さ

れているか、また、それらに対する取得原価の配分が適切に行なわれているかどうかを見直し、(２)

(１)の見直しを行なっても、なお負ののれんが生じる場合には、当該負ののれんが生じた事業年度の利

益として処理される。

 
（３）保険料の収益認識

 
IFRSでは、保険会社が引き受ける保険契約は、投資契約および狭義の保険契約として分類される。投

資契約は重要な保険リスクを伴わずに金融リスクを移転する契約である一方、狭義の保険契約は重要な

保険リスクを移転する契約である。狭義の保険契約には、短期保険契約、長期保険契約等が含まれる。

長期生命保険契約からの保険料は、保険契約者からの支払期日到来時に収益として認識される。短期傷

害医療保険商品の販売からの保険料は引受時に計上され、関連する保険契約期間にわたり比例配分によ

り収益計上される。投資契約からの収益は保険契約手数料収入として認識される。これは、サービス提

供期間にわたる様々な手数料収入（保険契約手数料、取扱手数料、管理手数料等）からなる。特定の新

契約獲得費控除後の保険契約手数料収入は前受収益として繰延べられ、予想契約期間にわたり償却され

る。保険料手数料収入は、その他の収益の一部として収益認識される。

 
日本GAAPでは、傷害医療保険商品、投資型保険商品を含む生命保険契約からの保険料は回収日をもっ

て収益として認識される。

 
（４）保険契約

 
短期保険契約

 

IFRSでは、保険金および損害調査費の実際発生額は発生時に費用計上される。保険金および損害調査

費の支払備金は、既報告および既発生未報告（すなわちIBNR）の保険金請求、および発生した保険事故

に係る損害調査費から構成される。当該備金は、発生した保険事故に係る報告済または未報告の保険金

請求額および関連する費用に対して将来支払われる見積額を示している。見積額の変動は見積額が変動

した期間の損益計算書に反映される。

 
日本GAAPでは、生命保険については、既発生未報告の死亡保険金、高度傷害保険金、災害保険金、手

術給付金、障害給付金等について、過去の趨勢に基づきIBNRの計上が要求されている。また、支払備金

に係る損害調査費の未払計上は要求されていない。
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長期保険契約

 
IFRSでは、長期保険契約の負債を見積る際に割引キャッシュ・フロー法を利用している。長期保険契

約の準備金は、合理的に見積られた負債、リスク・マージンおよび残余マージンで構成される。長期保

険契約負債は、死亡率、疾病率、失効率、割引率に係る仮定ならびに費用の仮定を含む様々な仮定を用

いて、以下の原則により計算されている。

 
(a)　長期保険契約における負債の合理的な見積額は、将来キャッシュ・アウトフローから将来

キャッシュ・インフローを差し引いた合理的な見積額の現在価値である。予想将来キャッ

シュ・インフローには保険債務の引受から生じる将来の保険料のキャッシュ・インフローが

含まれているが、主に死亡または解約により減少する点も考慮に入れている。予想将来

キャッシュ・アウトフローとは、契約債務の履行により生じる現金流出額であり、以下の要

素で構成されている。

・死亡、人身障害、疾病、延命、満期および解約に関する支払いを含む、契約条件に基づ

く保証給付。

・保険契約者への配当金等の追加的な非保証給付。

・維持費および保険金清算費用等を含む、保険契約の管理または保険金支払手続で発生し

た合理的な費用。将来の事務管理費用は維持費に含まれている。費用は、将来のインフ

レの見積りや、当社の費用管理統制を考慮に入れた費用分析に基づいている。

　　　負債およびリスク・マージンの合理的な見積りの仮定は、すべての利用可能な情報を考慮し

た上で、また保険会社の過去の実績および将来の事象の予測を踏まえて、各報告日に再検討

される。仮定の変動部分は純損益に認識される。残余マージンの償却に関する仮定は保険証

券の発行時に固定されるため、各報告日時点での調整は実施しない。

 
(b)　保険契約準備金の計算時にマージンを考慮に入れる。これは個別に測定され、契約期間にわ

たって各期間の純損益に認識される。契約開始時に利得は認識しないが、発生した損失は即

時に純損益に認識する。マージンは、リスク・マージンおよび残余マージンからなる。リス

ク・マージンは、金額と時期が確定していない将来キャッシュ・フローを補う目的で計上さ

れる準備金である。契約開始時に、残余マージンは開始日の利得を意味する、主に保険契約

引受および新契約獲得費用等の特定の新契約費を控除して算出され、契約期間にわたって償

却されることになる。将来のリターンが対応する投資ポートフォリオの投資利回りの影響を受け

る保険契約の場合、関連する残余マージンは、保険契約者に支払われる将来の見積配当額に基づ

いて償却される。将来のリターンが対応する投資ポートフォリオの投資利回りの影響を受けない

保険契約の場合、関連する残余マージンは、発行済み保険契約が保証する保険金・給付金の額に

基づいて償却される。その後の残余マージンの測定は、割引後の将来キャッシュ・フローの合

理的な見積やリスク・マージンとは独立して行なわれる。仮定の変更は、残余マージンのそ

の後の測定に影響を及ぼさない。

 
(c)　保険契約に対する準備金の計算時に、時間価値による影響が考慮される。

 
日本GAAPでは、未経過保険料は保険業法および保険業法施行規則等の定めに従って計上収入保険料を

基礎に測定される。保険料積立金は金融庁の標準的な算出基準、または、平準純保険料式により計算さ

れる。チルメル式などの他の方法も金融庁によって認められる。
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さらに、日本GAAPにおいては、生命保険会社は保険業法施行規則第69条および第87条により、将来発

生が見込まれる危険に備えて危険準備金を設定し、大蔵省令告示に基づき計算される金額を計上するこ

とが要求される。しかし、IFRSでは、このような準備金の設定は要求されていない。

 

（５）価格変動準備金

 

日本GAAPにおいて保険会社は、保険業法第115条に基づき、その所有する株式その他の価格変動によ

る損失が生じ得るものとして内閣府令で定める資産について、内閣府令で定めるところにより計算した

金額を価格変動準備金として積み立てなければならないが、IFRSではそのような規則はない。

 

（６）公正価値の測定

 

IFRS第13号は、2013年1月1日以後開始する事業年度に適用しなければならず、IFRSにおける全ての

公正価値測定に関するガイダンスについて単一の根拠を定めている。IFRS第13号は企業がいつ公正価

値の使用を要求されるかについて変更するものではなく、むしろIFRSにおいて公正価値が要求または

許容される場合にどのように公正価値を測定するかのガイダンスを提供するものである。IFRS第13号

は公正価値に関して特別な開示も要求しており、IFRS第7号「金融商品：開示」を含む他の基準におけ

る既存の開示要件のいくつかを置換するものである。IFRS第13号では、公正価値を「測定日時点で、

市場参加者間の秩序ある取引において、資産を売却するために受け取るであろう価格又は負債を移転

するために支払うであろう価格」と定義している。また、IFRS第13号は、公正価値の測定に用いたイ

ンプットの性質に基づき3つの階層に分類することを定めた。公正価値階層が最も高い優先順位を与え

ているのは、同一の資産または負債に関する活発な市場における（無調整の）相場価格（レベル１の

インプット）であり、もっとも優先順位が低いのは、観察可能でないインプット（レベル３のイン

プット）である。

 

日本GAAPでは、2010年３月31日以降終了する事業年度より適用されている、改正「金融商品に関す

る会計基準（企業会計基準第10号）」及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針（企業会計基

準適用指針第19号）」により、原則としてすべての金融商品についての時価の開示が求められること

になった。時価は金融商品会計基準等に定める時価（市場価額、ない場合には合理的な仮定に基づき

算定された価額）に基づいて算定し、委託手数料等取引に付随して発生する費用は含めない。時価を

把握することが極めて困難と認められ、時価注記をしていない金融商品については、金融商品の概

要、貸借対照表計上額およびその理由を注記する。日本GAAPでは公正価値の階層に関する会計基準は

ない。

 
（７）金融資産の分類

 

IFRSでは、金融資産は、損益を通じて公正価値で測定する証券、満期保有目的証券、貸付金および

債権ならびに売却可能証券に分類されている。当該分類は、経営者が当初認識時に、その金融資産の

取得目的に応じて決定する。
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日本GAAPでは、金融資産は、原則として法的形態をベースに、有価証券、債権、金銭の信託、デリ

バティブ等に分類して規定が定められている。さらに有価証券については、その保有目的に応じて、

売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社および関連会社株式、その他有価証券ならびに責任

準備金対応債券に分類される。責任準備金対応債券は、債券と責任準備金のデュレーションを一定幅

で一致させたものについて、償却原価を用いて当該債券を評価するものである。

 

（８）金融資産の評価

 

IFRSでは、売却可能証券および損益を通じて公正価値で測定する証券は、公正価値で計上される。

活発な市場においての相場価格がなく、公正価値が確実に測定できない株式投資は、減損引当金額控

除後の取得原価で計上される。満期保有目的証券は、実効金利を用いて償却原価で計上される。証券

の売却時は、主に個々の証券ごとに投資の損益が測定される。損益を通じて公正価値で測定する証券

のカテゴリーの公正価値の変動によって生じた実現および未実現の損益は、それらが発生した期間の

純損益に含まれる。売却可能な負債性証券の公正価値の変動により生じた未実現損益、ならびに売却

可能な持分証券の公正価値の変動により生じた未実現損益の残りの額は、その他の包括利益に認識さ

れる。売却可能証券に分類された証券が売却された、または減損した場合、公正価値の累積変動調整

額は、それぞれ実現損益として正味実現利得および金融資産に係る減損として純損益に含められる。

市場価格のある投資の公正価値は、最新の時価による。金融資産の市場が活発ではない場合、評価技

法を用いて公正価値を測定する。

 

日本GAAPでは、売買目的の金融資産は公正価値で測定し、公正価値の変動を損益計算書で認識して

いる。売却可能証券(「その他有価証券」)は公正価値で測定し、公正価値の変動額を以下のいずれか

の方法で処理している。

１）公正価値の変動額を純資産に計上し、売却、減損あるいは回収時に損益計算書に計上する。

２）個別ベースで、公正価値が原価を上回る場合には純資産に計上し、下回る場合には損益計算

書に計上する。

また、時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券のうち、社債その他の債券以外の有

価証券については、取得原価をもって貸借対照表価額とする。なお、市場価格のない株式は、時価を

把握することが極めて困難と認められる有価証券として取り扱われる。

 

（９）金融資産の減損

 

IFRSでは、損益を通じて公正価値で測定する金融資産以外の金融資産について、IAS第39号に従っ

て、減損の客観的な証拠が認められた場合に減損損失を認識する。満期保有目的証券の減損損失は、

当該証券の実効金利で割り引いた予想将来キャッシュ・フローの現在価値と簿価の差額により測定さ

れる。売却可能な負債性証券および持分証券は、当該証券の公正価値まで評価減され、減損が認識さ

れる期間において金融資産に係る正味実現利得として計上される。その後、負債性証券の公正価値が

上昇し、その上昇が純損益を通じて減損を認識した後に発生した事象に客観的に関連している場合、

減損損失は損益を通じて戻入れられる。損益に認識された資本性証券に係る減損損失を、純損益を通

じて戻入れることはない。
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日本GAAPでは、「金融商品に関する会計基準」に従って、売買目的以外の有価証券のうち時価があ

るものについて、時価が著しく下落したとき、回復する見込みがあると認められる場合を除き、減損

損失を認識する。時価を把握することが極めて困難な株式については、株式の発行会社の財政状態の

悪化により実質価額が著しく低下したときに、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を

除き、減損損失が認識される。時価を把握することが困難な債券については、償却原価法を適用した

上で、債権の貸倒見積高に準じて信用リスクに応じた償還不能見積高を算定し、減損損失を認識す

る。前事業年度以前に認識した減損損失の戻入れは認められていない。

 

（10）金融資産の消滅の認識

 

IFRSでは、金融資産からのキャッシュ・フローを受け取る権利が失効した場合、あるいはそれらの

権利が譲渡され、資産の所有に係るすべてのリスクと利得が実質的に譲渡された場合、金融資産の認識

の中止が行われる。

 
日本GAAPでは、「金融商品に関する会計基準」により、金融資産の消滅は金融資産の契約上の権利

を行使または喪失したとき、あるいは権利に対する支配が他に移転したときに認識される。金融資産の

契約上の権利に対する支配が他に移転するのは、(a) 譲渡された金融資産に対する譲受人の契約上の権

利が譲渡人およびその債権者から法的に保全され、（b）譲受人が譲渡された金融資産の契約上の権利

を直接または間接に通常の方法で享受でき、（c）譲渡人が譲渡した金融資産を当該金融資産の満期日

前に買戻す権利および義務を実質的に有していない場合である。

 
（11）非支配持分

 

IFRSでは、非支配持分は連結財政状態計算書上、資本の構成要素として表示される。連結包括利益

計算書上で表示される純損益には、非支配持分および親会社の所有者に帰属する損益が含まれている。

純損益の後に、非支配株主に帰属する純損益および親会社の所有者に帰属する純損益が区分して表示さ

れる。

 
日本GAAPでは、企業会計基準第５号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」により、

連結貸借対照表上、非支配持分は純資産の部に区分して記載することとされている。一方、非支配持分

損益については、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」により、連結損益計算書にお

いて損失または利益として表示し、当期純利益は親会社の株主に帰属する利益の額として計算すること

とされている。2013年9月に、企業会計基準第５号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準」および企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」が一部改正され、連結貸借対照表に

おいて「少数株主持分」から「非支配株主持分」へ表示が変更された。また、連結損益計算書において

「少数株主利益」から「非支配株主に帰属する当期純利益」に、「当期純利益」から「親会社に帰属す

る当期純利益」に表示が変更された。当該改正は、2015年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用

される。表示法方法の変更により適用初年度は過年度の財務諸表の表示を組替えることとされる。
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第７ 【外国為替相場の推移】

 

１ 【最近５年間の事業年度別為替相場の推移】

 

決算年度 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

最高 13.05 13.77 17.31 19.78 20.37

最低 11.94 12.07 13.89 16.39 18.55

平均 12.34 12.66 15.79 17.18 19.40

期末 12.33 13.69 17.31 19.47 18.56

単位：１人民元の円相当額（円／人民元）

出典：中国外国為替取引センターが公表している人民元／100円のデータを基に、円／人民元ベースに換算したものである。

 

２ 【最近６月間の月別最高・最低為替相場】

 

月別 2015年11月 2015年12月 2016年１月 2016年２月 2016年３月 2016年４月

最高 19.37 19.26 18.52 18.48 17.52 17.42

最低 19.06 18.55 17.81 17.15 17.18 16.69

平均 19.23 18.87 18.01 17.61 17.35 16.94

単位：１人民元の円相当額（円／人民元）

出典：中国外国為替取引センターが公表している人民元／100円のデータを基に、円／人民元ベースに換算したものである。

 

３ 【最近日の為替相場】

 

16.70円（2016年５月13日）

単位：１人民元の円相当額（円／人民元）。

出典：中国外国為替取引センターが公表している人民元／100円のデータを基に、円／人民元ベースに換算したものである。
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第８ 【本邦における提出会社の株式事務等の概要】

 

以下は、H株に関する株式事務、権利行使の方法及び関連事項の概要である。

 

１．本邦における株式事務等の概要

 

(1) 株式の名義書換取扱場所及び名義書換代理人

日本においては、H株の名義書換取扱場所又は名義書換代理人は存在しない。

H株の取得者（以下「実質株主」という。）は、その取得窓口となった証券会社（以下「窓口証券会

社」という。）との間に外国証券取引口座約款（以下「約款」という。）を締結する必要があり、当該約

款により、実質株主の名義で外国証券取引口座（以下「取引口座」という。）が開設される。売買取引の

実行、売買代金の決済、証券の保管及びH株に関するその他の取引に関する事項はすべてこの取引口座を

通じて処理される。他方、機関投資家で窓口証券会社にH株の保管の委託をしない場合は、約款に代えて

外国証券取引約諾書を窓口証券会社と締結する必要がある。この場合、取引の実行、売買代金の決済及び

外国証券取引に関するその他の支払についての各事項はすべて当該契約の各条項に従い処理される。

 

(2) 株主に対する特典

なし

 

(3) 株式の譲渡制限

H株に譲渡制限はない。

 

(4) その他株式事務に関する事項

(a) 株券の保管

取引口座を通じて保有されるH株は、窓口証券会社を代理する香港における保管機関（以下「現地保

管機関」という。）又はその被任命者の名義で登録され、現地保管機関により保管される。

 

(b) 配当等基準日

当社から配当等を受け取る権利を有する実質株主は、当社の取締役会が配当支払等のために定めた基

準日現在においてH株を実質的に所有する者である。

 

(c) 事業年度の終了

毎年12月31日

 

(d) 公告

日本においてはH株に関する公告が行われない。

 

(e) 実質株主に対する株式事務に関する手数料

実質株主は、窓口証券会社の定めるところにより、約款に規定された手続き及び関連行為のための費

用として、取引口座を維持するための管理費を支払う。さらに、実質株主は、約款に規定されたその他

の費用を支払う可能性もある。
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２．日本における実質株主の権利行使方法

(1) 実質株主の議決権の行使に関する手続

議決権の行使は、実質株主が窓口証券会社を通じて行う指示に基づき、現地保管機関又はその被任命者

が行う。他方、実質株主が指示をしない場合、現地保管機関又はその被任命者は実質株主のために保有さ

れているH株について議決権を行使しない。

 

(2) 配当請求等に関する手続

(a) 現金配当の交付手続

約款に従い、現金配当は、窓口証券会社が現地保管機関又はその被任命者から一括受領し、取引口座

を通じて実質株主に交付する。

 

(b) 株式配当等の交付手続

株式分割により割り当てられたH株は、現地保管機関又はその被任命者の名義で登録され、窓口証券

会社はかかるH株を取扱口座を通じて処理する。ただし、実質株主から別段の要請がない限り、売買数

が香港における売買単位未満の端数のH株については、窓口証券会社を代理する現地保管機関により香

港で売却され、その純手取金は、窓口証券会社が現地保管機関又はその被任命者から一括受領し、取引

口座を通じて実質株主に支払う。

株式配当により割り当てられたH株は、実質株主から別段の要請がない限り、窓口証券会社を代理す

る現地保管機関により香港で売却され、その純手取金は、窓口証券会社が現地保管機関又はその名義人

から一括受領し、取引口座を通じて実質株主に支払う。

 

(3) 株式の譲渡に関する手続

実質株主がその持株の売却注文をなす際の実質株主と窓口証券会社との間の決済は円貨又は窓口証券会

社が応じうる範囲内の外貨による。窓口証券会社は、国内店頭取引についてのH株の決済を口座の振替に

よって行い、H株の取引の結果として現地保管機関のH株数残高に増減が生じた場合には、H株の名義書換

の手続に従って香港の登録機関において当該H株の譲渡手続がとられる。

 

(4) 新株引受権

実質株主が保有するH株について新株引受権が与えられる場合には、新株引受権は、通常、窓口証券会

社を代理する現地保管機関により香港で売却され、その純手取金は、窓口証券会社が現地保管機関又はそ

の名義人から一括受領し、取引口座を通じて実質株主に支払う。

 

(5) 本邦における配当等に関する課税上の取扱い

本邦における課税上の取扱いの概要は以下のとおりである。

 

(a) 配当

当社から株主に支払われる配当は、日本の税法上、配当収入として取り扱われる。日本の居住者たる

個人又は日本の法人に対して支払われる当社の配当金については、当該配当金額（中国における当該配

当の支払の際に中国又はその地方政府の源泉徴収税が徴収される場合、当該控除後の金額）につき、当

該配当の支払いを受けるべき期間に応じ、下表に記載された源泉徴収税率に相当する金額の日本の所得

税・住民税が源泉徴収される。

 

配当金の源泉徴収税率

 

配当の支払いを受けるべき期間 日本の法人 日本の居住者たる個人

2014年１月１日～2037年12月31日 所得税15.315% 所得税15.315%、住民税５%

2038年１月１日～ 所得税15% 所得税15%、住民税５%
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当社から株主に支払われる配当について、源泉徴収された場合、日本の居住者たる個人は確定申告を

行う必要はない。

当社から株主に支払われる配当について、日本の居住者たる個人は税金の分離徴収を申告することが

できる。申告分離課税を選択した場合、確定申告の税率は、2014年１月１日から2037年12月31日まで

は、当社から当該個人株主に支払われる配当金について20.315%、2038年１月１日以降は20%である。ま

た、個人の配当金について配当金控除規定は適用されない。

法人の配当金について配当金収益に算入しない規定は適用されない。中国において既に源泉徴収され

た税金は、配当金について確定申告を行うときに日本税法規定に従って外国税額控除対象となる。

 

(b) 売買損益

１．日本の居住者たる個人株主の株式売買に基づく株式売買収益は、原則として所得税の課税対象と

なり、株式売買損はその他の株式売買収益から控除することができる。なお、2009年以降の上場

株式などの株式売買損は、当社株式及びその他の上場株式などの配当金所得額（申告分離課税を

選択した場合のみに限る。）から控除することができる。納税者は課税対象年の有価証券譲渡益

全体（純額）の相当額の納税を行うことになる。以上にかかわらず、2016年１月１日以降は、申

告により、2016年分以降の上場株式や一定の公社債の配当金所得、利子所得、譲渡損益等と損益

通算が可能である。

 

２．当社株式の国内法人株主については、その株式売買損益は課税対象所得を計算するときに収益に

記入される。

 

(c) 相続税

日本税法上、日本の居住者たる実質株主が相続又は遺贈を通じて中国で発行した株式を取得した場

合、日本の相続税法に基づき相続税が課されるが、国外で日本の相続税に相当する税金を徴収された場

合など一定の条件を満たす場合、外国税額控除が認められる場合もある。

 

(6) 実質株主に対する諸通知

当社が実質株主に対して行う通知及び通信は、現地保管機関又はその被任命者に対してなされる。現地

保管機関はこれを窓口証券会社に送付する義務があり、窓口証券会社はこれをさらに各実質株主に送付す

る義務がある。実費は実質株主に請求される。ただし、実質株主がその送付を希望しない場合又は当該通

知若しくは通信の性格上重要性が乏しい場合には、送付することなく窓口証券会社の店頭に備え付け、実

質株主の閲覧に供される。
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第９ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

 

親会社

中国人寿保険（集団）公司

 

２ 【その他の参考情報】

 

当社は、当事業年度の開始日から本書提出日までの間に、関東財務局に以下の書類を提出した。

 

1. 有価証券報告書

事業年度

（自平成26年１月１日　至　平成26年12月31日）

平成27年５月22日 提出

2. 半期報告書

中間会計期間

（自平成27年１月１日　至　平成27年６月30日）

平成27年９月29日 提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項なし
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中国人寿保険股份有限公司（中華人民共和国で設立された有限責任会社）の
株主に対する独立監査人の監査報告書（訳文）
 
 
私どもは、103ページから227ページ（原文のページ）に記載されている中国人寿保険股份有限公司（以下「会社」
という。）およびその子会社の2015年12月31日現在の連結財政状態計算書、同日に終了した事業年度の連結包括利
益計算書、連結株主持分変動表、連結キャッシュ・フロー計算書および重要な会計方針の要約およびその他の注記
情報からなる連結財務書類について監査を行った。
 
 
連結財務書類に対する取締役の責任
 
会社の取締役は、国際財務報告基準および香港会社法の開示要件に準拠した、真実かつ公正な概観を与える連結財
務書類の作成、ならびに故意または過失に関わらず重大な虚偽記載のない連結財務書類の作成に必要不可欠である
と取締役が判断した内部統制に対し、責任を有している。
 
 
監査人の責任
 
私どもの責任は、私どもの監査に基づき当該連結財務書類に対して意見を表明することである。当該監査報告書
は、香港会社法に従い、貴社に対してのみ作成されたものであり、それ以外のいかなる目的のためでもない。私ど
もは、当該監査報告書の内容について他のいかなる者に対して責任または義務を負うものではない。
 
私どもは、国際監査基準に準拠して私どもの監査を実施した。これらの基準は私どもが倫理規準を遵守し、連結財
務書類に重要な虚偽表示がないか否かについて合理的な保証を与えるに十分な証拠を得るために監査を計画し実行
することを求めている。
 
監査は、連結財務書類上の金額および開示に関する監査上の証拠を得るための手続の実行を含んでいる。故意、過
失に関わらず、連結財務書類上に重要な虚偽表示があるか否かについてのリスク評価など、どの手法を選択するか
は監査人の判断に委ねられる。こうしたリスク評価において、状況に応じて適切な監査手続を行うために、監査人
は真実かつ公正な概観を与える企業の連結財務書類の作成に関連する内部統制を考慮する。ただしこれは企業の内
部統制の有効性について意見を表明するためのものではない。監査にはまた、取締役により使用された会計方針の
適切性および会計上の見積りの妥当性の評価、ならびに連結財務書類の表示の全体的な評価も含まれる。
 
私どもは私どもの監査意見の基礎をなすに十分かつ適切な監査証拠を得たと確信している。
 
 
意見
 
私どもの意見では、当該連結財務書類は、2015年12月31日現在の会社およびその子会社の財政状態ならびに同日に
終了した事業年度の会社およびその子会社の業績およびキャッシュ・フローについて、国際財務報告基準に準拠し
て真実かつ公正な概観を与えており、香港会社法の開示要件に従い適切に作成されている。
 
 
Ernst & Young
公認会計士
 
香港、2016年３月23日
 

次へ
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Independent auditors’ report
 
To the shareholders of China Life Insurance Company Limited
(Incorporated in the People’s Republic of China with limited liability)
 
We have audited the consolidated financial statements of China Life Insurance Company Limited (the “Company”)
and its subsidiaries set out on pages 103 to 227, which comprise the consolidated statement of financial position as
at 31 December 2015, and the consolidated statement of comprehensive income, the consolidated statement of
changes in equity and the consolidated statement of cash flows for the year then ended, and a summary of
significant accounting policies and other explanatory information.
 
Directors’ responsibility for the consolidated financial statements
 
The directors of the Company are responsible for the preparation of consolidated financial statements that give a
true and fair view in accordance with International Financial Reporting Standards and the disclosure requirements
of the Hong Kong Companies Ordinance, and for such internal control as the directors determine is necessary to
enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due
to fraud or error.
 
Auditors’ responsibility
 
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. Our
report is made solely to you, as a body, in accordance with the Hong Kong Companies Ordinance, and for no other
purpose. We do not assume responsibility towards or accept liability to any other person for the contents of this
report.
 
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those standards require that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the
consolidated financial statements are free from material misstatement.
 
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the
consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors’ judgement, including the
assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or
error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity’s preparation of
consolidated financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’
s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimates made by the directors, as well as evaluating the overall presentation of
the consolidated financial statements.
 
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit
opinion.
 
Opinion
 
In our opinion, the consolidated financial statements give a true and fair view of the financial position of the
Company and its subsidiaries as at 31 December 2015, and of their financial performance and cash flows for the
year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards and have been properly prepared
in compliance with the disclosure requirements of the Hong Kong Companies Ordinance.
 
Ernst & Young
Certified Public Accountants
 
Hong Kong
23 March 2016
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